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○ 大学の概要

（１） 現況
① 大学名：国立大学法人信州大学

② 所在地：法人本部，旭,桐キャンパス：長野県松本市
西長野,南堀,若里キャンパス：長野県長野市
南箕輪キャンパス：長野県上伊那郡南箕輪村
常田キャンパス：長野県上田市

③ 役員の状況
学長名：小宮山 淳（平成15年６月11日～平成19年９月30日）
理事数：６名 監事数（非常勤を含む ：２名）

④ 学部等の構成
， ， ， ， ， ， ，学 部：人文学部 教育学部 経済学部 理学部 医学部 工学部 農学部

繊維学部
研究科：人文科学研究科，教育学研究科，経済・社会政策科学研究科，

医学研究科，工学系研究科，農学研究科，総合工学系研究科，
法曹法務研究科

教育研究施設等：附属図書館，健康安全センター，総合情報処理センター，
地域共同研究センター，留学生センター，山地水環境教育
研究センター，ヒト環境科学研究支援センター，高等教育
システムセンター，サテライト・ベンチャー・ビジネス・

， ， ，ラボラトリー カーボン科学研究所 山岳科学総合研究所
アドミッションセンター，イノベーション研究・支援セン
ター,産学官連携推進本部，医学部附属病院，教育学部附
属学校園

⑤ 学生数及び教職員数（平成17年５月１日現在)
学生数：学部 ９，４３２名(１８３名) 研究科 ２，２３７名（１６４名）
教員数：１，１２８

教授 ３８５名 助教授 ３００名 講師 ８４名 助手 ２３６名
教諭 １２３名

職員数：１，０９８名

信州大学

（２） 大学の基本的な目標等

， ， ，信州大学は 信州の豊かな自然と文化の中で 優れた教育研究を達成することによって
， ， ， ，自然環境の保全 人々の健康と福祉の向上 産業の育成と活性化 新しい文化の創造など

大学に求められている社会的使命を果たすことを理念として掲げ，この理念のもとに，教
育，研究，地域貢献，国際交流の４分野について，基本目標を設定している。
この理念・目標を実現するために，第一期中期目標期間においては，以下の項目を重点

目標として設定する。
(1) 教育に関する重点目標

教養教育及び専門教育の質的充実を目指し，グローバルな視野・国際感覚と豊かな
感受性，課題解決能力を備えた人材の養成を行う。学部教育を基礎として大学院修士
課程及び博士課程においては，高度専門職業人養成のための体制整備や教育プログラ
ムの拡大を図り，重点的研究分野においては21世紀のフロンティアを切り開く研究者
を養成する。

(2) 研究に関する重点目標
先端的，独創的研究を推進し，研究面における全国的，世界的拠点の形成を目指し

た体制の整備を図るとともに，研究成果の向上と活用・還元に努める。また，研究・
教育基盤の充実に資するため，共同利用施設の整備・充実を図る。

(3) 地域貢献に関する重点目標
地域貢献を組織的に推進する体制を強化し，行政，企業，住民との連携・協力のも

と，地域の産業創出と活性化，医療水準と福祉の向上，新しい地域文化の創出など，
多様なニーズに積極的に取り組む。

(4) 国際交流に関する重点目標
国際交流を組織的に推進する体制を整備し，信州大学の中・長期的国際戦略の策定

を行うとともに，教育・研究面における特色ある国際交流の推進を図る。
(5) 管理運営に関する重点目標

改善勧告機能を有する点検・評価体制の構築により，理念と目標の達成を目指す計
画の策定から，実施，評価，改革へと至る一連のサイクルを，大学運営の根幹部分に
組み込み定着させる。これにより，中期目標の達成状況を点検しながら，時代や社会
の要請に照らし合わせ，目標・計画の妥当性を絶えず検証していく。
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注： 内の組織は，平成17年4月に設置。(下記機構図も同じ。)
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全 体 的 な 状 況

し，様々な研究を推進した。また，カーボン科学研究所を設置し，シリコンに続く21世紀１．中期計画の全体的な進行状況
平成16 年度に係る業務の実績に関する評価結果において 「大学院独立研究科法曹法 材料・主要元素としての炭素を定義し，それを研究する国際的中核機関及び本学の共同研，

務専攻の設置申請を行い，平成17 年４月１日設置の準備を整える」については，法曹法 究施設として活動を開始した。
務研究科の設置は行われたが，設置申請時に未完成論文を完成済みと虚偽記載した問題
があったために，年度計画を十分には実施していないと判断された。これについては， ・全国の知的クラスター創成事業の中間評価で全国トップの評価を受け，文部科学大臣賞
年度計画にはないが緊急に対処することとし 「信州大学法科大学院改善検討委員会」の を受賞したナノテクノロジーに関連した研究領域（長野・上田地区の知的クラスター創成，
設置や全学的な設置申請内容のチェック体制の構築等の改善策を講じ，再発防止のため 事業の中核拠点形成）における２つのプロジェクト「ナノカーボンコンポジットによるス
に継続的な取り組みを行うこととした。 マート機能デバイスの研究開発」及び「機能性ナノ高分子材料による有機ナノマテリアル
平成17年度事業年度計画の業務実績を点検・評価した結果，達成度の評定が求められ デバイスの研究開発」において優れた研究成果・技術移転等が図られた。

ている４項目については，評定のⅢ（年度計画を順調に実施している）とⅣ（年度計画
を上回って実施している）の合計が全体の約95%を超えており，年度計画の実施に特段の ・加齢適応医科学の研究領域として大学院医学研究科のもとに，松本市，医師会，企業と
障害はなかったと言える。一方，評定が求められていない「教育研究等の質の向上」に の連携で開始した「松本市熟年体育大学」の活動が評価され，本年度に経済産業省の「健
関する年度計画については，重点項目の計画達成度は高いが，達成度が低く次年度に補 康サービス産業創出支援事業」の補助を得て，1,000人／年規模に拡大した「熟年体育大
完しなければならない年度計画も認められる。しかし５項目全体としては，法人化２年 学」をスタートさせ，正確にデータを把握して運動トレーニングの医学的，生理学的，行
目の年度計画は概ね順調に進捗していると判断することができる。 政的効果を遺伝学的に解析し，効率的な健康増進・予防医療実現のための基礎的情報を得

ることができた。
２．各項目別の状況のポイント

○社会連携・地域貢献・国際交流の推進に関する特筆すべき取組Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上に関する目的を達成するための取組
○教育の質の向上に関する特筆すべき取組 ・教育研究成果の社会への還元及び地域社会のニーズに対応するため行ってきた地方自治
・本学の共通教育に係る教育課程の企画及び円滑な実施を図るとともに，本学が掲げる 体との包括的な連携協定の締結を本年度「伊那市」及び「松本市」と締結し，計７つの地
教育目標を達成するため，本学の教育に関する研究開発，企画及び支援を総合的に行う 方自治体との協定となった。また，この連携協定に基づく附属図書館の連携事業の検討を
ことを目的とした「全学教育機構」を平成18年４月１日に設置するため，高等教育機構 進め，３月11日に市民向け情報リテラシー講習会を開催するなど塩尻市立図書館との連携
(仮称)設置準備室において検討を行い，設置を決定した。 事業を開始した。

・工学部の取組から始まった環境マインドをもつ人材の育成プログラムを全学展開し， ・国際交流の総括的支援体制の整備・充実を図り，国際戦略ポリシーの策定を行うため，
環境関連授業科目の充実等を行い，また，そのプログラムの一環として学生を中心とし 留学生センターの国際交流センターへの改組及び国際交流連絡調整会議の設置が決定し
た教職員等が一体となつたエコキャンパスの構築のための活動により，工学部に続き教 た。
育学部において環境ISO14001を本年度取得した。

○附属病院の機能の充実に関する取組
・学生支援体制の改善のための取組として，オフィス・アワーを全学的に導入した。ま ・地域医療の中核を担い，かつ高度先進医療を推進し，病院収入の増加を図るため，外来
た，学生支援の充実を図るため学生センターの学生総合支援センターへの改組及び就職 抗悪性腫瘍剤治療を専門的に行う｢通院治療センター｣及び「先端心臓血管病センター外来
支援,キャリア教育の充実のためキャリア・サポートセンターの設置に向けた検討を行 部門」を4月に設置した。また，10月に救命救急センター（２０床）を設置し，第三次救
い，さらに事務組織改革の一環として学生支援事務体制の強化を図り，平成18年4月に 急医療センターとしての役割を果たしながら，高度救命救急医療施設として，また，集中
措置することとした。 治療医学の教育研究の場としても充分その使命を果たしている。

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化に関する目的を達成するための取組○研究の質の向上に関する特筆すべき取組
・世界的な研究拠点を目指すことができる高度かつ特色ある研究分野のさらなる拡充・ ○戦略的な法人経営体制の確立に関する特筆すべき取組
整備を図るため,２１世紀ＣＯＥプログラム「先進ファイバー工学」を中心としたファ ・運営のための企画立案体制として，全学的な観点から本学が将来に向けて創造的な発展
イバー工学分野における国際的研究教育拠点を強化するため，全体計画を３分野に設定 を図るため，戦略企画室会議を設置し，その下に，教育戦略，研究戦略，地域連携戦略の
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Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための取組３つの企画チーム置き，経営の視点に立ち全学的な観点から戦略的・機動的な大学経営
を展開するため必要な事項について検討が行われ，かつ，迅速な結論が得られた。 ○自己点検・評価の充実に関する特筆すべき取組

・４月に設置した全学の自己点検・評価，外部評価，第三者評価等の評価関連活動を一元的
○戦略的・効果的な資源配分に関する特筆すべき取組 に司る評価・分析室において，国立大学法人評価のうち年度評価を実施するため「年度計
・学長のリーダーシップを発揮するため、全学的視点からの教育研究等の質の向上を図 画進捗状況管理システム」を構築し，それにより報告書を作成した。また，機関別認証評
るプロジェクト等に措置する経費として教育改善推進費及び年度計画実施に特に必要な 価に関して，平成19年度に大学評価･学位授与機構の大学機関別認証評価を受けることが決
経費として特別事業経費を措置し，学長の指示及び学内公募のうえ、学長及び戦略企画 定され，各学部･研究科等の状況を18年度に分析･評価するための対応として，評価･分析室
室メンバーによりヒアリングを実施し重点配分した。また，学部長の裁量による経費と において「現状分析･自己評価マニュアル」を作成し，各学部等の評価を担当する職員等に
して、学部長裁量経費を教育研究経費より確保し，科学研究費補助金の応募率、学部の 対する研修会を開催した。
就職率等の実績を勘案して評価査定のうえ、重点的傾斜配分を実施した。
さらに，平成18年度における裁量経費について，計画的・効率的に事業が達成できる ○情報公開の促進に関する特筆すべき取組
よう早期に配分額を提示することとし，予算制度検討WG，戦略企画室等で学長裁量経費 ・広報・情報担当理事の下，広報スタッフが中心となり全学広報の企画・戦略の立案，実
の基本的方針，学部長裁量経費の実施要項等を策定した。 施を行い，従来から発行している「信州大学概要 「信大ＮＯＷ（広報誌 」の内容等の見」， ）

直し，大学ＨＰのリニューアルについてを行っている。また，事務組織の業務執行，組織
○業務運営の効率化に関する特筆すべき取組 の見直しの結果，広報戦略・企画機能の強化のため，平成18年４月に広報情報室を設置す
・事務組織の再編・合理化など，業務運営の合理化に向けた取組として，組織開発イ ることとした。
ニシアチブグループ（組織ＤＩＧ）において，18年4月からの執行組織の改革案を策定

Ⅴ．その他業務運営に関する重要目標を達成するための取組した。具体的には，業務運営の合理化を目的として，法人本部にグループ制を導入する
とともに，内部監査室，広報・情報室，研究推進部，国際交流センター，学生総合支援 ○施設設備の整備に関する特筆すべき取組
センターなどに新設・再編し，担当役員等の直接的な支援機能の強化と学生サービスの ・施設マネジメント管理システム導入の年次計画に基づく，施設マネジメントの基本実施
充実を図った。 策を作成するとともに施設パトロール及び耐震診断等によるデーターの収集，収集資料の

整理及びバリアフリーマップの作成を行い，施設マネジメント管理システムにるデータベ
○監査機能の充実に関する特筆すべき取組 ース化を進めるとともに，必要な施設の改修等を行った。また，17年度より施設維持管理
・事務組織の業務執行，組織の見直しの結果，監査機能の強化のため，平成18年４月に 費の中央管理分を確保し，全学的な維持管理等の推進を図った。
内部監査室を設置することとした。内部監査室では，本法人の目標，計画の効果的な達
成のため，業務の有効性及び効率性並びに業務処理の適切性を高める観点から，業務全
般について，改善を重視した監査を行うこととしている。

Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するための取組
○自己収入の増加に向けた特筆すべき取組
・学内の研究資源・情報のデータベースをもとに，企業や官公庁の訪問，産学官マッチ
ングイベントの主催及び参加，産学官連携推進本部の強化等によって，外部に対し積極
的に本学の研究資源をアピールし，共同研究費等外部資金の獲得拡大に努めた。
その結果，共同研究費，受託研究費，寄付金の受入件数，受入額が大幅に増加した。

○経費削減に向けた特筆すべき取組
・エレベーター等保全業務契約や施設関係の保守契約の契約内容の見直し，工事入札契
約の指名業者選定方針の見直しなどによる経費の節減を図った。
また，本学全体の省エネルギー活動を効果的に推進することを目的に設置された省エ

ネルギー推進ＷＧにおける省エネルギー啓発活動計画表に沿った活動を実施した。
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項 目 別 の 状 況

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
１ 教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標

【学士課程】中
1) 広く深い教養に支えられ，批判力・洞察力を備えた人間性豊かな人格を涵養する。
2) 専門教育での実りある学習成果を確保し，十分な基礎学力を着実に身につけ，総合的視野と高い期
能力を備えた人材を養成する。

【大学院課程】目
大学院課程では，幅広い知識と視野を備えた人材養成を目指した学部教育に立脚して，各研究科の
目標に沿った多様な諸分野の高度専門職業人及び先端的研究を推進する有為な人材を養成する。標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１】成績評価基準を授業目標の 【１－１】共通教育のシラバスにおいて， 共通教育のシラバス執筆依頼の際に「授業達成目標の明示，成績評価基準の
達成度に統一した上で，単位取得 全学ガイドラインに従い「授業達成目標の 明示」を授業担当者に依頼し，周知･徹底を図り，平成18年度シラバスをチェッ
率について合理的な基準を設け， 明示，成績評価基準の明示」を徹底する。 クした結果，全学ガイドラインに従いほとんどの授業科目において明示されて
全ての科目区分においてその基準 いる。
値を維持する。

【１－２】単位取得率を含めた授業ごとの 平成16年度の単位取得率を含めた授業ごとの成績の分布に関する調査を実施
成績の分布に関する調査を実施する。 し，分析結果を報告した。

【１－３ 「単位取得率の合理的基準」も含 上記結果を含め，新しい成績評価基準については，共通教育のみではなく専】
，めた新しい成績評価基準を作成する（平成1 門課程も含めて全学的な議論で決定するほうが合理的であるということになり

8年度から実施 。 教育戦略企画チーム会議において審議することになった。そのため，平成18年）
度からの新しい成績評価基準の実施は見送った。

【２ 「教養教育における満足度」 【２－１】教養教育における満足度調査の 教養教育における満足度調査の項目・方法を検討し，教育成果（22項目）と】
とは何かを検証しつつ，在学生及 項目・方法を検討し，適切な方法に調整し 教育環境（11項目）について在学生に対する教養教育満足度調査を実施し，分
び卒業生を対象にした教育満足度 て実施する。 析結果を報告書としてとりまとめた。
の調査を継続的に実施し，満足度
数値の上昇をもたらすように教育
方法の改善を図る。

【３】教養教育の教育成果に関し 【３－１】教養教育の成果に関する調査を 教養教育の成果の項目を含めた在学生を対象とする満足度調査を実施し，こ
て，専門教育に必要な基礎学力や 実施する。 の調査から教育成果を分析した。
社会人として必要とされる能力の
修得という視点からの検証を絶え 【３－２】共通教育において，環境マイン 平成18年度実施の共通教育新カリキュラムにおいて，教養科目群A「環境と人
ず実施する。 ド育成のための授業をさらに充実する。 間（環境マインド 」を新たに創設し，一科目2単位を全学生に必修とした。）

【４】専門教育の効果の向上のた 【４－１】新入生ゼミナールハンドブック 新入生ゼミナールハンドブックを発行し，１年生全員に配布して，授業への
め，より多くの学生に基礎学力を を発行し，普及に努める。 活用を図っている。
修得させるための教育指導を徹底
して行う。 【４－２】新入生のために「英文ライティ 英文ライティングのハンドブックを発行し，１年生全員に配布して，授業へ

ングのハンドブック」を配布する。 の活用を図っている。

【４－３】新入生のために年度始めに「英 ５月２３日及び２６日に新入生のためのセミナー「英語を学ぶってなんだろ

信州大学
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語の学び方」についてのセミナーを開く。 う」を実施した。

【４－４】教科書「基礎理学」の作成・改 教科書「基礎理学」の物理編を作るなど，内容を充実した。
良と基礎科学科目の新カリキュラム検討し また，平成18年度共通教育新カリキュラムにおいて，従来の専門基礎科目を，
作成する。 整理し，複数の学部にまたがる基礎科目を厳選，必要に応じて補充を行い，基

礎知識の習得を確実に行えるよう，習熟度別クラスの導入や補習など教育方法
の工夫も行い，基礎科学科目として内容を充実させた。

【４－５】TA,SAの配置と研修を実施する。 TAとSAは153名配置した。また，TA，SAに対する研修については，授業担当教
員の責任において実施している。なお，情報ピア･サポートにおいては，学生サ
ポーター（SA）の研鑽のために必要な環境を整えた。

【５】体育教育の成果を，スポー 【５－１】体育教育に関する調査を継続実 共通教育における体育教育に関する調査を実施し，調査結果を運営委員会に
ツ習慣と身体知への意識として定 施し，改善策を作成する。 報告した。共通教育のカリキュラム改革に合わせて実施されたスポーツ実習授
着させるために，事後調査を実施 業の選択科目化と，それに伴う本学教育での生涯にわたる健康維持のためのス
するとともに，その結果を基にし ポーツ習慣の定着と身体知の意識の涵養への施策をこの調査結果と照らし合わ
て教育方法の改善を図る。 せて検討し，平成18年度以降の改善策とする。

【６】教養教育と連携し，専門基 【６－１】各学部において，教育課程（カ 人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部，繊維学部がそれ
礎教育及び専門教育のバランスが リキュラム）を継続的・恒常的に開発，実 ぞれ，教育課程（カリキュラム）を継続的・恒常的に開発，実施，点検・評価
とれた体系的な教育課程とその実 施，点検・評価する組織「カリキュラム検 する組織「カリキュラム検討組織」を設置した。なお，農学部においては３月
施体制を整備し，グローバルな 討組織」を設置する。 の年度計画報告において 「カリキュラム検討組織」として平成16年度にカリキ，
視 野・国際感覚と豊かな感受性 ュラム管理委員会を設置し，平成17年度にカリキュラムとシラバスの点検を実，
課題解決能力を備えた人材を養成 施した結果，学生の履修方法を明確にするため，平成18年度入学生（食料生産
する。 科学科）から２コース制カリキュラムを導入することとした。

６－２ カリキュラム検討組織において 12月1日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，各【 】 ，
平成18年度実施の共通教育課程の改定を踏 学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りまと
まえ，専門教育課程を点検・評価し，18年 めた。
度入学生の学年進行に合わせた必要な教育
課程の実施計画を決定する。

６－３ カリキュラム検討組織において 12月1日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，各【 】 ，
それぞれの学部において 「グローバルな視 学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りまと，
野・国際感覚と豊かな感受性，課題解決能 めた。
力を備えた人材育成」のための教育課程の
具体的な内容を決定し，平成18年度以降に
おける実施計画を作成する。

【７ 「専門教育における満足度」 【７－１ 「専門教育における満足度」調査 学生の満足度調査の具体的な実施計画について教育戦略企画チーム会議にお】 】
とは何かを検証しつつ，在学生及 を平成18年度以降に継続的に実施できるよ いて議論し，平成18年1月から平成19年3月までの満足度調査実施スケジュール
び卒業生を対象にした教育満足度 うに，具体的な実施計画の作成と準備を平 を作成した。
の調査を継続的に実施し，満足度 成17年度中に完了させる。 また，学部独自の取り組みは以下のとおりである。
数値の上昇をもたらすように教育 ・教育学部においては，学部運営会議，学部点検評価委員会と連携し「卒業生
方法の改善を図る。 アンケ－ト」を実施した。

・経済学部においては平成17年度に行われた「学生による授業評価」において
は，専門科目について経済学部独自の項目を加え，その中で「教育満足度」
を問うた。卒業時点（平成１７年度卒業式）での「専門教育の満足度」調査
を行うことを決定した。

・農学部においては 「学生による授業評価アンケート」において「専門教育に，
おける満足度（授業内容の評価 」に関する調査を農学部独自に実施し，改善）
策を策定するための基礎データを集積した。

【８】進展し変容する社会からの 【８－１】各学部において，教育課程（カ 人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部，繊維学部がそれ
要請に配慮した教育課程を編成す リキュラム）を継続的・恒常的に開発，実 ぞれ，教育課程（カリキュラム）を継続的・恒常的に開発，実施，点検・評価
る。 施，点検・評価する組織「カリキュラム検 する組織「カリキュラム検討組織」を設置した。なお，農学部においては３月

討組織」を設置する。 の年度計画報告において 「カリキュラム検討組織」として平成16年度にカリキ，
ュラム管理委員会を設置し，平成17年度にカリキュラムとシラバスの点検を実

信州大学
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施した結果，学生の履修方法を明確にするため，平成18年度入学生（食料生産
科学科）から２コース制カリキュラムを導入することとした。

８－２ カリキュラム検討組織において 12月１日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，【 】 ，
それぞれの学部において 「進展し変容する 各学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りま，
社会からの要請に配慮した教育課程」につ とめた。また，教育学部においては，平成17年４月に「臨床教育推進室」の活
いて具体的に定義し，それを実施するため 動を開始した。また，進展し変容する社会からの要請に配慮した教育課程の実
の具体的な計画（平成18年度以降の実施計 施も含む教員養成GPを提案し，採択された。その主要な活動として，シンポジ
画）を策定する。 ウム，国際フォーラム等を実施した教員養成ＧＰを提案し，選定された。

【９】豊かな人格形成のもと，社 【９－１】各学部において，教育課程（カ 人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部，繊維学部がそれ
会でのさまざまな分野で活躍しう リキュラム）を継続的・恒常的に開発，実 ぞれ，教育課程（カリキュラム）を継続的・恒常的に開発，実施，点検・評価
る総合的な知力を育成する教育課 施，点検・評価する組織「カリキュラム検 する組織「カリキュラム検討組織」を設置した。なお，農学部においては３月
程を整備する。 討組織」を設置する。 の年度計画報告において 「カリキュラム検討組織」として平成16年度にカリキ，

ュラム管理委員会を設置し，平成17年度にカリキュラムとシラバスの点検を実
施した結果，学生の履修方法を明確にするため，平成18年度入学生（食料生産
科学科）から２コース制カリキュラムを導入することとした。また，教育学部
においては，臨床経験科目の体系的実施組織も構築した。

９－２ カリキュラム検討組織において 12月１日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，【 】 ，
それぞれの学部において 「社会での様々な 各学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りま，
分野で活躍しうる総合的な知力を育成する とめた。
教育課程」について具体的に定義し，それ
を実施するための具体的な計画（平成18年
度以降の実施計画）を策定する。

【１０】高度専門職業人等への進 １０－１ 各学部において 教育課程 カ 人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部，繊維学部がそれ【 】 ， （
路を開く，専門基礎力を着実に修 リキュラム）を継続的・恒常的に開発，実 ぞれ，教育課程（カリキュラム）を継続的・恒常的に開発，実施，点検・評価
得しうる教育課程を編成し，実施 施，点検・評価する組織「カリキュラム検 する組織「カリキュラム検討組織」を設置した。なお，農学部においては３月
する。 討組織」を設置する。 の年度計画報告において 「カリキュラム検討組織」として平成16年度にカリキ，

ュラム管理委員会を設置し，平成17年度にカリキュラムとシラバスの点検を実
施した結果，学生の履修方法を明確にするため，平成18年度入学生（食料生産
科学科）から２コース制カリキュラムを導入することとした。また，教育学部
においては，臨床経験科目の体系的実施組織も構築した。

【１０－２】カリキュラム検討組織におい 12月1日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，各
て，それぞれの学部において 「高度専門職 学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りまと，
業人等への進路を開く，専門基礎力を着実 めた。
に修得しうる教育課程」について具体的に また，各学部独自の取り組みについては，以下のとおりである。
定義し，それを実施するための具体的な計 ・教育学部においては，教育臨床基礎科目を設けた（初年度 。）
画（平成18年度以降の実施計画）を策定す ・経済学部においては，平成17年度に卒業試験の試行を行った。
る。 ・医学部医学科では，ＣＢＴ，ＯＳＣＥの正規実施，３年生への新カリキュラ

ムの適用，学内共通試験（２年生，３年生，４年生 ，ヘルスケア理論での）
Career Track講義と早期見学を実施した。

・医学部保健学科においてはふれあい実習，臨床検査学総論Ⅰ，理学療法基礎
論）を早期体験実習として実施した。

【１１】学部の専門教育と連携し 【１１－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
て，各研究科・専攻の特色及び特 ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，各研究科において教育課程プログラムを
徴を活かし，大学院課程の教育プ 大学院教育等検討組織 において検討し 学部教育のプログラムとの関係で見直しをする組織が立ち上げられ，検討が行「 」 ，
ログラムを体系的に整備し，グロ 平成 年度中に大学としての一定の成案 われた。その結果,総合工学系・工学系研究科では教育プログラム体系化の一環17
ーバルな視野・国際感覚と豊か を得る。 として,大学院ＧＰへの申請を行うべく準備を進めた。教育学研究科では大学院
な感受性，課題解決能力を備えた 問題検討委員会を設置するとともに内部に大学院問題検討ＷＧを設け検討を進
人材を養成する。 めた。

【１２ 「大学院教育における満足 【１２－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった】
度」とは何かを検証しつつ，在学 ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，各研究科において「満足度」を把握する
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生及び修了生を対象にした教育満 大学院教育等検討組織 において検討し 取り組みが進捗した 経済・社会政策科学研究科では すでに講義の中での 満「 」 ， 。 ， 「
足度の調査を継続的に実施し，満 平成 年度中に大学としての一定の成案を 足度調査」が進められている。また,教員・在学生・修了生を含む信州イノベー17
足度数値の上昇をもたらすように 得る。 ション大賞を設けることとし,満足度数値の向上を目指すこととした。医学研究
教育方法の改善を図る。 科では，平成17年11月に「満足度調査」が実施された。

【１３】高度専門職業人に必要な 【１３－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
能力を育成する教育課程を編成 ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，各研究科において年度計画に沿った検討
し，実施する。 大学院教育等検討組織 において検討し が進捗した。医学研究科では学内措置として「遺伝カウンセリングコース 「健「 」 ， 」

平成 年度中に大学としての一定の成案を 康増進指導者コース」を本年度から設け，高度専門職業人養成の教育システム17
得る。 を充実させた。教育学研究科では,現職教員1000人に対する「ニーズ調査」を行

い，報告書をまとめた。工学系研究科（理学）では,修士課程の教育プログラム
として「環境診断マイスター養成コース」を策定した。

【１４】研究者に必要な能力を育 【１４－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
成する教育課程を編成し，実施す ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，総合工学系研究科においては，教育シス
る。 大学院教育等検討組織 において検討し テム内容の見直しが開始され，研究者養成の観点からカリキュラム内容の実質「 」 ，

平成 年度中に大学としての一定の成案を 化の検討が進められた。その結果の一部は平成17年度大学院ＧＰの申請(3件)の17
得る。 形でまとめられ，更なる検討が行われている。医学研究科では，専攻ごとのシ

ラバスの充実および複数指導教員制度の導入について検討が始められた。

【１５】各研究科・専攻の特色及 【１５－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
び特徴を活かした諸分野の教育と ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，経済・社会政策科学研究科においては，
学術研究を通じて，高度な専門的 大学院教育等検討組織 において検討し 県経営者協会，その他学外者による評価制度を取り入れ，より実践的起業家能「 」 ，
知識と能力，実践的技術力，研究 平成 年度中に大学としての一定の成案を 力を高める試みが取り入れられた。人文科学研究科では前年度設けた「修士論17
能力を修得させる。 得る。 文評価基準」に基づいたテンプレートによって審査報告書を作成した。他の研

究科では，修士論文評価基準の見直しや，実践的技術能力や研究能力を評価す
るシステムの検討が開始された。

【１６】各種の免許・資格の取得 【１６－１】各学部のカリキュラム検討組 12月1日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，各
者，認定教育プログラムの増加を 織において，取得できる免許・資格の再点 学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りまと
図り，各専門分野における社会進 検を行う。また今後増加可能な資格・認定 めることとした。それにしたがって，年度末に各学部の取り組み状況をとりま
出を容易にすべく積極的に支援す プログラムをリストアップし，平成 年度 とめた。18
る。 以降に実施するための具体的な計画を策定 また，上記とは別に，学部によっては独自の取り組みを下記のとおり実施し

する。 た。
・教育学部においては，教育学部における各種資格取得実施体制の実態を調査
・整理し，今後の改善策を検討した。

， ，・農学部においては 申請条件を満たすのが最短でも平成２０年度になるため
今年度はJABEE認定に向けた実績作り及び関係資料の蓄積を行なった。平成17
年度は教育目標と授業内容の点検，学習時間の点検等を行った。また，認定
基準に合わせて，来年度に向けての具体的取組をまとめることとした。

【１６－２】 などの認定プログラム 平成18年度の計画として以下のとおり検討した。JABEE
については，未認定の関係学部・学科は受 ・理学部では地質科学科が，JABEE審査を受ける予定。
審の是非を含めて，今後の対応計画を明確 ・工学部ではJABEE認証取得の準備を進める。
にする。 ・繊維学部ではJABEE認定プログラムをさらに充実させる。

【１７】進展し変容する社会と諸 １７－１ 各学部において 教育課程 カ 人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部，繊維学部がそれ【 】 ， （
科学に柔軟に対応しうる力と未来 リキュラム）を継続的・恒常的に開発，実 ぞれ，教育課程（カリキュラム）を継続的・恒常的に開発，実施，点検・評価
創造能力を涵養する。 施，点検・評価する組織「カリキュラム検 する組織「カリキュラム検討組織」を設置した。なお，農学部においては３月

討組織」を設置する。 の年度計画報告において 「カリキュラム検討組織」として平成16年度にカリキ，
ュラム管理委員会を設置し，平成17年度にカリキュラムとシラバスの点検を実
施した結果，学生の履修方法を明確にするため，平成18年度入学生（食料生産
科学科）から２コース制カリキュラムを導入することとした。また，教育学部
においては，教員養成ＧＰの活動を進め，総合演習の実施内容・体制の改善に
ついて検討した。

【１７－２】カリキュラム検討組織におい 12月1日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，各
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て，それぞれの学部にとって 「進展し変容 学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りまと，
する社会と諸 科学に柔軟に対応しうる力と めた。
未来創造能力の涵養」とは何であるのかを
具体的に定義し，それを実施するための具
体的な計画（平成18年度以降の実施計画）
を策定する。

【１８】各学部の理念・目標に沿 【１８－１】平成16年度に引き続き，各学 教育戦略企画チーム会議において各学部の理念・目標に沿った専門人・職業
って専門人・職業人養成の具体的 部の理念・目標に沿った 専門人・職業人養 人養成の具体的諸目標について再検討し，すべての学部で平成18年度中に卒業
諸目標を設定し，それぞれの分野 成の具体的諸目標（卒業生の進路を含む目 後の進路等に関する具体的目標を設定することにした。
で中核的な役割を担って活躍しう 標）を平成17年度中に設定する。
る能力を付与する。

【１９】各研究科の理念・目標に 【１９－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
沿って具体的諸目標を設定し，各 ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，各研究科において,それぞれの理念・目
専門分野での中核的な役割を担っ 大学院教育等検討組織 において検討し 標に沿った検討が進められた。「 」 ，
て活躍しうる高度専門職業人及び 平成 年度中に大学としての一定の成案を17
先端的研究に参画しうる研究者を 得る。
養成する。

【２０】シラバスに授業達成目標 【２０－１】シラバスに達成目標が明示さ 各学部においてシラバス点検体制を整え，点検を実施している。
を明示し，教育の達成度が客観的に れているかを点検する体制を，各学部にお
検証できるようにする。 いて整備する。各学部において，平成18年

度以降にはシラバス点検が実施できるよう
に体制を整える。

【２１】学生自身による「学習目 【２１－１】ポートフォリオ評価に関する 平成17年9月に，高等教育システムセンター運営委員会に対して，各学部から
標の設定とその到達度の自己評価 各学部の取り組みの報告・検討を，高等教 ポートフォリオ評価の実施状況について報告があった。」
を実施し，教員自身による目標達 育システムセンター運営委員会において行
成度評価（即ち成績評価）との比 う。
較等から，教育の効果・成果を検
証する体制をつくる。 【２１－２】平成18年度以降の共通教育課 平成17年9月に，高等教育システムセンター運営委員会に対して，各学部から

程における1年生教育との関連で，ポートフ ポートフォリオ評価の実施状況について報告があり，共通教育のうち新入生ゼ
ォリオ評価の実施に関するガイドラインを ミナール指導ガイドラインを取りまとめた。また，教育学部においては，臨床
取りまとめる。 経験科目「教育臨床基礎」の実施において全学生のポ－トフォリオ作成を実施

した。

【２２】学生による授業の評価結 【２２－１】 各学部と高等教育システムセンターにおいて，学生による授業評価への参加各学部と高等教育システムセンタ
果等を活かした授業改善プログラ 者の増加を図るための方策や授業評価結果などを利用した授業改善プログラムーにおいて，次の事柄を 実施する。
ムを構築し，その実施状況を公表 を構築するため以下の取組を行った。・学生による授業評価結果の信頼性をより高め
する。 ・共通教育においては，回答率を向上させるために前期後期ともに次のようにるために，学生による授業評価への参加者の増

対応した。加を図るための方策を実施する。
・ポスターの貼り出し・学生による授業評価結果などを利用した授業
・前期は新入生ゼミで全員に案内を配布。後期はテスト時間割と一緒に配改善プログラムを構築し，その内容を公表する
布（平成18年度以降の実施計画も含む。）。

・授業担当教員に対して，授業評価への参加を呼びかけ
また，評価結果を生かした授業改善としては，次のような対応を行った。
・学生からの自由記述に対して教員が回答し，webページで公開
・共通教育点検評価委員会において授業評価結果を検討し，要注意授業を
抽出した上で担当教員の所属学部に対して調査を依頼

・人文学部においては，前期は７月１１日から２５日まで従来通りペーパーに
よる授業評価を行い，その評価結果の分析を，情報分析室（評価担当）が主

， （ ） 。体となり NPO法人 信洲・大学地域連携プロジェクト の協力を得て行った
また，後期は，はじめてWebによる授業評価を１月１０日から２月１０日まで
の間行った。いずれの場合も，教授会において各教員に協力を要請し，メー
ルやポスター等通じて学生にも周知徹底を図った。
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・経済学部においては，教員に授業評価への呼びかけを要請するとともに，Ｅ-
mailによって，学生に呼びかけた。教育評価点検では，全教員が全授業評価
を閲覧できるようにし自主的改善を促している。

・工学部においては，キャンパス内にポスターを貼り出し，全学生に授業評価
への参加を呼びかけるパンフレットを配布した。

・農学部では，学生による授業評価アンケート」において「専門教育における
満足度（授業内容の評価 」に関する調査を農学部独自に実施し，改善策を策）
定するための基礎データを集積した。

【２３】大学院課程では，新たに 【２３－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
授業改善プログラムを構築し，高 ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，教育学研究科では，大学院問題検討ＷＧ
度専門職業人養成が適切かつ効果 大学院教育等検討組織 において検討し 内で検討を進め報告書をまとめた。医学研究科では平成17年11月実施のアンケ「 」 ，
的に行われるシステムを設ける。 平成 年度中に大学としての一定の成案を ート調査結果をもとに平成18年度から修士課程での新カリキュラム導入を決め17

得る。 た。経済・社会政策科学研究科では定期的に産業界・官界有識者との懇談会を
。実施し,要望・意見を授業改善に生かす努力を行っている

【２４】大学院課程では，修士・ 【２４－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
博士の学位授与の方針と基準を明 ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，博士課程については，いずれも学位授与
確化し公表することにより，学位 大学院教育等検討組織 において検討し の方針・基準は定められているが，公表は足並みが必ずしも揃っていない。各「 」 ，
水準の高度化を図る。 平成 年度中に大学としての一定の成案を 研究科で中期計画・年度計画について検討が進められた。なお，医学研究科で17

得る。 はすでに内規を整備・改善し，公表した。人文科学研究科では修士論文優秀賞
を新設し,表彰した。

【２５】学部卒業後・大学院修了 【２５－１】各学部において卒業生の進路 教育戦略企画チーム会議で審議し，平成18年1月から平成19年3月までの卒業
後の進路及び卒業・修了後の状態 及び卒業後の実態を調査するための体制を 生の実態調査のスケジュールを作成した。また，各学部独自の取り組みとして
を調査して，それぞれの課程の教 整備し，平成18年度以降の調査実施計画を 以下のとおり実施した。
育目標達成状況を点検評価する。 立てる。 ・人文学部においては，就職・インターンシップ委員会が中心となり，定期的

に就職ガイダンス，説明会，講演会を企画するとともに，学務係と共同して
各分野の指導教員を通じて卒業予定者の進路先の把握に努めた。また，信州
大学評価・分析室人文学部分室が設置されたことにより，平成15年度から卒
業生を対象としたアンケート調査のデータや，雇用主を対象にしたアンケー

（ ， ）ト調査 平成15年度に実施し 以後５年に一度の割合で実施を計画している
結果の分析を行い，卒業後の実態調査を行っていく。また，人文学部同窓会
との連携を強化し，卒業生の社会における活躍や卒業後の動向についてより
一層実態を把握し得る体制整備を行っていく予定である。

・教育学部においては就職委員会が分野および指導教員を通して把握に務めて
おり，卒業生アンケ－トを実施した。

・経済学部においては卒業生の進路については就職委員会が把握している。卒
業後の実態については同窓会が一部把握している。

・理学部においては各学科の就職担当教員が卒業生の進路について最新情報を
収集している。卒業後の実態については，理学部同窓会とも連携して追跡調
査が可能な体制になっている。

・医学部医学科においては医学教育センター及び卒後臨床研修センターで実施
している （保健学科は平成19年3月に１期生が卒業するため，それに向けて。
今後体制を整備していく予定）

・工学部においては「卒業生の進路」に関しては，各学科の就職担当教員が詳
細に把握している。

・農学部においては，就職委員会が学生の進路，就職状況はおさえているが，
その後の追跡調査等は未整備のため，委員会において卒業・修了後の状態調
査項目，実施体制など同窓会との協力体制構築を含め，次年度検討する。

・繊維学部においては，学科単位では，学科就職委員による進路指導および進
路調査を通じて，学科就職情報としてデータベース化（素材開発化学科 ，JA）
BEEプログラムのなかの教育プログラム実施委員会に学生アンケート担当(3
名)をおき，卒業生に対するアンケートおよびその上司に対するアンケートを
実施（機能機械学科，精密素材工学科 ，教員からの情報により学科長又は担）
当者が取りまとめている（感性工学科）等の取り組みが行われている。
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【２５－２】大学院については，担当副学 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
長，高等教育システムセンター長，各研究 が,成案に向けての検討内容を踏まえ，各研究科とも修了者進路，修了後の状況
科の代表者からなる「大学院教育等検討組 把握は精粗の違いはあるが実施している。しかし，教育目標がどの程度達成さ
織」において検討し，平成 年度中に大学 れたかという観点からの調査は不十分であり，各研究科とも課題である。人文17
としての一定の成案を得る。 科学研究科では平成18年度職業調査を実施する計画を立案した。経済・社会政

策科学研究科では修了生の実社会での活躍をモニターするため,イノベーション
研究支援センター主催の研究会を実施した。農学研究科では就職委員会におい
て修了生の状態調査項目実施体制等の検討を進めている。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標

【 アドミッション・ポリシーの明確化 】中
1) アドミッション・ポリシーを明確にして公表し，これに基づいた学生受入方策を適切に講じる。

【 教育目標に即したカリキュラム 】期
1) 教育理念及び教育目標に即したカリキュラムを編成する。

【 学習意欲を促進するための諸方策 】目
1) 学習意欲を高めるための諸方策を検討し，その実現に必要な体制整備を行う。

【 公正で厳格な成績評価 】標
1) 公正で厳格な成績評価方法を検討し，それを実現するシステムを構築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【２６】アドミッション・センタ 【２６－１】平成 年度入試案内等に各学 各学部ホームページ,平成18年度入試案内（入学者選抜要項）及び2006学生募18
。 （ ） 。ーが中心となり，各学部と調整を 部のアドミッション・ポリシーを明示する 集案内 学生募集要項 により各学部のアドミッション・ポリシーを明示した

図りながら，全学及び各学部のア
ドミッション・ポリシーを作成す
る。

【２７】アドミッション・ポリシ 【２７－１】アドミッション・ポリシーに 学生部入試課のアドミッションセンターへの一元化を含めたアドミッション
ーに即した入試方法及び入試問題 即した入試方法や入試問題作成等に資する センターの整備充実を図るため，平成18年３月に承認されたアドミッションセ
を作成する。 ため，アドミッションセンターの整備充実 ンター規程ほか関係規程等の改正により，新たにセンター業務として，戦略的

を図る （学生部入試課のアドミッションセ な入試方法の企画及び検証に関すること，入学者選抜方法改善のための調査研
ンターへの一元化を含む 。 究（入学者選抜方法研究委員会の廃止に伴うアドミッションセンター研究開発。）

部門への機能移行）等が盛り込まれた。併せて，アドミッションセンター各部
門の機能を拡充するため新たに各部門長が配置された。また，センター員の選
出方法が見直され，各学部の入試委員長（これに準ずる者を含む）と各学部及
び全学教育機構選出教員各１人（改正前のセンター員配置は７名）がセンター
員として配置されることとなった。
なお，入試課については，アドミッションセンターと一元化した組織として

位置付けがされ，アドミッションセンター各部門と連携して業務を推進するた
め，入試企画及び学生募集の２グループが組まれ必要な要員整備が行われた。

【２８】志願者の進路動向を適切 【２８－１】志願者の進路動向に即した大 志願者の進路動向の把握や積極的な入試広報のため以下の取組を行った。
に把握するために，高校教員等と 学ガイダンスの拡充について検討するとと ・アドミッションセンター広報部門を整備充実
連携した懇談会を充実する。 もに，受験生向け大学案内「 信州大学』20 平成18年３月に承認されたアドミッションセンター規程の改正により，ア『

06」の抜本的な見直しを行う。 ドミッションセンターの各部門に新たに部門長が配置され，広報部門につい
ても部門長が統括することとなった。また，改正前は広報部門に２名のセン

， ，ター員の配置であったが 改正後は各学部等から選出された教員のうちから
センター長が指名によりセンター員を配置することとなり広報部門の増員に
よる整備充実が図られた。

・本学と長野県高等学校教育関係者との連絡協議会の充実
本学と長野県高等学校教育関係者との連絡協議会については，入試関係の

協議が主であった従来の実施の反省を踏まえ，大学と高校との入試や教育を
，含めた全般にわたる協力関係のあり方を大きく捉えた連絡協議会とするため

連絡協議会要項の改正により委員の見直しを図り，大学側の委員は，学長・
副学長・各学部長を委員とし，平成17年度は８月に本学において開催した。

・大学ガイダンス等の充実
志願者の進路動向の把握等を目的に高等学校進路指導教諭を対象として行
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う信州大学ガイダンスについては，７月２日に前年度までの会場に変えて，
冷房の完備した新しい施設（旭総合研究棟）を会場としたほか，自家用車で

。 ，の来場を案内し駐車場の無料開放により参加者に便宜を図り実施した また
高校生等を対象とした各種会場での進学相談会への参加（18会場に説明者派
遣，14会場にて資料配布 ，高等学校への出前講座や進学説明のための講師派）
（ ）， ，遣 県内外22校へ延べ69名の講師を派遣 大学来訪者の受け入れについては
年間を通して積極的な実施に努めた （県内外13校，生徒，保護者，教諭合わ。
せて1079名が来学）

・受験生向け大学案内「信州大学2006」の体裁の見直し
受験生に向けた大学案内冊子の抜本的な見直しを図るため，本学学生が受

験生の立場に立って「信州大学2005」を読んでもらい聴取した参考意見など
を基にアドミッションセンター運営委員会で検討を進めた結果 「信州大学20，
06」については，全体の基本的な枠組みは従来どおりとし，各学部ページの

，記載事項・フォーマットの統一により見やすいものに改善を図ることとなり
新たに各ページを組み直して原稿を作成し，平成17年6月に発行した。

・大学情報を携帯電話サイト（大学情報センター株式会社）に新規登録した。

【２９】大学院にあっては，種々 【２９－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
のマスメディア等を通じ情報を公 ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，各研究科ともＨＰ開設，教員個人のＨＰ
開し，研究室開放等を積極的に行 大学院教育等検討組織 において検討し 開設に努めている。また，各種公開講座を設けたり，地域連携フォーラム，大「 」 ，

， 。い，研究意識の高い志願者の開拓 平成 年度中に大学としての一定の成案を 学祭 各種イベント時の研究室開放を行うなどして情報公開に取り組んでいる17
に努める。 得る。 人文科学研究科ではHPの一新をはかった。経済・社会政策科学研究科ではイノ

ベーション専攻の通称を信州大学経営大学院とし，社会へのアピール向上をは
かった。医学研究科では広報室を新たに設置した。

【３０】各学部，研究科・専攻の ３０－１ 各学部において 教育課程 カ 人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部，繊維学部がそれ【 】 ， （
カリキュラムが，それぞれの教育 リキュラム）を継続的・恒常的に開発，実 ぞれ，教育課程（カリキュラム）を継続的・恒常的に開発，実施，点検・評価
理念及び目標に即したものである 施，点検・評価する組織「カリキュラム検 する組織「カリキュラム検討組織」を設置した。なお，農学部においては３月
かどうかを検証し，必要に応じて 討組織」を設置する。 の年度計画報告において 「カリキュラム検討組織」として平成16年度にカリキ，
改善に努める。 ュラム管理委員会を設置し，平成17年度にカリキュラムとシラバスの点検を実
①社会倫理・職業倫理等人格形成 施した結果，学生の履修方法を明確にするため，平成18年度入学生（食料生産
に不可欠な基礎教養を深めるカリ 科学科）から２コース制カリキュラムを導入することとした。
キュラムを充実させる。
②さまざまな文化や言語について 【３０－２】カリキュラム検討組織におい 12月１日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，
の理解力・表現力等を養うカリキ て，カリキュラムの評価・検証方法，プロ 各学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りま
ュラムを充実させる。 セスの具体的な計画を立て，実施する。 とめた。
③基本的な情報処理の技法やメデ
ィアリテラシー能力を高める授業
支援体制を充実させる。 【３０－３】大学院については，担当副学 各研究科ともカリキュラムをそれぞれの教育理念・目標に即したものかどう
④コミュニケーション能力とプレ 長，高等教育システムセンター長，各研究 かの点検組織（大学院委員会，修士課程委員会）を設けている。
ゼンテーション能力を高めるカリ 科の代表者からなる「大学院教育等検討組 経済・政策科学研究科では平成17年度からカリキュラムを改訂した。医学研究
キュラムを充実させる。 織」において検討し，平成 年度中に大学 科では平成18年度から新カリキュラム導入を予定している。17
⑤専門教育との連携を強化し，専 としての一定の成案を得る。
門教育と整合性ある基礎学力を効
果的に身につけさせるための教養
教育カリキュラム並びに教養教育 【３０－４】平成 年度に設置した環境マ 環境マインドプロジェクト推進本部において，環境マインド育成のためのプ16
担当体制を整備・充実させる。 インドプロジェクト推進本部において，高 ログラムを全学展開を図り，以下のとおりの取り組みを行った。
⑥成績評価の基準を各授業科目で 等教育システムセンターと各学部が協力し ・共通教育の平成１８年度新カリキュラムにおいて，環境マインド関連科目を，
掲げられた目標への到達度で計り 環 境マインド育成のためのプログラムの全 必修化した。，
同時にその目標は各教育課程の教 学展開を図る。 ・学生活動を中心として，教育学部において環境ISO14001を本年度取得した。
育目標に沿ったものとすることと また，農学部および繊維学部においては，平成１８年度取得に向けて準備中
し，それにより各教育課程での教 である。
育目標に対する教員・学生の意識 ・人文学部および理学部において，ISO学生委員会を立ち上げ，平成１９年度取
を高め，教育効果の向上を図る。 得に向けて活動を開始した。
⑦単位互換，インターンシップ，
社会の要請に配慮した地域関連科
目等の充実を図る。



- 14 -

信州大学

【３１】卒業生・修了生の進路状 【３１－１】各学部において卒業生の進路 教育戦略企画チーム会議で審議し，平成18年1月から平成19年3月までの卒業
況調査と併せて，卒業生・修了生 及び卒業後の実態を調査するための体制を 生の実態調査のスケジュールを作成した。また，各学部独自の取り組みとして
自身及び社会の評価を集約・解析 整備し，平成18 年度以降の調査実施計画を 以下のとおり実施した。
する体制を設け，その結果を教育 立てる。 ・人文学部においては，就職・インターンシップ委員会が中心となり，定期的
体制の改善に活かす。 に就職ガイダンス，説明会，講演会を企画するとともに，学務係と共同して

各分野の指導教員を通じて卒業予定者の進路先の把握に努めた。また，信州
大学評価・分析室人文学部分室が設置されたことにより，平成15年度から卒
業生を対象としたアンケート調査のデータや，雇用主を対象にしたアンケー

（ ， ）ト調査 平成15年度に実施し 以後５年に一度の割合で実施を計画している
結果の分析を行い，卒業後の実態調査を行っていく。また，人文学部同窓会
との連携を強化し，卒業生の社会における活躍や卒業後の動向についてより
一層実態を把握し得る体制整備を行っていく予定である。

・教育学部においては就職委員会が分野および指導教員を通して把握に務めて
おり，卒業生アンケ－トを実施した。

・経済学部においては卒業生の進路については就職委員会が把握している。卒
業後の実態については同窓会が一部把握している。

・理学部においては各学科の就職担当教員が卒業生の進路について最新情報を
収集している。卒業後の実態については，理学部同窓会とも連携して追跡調
査が可能な体制になっている。

・医学部医学科においては医学教育センター及び卒後臨床研修センターで実施
している （保健学科は平成19年3月に１期生が卒業するため，それに向けて。
今後体制を整備していく予定）

・工学部においては「卒業生の進路」に関しては，各学科の就職担当教員が詳
細に把握している。

・農学部においては，就職委員会が学生の進路，就職状況はおさえているが，
その後の追跡調査等は未整備のため，委員会において卒業・修了後の状態調
査項目，実施体制など同窓会との協力体制構築を含め，次年度検討する。

・繊維学部においては，学科単位では，学科就職委員による進路指導および進
路調査を通じて，学科就職情報としてデータベース化（素材開発化学科 ，JA）
BEEプログラムのなかの教育プログラム実施委員会に学生アンケート担当(3
名)をおき，卒業生に対するアンケートおよびその上司に対するアンケートを
実施（機能機械学科，精密素材工学科 ，教員からの情報により学科長又は担）
当者が取りまとめている（感性工学科）等の取り組みが行われている。

【３１－２】大学院については，担当副学 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
長，高等教育システムセンター長，各研究 が,成案に向けての検討内容を踏まえ，経済・社会政策科学研究科では，修了生

， 。科の代表者からなる「大学院教育等検討組 も参加した研究会を開催し 実社会での活躍をモニターする制度を設けている
織」において検討し，平成 年度中に大学 繊維学部では，卒・修了生を含む評価委員会を設け，教育体制改善に生かして17
としての一定の成案を得る。 いる。

【３２】平成16年度より 【３２－１】平成 年度に導入した 平成１６年度に導入したBlackBoard（エンタープライズ版）の運用を一年をe-Learning 16
システムの積極的活用による，多 基盤システムの点検評価を行い 通じて安定的に行い，平成１６年度と比較して３倍近いアクセス数の利用を数e-Learning ，
元的・効果的な自主学習の環境整 今後のシステムの在り方について決定する えた。なお，平成１８年度以降のe-Learning全学システムについては，平成１。

， （ ）備を推進する。 ７年度中に検討を重ねたが 平成１８年度はBlackBoard エンタープライズ版
を使用することとし，平成１８年度前期を目途に結論を得ることとした。

【３３】学生教育（相談）の一環 ３３－１ 各学部において 学生教育 相 学生教育（相談）の一環としての退学勧告制度の導入を含めた厳正な成績評【 】 ， （
としての退学勧告制度の導入をも 談）の一環としての退学勧告制度の導入の 価システムの構築について，全学的な検討を行う必要があると判断し，教育企
視野に入れた，学生の自主的な学 検討を行い，一定の成案（今後の検討スケ 画戦略チーム会議での検討の前に，WGが原案を作成した。
習意欲を促進する体制の整備を図 ジュールも含む ）を得る。。
る。

【３３－２】学生の自主的な学習意欲を促 学生の自主的な学習意欲を促進する体制の整備を含めた厳正な成績評価シス
進する体制についての全学的な検討会を開 テムの構築について，全学的な検討を行う必要があると判断し，教育企画戦略
催する。 チーム会議での検討の前に，WGが原案を作成した。

【３４】国際的な言語理解能力を 【３４－１】各学部並びに高等教育システ 12月1日開催第17回高等教育システムセンター運営委員会において協議し，各
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備えた人材の養成を促進するた ムセンターのカリキュラム検討組織におい 学部が実施する本中期計画に対応する具体的な取り組みを，年度末に取りまと
め，外国語による講義科目を開講 て，外国語による講義科目の開講状況を点 めることとした。年度末に各学部の平成18年度の外国語による講義課目に関す
する。 検するとともに，平成18年度以降の開講計 る開講計画を調査し，とりまとめた。なお，各学部等での実施状況は以下のと

画をとりまとめる。 おりである。
・共通教育開講科目：５科目
・人文学部：３０科目
・教育学部においては，教育課程委員会で外国語による講義の実施について審
議し，次年度は実態調査を行うこととした。

・経済学部においては，平成１６年度から実施されているハワイ大学との学術
交流協定に基づき，５年間にわたり英語による授業（社会科学特講）が開講
されている。

【３５】演習・実習・実験以外の 【３５－１】各学部と高等教育システムセ 共通教育と人文学部，教育学部及び経済学部の専門教育の授業科目の受講生
講義科目についても双方向の少人 ンターのカリキュラム検討組織において， 数調査を行い，さらに教育学部においては，教育学部における「少人数，双方
数教育を促進する。 開講されている授業の受講生数について， 向教育」について審議し，経済学部においては，演習・実習・実験以外の講義

それぞれの授業の目標達成のために適正な 科目についても双方向の少人数教育を促進するという目標に沿って,e-Learning
規模であるかどうか点検し，必要に応じて 講習会を開催した。
改善を促す。

【３６】自習室・情報機器室等の 【３６－１】各建物の自習室・情報機器室 施設マネジメント業務年次計画の見直しにより，各建物の自習室・情報機器
充実を図る。 等利用状況調査の年次計画に基づき利用状 室等利用状況調査に先立ち 自習スペースを含めた各部局の施設面積(スペース)，

況の検証を行う。 の実態調査を行い,その結果を評価・分析し,18年度に実施する利用状況調査の
結果と併せて総合的に検証を行うこととした。

【３７】大学院にあっては，院生 【３７－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
の国内外の学会等における発表機 ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，各研究科において国内外の学会での発表
会を促進するための支援体制を整 大学院教育等検討組織 において検討し 機会促進のための方策について検討を開始し，工学系研究科（理学）では，学「 」 ，
える。 平成 年度中に大学としての一定の成案を 部長裁量経費による国際学会旅費援助制度を設けた。17

得る。

【３８】大学院課程では，国際的 【３８－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
に通用する研究発表・プレゼンテ ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，工学系研究科（理・工・繊維）では，国

「 」 ， ，ーション能力を高めるカリキュラ 大学院教育等検討組織 において検討し 際的に通用するプレゼンテーション能力向上のための指導強化の方針を確認し
ム体制を強化する。 平成 年度中に大学としての一定の成案を その具体化の検討を開始した。17

得る。

３９ 成績評価基準を明確にし 【３９－１】シラバス点検などを通じて， 成績評価の段階設定や厳正な成績評価システムの構築について，全学的な検【 】 ，
「シラバス」等を通じ学生に公表 シラバスガイドラインの徹底を図るととも 討を行う必要があると判断し，教育企画戦略チーム会議での検討の前に，WGが
し，その一貫性，厳格性，透明性 に，成績評価の段階設定や厳格で透明性の 原案を作成した。
を確保するシステムをつくる。 高い成績評価の実施方法について全学的に

検討し，一定の結論を得る。

【４０】履修科目登録の上限設定 【４０－１】各学部において単位制度実質 単位制度実質化のための具体的な方策を含めた厳正な成績評価システムの構
などにより，単位制度の実質化を 化のための具体的な方策を検討し，一定の 築について，全学的な検討を行う必要があると判断し，教育企画戦略チーム会
図る。 結論を得る（平成18年度以降の実施計画も 議での検討の前に，WGが原案を作成した。

含む 。。）
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標

【 適切な教職員の配置と任用 】
1) 教職員の適切な配置を有機的かつ機動的に実現する。中
2) 広く国の内外から最適な人材を登用する。

【 教育の質を確保するための全学的な制度の整備と取り組み 】期
， 。1) 全国のモデルケースとなるような 分散型キャンパスに適合する教育インフラストラクチュアの整備を図る

2) 教育活動に対する適正な評価と改善を実現するためのシステムを構築する。目
3) 教育改善を実現するための諸方策を検討し，実施する。
4) 単位互換等による共同教育を推進する。標
5) 学士課程から大学院課程に至るまでの教育体制・教育組織の見直しを行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【４１ 「人事調整委員会」を機動 【４１－１】平成 年度に引き続き現行の 教育研究組織の在り方に関しては，全学的な検討課題であり，16年度から継】 16
的に運用し，教職員の有機的かつ 教職員の配置について，有機的かつ効果的 続して検討してきた共通教育の体制について全学教育機構の設置が役員会等で
効果的な配置を実現する。 な方策を調査検討する。 承認され，人事調整委員会としても教員配置案を追認する形で承認し，機構設

置に伴う有機的かつ効果的な定数変更の検討を行った。
事務組織に関しては，16年度に引き続き有機的かつ効果的な職員配置を図る

ための組織業務改革を外部コンサルタントと契約し，組織ＤＩＧで内部部局の
事務処理体制の調査検討を行い，平成18年度からスクラップ＆ビルドにより，
強化すべき部署に人員配置するとともに，グループ制を中心とした事務組織を
導入し事務の効率化を図った。
また，人件費に関して中期計画期間中の見込額の試算結果を元に，効率化係

数などへの対応を含め，人件費総枠の範囲内で運用するための方策として平成
18年度以降の定数の凍結措置，退職教員の後任補充延伸措置等を決定した。

， ，なお 新たに決定された国の総人件費改革を踏まえた人件費問題に関しては
拡大役員会の下に人件費問題検討ＷＧが設置され，対応を検討中である。

【４２】教員の選考基準・方法を 【４２－１】教員の幅広い分野の特性を活 教員の幅広い分野の特性を活かした雇用形態についての調査検討結果に基づ
全面的に見直し，研究，教育，社 かした雇用形態についての調査検討結果に き，平成16年度に制度化した教育特任教授制度及び特任教授制度の活用による
会貢献，国際交流等の多様な選考 基づき，平成 年度に制度化した教育特任 学生に対する特別な教育又は指導を行うことのできる教員の採用実績は以下の16
基準を導入し，国の内外から公募 教授制度により，学生に対する特別な教育 とおりである。
する。 又は指導を行うことのできる人材の採用を ・教育特任教授の契約状況（H18.3.10現在）

実施するとともに，また，同年度に制度化 産学官連携推進本部 ３名（無給１名，有給２名）
した特任教授制度により，高度な研究プロ 健康安全センター １名（無給）
ジェクト等を統括できる人材の採用を推進 医学部 ３名（無給２，有給１）
する。 工学部 ２名（無給）

農学部 １名（有給）
繊維学部 ２名（無給）

・特任教授制度（年俸制の一部導入）
高度研究プロジェクト：１名（セルロース系バイオマスの複合的変換技術の
開発）

（ ） 。高度専門職教育：６名 法曹法務研究科実務家教員 いすれも年俸制を導入

【４３】平成 年度から全学的な 【４３－１】平成 年度に導入した 平成１６年度に導入したBlackBoard（エンタープライズ版）の運用を一年を16 16
e-Learningシステムを導入し，分 基盤システムの点検評価を行い 通じて安定的に行い，平成１６年度と比較して３倍近いアクセス数による利用e-Learning ，
散キャンパス間はもとより，他大 今後のシステムの在り方について決定する を数えた。また，平成１８年度以降のe-Learning全学システムについては，平。
学等外部との連携が図れるネット 成１７年度中に検討を重ねたが，平成１８年度はBlackBoard（エンタープライ
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ワークの整備を行う。 ズ版）を使用することとし，平成１８年度前期を目途に結論を得ることとなっ
た。

【４３－２】他大学等外部との連携を図る 他大学等外部との連携を図るため，熊本大学及びメディア教育開発センター
ための方策を検討する。 から講師を招聘し，他大学との連携のためのＬＯＭについて学内講演会を開催

した（平成１７年１２月２７日開催 。この講演会の際，メディア教育開発セン）
ターから「ＮＩＭＥ－ｇｌａｄ（URL：http://nime-glad.nime.ac.jp/index.ph
p 」の紹介があった。本サイトは，多数の他大学（本学含む）で作成されたe-L）
earningコンテンツ用の検索エンジンであり，本学の教育に有益となるコンテン
ツの検証が容易に行えることとなり，現代ＧＰ（ビックバンプロジェクト）で
は，作成したコンテンツにＬＯＭの付加が義務付けられているが，メディア教
育開発センターとの連携により実現できた。
また，本学の情報基盤整備計画を総合的に検討し，その中で本学の教育戦略

におけるe-Learningの位置付けを明確にし，それにふさわしいシステム及び支
援体制の導入を図ることが役員会で確認された。

【４４】画像伝送システム，無線 【４４－１】各システムにおける施設・設 情報設備の整備・充実方策を検討する一環として， 収集している資料を整理
ＬＡＮシステム，視聴覚設備等の 備面での台帳化（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化）について現 し，現状を検証しながら台帳として電子データー化（ＣＡＤ化）の推進を開始
充実・整備により，利用環境の向上 状を検証しながら推進し，情報設備の充実 し，各部局における情報設備の充実方策の検討を考慮して，無線ＬＡＮシステ
を図る。 方策を検討する。 ム等の改修工事を行うなど順次各システムを充実している。

【４５】各キャンパスが地域の特 【４５－１】各図書館のレファレンス機能 各図書館のレファレンス機能の強化のため，以下の取組を行った。
性を活かした専門図書館としての の強化に着手する。
レファレンス機能を高度化しつつ ・レファレンスの図書館間相互支援体制強 ・相互支援体制強化策として，附属図書館のホームページを見直し，各種利用，
全学の総合的な情報提供能力を強 化策の策定 案内情報を充実させた。また，図書館利用案内，図書館ニュース等の広報に
化したネットワーク型図書館を構 よる利用情報の周知を図るとともに，必要に応じて各キャンパスで説明会を
築する。 開催し情報の共有化を進めた。

・レファレンス事例データベースシステム ・各図書館で参考調査事例集作成ツールへのレファレンス事例データの入力を
の構築 進めた （合計３２件）。
・レファレンス事例研究，レファレンス・ ・学生用図書費の一部を充て，レファレンス機能強化のための学生が利用可能
ツール利用に関する研修会の開催 なデータベースを整備するとともに，１１月１０日～１１日には本学の当番

， 。で北信越地区国立大学図書館研修会を開催し 全図書館から職員が参加した
・各分野の多様な資料に関する専門知識を ・研修等計画を作成し，研修会等を継続して実施することにより職員の資質向
習得するための長期的な人材育成計画の作 上を図ることとし，平成１７年度は，松本合同図書館で６月１日全職員が参
成 加し「目録とレファレンス」に関する研修会を開催した。
・各館が所蔵する特色ある資料の利用者へ ・３月８日に全学図書館の職員参加による職員研修会を開催した。平成１６年
の紹介による職員の資料理解の向上実施計 度の中央館，教育学部，医学部に続き平成１７年度は工学部，農学部，繊維
画の作成 学部から各図書館の専門にそった事例報告があり，資料理解を深めた。
・専門分野のレファレンス担当職員の配置 ・レファレンス担当職員の配置については平成１８年度の組織業務見直しにあ
について検討する。 わせて検討を進めることとした。

【４５－２】ネットワーク型図書館の構築 ネットワーク型図書館の構築のため，以下の取組を行った。
に着手する。
・本学附属図書館備付資料収集方針により ・各図書館で，大型専門資料等の系統的整備計画を検討し，整備に努めた。
大型専門資料等を系統的に整備
・ネットワーク型電子情報資料を系統的に ・電子ジャーナル等導入計画の３年目として整備を図った。また，平成１８年
整備 度以降の導入計画を検討し，これに掛かる経費の予算措置を提案し平成１８

年度電子ジャーナル経費８千万円として具体化した。
・各館の特色に配慮しつつ，参考図書資料 ・各図書館で，旧版の整理とあわせて合計２１１冊受入れるなど参考図書資料
等を整備，5年以上の旧版は更新 等の見直し整備に努めた。
・研究上必要とされる共用性の高い図書コ ・各図書館で，図書コレクションの計画的整備を検討した。
レクションの計画的整備
・専門教育のプログラムと連動した系統的 ・各図書館で，専門教育と連動した資料整備計画を検討した。
な資料整備
・共用性の高い研究用資料（電子ジャーナ ・電子ジャーナル等導入計画の３年目として整備を図った。また，平成１８年
ルや二次情報データベース等）の整備 度以降の導入計画を検討し，これに掛かる経費の予算措置を提案し平成１８

年度電子ジャーナル経費８千万円として具体化した。
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・学習環境の整備 ・学習環境の向上のため平成17年度から学生用図書購入費５千万円（授業料の
１％）を確保し，各図書館の図書の充実，学習環境整備に当てている。
松本合同，教育学部，工学部，繊維学部の各図書館の閲覧座席数の整備を年
次的に進め，全図書館で対象学生数の１０％の座席数を確保した。これにあ

， ，わせて松本合同図書館では閲覧室及び自修室の空調設備の設置 照明の増設
ブラインドの更新等により学習環境を整備し，工学部及び繊維学部の図書館
ではトイレ改修等身障者対応整備が措置された。また，利用者の便宜を図る
ため，年次計画で教育学部，医学部の各図書館に自動貸出装置を導入し，松
本合同図書館では自動貸出装置及び無線ＬＡＮを更新したほか，教育学部図
書館では通常開館時間，工学部図書館では試験期の開館時間をそれぞれ１時
間延長し午後９時までとした。

・中央館の本部機能強化 ・これまでの中央館を本部機能部門の統括課とサービス機能部門の松本合同図
書館に明確に区分することにより，本部機能の整備を図った。

【４６】各学部に「学生による授 【４６－１】各学部に，学生による授業評 人文学部においては，全学の評価体制整備にともなう評価・分析室の設置に
業評価 「在・卒業生に関する追跡 価，在・卒業生に関する追跡調査，外部評 連動して，学部内の点検・評価体制をより実務的・体系的・機動的・継続的に」
調査 「外部評価」等の調査分析結 価等の調査分析結果に基づく教育体制改善 実施するため，これまでの点検評価委員会を廃止して，入試担当及び評価担当」
果に基づく教育体制改善のための を任務 とする組織を設ける。 を統括した情報分析室を設け，評価担当として学部長を長にして他２名の担当
仕組みを設け，その機能状況を検 教員を配置した（任期複数年 。また，経済学部においては目標管理･点検委員）
証する。 会がこの任務に当たり，授業評価を行い，卒業式における満足度調査実行を決

定した。１８年度には教育企画委員会を設立する。なお，工学部においては，
点検評価委員会がこの任務を行う。

【４７】各学部及び高等教育シス 【４７－１】各学部並びに高等教育システ 各学部及び高等教育システムセンターにおいて組織的なFD活動の実施や授業
テムセンターのＦＤを組織的に推 ムセンターは組織的なFD活動を行う。また のピアレビューの制度化に向けた取組として以下のとおり行った。
進する。その一環として，教員相 実施した活動の内容，平成17年度末に教育 ・全学の初任者教員に対する研修を４月に行った。
互の授業のピア・レビューを積極 研究評 議会に報告する。授業のピアレビュ ・高等教育システムセンターにおいて全学教員を対象にFD合宿を９月に実施し
的に推進する。 ーの制度化に向けた議論を開始し，平成17 た。

年度中に今後の実施計画も含めた一定の結 ・平成17年度後期より，共通教育の授業を原則的に公開とし，信州大学教職員
論を得る。 が参観できるようにした。なお，この授業参観制度への教員の参加状況等を

， 。検証し 平成１８年度以降により効果的な運用方法を探っていくこととした
・人文学部においては，学部長がピア・レビューを積極的に推進していく旨の
ピア・レビュー宣言を教授会の席で行った。

・教育学部においては，教員養成ＧＰによる教員研修を実施（とくら）し，ピ
ア・レビュ－に関しては，教育課程委員会で審議し，具体的検討は次年度と
した。

・経済学部においては，平成１８年度にピアレビューの試行を行い，１９年度
より実施することとした。

・工学部においては，ベストティーチャー賞受賞者によるFDセミナーを２回開
催した。また，その教員の授業を２週間公開し，他の教員が参観できるよう
にした。

【４８】カリキュラム及び教育方 ４８－１ 各学部において 教育課程 カ 人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部，繊維学部がそれ【 】 ， （
法の全面的な見直しを行いつつ， リキュラム）を継続的・恒常的に開発，実 ぞれ，教育課程（カリキュラム）を継続的・恒常的に開発，実施，点検・評価
本学特有の基本教育プログラムを 施，点検・評価する組織「カリキュラム検 する組織「カリキュラム検討組織」を設置した。なお，農学部においては３月
創出する。 討組織」を設置する。 の年度計画報告において 「カリキュラム検討組織」として平成16年度にカリキ，

ュラム管理委員会を設置し，平成17年度にカリキュラムとシラバスの点検を実
施した結果，学生の履修方法を明確にするため，平成18年度入学生（食料生産
科学科）から２コース制カリキュラムを導入することとした。

【４８－２】カリキュラム検討組織におい 本学特有の基本教育プログラムの創出を目指した教育改善について教育戦略
て，カリキュラムの評価・検証方法とプロ 企画チーム会議において議論することとした。
セスの具体的な計画を立て，実施する。ま
たそれらの検証作業を通じて，本学特有の
基本教育プログラムの創出を目指した教育
改善のできるだけ具体的な計画を立てる。
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【４９】教育の向上に貢献した教 【４９－１ 「教育業績評価」を含めた教員 教員の個人業績評価の全学統一方針を策定するため，評価方法，評価項目，】
員に対する「教育業績評価」のシ の個人評価の実施に向けて，評価方法や内 結果の活用等の方針案（理事･副学長ごとに担当分野を区分）を９月７日開催の
ステムを導入する。 容を策定するための調査を実施する。 役員会において示し，担当理事･副学長が，関係部署，委員会，ＷＧ等で幅広い

意見聴取や議論を重ね，調査の結果から担当分野の方針案を提案した。それら
を評価･分析室で取りまとめ18年５月開催の役員会及び教育研究評議会に諮り，

【４９－２】教員の個人評価の実施方法を 全学統一方針を策定することとした。
検討する。 方針案の担当区分は，①教育活動，②研究活動，③診療活動，④管理･運営活

動，⑤社会貢献活動，⑥結果を踏まえた各種資源配分方針，⑦結果を踏まえた
人事面での活用方針

【５０】e-Learningの教育効果をよ 【５０－１】平成16年度実績に加えて，単 平成１７年度は，Blackboardを利用した授業数は，単位認定用からブレンデ
り高めるためのコンテンツの開発を 位認定用からブレンディングまでのさまざ ィングまで合わせて３７６科目を数え，現代ＧＰ（ビックバンプロジェクト）
進める。 まなe-Learningのコンテンツを部局毎に作 では，１０４科目のコンテンツが作成された。これらのコンテンツは，各学部

成し，その利用を学部の特質に合わせて具 のe-Learning委員会等が主体となり，学部の特質に合わせて作成されている。
体化する。 また，e-Learning活用教育の裾野を広げるため，学内で公募したe-Learning

コンテンツ作成の報告会が，計３回実施（平成17年11月21日，12月12日，12月1
9日開催）され，多種多様なコンテンツの報告が行われた。これにより，多様な
授業を展開する学部の授業に合ったコンテンツ開発にむけ利用形態，作成方法
等の啓蒙を行った。

【５１】ＦＤの全学的な取り組み 【５１－１】高等教育システムセンターに 高等教育システムセンターにおいて全学教員を対象にFD合宿を９月に実施し
を促進し，公開モデル授業等を通 よる全学参加型のFD活動を継続する。 た。また，平成17年度後期より，共通教育の授業を原則的に公開とし，本学教
じた教員の研修体制を実質化する 職員が参観できるようにした。。

【５１－２】各学部は，全学的な取り組み 学部独自のFD活動として，教育学部においては，教員養成ＧＰによる教員研
に協力するとともに，必要に応じて学部独 修を実施（とくら）した。また，工学部においては，ベストティーチャー賞受

。 ， ，自のFD活動を実施する。 賞者によるFDセミナーを２回開催した また その教員の授業を２週間公開し
。 ， ， ，他の教員が参観できるようにした なお 経済学部においては ＦＤ委員会が

学部教員にＦＤに関するアンケートを行い，集計結果を公表した。

【５２】全学にベストティーチャ 【５２－１】高等教育システムセンターと 平成17年9月に，高等教育システムセンター運営委員会に対して，各学部から
ー制度を設ける。 各学部において，ベストティーチャー制度 ベストティーチャー賞の実施状況と今後の計画について以下のとおり報告があ

の導入に関して検討し，平成17年度中に一 った。これらの報告に関する検討は，教育研究評議会から教育戦略企画チーム
定の結論を得る。 会議に委託された。教育戦略企画チーム会議では，各学部がそれぞれ行ってい

るベストティーチャー賞設置に向けた取り組みの方向性を，原則として承認す
ることとした。
・人文学部（人文科学研究科）においては，ベストティーチャー賞を人文独自
に読み替えて，今年度より修士論文優秀賞を設け，優秀な修論に対してそれ
を表彰し，その指導にあたった教員の指導に対して間接的ではあるがその指
導を称える制度を設けた。

・理学部においては，地質科学科が「教員教育功労賞」として実施中である。
１．地質科学教室の常勤教員を対象に以下の３つのカテゴリーに基づき教育
功労賞を設ける．

（ａ）学部教育に最も多くの時間数関与した教員
（ｂ）卒業論文と修士論文の指導にあたった学生数の最も多い教員
（ｃ）格段の教育上の工夫をして成果をあげた教員（教科書の発行，新たな

科目の立ち上げなど）
２．教育功労賞は毎年度末にカリキュラム検討委員会の提案を基に教室会議
で決定して発表する．

・工学部においては，平成14年度より実施中であり受賞者によるFDセミナーを
開催している。

【５３】教員による研究成果やそ 【５３－１】各学部において具体的な実施 平成17年9月に，高等教育システムセンター運営委員会に対して，各学部から
の著作物を活用して教育活動を活 状況をとりまとめ，高等教育システムセン 本計画の実施状況と今後の計画について以下のとおり報告があった。これらの
性化する方策を検討する。 ター運営委員会において検討する。 報告に関する検討は，教育研究評議会から教育戦略企画チーム会議に委託され

た。教育戦略企画チーム会議では，各学部がそれぞれ行っている取り組みの方
向性を，原則として承認することとした。
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・経済学部においてはe-Learning講習会を開催した。
・医学部保健学科においては理学療法研究法において教員による研究成果を利
用した教育を実施した。

・工学部においては，研究成果を活用して「教育GP」および「現代GP」のプロ
ジェクトを推進している。

【５４】国内外大学間の単位互換 【５４－１】長野県内，長野市内の大学に 平成１７年１月に締結された長野県内７大学による「長野県内大学単位互換
制度の充実をさらに推進する。 よる単位互換制度の整備を進める。また各 協定」に基づき，平成１７年４月より，県内７大学間において，単位互換履修

学部が独自に実施している単位互換制度に 生の受け入れ及び派遣が開始された。単位互換の実施に当たり,共通のポスター
ついても，制度のさらなる充実に努める。 及び大学ごとに募集要項を作成し,各大学の学生に周知を図り実施している。17

年度の本学での実績としては,受入学生数が前期,後期併せて13名，履修科目数
が30科目,派遣学生数が2名，履修科目数が2科目という状況である。また，長野
市内の高等教育機関（教育学部，経済学部，工学部，清泉女学院大学，清泉女
学院短期大学，長野県短期大学，長野経済短期大学，長野女子短期大学，長野
工業高等専門学校）の単位互換協定に基づき開講する夜間カレッジでは，大学
等の授業を，長野市内の大学・短大・高専の学生及び市民の方へ開講し，長野
市内の大学・短大・高専の学生は，単位互換協定に基づき単位が認定された。
なお 前期の本学関係の開講４科目の 期間:H17.4.11 月 ～H17.7.29 金 )， （ （ ） （ ）
では，９６名(うち市民は６名)が受講し，後期の本学関係の開講４科目の（期
間:H17.10.3（月）～H18.2.10（金）)では，７８名が受講した。
なお，各学部独自の取り組みについては以下のとおりである。
・人文学部においては，学術交流協定に基づく外国の大学との単位互換制度
・医学部保健学科においては豪国カーティン工科大学での夏期短期海外研修を
行い，本研修を国際医療協力論の単位として認定した。

・工学部においては，長野工業高等専門学校との間の単位互換協定を締結して
いる。

・農学部においては，国際交流委員会が中心となり，各教員に関連する海外交
流協定締結候補校（単位互換を含む）の調査を実施した。

【５５】既存のＳＵＮＳ施設を改 【５５－１】平成16年度に引き続き，e-Lea e-Learningの基盤システムを強化し，５キャンパス間の連携による教育を推
善し，キャンパス間ブロードバン rningを用いて， キャンパス間の連携によ 進する環境を整え，前年度と比較して利用授業科目数が2.6倍の387科目,利用教5

， 。ドを有効活用して，５キャンパス る教育を推進する。 員数が1.8倍の194名 アクセス数が2.7倍の約341万件となり利用が促進された
間を連携した機動的な教育体制を
構築する。

【５６】本学の新たな教育戦略を 【５６－１】平成16年度に立ち上げた戦略 本学の新たな教育戦略の策定について教育戦略企画チーム会議において議論
策定し，教育体制及び実施組織を 企画室において検討する。 することとした。
根本的に見直す。

【５７】高度専門職業人養成に対 【５７－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
する多様な社会的ニーズに応える ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，人文科学研究科では大学院ＷＧにおいて
ために，文科系専攻を中心として 大学院教育等検討組織 において検討し 地域価値創生をコンセプトにした教育プログラムの継続的検討を行い，地域ブ「 」 ，
大学院修士課程の教育課程，教育 平成17年度中に大学としての一定の成案を ランド研究会を立ち上げ３回実施するとともに機関誌を発行した。また，教育

， 。 ， ，組織の見直しを行い 成案を得る 得る。 学研究科では 大学院問題検討ＷＧにおいて教職大学院設置の可能性を検討し
改組構想を提案した。

【５８】グローバルな視点から高 【５８－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
度専門職業人教育に対応するため ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，工学院研究科（工学）ではインターネッ
に，インターネット大学院に英語 大学院教育等検討組織 において検討し ト大学院において外国語（英語に限定せず）講義，自習システム，ゼミの開講「 」 ，
による履修コースの導入を検討す 平成 年度中に大学としての一定の成案を を検討事項とした。17
る。 得る。

【５９】先端研究部門の研究及び 【５９－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
研究者養成を効果的に行うため ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，医学研究科では博士課程カリキュラム見
に，大学院博士課程のカリキュラ 大学院教育等検討組織 において検討し 直しのため，大学院在り方ワーキングを毎月開催，検討を進めている。「 」 ，
ム，専攻等を抜本的に見直す。 平成 年度中に大学としての一定の成案を17

得る。
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【６０】地域・地方自治体等と連 【６０－１】当初計画の「地域社会教育研 内陸文化交流室を発展的に改組し「人文学部地域連携オフィス」として設置
携した教育・研究を積極的に推進 究支援室」については，従来の「内陸文化 し，地域社会や地方自治体と連携機能をさらに強化し，以下の取組を行った。
するために「地域社会教育研究支 交流室」を発展改組した「人文学部地域連 ・穂高町（安曇野市）との研究面での連携による大学院生の進展中の研究成果
援室」を設置する （人文学部） 携センター（仮称 」として新設し，その役 を発表させる機会として，大学院の正規授業の一貫としてシンポジウムを穂。 ）

割を拡大充実させ，地域・地方自治体等と 高町において2回開催した。このシンポジウムでは大学院生，教員が批判的な
の連携機能をさらに強化する。 コメントをするとともに，建設的な助言をしており，各大学院生の研究の軌

道修正や研究の促進に大いに役立っている。
・ 日韓言語文化研修プログラム２００５」を８月５日～１１日に開催。韓国カ「
トリック大学から１７名の学生と教員，信州大学から人文学部を中心に５０
名以上の学生と教員が参加し，研修を行いつつ交流した。穂高町の全面的な
協力を得て，松本市と穂高町で行った。

・塩尻市との連携により9月7日に塩尻市との共催による地域ブランド研究会大
会を開催した。

（ 「 」 ）・大学院委員会の提案した優秀論文賞 後に 修士論文優秀賞 の名称が確定
の設置が執行部会議で決定した。これにより第１回修士論文優秀論文賞３名
を選出し，研究成果を顕彰した。

・安曇野市よりの研究補助による報告書が完成した。

【６０－２】新たな機関誌の創設（従来の 新たな機関誌については『地域ブランド研究』を予定通り発刊させることが
『内陸文化研究』を発展的に改称する ）等 出来た。また，研究面では穂高町（現安曇野市）等をフィールドとして，いく。
を含め，従来から継続中の「地域価値創造 つかの地域価値創成研究が進行している。大学院構想については，外的状況の
研究 プロジェクト」をさらに推進する。 変化等により紆余曲折をたどり，長期的視点から戦略を立て直す必要が出てき

た。

【６１】信州の自然・山岳を体験 【６１－１】信州自然誌科学資料館準備委 「信州自然史科学資料館」については，理学部将来計画委員会の専門部会に
的に教材として教育研究に利活用 員会による設立準備作業を継続して実施す おいて引き続き整備計画を検討し，現有の資料の整備，充実として植物標本の
する体制を整備するとともに，こ るとともに，現有の資料の整備，充実を図 整理が長野県植物研究会幹事のボランテア活動で進められており（約2000標本

）， （ ）。れを「サイエンス」の体感を通し る。毎年度継続して開催している「信州自 の台紙添付 信州を中心とした植物標本が追加蓄積された シダを中心に4000
た地域社会との恒常的な交流・連 然誌科学館 （自然はまわる）を平成17年度 これらの追加資料を保管・開示する場所がなく 「自然環境の解析」を教育・研」 ，
携にも活用する （理学部） も開催する。 究するために資料を整理・保管し，公開・検索できる資料館（科学館）の整備。

が急務である。
なお，平成１７年度の当該資料の利用状況は （1）一般閲覧者（20名 （2）， ），

共通教育授業 学生100人 3 資料活用による修士と卒業研究の論文作成 ２（ ），（ ） （
件）であった。また 「信州自然誌科学館 （自然はまわる）は，平成17年7月30， 」
日（土）～7月31日（日）に理学部校舎において実施した。

【６２】高度専門職業人の養成に 【６２－１】教員及び他学年の学生を模擬 医学部医学科では，信州ＳＰ(Standardized Patient)研究会の協力のもと，
際し，客観的な評価体制を整備す 患者とした客観的臨床試験（OSCE）の試験 模擬患者（ボランテｲア）の協力を得て研修会を重ね，下記のとおり試験を実施
るために，客観的臨床試験 ＯＳＣ 的導入を実施する。 した。(
Ｅ に準じた評価システムを構築す ・５年生へのトライアル実施)
る （医学部保健学科） ９月１０日（土）リハーサル，９月１９日（月）ＯＳＣＥ実施，９月２０。

日・２１日ＯＳＣＥ追試
・４年生本格実施

２月１９日（日 ，追試 ２月２２日（水 ・２３日（木）） ）
医学部保健学科では，今年度も医学科の客観的臨床試験（OSCE）を視察し，

作業療法学専攻で，平成17年12月21日に試行を行った。また，平成18年2月8日
には，全教員向けに「群馬大学医学部保健学科におけるOSCEへの取り組みにつ
いて」というテーマでＦＤ講習会を開催した。

【６３】自然と共生し，フィール 【６３－１】農学部カリキュラム管理委員 平成１７年６月「研究プロジェクト推進委員会」を設置し，研究プロジェク
ドとそれに根ざした農林業の教育 会において，カリキュラム及び教育体系改 ト推進体制を構築した。
力を高め，食と緑に係わる学部の 善の検討を継続するとともに，新たに「研 また，カリキュラム及び教育体系を改善するため，カリキュラム管理委員会
資源を学部・大学院教育，生涯教 究プロ ジェクト委員会（仮称 」を設置す において種々検討した結果，新たに学生の履修目標を明確にすること，及び教）
育，地域連携に活用する教育研究 る。 育内容を更に充実する方策として，食料生産科学科に２コース制カリキュラム
拠点を形成する （農学部） を平成１８年４月から導入することとした。。
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【６３－２】農学部創立60周年記念事業と 農学部の自助努力による「食と緑の科学資料館」の設置を目指し，記念事業
して「食と緑の科学資料館（仮称 」設置の 実行委員会を１６回開催するとともに，教職員，同窓会員，関連企業等へ募金）
努力を継続する。 活動を実施し，建設基礎資金を確保した。また，平成１７年９月記念事業の一

環として記念講演会，記念式典を挙行し，併せて創立６０周年記念誌を発行す
ることができた。なお，資料館の基本設計案の詳細な検討は，平成１８年度か
ら開始することとした。

【６４】大学院における国際連携 ６４－１ 平成16年度に米国の連携校 ノ 繊維学部教育課程検討委員会から，繊維学部全教員に対して，インターネッ【 】 （
教育を推進するために，英語によ ースカロライナ州立大学）から学部講義内 トで公開するための大学院レベル専門科目教材施行版（英語）への作成協力を
るカリキュラム，国際的単位互換 容の活用についてWebからの試行的な利用に 依頼し，協力教員を募集し，若干の協力が得られた。また，学長裁量経費によ
制度等を導入する （繊維学部） ついて許諾を得た。平成17年度は，単位互 り教員１名がノースカロライナ州立大学のe-Learningの実施状況を視察し，教。

換を行うため本学から公開し，相手側に提 材，互換性，等について情報の収集を行った。
示できる大学院レベルの英語のコンテンツ
作成を検討する。

【６４－２】フランスのENSAIT（オンサイ 平成１８年２月１日にENSAITとの交流協定が調印され，２月，３月にDuo Fra
ト）との院生交換プロジェクトについて， nceの基金による双方１名の院生交換が実現した．単位互換は学生交換覚書によ
単位互換の実施に向けた取組みを進める。 り決められた方式で認定される．教員の交換も並行して実施される。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（４）学生への支援に関する目標

【 組織的な学生支援体制の整備・充実 】
教育・生活指導全般について，学生支援体制を整備する。

【 】中 学習相談・助言・支援の組織的な対応
1) 多様化する学生ニーズに対応した，きめ細かな修学指導を行う。
2) 学生の自主的活動を人間的成長を促す活動として捉え，積極的に支援する。
3) 学生の自主的活動を教育的観点から積極的に支援する。期

【 】生活相談・就職支援等への対応
1) 学生が抱える様々な悩みや相談事等の窓口を全学的に整備する。
2) 学生及び教職員の心身の健康の保持増進を図る体制を拡充・整備する。目
3) 学生の職業意識の形成や就職指導等に必要な体制を拡充・整備する。

【 学生の経済的支援体制の充実 】
1) 学生の経済的支援体制の充実に努める。標

【 社会人・留学生に対する配慮 】
1) 社会人学生を積極的に受け入れる学習環境を整備する。
2) 留学生に対する修学上・生活上等の相談指導体制を充実・整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【６５】現在の学生センターを整 【６５－１】学生センターを整備・充実し 学生関係組織・業務見直しワーキング・チームにおいて学生センターを整備
備・充実し 学生支援センター 学生支援センターへ改組する。 ・充実し学生支援センターへ改組を含めた検討を行い，平成１８年４月から学，「 」
に改組する。 ・教員の配置，カウンセラーを整備して， 生総合支援センターに改組してスタートすることとなった。

充実を図る。 教員については，スタート時には配置できなかったが，事務職員１名を増員
し，また，８月１日に専任カウンセラーを健康安全センターに配置した。

【６６】教員が学生をきめ細かく 【６６－１】各学部の特質に応じたチュー 各学部の特質に応じたチュートリアル・システムの導入について全学的な検
指導するチュートリアル・システ トリアル・システムの導入について検討し 討が十分ではないが，各学部等の取組は以下のとおりである。，
ム及びオフィス・アワーを全学 一定の結論を得る。 ・共通教育においては，新入生ゼミ，主題別ゼミで少人数教育が実施され，一
的に導入する。 部のゼミではチュートリアルシステムが導入されている。

・経済学部においては，新入生ゼミ，社会科学ゼミ，スポーツ，情報などを含
む多様なゼミを開講している。また，特定専門分野を深く学びたい学生には
「自由研究」科目を開講，個別指導を行っているほか，演習に所属しない学生
にも，卒業論文作成の機会を与え，個別指導を行っている。

・医学部においては，チュートリアル教育を実施し，さらにそのための環境整
備を進めている。

・工学部においては，電気電子工学科が導入済み。

【６６－２】教員が学生の相談に応じる体 教員が学生の相談に応じる体制整備のため，オフィス・アワーを全学的に導
制整備のため，オフィス・アワー（文字通 入した。
りのオフィス・アワーに限らず，IT等を利
用した相談体制も含む）を全学的に導入す
る。

【６７】教室内外における学生の 【６７－１】教室の内外における学生の主 教室の内外における学生の主体的な学習意欲を増進する環境を順次整備する
主体的な学習意欲を増進する環境 体的な学習意欲を増進する環境を順次整備 ことを検討する組織を構築するに至らなかった。
を順次整備する。 することを検討する組織を構築する。

，【６８】学生の課外活動施設や交 【６８－１】学生の課外活動施設や交流ス 学生の課外活動施設や交流スペース等の検証及び検証結果に基づき本年度は
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流スペース等の充実を図る。 ペース等の検証及び検証結果に基づき整備 あずみホールトイレの新設と老朽化が著しい第１体育館の外壁改修工事が行わ
・充実を図る。 れ，整備・充実を図ることができた。

「 」 （ ）【６９】在学生による「新入生に 【６９－１】在学生による「新入生に対す 在学生による 新入生に対する何でも相談窓口 を平成１７年４月８日 金
対する何でも相談窓口」を開設す る何でも相談窓口」を開設する （４月入学 から１５日（金）まで開設し，期間中に８４件の相談があった。。
る。 式翌日から１週間）

【７０】サークル活動に対する表 【７０－１ 「学生表彰要項」と「学生の表 平成１６年度に改正した学生表彰制度により，多くのサークル活動等に対し】
彰制度の整備・充実を図る。 彰に関する申し合わせ 平成 年度改正 学長賞１件と功労賞８件の表彰することとした。なお 「学生表彰要項」の一部」（ ） ，16

による新学生表彰制度を実施する。 を改正して，学生表彰の時期を入学式又は卒業式に変更することが承認され，
今年度の学生表彰は，平成１８年４月６日の入学式に実施することになった。

【７１】サークル活動等に対して 【７１－１】平成 年度に実施した検証結 平成16年度に実施した検証結果に基づき新しい体育会規約が承認され，体育16
物心両面にわたる支援体制を整備 果に基づき学生の課外活動等の支援組織を 系サークルに対する支援組織が整備された。今後は文化系サークルに対する支
する。 構築する。 援組織の検討を行う。

【７２】NPO，NGO等との連携を図 【７２－１】教員を配置した学生の自主的 ボランティア活動に関する学生の自主的活動を支援する体制を構築するため
りつつ，ボランティア情報の収集 活動を支援する体制をの構築を検討する。 「学生関係組織・業務見直しワーキング・チーム」で検討し，報告書を作成し
・提供，受け入れ機関との連絡調 て役員会へ報告した。この報告書に基づき，平成１８年４月設置の学生総合支
整など，学生の自主的活動を積極 援センターのボランティア部門で支援することとなるが，設置当初は教員の配
的に支援する体制を構築する。 置が未整備となるため，来年度以降，教員を配置した体制の構築を検討する。

【７３】ボランティア活動に対す 【７３－１】各学部においてボランティア ボランティア活動に対する単位認定の導入と方法について各学部において検
る単位認定及び養成講座を開設す 活動に対する単位認定（養成講座による単 討し，その結果，共通教育及び経済学部において実施した。
る。 位認定も含む）の導入と方法について検討

し，一定の成案を得る。

【７３－２】本学の教育戦略との関連も踏 ボランティア単位認定について，本年度は教育戦略企画チーム会議において
まえつつ，教育戦略企画チーム会議でも検 検討できなかったため，来年度に検討することとした。
討する。

【７４】カウンセリング体制を充 【７４－１】外部カウンセラー配置の充実 平成17年度における常勤カウンセラー１名の選考採用を行い，８月１日に採
実し，学生相談担当職員のカウン と学生相談担当職員へのカウンセリング研 用し，従来できなかった附属学校園のスクールカウンセラー業務を効果的に実
セリング研修を実施する。 修を実施して，カウンセリング体制の充実 施するとともに，教育学部，工学部において学生・教職員のカウンセリングを

を図る。 実施し，非常勤カウンセラーとの連携を深めて，カウンセリング体制の充実が
できた。平成17年度の相談件数は，1,748件にのぼり，昨年比で約400人の増と
なった。
また，メンタルヘルス講演会・同連絡会を開催し，相談関係教職員36名の参

加を得て研修の効果を発揮できた。

【７５】留年生・休学者・不登校 【７５－１】留年生・休学者・不登校学生 平成１６年度の留年，休学，退学実態調査の結果を学生委員会に報告し，今
学生に対する情報収集と分析を行 に対する情報を収集し，分析を行い，迅速 後，学生委員会において修学指導の方法等について検討することとした。
い，迅速に対応する。 に対応する。

７６ 学生アルバイト 寮生活 【７６－１】学生生活全般にわたる相談を 学生アルバイト，寮生活，地域とのトラブルなど，学生生活全般にわたる相【 】 ， ，
地域とのトラブルなど，学生生活 実施する。 談を実施し，年間２９９件の相談があった。
全般にわたって相談に応じる。 学長オフィスアワーを１２回開催し，それに合わせて全学生寮の現況視察を

実施した。

【７７】学生相談機関と学内外の 【７７－１】学生相談機関と学内外の諸機 学生相談機関と学内外の諸機関との連携体制の構築を含めた組織改革につい
諸機関との連携・強化を図る。 関との連携体制の構築を図る。 て「学生関係組織・業務見直しワーキング・チ－ム」で検討し，報告書を作成

して役員会に報告した。この報告書に基づき，平成１８年４月設置の学生総合
支援センターの学生相談部門で学内外の諸機関との連携を図ることとした。

【７８】保健管理センターを健康 【７８－１】健康安全センターの整備・充 健康安全センターの整備・充実を図るため，平成１７年４月に人事課健康安
安全センターに名称変更し，学生 実を図る。 全室を設置し，室長以下４名のスタッフにより業務を開始した。また，常勤の
の身体的・精神的・社会的な自立 カウンセラー１名を平成１７年８月１日付けで採用し，工学部に常駐させるこ
支援のため，教育的視点から系統 ととした。
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的な「人間教育・健康教育」の充
実を目指す。

【７９】在学生，卒業生を含めた 【７９－１】教育特任教授配置制度を活用 学部就職委員と連携した就職指導及びフォローアップ体制の整備を図るため
就職指導及びフォローアップ体制 し，学部就職委員と連携した就職指導及び 「学生関係組織・業務見直しワーキング・チーム」で検討し，報告書を作成し
の充実を図る。 フォローアップ体制の整備を図る。 て役員会へ報告した。この報告書に基づき，平成１８年４月にキャリア・サポ

ートセンターを設置することとなった。来年度以降，教育特任教授の配置を検
討することとした。

【８０】就職相談・情報提供シス 【８０－１】就職相談・情報提供システム 就職相談・情報提供システムを拡充して利用の向上を図り，学生が効果的な
テムの充実，インターンシップの を拡充して利用の向上を図る。 就職活動を展開する上での以下のとおりの支援を行うことができた。
支援 キャリア形成への支援など ・就職相談･･･学生が就職活動を展開する上での様々な悩みを解決するため，就， ，
全学的な就職指導体制の拡充・整 職相談を実施した。
備を図る。 就職相談員（学外有資格者）による就職相談…196件

就職情報室職員による就職相談…341件
就職情報室職員による就職相談（E-mail及びTEL）…多数

・求人開拓（求人票獲得）･･･県内外において開催される以下の企業との情報交
換会に参加し，求人を開拓するとともに多数の求人票を獲得した。

・求人情報の提供･･･多数の企業から寄せられる求人情報を系統別に整理すると
ともに，データベース化し学生への迅速な情報提供を行った。
（平成16年度：約1900件，平成17年度：約2200件 約16％増）

【８０－２】インターンシップ・キャリア キャリア形成については，支援体制の整備を図り，学生が効果的な就職活動
形成等の支援体制の整備を図る。 を展開する上で以下のとおりの支援を行った。

なお，インターンシップについては，来年度以降，インターンシップの充実
に向け，大学全体の取り組みとして役員会等へ検討を委ね，積極的に取り組む
こととした。
・合同企業説明会･･･学生の就職に対する意識改革や企業研究を目的として，学
内（旭キャンパス）における合同企業説明会を開催した。
（6回開催：参加学生 約1,620名，参加企業等 205社）

・就職セミナー･･･学生の就職活動に最も必要となる職業観の涵養や自己理解な
， 。（ ）どを目的として 就職セミナーを開催した 9回開催：参加学生 約1,880名

・就職ガイドブック･･･学生の就職活動に有益な情報を掲載した「就職ガイドブ
ック」を発行し，学部３年次生及び修士課程１年次生全員に配付した。

【８１】同窓会・後援会組織等と 【８１－１】平成 年 月に設置された 信州大学同窓会連合会役員会が２回開催され,次の点について了承された。16 11
の連携を強化する。 信州大学同窓会連合会の役員会において， ・各学部同窓会(10団体)から,7万円/年を拠出し,連合会の運営経費とする。ま

同連合会の組織体制及び具体の活動内容等 た，毎年の拠出金の残額については，将来必要となる大きな事業に対して積
について検討を願う。 立金としてプールしていくこととなった。

・連合会の事務局は,当分の間 信州大学総務部総務課に置くこととした。
・H17年度計画に掲げる卒業生対象のアンケート調査(意識調査)について,各同
窓会に対して協力依頼があり了承された。

・連合会として，本学への具体の支援活動については，全学で評価できる事案
に対して支援することを基本姿勢とし，大学側から連合会に支援願いたい連
携事業等について提案していくこととなった。

【８２】本学独自の奨学金制度の 【８２－１】独自の奨学金制度の導入に向 独自の奨学金制度の導入に向け他大学(9大学)の独自奨学金や授業料免除制度
導入を検討し，成案を得る。 け実情調査を行い学内 （同窓会を含む）で の対象者，奨学内容，財源等について実情調査を行い，その結果を参考に検討

検討する。 を開始することとした。

【８３】大学院設置基準第14条特 【８３－１】担当副学長，高等教育システ 大学院教育改善検討チーム会議において一定の成案を得るには至らなかった
例の実施とともに （工学系）イ ムセンター長，各研究科の代表者からなる が,成案に向けての検討内容を踏まえ，関係各研究科において検討中である。，

「 」 ，ンターネットコースや（経済）イ 大学院教育等検討組織 において検討し
ノベーション・マネジメント専攻 平成 年度中に大学としての一定の成案を17
〈夜間主コース〉等の拡充・整備 得る。
を図る。
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【８４】欧米からの留学生受け入 【８４－１】各学部のインターンシップに 留学生センター教員会議での検討の結果，短期留学生対象のインターンシッ
れの増加を図るため，各学部（研 関する活動内容，留学生対象インターンシ プ科目設置はまだ可能ではないということで，インターンシップ受入れ先およ
究科）独自の短期留学科目を充実 ップの受入れ先，受入れ先の留学生受入れ び短期留学生対象のインターンシップ調査は行わなかった。
するとともに，日本社会の現状を 条件，および留学生のインターンシップ希 なお，昨年度実施した各学部のインターンシップに関する調査によると，留学
体験学習させるインターンシップ 望調査を行う。調査結果にしたがって，留 生と日本人学生を区別せずに，希望者に対してインターンシップ科目の受講を
科目の開設を検討する。 学生センター提供の国際理解専攻コースに 認めている。したがって，短期留学生のインターシップ科目に関しても，各学

インターシップ科目を設けることを検討す 部のインターンシップ科目に任せるのが現段階では適切であると判断する。
る。

【８４－２】学部の専門性に沿った短期留 留学生センターで各研究科の専門性に沿った短期留学コースの内容は検討で
学コースのあり方を検討するとともに，留 きず，短期留学による大学間交流を盛んにするために留学生センターがやるべ

， ，学生センター提 供の短期コースとして国際 きことという観点から検討し 国際理解専攻クラスの充実を目指すことになり
理解専攻コースの充実に向け検討を行う。 平成17年度短期留学生向け授業である国際理解専攻クラスで前期6後期7の授業

を行った。

【８５】留学生宿舎不足を解決す 【８５－１】国際交流会館・学生寮への日 学生寮への留学生の入居については，入寮希望者は入寮できており，また入
るための手段として，学生寮への 本人と留学生の混住化に向けて実施体制等 居留学生への調査から，入居に問題なしと考えている。今年度５月１日現在，
留学生の入居等を検討・実施す を検討する。 42名の留学生が入居している。
る。 なお，平成１７年１０月から１１月に学生支援課で本学の全学生寮への留学

生の入寮の実態調査を行った結果を踏まえると，各寮によりそれぞれで運営方
法が異なることが明らかになった。寮の運営規則そのものが昔に作られたもの
もあり，留学生の入寮を想定していない実態が判明したことから，寮規則その
ものを見直すことを含めて今後さらに検討が必要である。
また，国際交流会館への一般学生の入居について見ると，留学生の国際交流

会館への入居希望数が国際交流会館の収容力をはるかに上回っている現状から
して，現在のところ混住化は無理であると判断している。一般学生と留学生の
混住と言うにはほど遠いことであるが，一般学生の数名を「管理人」として国
際交流会館に入居させることは考えられる。なお，一般学生の国際交流会館へ
の入居（管理人としてではなく普通の入居）に関しては，松本会館の外国人研
究者用単身室７室の活用方法について見直しを行い，留学生及び一般学生の収
容力を大きくする工夫が必要であり，その実現を目指すこととしている。

８６ 留学生センターを中心に 【８６－１】留学生センターを中心に，各 従来の留学生センター業務を，18年度新たに誕生する国際交流センターでの【 】 ，
各学部留学生担当教員や就職委員 学部留学生担当教員や就職委員会等関係委 業務に取り入れられるような体制を模索した。
会等関係委員会との連携・協力を 員会との連携・協力を推進し，平成 年度 平成16年度に実施した相談業務を検証したところ，平成16年度上半期相談件16
推進し，日本語教育，修学上・生 に実施した検証に基づき，より効果的な支 数647件，下半期同725件（計1372件）及び経済学部の相談件数が少ないことが
活上の指導助言・就職相談等の体 援を図る。 明らかとなった。そこで，効果的な支援を図るための方策として，相談件数の
制を充実強化する。 少ない経済学部との連携を深めるために，17年度経済学部のオリエンテーショ

ンに出向き，相談業務をアピールし，周知を図った。また，例年相談件数は多
いが，留学生担当教員が新人と交代した人文学部のオリエンテーションにも出
向き，相談業務を紹介し，より効果的な支援を図るための連携を強化した。

【８７】留学生の卒業（帰国）後 【８７－１】留学生卒業後のフォローアッ 留学生卒業後のフォローアップ体制の確立を図るため,「マレーシア元留日学
のフォローアップ体制を整備す プ体制（データベース構築，信州大学情報 生協会」の幹部及び信大卒業生と現地で面談し国別同窓会設立のための「マレ
る。 の提供，国別同窓会の設立など）の確立を ーシア信大卒業生の会」設立のための協力についての約束を取り付けることが

図る。 できた。具体的には，信大卒業生の名簿が現地にないため，本センターから提
供された情報(卒業生データベース)を基に最新の連絡先の調査を行うことであ
り，現在約３０名の連絡先を把握している。また，本学情報の提供のため，国
際交流ニュースマガジン（留学生センター）を2月，3月に第2号，第3号を発行
し，卒業生に配布している。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

【 目指すべき研究の水準に関する基本方針 】
1) 高度で個性的な研究分野を拡充・整備する。中
2) これまでの研究実績や特質を活かし，学術研究の一層の個性化を推進する。
3) 重点研究領域や産学官連携研究等に関する研究戦略を全学レベルで策定する。期

【 成果の社会への還元等に関する基本方針 】
1) 社会的要請に応えた質の高い教育・研究者を輩出する。目
2) リカレント教育を一層推進する。
3) 研究成果を学内外へ積極的に発信するとともに産学官連携活動等を一層推進する。標

【 研究の水準・成果の検証に関する基本方針 】
1) 客観性や専門性に優れた研究の質的・量的評価を実施する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【８８】世界的な研究拠点を目指 ８８－１ ２１世紀ＣＯＥプログラム 先 ファイバー工学分野における国際的研究教育拠点を強化するため，全体計画【 】 「
すことができる高度かつ特色ある 進ファイバー工学」を中心として，ファイ を極限分子構造の追求，高次複合機能の創出，感性生産システムの創成の３分
研究分野のさらなる拡充・整備と バー工学分野における国際的研究教育拠点 野に設定し，萌芽研究，基礎研究，応用研究，開発研究を推進した。
ともに プロジェクト研究の推進 を強化する。， ，
専攻や部門間の連携等による研究
領域の総合化，学際化及び活性化 【８８－２】文部科学省科学技術振興調整 ナノテク・カーボンサイエンス，フロンティアファイバーサイエンス，再生
等を図る。 費 戦略的研究拠点育成 スーパーＣＯＥ 医学・ゲノム医学を中心とした研究分野を融合し，経済学部のイノベーション「 」（ ）

への積極的な応募による採択を目指す。 研究・支援センターとも連携し，新たな新融合研究成果の創成や，傑出した研
究者の輩出を目指し，平成１７年度科学技術振興調整費「戦略的研究拠点形成
（スーパーCOE 」に応募した。残念ながら今回は採択にはいたらなかったが，）
研究拠点形成に向けての学内の積極的な機運が高まり，より一層の研究成果創
出への取り組みがなされるに至っている。
また，新たに策定される第３期科学技術基本計画に対応した政策誘導型の競

争的資金（科学技術振興調整費の各事業）に，これまで培ってきた学術研究の
更なる開発・進展と若手の学術研究者の人材育成を図るため獲得を目指し 「先，
端融合領域イノベーション創出拠点の形成」１件及び「若手研究者の自立的研
究環境の整備の促進」１件の応募を行った。

【８８－３】理工系，農学系の基礎研究を 既存の工学系研究科に農学系の研究分野を加え，理工系，農学系の基礎研究
有機的に結びつける総合工学系研究科で， を有機的に結びつける総合工学系研究科が設置された。これにより，研究領域
研究領域の総合化，学際化及び活性化等を の総合化，学際化及び活性化を図る体制を整備した。
図る。

【８８－４】工学部を中心としてカーボン 平成１７年４月に工学部を中心としてカーボン科学研究所を設置し，シリコ
科学研究所（仮称）を設置する。 ンに続く21世紀材料・主要元素としての炭素を定義し，それを研究する国際的

中核機関および本学の共同研究施設として活動を開始した。これにより，世界
レベルでの研究推進体制が構築された。

【８９】学長のリーダーシップの 【８９－１】山岳科学総合研究所の組織を 独自のヒト・予算・施設をもたないバーチャルなものであった山岳科学総合
もとに，本学におけるこれまでの 見直し，研究の充実を図る。 研究所の組織整備について顧問会議や組織整備ＷＧで検討を行い，総合工学系

， ， ，研究の蓄積や人的，物的及び地理 研究科山岳地域環境科学専攻での報告を踏まえ 現行の規程 事務部門の体制
的条件を活かした独創的な研究分 位置付け等を含めた基本方針を作成し，平成18年4月の役員会へ提案することと
野を選定・組織化し，施策を推進 なった。
する。
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【８９－２】新たな独創的研究分野や萌芽 本年度アソシエイト研究員制度を構築し，4名のアソシエイト研究員を採用し
的研究分野の開拓のため奨励研究員制度等 た。なお，昨年度から実施している奨励研究員制度により，本年度は9名の奨励
を活用する。 研究員を採用した。これにより，従来の学生の身分であった研究者層を身分的

に支援し，研究領域の裾野を広げることに努めた。

【８９－３】大学院経済・社会政策科学研 イノベーション研究支援センターの名称で若里キャンパス内に設置し，大学
。究科修士課程独立専攻を中心として，イノ 院経済・社会政策科学研究科イノベーション・マネジメント専攻に隣接させた

ベーション・マネジメント研究センター 仮 マネジメントを学ぶ社会人大学院生やものづくり企業の関係者が，昼夜，平日（
称）を設置する。 休日を分かず，共に地域のイノベーションをめざして，研究，勉学，試作に取

り組んでいる。

【９０】高度で個性的な研究を世 【９０－１】全学の教育・研究の戦略を企 ３名の理事による戦略企画室のもとに研究戦略企画チームを設置し，各部局
界水準レベルで遂行したり，産学 画・立案する戦略企画室のもとにおかれる からの研究戦略についてのヒアリングを行った。

， （ ），官連携で成果の得られるプロジェ 研究戦略企画チームでヒアリングを行い， 世界的研究拠点を目指す分野としては カーボン科学 知的クラスター事業等
クト研究の企画・立案を行うな 全学の研究の進展状況を把握する。さらに 先進ファイバー工学 ２１世紀ＣＯＥプログラム スマートディバイス科学 知（ ）， （
ど，全学的な研究戦略を策定する 社会のニーズにマッチする産学官連携研究 的クラスター事業）臓器移植・再生医工学，加齢適応医科学，機能性食料開発
体制を整備する。 の開拓を行うための調査，検討を行う。 学を掲げた。

また，わが国唯一の研究分野として，信州のフィールドを活かした自然と人
間との共生を追及する「山岳地域環境科学 ，内陸における水研究，信州の特徴」
的地域・社会・福祉問題に取組む創発的ネットワーク研究，ハイテク繊維パイ
ロットファクトリーを活かした実用化研究を掲げた。
その他，小規模でも特徴ある研究分野として，フラクタクル等特殊空間構造

，環境場による新機能創成研究を始めとする１７項目にわたる研究分野を掲げて
全学を挙げて研究戦略を策定した。
それらの研究戦略による産学官連携の開拓により以上努め 研究シーズ集 冊， （

子，ＣＤ）を作成して配布し，産学連携のマッチングを図ることを検討してい
る。

９１ 基礎科学分野においては ９１－１ 学長のリーダーシップのもと 研究企画戦略チームにより基礎科学における研究育成の蓄積を行う施策につ【 】 ，【 】 ，
長期的視点からの研究育成と研究 戦略企画室を中心として，基礎科学分野に いて，その重要性について認識し，検討を行っている。
成果の蓄積を目指す。 おける長期的視点からの研究育成と研究成 平成１７年度は 具体的には大学の持つ基礎科学分野の研究成果を含めて 信， 「

果の蓄積を行う施策を検討し，可能な事項 州大学研究シーズ」の冊子体とＣＤを作成し，地域社会による利用を進めてい
から実施する。 る。また，研究者総覧を充実し，成果の蓄積を進めた。

【９１－２】大学評価情報データベースに 研究者情報管理システム（教育研究者総覧）に，研究成果の蓄積にかなうデ
よる研究成果の蓄積を実施するためのシス ータ項目の追加を行い，研究者情報管理システムと大学評価情報データベース
テムの構築を開始する。 との連携の検討を開始した。

【９２】人文・社会科学分野にお 【９２－１】国際会議の招致・公開講座の 地域社会や地方自治体と連携した調査，検討，実践等の取り組みとして，以
いては，学術的に高い研究成果を 普及等に積極的に努め，地域社会や地方自 下のとおり実施した。
産み出すことに止まらず，さまざ 治体と連携した調査，検討，実践等をさら ・大学院生の進展中の研究成果を発表させる機会として，大学院の正規授業の
まな形で研究成果が人々に活かさ に推進する。 一貫としてシンポジウムを穂高町において2回開催した。このシンポジウムで
れ，文化面，政策面で社会に貢献 ①国外の大学教員・学生との交流・シンポ は大学院生，教員が批判的なコメントをするとともに，建設的な助言をして
することを目指す。 の開催（穂高町との共催） おり，各大学院生の研究の軌道修正や研究の促進に大いに役立っている。

②県内各地の自治体との共同研究（塩尻市 ・ 日韓言語文化研修プログラム２００５」を８月５日～１１日に開催。韓国カ「
他）の充実 トリック大学から１７名の学生と教員，信州大学から人文学部を中心に５０
③教官・院生の研究成果の発表・公刊をよ 名以上の学生と教員が参加し，研修を行いつつ交流した。穂高町の全面的な
り効果的に支援する方策を検討する。 協力を得て，松本市と穂高町で行った。

・ 9月7日に塩尻市との共催による地域ブランド研究会大会を開催した。
（ 「 」 ）・大学院委員会の提案した優秀論文賞 後に 修士論文優秀賞 の名称が確定

の設置が執行部会議で決定した。これにより第１回修士論文優秀論文賞３名
を選出し，研究成果を顕彰した。

・安曇野市よりの研究補助による報告書が完成した。

【９２－２】研究成果の社会への発信を引 研究成果の社会への発信のため，以下の取り組みを行った。
き続き試行する。 ・イノベーション･マネジメント専攻の授業公開を引き続き実施すると共に，フ
①大学院イノベーション・マネジメント専 ァカルティー･セミナーを二回，特別セミナー（長野県経営者協会と協賛，日
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攻で実施しているカフェゼミなど大学院授 本銀行政策委員による講演会 ，国際政治･経済ゼミナール企画の一般公開等）
業の公開を引き続き実施する。 の活動を展開した。また国際学会の本学での開催を支援した（実験経済学コ
②研究成果などについてホームページを通 ンファレンス 。）
じた情報発信の充実 ・公益団体審議会等への参画による中央および地域の政策課題への貢献を引き

続き実施した （延べ71件）。
・研究成果については，平成17年9月の教授会決定に基づき，教員の年度毎の研
究活動報告をホームページで公開を開始した。

【９３】ナノテクノロジーに関連 【９３－１】中間評価に基づき，スマート 先進ファイバー工学の中核的研究教育拠点を戦略的に形成することによる有
した研究領域 機能デバイス研究プロジェクト，有機ナノ 機ナノテクノロジーの推進，信州ＴＬＯと連携することによる技術移転活動，
（工学部，繊維学部）― 長野・ マテリアルデバイス研究プロジェクトの研 大学発ベンチャーの実施状況の確認による努力を行った。
上田地区の知的クラスター創成事 究を推進し，成果の技術移転，ベンチャー 知的クラスター創成事業の１２のうちの１つである長野・上田スマートデバ
業の中核拠点形成 ― 起業等により中核拠点形成の充実を図る。 イスの中間評価に基づく２プロジェクトの研究成果・技術移転状況は以下のと

おりである。
ナノカーボンコンポジットによるスマート機能デバイスの研究開発は，工学

部が中心となって，Endo Fiber 及びカーボンナノチューブをフィラーにした新
規複合材により，熱伝導性，導電性，機械特性，精密加工性，耐磨耗性などに
おいて，優れた機能を有するデバイス，複合モジュールを開発した。
機能性ナノ高分子材料による有機ナノマテリアルデバイスの研究開発は，繊

維学部の先進ファイバー工学のＣＯＥを戦略的に形成することによって，機能
性ナノ高分子材料を核にした有機材料の研究開発，有機発光素子技術の開発と
それらを核にした応用製品を開発してきた。
その結果，大学発ベンチャー企業が２社設立し，商品化，事業化が具体化し

てきた。具体例を挙げれば，レンズホルダー，モーターブラシ，ガラスマイク
ロレンズアレー，有機ＬＥＤ素子，有機半導体レーザ発光素子などへの用途が
可能となった。

【９３－２】成果の蓄積と活用を促進し， 平成１４年度に始動した長野・上田地区を含む全国１２知的クラスターの中
ポストクラスターとしてのスーパークラス 間評価が，文部科学省において実施され，その結果がプレスリリースされた。
ターへの発展を図る。 この中にあって，長野・上田地域知的クラスター創成事業は全国トップの評価

となり，文部科学大臣賞を受賞し，研究拠点としての活動に一層の努力を行っ
た。

，本学を中心として形成されたこの長野・上田地域知的クラスター創成事業は
高い研究ポテンシャルなど，クラスター形成，展開に必要な条件が具備されて
いると評価された。本学を基盤として産学官連携活動が活発に実施され，地域
コミュニティへの波及効果が図られた。今後，研究領域の拡大，海外との連携
も積極的に模索，開拓していくことで，持続的なクラスターの形成・発展が図
られる。
特許出願及び事業化実績も当初目標を上回る水準に達している。また，外部

資金獲得・活用を活発に行い，一段のステップアップを図っている。そして，
デバイスなど応用分野の研究開発を充実していく。
今後は，地域の主体性を維持しながら，大企業や外国企業などとの連携も進

め，地域文化へ定着しブランド力を備えた持続的なクラスターの発展を図るた
めに，年３回行われた知的クラスター本部会議において，検討を行っている。

【９４】先進ファイバー工学の研 【９４－１】ポストＣＯＥとして，文部科 ポストＣＯＥとして，文部科学省科学技術振興調整費に繊維学部の「原子・
究領域〈COE形成領域〉 学省科学技術振興調整費「戦略的研究拠点 分子機能の多次元包括デザイン拠点」を申請し，ヒアリングに進んだ。
（大学院総合工学系研究科 博士 育成 （スーパーＣＯＥ）への発展を図る。」
課程）

【９４－２】中間評価に基づき，若手研究 大学院を転換改組し，総合工学系研究科にも「生命機能・ファイバー工学専
者の育成，研究成果の技術移転等，形成の 攻」を設置し，若手研究者が自由に研究できる体制を整えた。

， ， ，充実を図る。 また 繊維学部においては 多数の教員が退職することとなるこの５年間を
人材システム改革を行う期間と位置づけ，１年間にわたる人事制度改革の検討
の結果 「若手研究者の育成 「教育研究の質の保証 「長期的視点からの教， 」， 」，
育研究活動の安定的推進」の観点から新規採用教員へのテニュア制度の導入を
決定し，評価基準策定，テニュア・トラック研究者の「学内講師」任用等，必
要な制度の整備を進めている。
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研究成果については，信州大学研究シーズ集を作成・活用し，イノベーショ
， ，ンジャパン 諏訪圏工業メッセ等の産学官連携イベントで積極的な活動を行い

長野，上田，伊那及び諏訪の県内４地区において研究シーズ発表会を開催する
など，地域産業界への技術移転を推進できる体制を整えた。
また，経済産業省の広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業の採択

を受けて，大学初ベンチャー支援ネットワークを構築するなど，地域新事業創
出の施策を行った。

【９５】臓器移植・再生医工学の 【９５－１】寄付講座，医工連携活動，外 寄附講座（医学部・地域医療学講座）を設置し，医学教育センターの下，長
研究領域 部資金の獲得等により研究の充実を図る。 野県の医療を充実するために，同学部における優れた医師養成を促進し，地域
（大学院医学研究科 博士課程独 医療機関との連携協力関係の強化を図り，寄附講座（泌尿器科学領域産学連携
立専攻） 学講座）を設置し，泌尿器系疾患を中心に，バオマーカーを検索する研究を通

じて診断法・治療効果の判定を含めた先端医療技術や病因解析技術，ゲノム，
プロテオーム解析技術，蛋白質の機能・構造解析技術，薬理学的効果・体内動
態の予測技術等の確立を目指した。

【９６】加齢適応医科学の研究領 【９６－１】熟年体育大学の基礎医学的支 熟年体育大学への基礎医学的支援を行うため，1000人に及ぶ日々の歩数と定
域 援により，その充実を図る。 期的におこなわれる血液検査，体力測定のデータベースを構築した。今後，参
（大学院医学研究科 博士課程独 加受講生の医療保険の状況把握と血液検査，体力及び脳機能測定，さらにアク
立専攻） ティブトレーサーによる精巧な運動量を測定評価する方法等を検討する。

【９６－２】他省庁等の補助金，地方自治 大学院医学研究科のもとに，平成９年度より，松本市，医師会，企業との連
体等との連携，コンソーシアムにより研究 携で 「松本市熟年体育大学」をスタートさせ，高齢者への運動トレーニングを，
の充実を図る。 実施し，健康増進，医療費削減に効果を挙げてきている。高齢者の運動トレー

ニングの効果には大きな個体差が存在し，遺伝的要因の解析が示唆された。平
成１７年度には，経済産業省の「健康サービス産業創出支援事業」の補助を獲
得して，１，０００人／年規模に拡大した熟年体育大学をスタートさせ，この
事業を基盤として，正確に把握した運動トレーニングの医学的，生理学的，行
政的効果を遺伝学的に解析し，効率的な健康増進・予防医療実現のための基礎
的情報を得ることができた。これらにより加齢適応医科学の研究領域において
研究成果を上げることができた。
また，関係他省庁，地方自治体等の補助金，助成金等の公募状況は，大学の

ホームページに掲載し，常に情報の更新を行った。大型補助金や特定学部対象
の公募については，公文書等で周知した。申請に関する手続き業務を周知する
ため，科研費の申請書類の記入方法等もホームページ上に掲載した。

【９７】機能性食料開発学の研究 【９７－１】生体防御食品素材の探索と利 機能性成分を多く含む食料を生産する作物など食資源の育種，栽培技術の開
領域 用技術の開発等について，医学部等との連 発と確立，食料に含まれる保健，抗病性成分の探索，単離，特性付け，ヒトの
（大学院農学研究科 修士課程独 携を推進する。 健康維持に関連する有用微生物，免疫調節物質，抗腫瘍性物質などの探索，作
立専攻，大学院総合工学系研究科 用の解明，安全性の確認，および食品の創製，開発についての教育と研究を，
博士課程） 産業界，医学分野など関連する領域と密接な連携協力体制をとりながら精力的

に行った。

【９８】イノベーション・マネジ 【９８－１】イノベーション・マネジメン イノベーションに関する調査・研究およびアカデミック・ベンチャー等産学
メントの研究領域 ト研究センター（仮称）を設置するととも 連携プロジェクトの事業化支援等を目的に，イノベーション研究・支援センタ
（大学院経済・社会政策科学研究 に，他の研究科等との連携を推進する。 ーを設置し，工学系研究科との連携を推進することとした。
科 修士課程独立専攻）

【９９】信州のフィールドを活か 【９９－１】バーチャルな組織の実体化の 独自のヒト・予算・施設をもたないバーチャルなものであった山岳科学総合
した，自然と人間との共生を追求 検討等により組織の整備を行い，総合工学 研究所の組織整備について顧問会議や組織整備ＷＧで検討を行い，総合工学系

， ， ，する新たな学問領域「山岳科学」 系研究科「山岳地域環境学専攻」と連携協 研究科山岳地域環境科学専攻での報告を踏まえ 現行の規程 事務部門の体制
の創造 力し，新たな学問領域の創造に寄与する研 位置付け等を含めた基本方針を作成し，平成18年4月の役員会へ提案することと

究を推進する。 なった。

【１００】大学院においては，高 【１００－１】各研究科毎に卒業生の受け 教育学研究科では県教委との協議を開始した。医学研究科では修了生から企
度専門職業人の養成に力点を置 皿組織である企業等における，本学卒業生 業情報と企業が求めている人材についての情報提供を受けるようにした。工学
き，出口保証を十分に意識し，本 の実情調査と企業等からの大学に対する要 系研究科（工学）では就職担当教員を中心に企業の連携協力の強化に取り組ん
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学と卒業生の受け皿組織との連携 望等の意見聴取等を行う。 でいる。農学研究科では就職ガイダンス，企業合同説明会を独自に開催した。
等を充実させる。 また，各研究科で，日常的に企業との接触の機会をとらえて，企業の要望や卒

業生の動向の把握に努めている。

【１０１】社会人教育や産学官連 【１０１－１】担当理事を中心に学内の各 教育研究成果の社会への還元及び地域社会のニーズに対応するため，H17年度
携教育研修システム及び医療人生 学部等が取り組んでいる社会人教育に関す は「伊那市」及び「松本市」との包括的な連携協定を締結し，計7つの地方自治
涯研修システムの確立など，社会 る施策を調査し，全学の社会人教育に関す 体との協定となった。協定に基づく連携により，地域社会のニーズを把握でき
のニーズに迅速かつ効果的に対応 る基本的ポリシー，方策等を検討する。 るとともに，大学と地域社会のニーズとシーズのマッチングが図れ，本学の教
しうる運営組織を検討する。 育研究成果の社会への還元等を推進する。

【１０１－２】連携協定を締結している地 また，戦略企画室（地域連携部門）に教員スタッフを配置した「地域連携ス
方自治体との連携を通じて，社会人教育に タッフ会議」を計7回開催し，教育研究成果の社会への還元，社会人教育，地域
関する地域社会のニーズを把握する。 連携の施策等の諸課題について検討し，全学の社会人教育に関する基本的ポリ

シー，方策等を策定している。

【１０２】研究理念・目標，研究 【１０２－１】担当理事を中心に，現状分 広報・情報担当理事，広報担当スタッフと連携し，発信方法やその内容につ
成果と意義，研究者の研究概要等 析や検討に基づき 今後の方策を策定する いて分析を実施し，WEB，広報誌，記者会見等の適切な広報媒体を用いて，機能， 。
を分かり易く工夫し，電子情報や 的，効果的な情報の発信が可能となった。電子情報やメディアを通した教育研
メディアを通して，教職員，学生 究成果の社会への還元は，情報の積極的な発信等の取組みにより，概ね達成で
及び広く学外へ情報発信し，研究 き，学外への発信についても，広報・情報担当理事，広報担当スタッフとのコ
成果の社会への還元に努める。 ラボレーションにより，大学広報的な観点からも地域社会にアピールできた。

【１０２－２】研究者の研究概要・業績， 研究者の研究概要・業績，地域社会や産業界との連携情報を登録したデータ
地域社会や産業界との連携情報を登録した ベース「教育研究者総覧」について，システム・内容等を検証し，記載項目等
データベース 教育研究者総覧 について の追加を行うとともに，学部担当者へ情報更新の呼びかけと６月，２月に新規「 」 ，
システム・内容の利便性を検証するととも 教員の登録をおこなった。
， ，に 研究者に定期的な情報更新を呼びかけ

リアルタイムな情報発信に努める。

【１０３】教員の研究成果や業績 【１０３－１】教員の研究成果や業績等を 教員の研究成果や業績等を事業活動や出版活動に発展させる方策のあり方を
等を事業活動や出版活動に発展さ 事業活動や出版活動に発展させる方策のあ 検討するにあたり，出版活動はコスト高になることから，WEBを活用した，大学
せる方策を検討し，可能なところ り方を検討するためのワーキング・グルー 等の学術機関で生産された知的生産物を電子的に保存・公開するための電子書
から実行する。 プの設置について，前年度の事業計画に引 庫システム（機関リポジトリ）への加入を活用することとし，大学としてのメ

き続き検討する。 リットを考慮しながら，機会を検討中である。
また，教員の研究成果や業績等を一般に公開するため平成１３年度から運用

， ，を開始している 本学ホームページ上の教育研究者総覧データベースについて
検索等の管理機能及びデータ項目を追加し，内容の充実に努めた。

【１０４】研究教育活動実績等の 【１０４－１】大学評価情報データベース 研究者情報管理システム（教育研究者総覧）に，研究教育活動に関するデー
データベース化と公表により社会 による研究教育活動実績等のデータベース タ項目の追加を行い，研究者情報管理システムと大学評価情報データベースと
的評価を受ける。 化を継続する。 の連携の検討を開始した。

また，教員の個人業績評価との関連から研究，教育，社会貢献，医療担当の
各理事・副学長により，評価情報項目及び評価情報活用の検討が開始された。

【１０５】教員個人や研究組織等 【１０５－１】教員個人の研究成果・業績 教員の個人業績評価の全学統一方針を策定するため，評価方法，評価項目，
の研究成果・業績を学外者等がピ を含めた教員の個人評価の実施に向けて， 結果の活用等の方針案（理事･副学長ごとに担当分野を区分）を９月７日開催の
アレビューするシステムを構築 評価方法や内容を策定するための調査を実 役員会において示し，担当理事･副学長が，関係部署，委員会，ＷＧ等で幅広い
し，機能させる。 施する。 意見聴取や議論を重ね，担当分野の方針案を提案した。それらを評価･分析室で

取りまとめ18年５月開催の役員会及び教育研究評議会に諮り，全学統一方針を
策定することとした。

， ， ， ， ，方針案の担当区分は ①教育活動 ②研究活動 ③診療活動 ④管理･運営活動
⑤社会貢献活動，⑥結果を踏まえた各種資源配分方針，⑦結果を踏まえた人事
面での活用方針
また，平成１９年度に大学評価･学位授与機構の大学機関別認証評価を受けるこ
とが10月の役員会において決定された。機関別認証評価は，評価基準ごとに大
学全体の状況を現状分析･自己評価することとなるが，その前段階として各学部
･研究科等の状況を18年度に分析･評価することとし，評価･分析室において「現
状分析･自己評価マニュアル」を作成して各学部等の評価を担当する職員等に対
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する研修会を３月28日に開催して，現状分析･自己評価の方法や必要となる根拠
。 「 」資料･データなどの説明をした 基準のうち選択的評価基準Ａ 研究活動の状況

も併せて実施することとなり，基準「Ａ－２」により，各教員等の研究活動実
績を各部･研究科単位で実績票を作成し，学外者の評価を受けることとなる。

【１０５－２】研究組織等の研究成果・業 平成１９年度に大学評価･学位授与機構の大学機関別認証評価を受けることが
績を評価するシステムの構築に向けてを調 10月の役員会において決定された。機関別認証評価は，評価基準ごとに大学全
査・検討を行う。 体の状況を現状分析･自己評価することとなるが，その前段階として各学部･研

究科等の状況を18年度に分析･評価することとし，評価･分析室において「現状
分析･自己評価マニュアル」を作成して各学部等の評価を担当する職員等に対す
る研修会を３月28日に開催して，現状分析･自己評価の方法や必要となる根拠資
料･データなどの説明をした。基準のうち選択的評価基準Ａ「研究活動の状況」
も併せて実施することとなり，基準「Ａ－１」により，学部･研究科ごとの研究
の実施体制や支援･推進体制等の状況が，基準「Ａ－２」により，各教員等の研
究活動実績を各部･研究科単位で，学外者の評価を受けることとなる。

【１０６】先端的研究分野におい 【１０６－１】先端的研究分野における国 中期計画に掲げられている大学として重点的に取り組む７領域を本学の先端
， 。ては，国際的な研究評価を実施す 際的な研究評価の状況調査を実施する。 的研究分野として位置づけ それらの国際的な研究評価の実施状況を確認した

る。 そのうち，先進ファイバー工学の研究領域（ＣＯＥ形成領域）については，８
月25日から27日に開催されたＣＯＥ国際シンポジウムの前日（24日）にシンポ
ジウムへ参加した外国人研究者等の中から繊維関係の教育研究に携わっている
大学教員及び研究機関の専門家で国際交流協定を締結している大学の教員を中
心に７名（国籍は，中国，米国，英国，タイ，台湾，韓国）に依頼し，研究活
動を含む国際外部評価を実施した。現在評価報告書を作成している。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標

【 適切な研究者等の配置に関する基本方針 】
1) 点検評価の結果を踏まえた研究者等の再配置と活性化を推進する。

【 研究環境の整備に関する基本方針 】中
1) 重点領域の研究目標等の達成のため，必要な資源を重点配分する。

【 知的財産の創出・取得・管理及び活用に関する基本方針 】期
1) 知的財産の創出・取得を推進し，その管理・活用を図る。

【 研究の質の向上及び改善のためのシステムに関する基本方針 】目
1) 全学的な方針に基づく計画的な点検評価と評価結果を改善・改革に結びつける一連のサイク
ルを大学運営の根幹部分に組み込み定着させる。標

【 全国共同研究，学内共同研究等に関する基本方針 】
1) 共同研究等の推進に必要な環境を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１０７】研究体制や研究支援体 【１０７－１】研究体制及び研究支援体制 平成１９年度に大学評価･学位授与機構の大学機関別認証評価を受けることが
制について，学外者がピアレビュ の状況調査を実施する。 10月の役員会において決定された。機関別認証評価は，評価基準ごとに大学全
ーするシステムを構築する。 体の状況を現状分析･自己評価することとなるが，その前段階として各学部･研

究科等の状況を18年度に分析･評価することとし，評価･分析室において「現状
分析･自己評価マニュアル」を作成して各学部等の評価を担当する職員等に対す
る研修会を３月28日に開催して，現状分析･自己評価の方法や必要となる根拠資
料･データなどの説明をした。基準のうち選択的評価基準Ａ「研究活動の状況」
も併せて実施することとなり，基準「Ａ－１」により，学部･研究科ごとの研究
の実施体制や支援･推進体制等の状況について学外者の評価を受けることとな
る。

【１０８】学長のリーダーシップ （18年度以降の実施のため，17年度は年度
のもと，上記の検証結果などを踏 計画なし）
まえ，教員等の柔軟な再配置とそ
の不断の点検評価システムを構築
・運用する。

【１０９】教員の任期制の導入を １０９－１ 教員の任期制導入について 教員の任期制導入について，１年間にわたり「包括的任期制の導入」に向け【 】 ，
各分野の実情に応じて拡大し，よ 本学及び他大学の状況を調査し，任期制の たさまざまな制度の整備等の調査を行ってきたが 他大学の調査の過程から 包， ，「
り高度な研究の達成を目指す。 範囲，業績評価方法，実施方法，及び実際 括的任期制の導入 （全教員を対象とした任期制）の問題点等が発覚したことか」

の効果等について人事制度ワーキング・グ ら，本学で検討していた任期制の前提となる法的基盤が脆弱であることが判明
ループで検討する。 したため，包括的任期制の導入はやめて 「限定的任期制の導入 （特定の講座， 」

等の組織に任期制を適用）を進めていくこととした。また，教員の個人業績評
「 」価を処遇に反映させ教員組織の活性化に結びつけるための 業績審査制の導入

の2つを並行して進めて行くこととした。

【１１０】任期制に加えて，各分 【１１０－１】教育研究組織の根本的な見 教育研究組織の根本的な見直しによる「組織活性化策」について，本WTで検
野の実情に応じて研究者の流動性 直しによって組織活性化の方策を人事制度 討すべきかどうか議論を行い，これについては大学全体の経営にも係ることか
を高め，研究組織の活性化を図る ワーキング・グループで検討する。 ら，本WTの組織活性化策としては，教員の人事をめぐってどのような活性化が
ための方策について検討し，実施 可能であるか等，絞り込んだ内容で検討を進めることとした。
に移す。

【１１０－２】教員人事の活性化を図るた 本学における人事の活性化を図り，人事の流動性を高め，機動的な人事を展
め，労働基準法第 条（期間を定めた労働 開することを目的として労基法第１４条に基づく有期雇用を可能とするため，14



- 34 -

信州大学

契約）を適用した人材の採用を実施する。 国立大学法人信州大学任期付職員規程を制定した。
任期付職員（教員も含む）は，プロジェクト的研究業務，臨時的・緊急的業

務対応，一時的増加業務，長期出張者・病休者補充などを対象とする （特任教。
授，外国語・外国事情担当教員，育児休業・休職に伴う代替職員もこの規程に
基づく任期付職員となる ）この制度を活用による平成17年度実績は以下のとお。
りとなる。
（教員）
大学院経済・社会政策科学研究科 助手（３年任期）
工学部電気電子工学科 助手（４．５月任期）
工学部物質工学科 助手（４年３月任期）
大学院医学研究科 助手（２年６月任期）
育児休業代替者 １名

（事務職員）
総務部企画課（大学評価分析室） 技術職員（２年９月任期）
育児休業代替者（年間３０～４０件）

【１１１】研究支援体制の一つと 【１１１－１】学外のポスドク制度の情報 ホームページなどから学外のポスドク制度の情報を収集し，それらを参考に
， 。して，学内外の組織や資金を利用 を収集する。 本学のアソシエイト研究員制度を構築し 4名のアソシエイト研究員を採用した

したポストドクトラルフェローシ なお，昨年度から実施している奨励研究員制度により，本年度は9名の奨励研究
ップの体制を整備し，その充実を 員を採用した。
図る。

【１１２】研究支援のために，学 【１１２－１】前年度の事業計画に引き続 研究を支える技術の高度化が進んでいる一方，技術系学部及び大学院では，
内外の組織や資金を利用して，高 き，研究支援体制を見直す組織を中心に研 研究を補佐・支援する技術系職員の削減が続いている。その解決策として，企
度技術者を雇用しうるシステムを 究支援のための高度技術者体制がどうある 業等を退職した技術者を，その長年にわたり蓄えた知識と，熟練した技術を生
検討し，整備を図る。 べきか情報を収集する。 かして非常勤で雇用することの検討を行っており，繊維学部において，日本繊

維技術士協会を通じ，導入に向けての調査を開始した。
また，全学の教室系技術職員研修アドバイザー会議において，一層の高度研

， ，究支援体制に向け 従来の研修体制に比べて日程の短縮及び分散化等によって
より実質的・効率的な研修とすることが可能か，検討を行った。

学長あるいは学部長が 【１１３－１】研究資金等を重点配分する 学長及び学部長がリーダーシップを発揮するための研究資金等を重点配分を【１１３】
リーダーシップを発揮するための システムの検証を行うとともに，検証結果 含めた裁量経費を重点配分するため，学長・学部長裁量経費の実施要項等の見
裁量的経費を十分に確保するとと に基づくシステムの見直し，検討を行う。 直しを実施した。
もに，研究資金等を重点配分する 学長裁量経費については，実施事項について検証・見直しし，高等教育機構
システムを整備・充実する。 の整備，GP等補助金の補填，ISO取得のための経費等に重点的に配分するため

の「教育研究改革・改善プロジェクト経費 ，全学的視点からの教育上必要と」
なる基本的設備を整備するための「教育基盤設備充実経費 ，特に理系学部の」
教育に必要な予算の補填を目的とした｢学生教育支援経費｣等に配分することと
した。
また，学部長裁量経費については，重点・傾斜配分するための評価項目及び

評価方法について検証し，より公平な評価項目，簡便な査定方法を策定した。
さらに，平成18年度における裁量経費についても，計画的・効率的に事業が

達成できるよう早期に配分額を提示することとし，予算制度検討WG，戦略企画
室等で学長裁量経費の基本的方針，学部長裁量経費の実施要項等を策定した。

【１１４】研究に必要な設備や大 【１１４－１】ヒト環境科学研究支援セン ヒト環境科学研究支援センターの手引きに基づく方法では，特定の部局の意
型機器の有効活用の運営体制を整 ター機器分析部門で作成した大型機器等の 向が強くなりすぎる傾向がある等，充分でなかった点を補うため，研究交流促
えるとともに，設備・機器の整備 利用の手引きに基づいて有効利用を図ると 進法第13条に基づく，科学技術に関する試験，研究又は開発を行う設備の共同
を計画的に推進する。 ともに，機器の更新について検討する。 利用を促進するため，計画的・継続的な設備整備を行うマスタープランといっ

た，大学全体構想の枠組みの中で捉えなおすこととした。当プランによる大型
機器整備については，各大学ごとではなく，全国又はブロック共同利用へシフ
トする方向である。化学系汎用機器等については，新規購入機器や復活再生機
器等について既に調査・検討を開始している。

【１１５】山岳科学の総合的研究 【１１５－１】山岳科学総合研究所の組織 独自のヒト・予算・施設をもたないバーチャルなものであった山岳科学総合
を推進するため，教育研究を支援 整備について，現行の規程，事務部門の体 研究所の組織整備について顧問会議や組織整備ＷＧで検討を行い，総合工学系
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， ， ，する諸施設の整備・充実を図る。 制，位置付け等の検討を行う。 研究科山岳地域環境科学専攻での報告を踏まえ 現行の規程 事務部門の体制
位置付け等を含めた基本方針を作成し，平成18年4月の役員会へ提案することと
なった。

【１１６】ヒト環境科学研究支援 【１１６－１】ヒト環境科学研究支援セン ヒト環境科学研究支援センターの効率的な事務体制について，事務組織全体
センターの充実を図り，全学的な ターの効率的な事務体制について検討する の改革に含めて学部事務と事務局の事務体制の見直しワーキンググループ（組。
研究支援体制を整える。 織ＤＩＧ）と研究推進課で，センターの効率的事務体制の検討を行っている。

【１１７】全学の産学官連携体制 【１１７－１】産学官連携推進本部に導入 特許の一元的管理のため市販のソフトウエアを導入し，ナノテクＩＴ部門の
の充実を図るとともに （株）信 した特許管理システムを利用し，届出から コーディネーターとライフサイエンス部門のコーディネーターが互いに閲覧で，
州TLOや信州大学の研究組織等と 出願・管理・活用へと一元的に管理すると きることとなり，情報の共有化を図った。
協力して信州大学教員等の知的財 ともに，学内に周知するために，マニュア 知的財産関連のマニュアルについては，これに先立ち 「産学連携利益相反マ，
産を管理・活用する組織を整備す ル等を作成し，教員等に配布する。 ネジメント規程」と「臨床研究に係る利益相反マネジメントポリシー」を早急
る。 に整備する必要が生じたため，知的財産関連のマニュアルについては，平成18

年度中に完成し，教員等へ配布することとしている。

【１１８】信州大学の特徴を活か 【１１８－１】産学官連携推進本部のナノ 産学官連携推進本部のナノテク・IT部門及びライフサイセンス部門が相互に
して，製造部門（工学部，繊維学 テク・ 部門及びライフサイセンス部門に 連携し，教員と企業等のコーディネートを行うことを目的としてシーズとニーIT
部が中心）及びゲノム・バイオ・ おいて それぞれの研究の特殊性を考慮し ズのマッチング交流会を5回開催した。， ，
ライフサイエンス部門（医学部， 独自な運用体制を確立していくと同時に，
農学部，理学部が中心）を主とし 両部門相互に連携し，本学の教員と企業等
た二つの知的財産管理部門を設立 のコーディネートを行う。
し，その両者を効果的に運用する
システムを確立する。

【１１８－２】産学官連携推進本部におい 産学官連携推進本部において，部門相互の意見調整を行うとともに，それぞ
て，定期的に企画会議等を開催し，部門相 れの部門に配置されているコーディネータ，レジストラーと研究推進課との連
互の意見調整を行うとともに，それぞれの 携体制を強化するために，定期的に企画会議を開催(10回)した。
部門に配置されているコーディネータ，レ
ジストラーと研究推進課との連携体制を強
化する。

【１１９】研究活動に関する自己 【１１９－１】研究活動を含めた全学の自 平成１９年度に大学評価･学位授与機構の大学機関別認証評価を受けることが
点検・評価，学外者によるピアレ 己点検・評価及び外部評価の実施並びに第 10月の役員会において決定された。機関別認証評価は，評価基準ごとに大学全
ビュー，及び第三者評価機関によ 三者評価への対応に向けての具体的な方法 体の状況を現状分析･自己評価することとなるが，その前段階として各学部･研
る評価を定期的に実施し，その結 及び内容を検討する。 究科等の状況を18年度に分析･評価することとし，評価･分析室において「現状
果を公表するとともに，その結果 分析･自己評価マニュアル」を作成して各学部等の評価を担当する職員等に対す
を受けた改善状況をモニターし着 る研修会を３月28日に開催して，現状分析･自己評価の方法や必要となる根拠資
実な改善を促す体制を確立する。 料･データなどの説明をした。基準のうち選択的評価基準Ａ「研究活動の状況」

も併せて実施することとなり，基準「Ａ－１」により，学部･研究科ごとの研究
の実施体制や支援･推進体制等の状況が，基準「Ａ－２」により，各教員等の研
究活動実績を各部･研究科単位で，学外者の評価を受けることとなる。

【１２０】評価結果を踏まえ，学 【１２０－１】産学官連携の推進及び大型 産学官連携の推進及び大型補助金の獲得を行い人的資源や財源を確保するた
長のリーダーシップのもと各種資 補助金の獲得を行い人的資源や財源を確保 め，産学連携・外部資金担当部門等の配置人員の強化を図るため，組織業務改

，源を重点配分し，世界的研究拠点 するため，研究推進課もしくは信州大学産 革により強化される重点事項として研究支援体制の整備を含めた提案がなされ
形成など研究活動の質的向上を図 学官連携推進本部の産学連携・外部資金担 平成18年4月から研究推進部の産学官地域連携課として設置することとなった。
るためのシステムを構築し，機能 当部門等の配置人員の強化について順次検
させる。 討する。

【１２０－２】評価結果を踏まえ，各種資 学部長裁量経費を配分するにあたって，学長及び戦略企画室メンバーで，研
源を重点配分するための方法を策定し，実 究面での学部等の取り組み状況・成果報告及び計画書，科学研究費補助金の応
施するとともに，システムを検証し，所要 募率，学会賞等の受賞件数，国内学会主催数，国際会議主催数等を評価項目と
の見直・検討を行う。 し，その評価結果により重点配分した。

また，平成18年度配分についても，予算制度検討WG，戦略企画室会議等で検
証を繰返し実施し，18年度予算配分方針，同基準，学長裁量経費基本的方針・
学部長裁量経費実施要項を策定した。
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【１２１】全学の研究設備や施設 【１２１－１】地域共同研究センター及び ＣＲＣ，ＡＲＥＣ，ＵＦＯなどの活用により，シーズ発表会の開催等を通じ
を民間や産業界，あるいは他大学 サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボ て共同研究の推進を図り，前年と比較して共同研究の件数が68件の増，金額が
との共同研究に利用できるように ラトリー（SVBL ，浅間リサーチエクステン 約9500万の増となった。）
支援体制を整え，共同研究を推進 ションセンター（AREC）及び長野市ものづ
する。 くり支援センター（UFO－Nagano）等の活用

により，共同研究の推進を図る。

【１２２】全学の共同研究プロジ 【１２２－１】全学的共同研究プロジェク 流動性の高い教員組織の整備については，繊維学部において 「若手研究者の，
」，「 」，「 」ェクトや，他大学，他研究機関の トや他大学等の施設を利用した共同研究プ 育成 教育研究の質の保証 長期的視点からの教育研究活動の安定的推進

施設を利用する共同研究プロジェ ロジェクトを推進するための情報収集と情 の観点から新規採用教員へのテニュア制度の導入を決定し，評価基準策定，テ
クトを推進するため，流動性の高 報発信のあり方を検討するとともに，流動 ニュア・トラック研究者の「学内講師」任用等，必要な制度の整備を進めてい
い教員組織に整備する。 性の高い教員組織の整備に向けて人事部門 る。本学の人事部門においても，限定的任期制及び業績審査制の導入の検討を

との協議を検討しながら情報収集を行う。 開始しており，この試みについて，全学の人事制度改革を検討する人事制度ワ
ーキンググループでも注目している。

【１２３】医学部は，大学院医学 【１２３－１】加齢適応医科学系 ４月から社会人選抜の学生を中心に e-learningシステムを活用し，健康増進
研究科の個性化を図り，なかでも ・スポーツ医科学分野を中心とする健康増 指導者の育成を行っている。
臓器移植細胞工学医科学系と加齢 進指導者育成を目的とする修士課程の 高齢化社会の医療や予防医学としての新学問領域を開拓するとともにその実
適応医科学系の二つの独立専攻に システム遂行の支援を行う。 践を目指す後継者の育成に努めている。e-Learning
おける研究の高度化と，これらの ・加齢適応医科学系専攻は学年進行３年目
研究領域の国際的研究・教育を担 であり，設置時の理念・目標に沿って，後
う後継者の育成に努める。 継者育成のための教育研究の継続を行う。

【１２３－２】臓器移植細胞工学医科学系 ・教育研究業績についての自己点検及び外部評価の実施時期・方法，評価者の
・教育研究業績についての自己点検及び外 選定について，検討を開始した。
部評価の実施に向けて実施方法・内容の検 ・大学院生による授業評価及び研究指導法に関する評価方法について，学部学
討を行う。 生による授業評価・評価項目・実施方法を参考に大学院の評価項目，実施時
・大学院生による授業評価及び研究指導法 期・実施方法について具体的な検討を開始した。

， 「 」に関する評価方法・内容の検討を行う。 ・大学院生の教育の充実を図るべく ５月に 補助人口心臓治療の新しい展開
・大学院生の教育の充実を図るべくセミナ 及び「移植と真菌感染症」セミナーを開催した。
ー，講演会を開催し最新の知識の獲得に努
める。

【１２４】工学部は，これまでの 【１２４－１】信州大学カーボン科学研究 平成１７年４月に，信州大学カーボン科学研究所が設置されたことに伴い，
研究成果を活かして，カーボンナ 所（仮称）を平成 年 月に設置する。同 カーボンナノチューブに関する世界的な研究拠点を目指すための一環として，17 4
ノチューブに関する世界的な研究 研究所内に３部門（基礎科学，医用化学応 カーボンファイバー及び炭素材料の応用研究において中国の重要拠点となって
拠点を形成する。 用，応用材料工学）を編成し，先駆的なカ いる北京化工大学炭素繊維・複合材料研究所と包括連携協定を締結したことに

ーボン科学研究を推し進めるとともに，電 より，具体的な協力基盤を構築した。
気電子，医療等の分野への応用も図り，そ
れらの研究成果を活かしてカーボンナノチ

。ューブに関する世界的な研究拠点を目指す

【１２５】繊維学部は，21世紀CO １２５－１ 世紀 プログラム 先 ファイバー工学分野における国際的研究教育拠点を強化するため，以下の取【 】 「21 COE
Eプログラムを推進し，先進ファ 進ファイバー工学」を中心として，ファイ り組みを行った。
イバー工学の世界的研究拠点を構 バー工学分野における国際的研究教育拠点 ・第3回先端繊維国際会議を信州大学国際シンポジウム2005として繊維学部で開
築する。 を強化する。 催し，海外88人を含む252人の参加を得て，先端繊維の国際的研究教育拠点と

しての基盤を強化した。
・インドで開催された第1回国際繊維教育会議に参加し，繊維学部での「先進フ
ァイバー工学」研究教育を紹介して，国際研究教育拠点の強化を行った。

（ ，・第３回日中メカトロニクス会議を上田(H17.8.24)で開催した 発表件数43件
参加者120名 。）

・H18年度科学技術振興調整費「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」
への提案内容を検討，17社が参画するプランを作成し申請を済ませた。

【１２５－２】大学のシーズと産業界から パイロットファクトリーの実現にむけ，整備計画ならびに科学技術振興調整
のニーズに基づいた試作や少量生産技術の 費プロジェクトへの提案を行った。
開発受託などを行うことを目的としたパイ パイロット規模のエレクトロスピンニング設備導入に向け，Ｈ１８年度の産
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ロットファクトリー（仮称）の新設に向け 学共同プロジェクト提案をまとめた。
検討する。 繊維学部100周年記念事業として「パイロットファクトリー小委員会」を社団

法人千曲会に設置し，活動を開始した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（１）社会との連携，国際交流等に関する目標

【 教育研究における社会との連携に関する基本方針 】
1) 地域社会の文化的拠点としての大学の機能充実を図り，地域内の多様な文化的，社会的要請に対して，積極的に対応する。
2) 県内の他大学及び研究機関との連携を進め，地域の総合的教育水準及び文化水準の向上に寄与する。中
3) 研究面において，社会のニーズと大学の研究シーズを有機的に結合し，地域社会の中核的研究拠点としての機能を強化させる。
4) 大学の知的所有権の保全・活用と技術移転を推進する。期
5) 公的機関や地域社会等と連携して研究成果の社会的還元に努める。

【 教育研究における国際交流・協力等に関する基本方針 】目
1) 国際マネジメント能力を向上させるとともに，本学の中・長期的国際戦略を策定し，推進する。
2) 留学生の受け入れ及び本学学生の海外派遣を積極的に推進し，国際的視野からの大学教育の充実を図る。標
3) 研究面での国際交流を推進し，先端的，独創的な研究分野において世界的研究拠点の形成を目指す。
4) 公的機関や地域団体との連携を図りつつ，本学を地域の国際交流の拠点とする。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１２６】生涯学習を一元的に統 【１２６－１】担当理事を中心に学内の各 生涯学習を一元的に統括する体制を整備し，多様な社会的ニーズに応えうる
括する体制を整備し，多様な社会 組織と連携し，現状の情報の発信方法や内 総合的生涯学習プログラムを作成し，段階的に実施に移すため，H17年度は「伊
的ニーズに応えうる総合的生涯学 容について，分析し，検討を行い，その結 那市」及び「松本市」との包括的な連携協定を締結し，計7つの地方自治体との
習プログラムを作成し，段階的に 果に基づき，今後の方策を策定する。 協定となった。本協定は，国立大学としては，画期的で先駆的なものであり，
実施に移す。 協定に基づく連携により，地域社会のニーズを把握できるとともに，大学と地

域社会のニーズとシーズのマッチングが図れるとともに，本学の本学の教育研
究成果の社会への還元等が飛躍的に推進される。
また，戦略企画室（地域連携部門）に教員スタッフを配置した「地域連携ス

タッフ会議」を計7回開催し，教育研究成果の社会への還元，社会人教育，地域
連携の施策等の諸課題について検討した。

【１２７】教育研究成果を社会的 【１２７－１】出前講座，公開講座，テレ 出前講座については，地域連携スタッフ会議を中心に，アンケート結果に基
に還元するために，出前講座，市 ビ放送公開講座等について，受講者アンケ づき検証を実施し，テレビ放送公開講座等については，放送局のモニター報告
民開放授業，公開講座，テレビ放 ート等を基に現プログラムの検証を行い， 等の分析結果を基に検証を実施した。また，地域住民に対して，本学の生涯学
送公開講座等のプログラムを見直 その検 証結果をプログラムにフィードバッ 習についてのアンケートを実施し，今後の生涯学習全体の見直し及び新しいプ
し，さらに充実・発展させる。 クし 新たなプログラムについて検討する ログラムの開発のための基礎資料とした。， 。

【１２７－２】市民開放授業実施後， 年 平成１７年度の市民開放授業に関しては，当初の年度計画通りの活動を実施3
半を経過した。これまでの各種アンケート することができ，継続して受講する市民が増加し，市民開放授業の定着率が高
調査資料を総合的に分析し，検討を行い， まった。また，本学が，先駆的な事業として開始した市民開放授業も５年目を

， ， ，今後の一層の普及・充実のための改善計画 迎え 開始以来の実績の総括をすべく 様々な角度から関係資料を整理分析し
を策定する。 今後において改善すべき課題の発見と指摘を含めた 『信州大学 市民開放授業，

報告書』を作成した。本報告書は，学内における市民開放授業の更なる充実発
展の資となる。

【１２８】地域における学術情報 【１２８－１】地域における学術情報の中 図書館ボランティアを受入れ，６名のボランティアの協力を得て，１１月３
の中核的拠点として，附属図書館 核的拠点としての附属図書館の検証及びさ 日～１１月６日に小谷コレクション（山岳関係図書）展示会を開催し一般に公
の開放をさらに拡大する。また， らなる開放を推進する。 開した。今回は寄贈者の紹介をテーマとして，小谷隆一氏の講演会を開催し，
教員による研究成果の出版と本学 ・各館の立地地域を対象として長野県関係 パンフレットの作成，パネル展示等を実施した。また，山梨県立文学館の企画
独自の教材の開発・出版を促進す の学術的図書資料等を収集する。 展「山の文学展 （９月２３日～１１月２７日）に協力して，所蔵図書（小谷コ」
るために，大学出版会の設立を検 ・県内の図書館類縁組織 文学館 博物館 レクション）４４点を出品し一般に公開したほか，教育学部所蔵の藩文庫を長（ ， ，
討し結論を出す。 美術館等）との連携交流を促進する。 野市立博物館主催の特別展示会に貸出した。

・地域住民向けホームページを強化・拡充 附属図書館備付資料収集方針により各図書館で関係地区の長野県関係図書資
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する。 料または専門分野の図書資料の整備を進めた。
，大学と地方自治体との連携協定に基づく附属図書館の連携事業の検討を進め

３月１１日に市民向け情報リテラシー講習会を開催するなど塩尻市立図書館と
の連携事業を開始した。また，附属図書館のホームページのデザインを全面的
に見直し，学外の方（地域住民）向け利用案内情報を充実させた。今後，公共
図書館等との連携協力により，周知・強化を図ることとしている。

【１２８－２】教員による研究成果の出版 大学出版会について１１月２４日開催の北信越地区国立大学附属図書館事務
と本学独自の教材の開発推進の検討を行う 部課長会議にあわせて先行大学（富山大学，北陸先端大学）の事例を問い合わ。
・情報のポータル機能を拡充整備する。 せるとともに，関係大学（弘前大学，東京学芸大学，名古屋大学，三重大学，
・学位論文にかかる著作権等の問題解決を 広島大学）の状況を調査した。また，学術論文にかかる著作権等の問題解決，

，関係部局へ働きかける。 紀要発行部局によるデータベース化及び電子化について関係学部で検討が進み
・紀要発行部局によるデータベース化及び 国立情報学研究所の事業のなかで紀要電子化を実施する一方，新たに人文学部
電子化を働きかける。 紀要電子化の方向が決定した。

【１２９】地域連携のための学内 １２９－１ 地域連携の施策等 を検討 平成16年度に戦略企画室（地域連携部門）に教員スタッフを配置し，学内の【 】 ，
支援組織を基盤として，自治体， 立案するための企画スタ ッフ組織を担当理 組織体制を整備した。この「地域連携スタッフ」会議を月1回開催し，地域連携
住民組織， 等と連携して， 事を中心として 戦略企画室内に設置する。 のための方策・生涯学習の推進について，検討を行った。この組織を基盤としNPO
生涯学習の推進，公共政策の立案 て，今後は自治体，住民組織，NPO等と連携し，生涯学習の推進，公共政策の立
協力，地域社会の健康・福祉の向 【１２９－２】検討結果を活かして生涯学 案協力，地域社会の健康・福祉の向上，地域問題の解決等に対して，全学的に
上，地域問題の解決等に対して， 習の推進，公共政策の立案協力，地域社会 支援する体制の構築を検討する。
全学的に支援する体制を構築す の健康・福祉の向上，地域問題の解決等に
る。 対する全学的に支援する体制の構築を検討

する。

【１３０】県内の他大学等との間 【１３０－１】県内の公私立大学等との連 平成１７年１月に締結された長野県内７大学による「長野県内大学単位互換
で，地域貢献や単位互換制度等に 携により締結した単位互換制度を円滑に実 協定」に基づき，平成１７年４月より，県内７大学間において，単位互換履修
関する連携について協議を進め， 施する。 生の受け入れ及び派遣が開始された。単位互換の実施に当たり,共通のポスター
合意を得たものから実施に移す。 及び大学ごとに募集要項を作成し,各大学の学生に周知を図り実施している。17

年度の本学での実績としては,受入学生数が前期,後期併せて13名，履修科目数
が30科目,派遣学生数が2名，履修科目数が2科目という状況である。

【１３０－２】県内の公私立大学等との連 平成１７年１月に締結された長野県内７大学による「長野県内大学単位互換
携による地域貢献に関する具体的方策につ 協定」に基づき，平成１７年４月より，県内７大学間において，単位互換履修
いて検討するとともに，連携協定を締結し 生の受け入れ及び派遣が開始された。単位互換の実施に当たり,共通のポスター
ている地方自治体との連携協議会等により 及び大学ごとに募集要項を作成し,各大学の学生に周知を図り実施している。17，
地域ニーズ等を把握する。 年度の本学での実績としては,受入学生数が前期,後期併せて13名，履修科目数

が30科目,派遣学生数が2名，履修科目数が2科目という状況である。

１３１ 長野県環境保全研究所 【１３１－１】長野県環境保全研究所，大 大町市立山岳博物館との研究面での連携を進めるため，研究協力協定を７月【 】 ，
大町山岳博物館等との研究面での 町山岳博物館等と研究面で連携し「ヤマ・ ５日(火)本学において締結し，長野県の自然保護に積極的に協力することを確
連携を進め，長野県の自然環境保 ネット・ジャパン（ＹＮＪ 」のネットワー 認した。具体的な協力内容としてライチョウの生息状況・生態調査研究，居谷）
護に積極的に協力する。 クを活用した共同研究を実施するとともに 里湿原総合学術調査，針の木自然園開設のための基礎調査，鳥獣害性対策調査，

その成果を発表し，普及を図る。 など本学の多くの教員が参加・協力している。また，17年３月11日に本学にお
いて開催（山岳科学総合研究所主催）した山岳科学フォーラムの後援として同
博物館も参加した。なお，長野県環境保全研究所との連携については，話し合
いを進めているが，先方の組織改革等の事情から難航している状況である。

【１３２】知的クラスター創成事 【１３２－１】4年目をむかえた長野・上田 （財）長野県テクノ財団及び信州大学工学部遠藤守信教授，繊維学部谷口彬
業の中核的拠点として独創的な研 地域知的クラスター創成事業のこれまでの 雄教授が，それぞれ知的クラスター創成事業の中核機関及び研究リーダーとし
究活動を推進し，地域産業界への 研究成果の実績をもとに （財）長野県テク て “大学，企業等における産学官連携活動において大きな成果を収め，また，， ，
技術移転等により産業の振興と活 ノ財団の中に設けられた同事業実施本部と 先導的な取組を行う等当該活動の推移に多大な貢献をした産学官連携の優れた
性化を図る。 連携し，さらなる共同研究企業の開拓を促 成功事例で，わが国の産学官連携活動の更なる進展に寄与する ”として第３回。

進する。 産学官連携功労者表彰『文部科学大臣賞』を受賞した。また，共同研究企業の
開拓を促進するため，知的クラスター創成事業実施本部会議などに出席し情報
交換を行った。
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【１３３】研究成果や研究環境を 【１３３－１】長野市ものづくり支援セン 県内の大学，自治体（UFO-Naganoを含む ，金融機関など約５０団体を構成員）
地域・企業等に還元することを目 ター（ － （試作工場）等を積 とする『長野県大学発ベンチャー支援ネットワーク』を設立し，県内におけるUFO Nagano）
指し，事業化・起業化を視野に入 極的に活用し，大学のシーズと産業界から ベンチャー企業の育成や起業を支援するとともに，ＳＶＢＬにおける大学発ベ
れた産学官連携支援施設を拡充し のニーズに基づいた試作，製品化・商業化 ンチャー企業の育成や起業を推進した。
てインキュベーションを推進す の技術開発の受託をうけ，地域・企業に直
る。 接的に還元できる研究成果や研究環境を創

出するとともに，サテライト・ベンチャー
・ビジネス・ラボラトリー（ ）におけSVBL
るベンチャー起業の立ち上げを推進する。

【１３４】県内財団との連携によ 【１３４－１】産学連携の掘り起こしを促 産学連携の掘り起こしを促進するため，大学のシーズやニーズを発表する交
り産学連携の掘り起こしを促進 進するため，大学のシーズを提供できる場 流会，研究成果発表会を積極的に行い，地域連携フォーラムを継続開催し，地
し，地域と連携したフォーラム， を積極的に設け，また，長野・上田地域知 域企業との共同企画で技術交流会を行った。
セミナー等を開催する。 的クラスター創成事業において定期的に行

っている企業への研究成果の発表や，大学
内で毎年開催している地域連携フォーラム
を継続して行うとともに，さらなる充実を
図るために研究者を講師として地域・企業

。等へ派遣するセミナー等の企画を検討する

【１３５】知的財産の保全と活用 【１３５－１】産学官連携推進本部におい （株）信州ＴＬＯとの連携による技術移転活動の結果，２社から計2,289,000
を一貫して行う体制の充実を図 て，発明届の提出から特許出願・管理さら 円の技術移転収入を得た。
る。 に技術移転までのトータルした知的財産管

理を行う体制を確立したが，さらに積極的
に活動するとともに，随時情勢にあった見
直しを検討する。

「 」 ， ， 。【１３６】官公庁，地方公共団体 【１３６－１】本学のホームページに開設 研究者情報一覧 は 機能の追加を実施し 随時最新情報に更新している
等の各種審議会や調査活動に積極 している「研究者情報一覧」を随時最新情 また，兼業兼職システムは，平成17年度導入・稼動予定であったが，開発の遅
的に参加し，行政の発展・改善に 報に更新し，学外に研究者情報を発信する れにより，仮システムでデータの整合性を検証している段階である。平成18年
寄与する。 とともに，平成 年度中に稼動予定の「兼 度に導入を予定している。17

業兼職支援システム」を導入し，兼業兼職
に関する業務の円滑な執行を図る。

【１３７】個人起業家に専門的・ 【１３７－１】サテライト・ベンチャー・ 県内の大学，自治体（UFO-Naganoを含む ，金融機関など約５０団体を構成員）
技術的アドバイスを行って優れた ビジネス・ラボラトリー（ ）等を活用 とする『長野県大学発ベンチャー支援ネットワーク』を設立し，県内におけるSVBL
アイディアや発明の商品化を支援 して，ベンチャー起業の支援を積極的に行 ベンチャー企業の育成や起業を支援するとともに，ＳＶＢＬにおける大学発ベ
する。 うとともに，従来から地域共同研究センタ ンチャー企業の育成や起業の支援を積極的に行った。また，ＣＲＣではシーズ

ーで行っている創業支援事業を継続して行 発表会を開催するなど創業支援事業を継続して行っている。
う。

【１３８】専門職・技術者等の知 【１３８－１】ナノテク・ＩＴ部門及びラ 産学官連携推進本部の「ナノテク・IT部門」及び「ライフサイエンス部門」
的要求に応え，技術相談，教育相 イフサイエンス部門に，研究者の技術相談 の相談窓口等として，松本，長野，上田，伊那・南箕輪の各キャンパスに産学
談，セミナー，講演会等を開催す や特許に関する相談等のために，専門家の 官連携室を整備し，それぞれに配置された専門家（コーディネーター等）が，
る。 指導助言が受けられる相談窓口等の体制を 教員等からの専門分野の技術相談や発明に関する問い合わせ等の窓口として機

検討する。 能している。また，各キャンパスの産学官連携室に平成17年７月21日付けでそ
， 。 ，れぞれ連携室長を配置し 各連携拠点の組織体制の強化と整備を行った また

新たに諏訪圏，塩尻，飯伊地域に連携拠点を設置し，企業との技術相談や発明
等に関するアドバイスのための相談窓口を設けた。

【１３８－２】産学官連携推進本部におい 産学官連携推進本部において，7月22日に農学部にて知的財産セミナーを開催
て，定期的に知的財産セミナーや産学連携 し，松本地域産学官交流ネットワーク(11回開催)にて産学連携に関する講演を
に関する講演会等を企画し，開催する。 行った。

【１３９】国際交流の統括的支援 【１３９－１】国際交流の総括的支援体制 国際交流の総括的支援体制の整備・充実を図るため，国際交流関連組織の改
体制の整備・充実を図り，本学の の整備・充実を順次図るとともに，教育研 組について検討し，留学生センターの国際交流センターへの改組及び国際交流
中・長期的国際戦略を構築する。 究の国際展開を推進する際の指針として国 連絡調整会議の業務や組織について役員会で承認され，平成18年4月に新しい組
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際戦略 ポリシーを策定するため，情報収集 織で活動を行うこととなり，教育研究の国際展開を推進する際の指針として国
を行う。 際戦略ポリシーを策定行うこととした。

【１４０】国際交流に当たる職員 【１４０－１】国際交流の実績のある他大 国際交流の実績のある他大学等の国際研修プログラムや一般の語学研修プロ
等の研修プログラムを作成し，各 学等の国際研修プログラムや一般の語学研 グラム等について情報収集を行った。
種研修制度を活用した国際交流ス 修プログラム等について情報収集を行う。
タッフの養成を図る。

【１４１】教育面での国際交流を 【１４１－１】ホームページを通じた情報 留学生センターHPの｢海外留学の情報｣のコーナーに｢メールによる留学相談｣
量的・質的に充実させ，留学生の 提供や「海外留学資料コーナー」を充実す というボタンをつけ，容易にメールを用いて留学相談ができるようにした。ま
受け入れ及び本学からの海外留学 る。 た，海外留学資料コーナーの資料を新たに購入し，以前の資料に関しては，古
生数を増大させる。また，そのた い年度のものを新しいものに変更した。
めのバックアップ体制を充実させ
る。 【１４１－２】留学生受入れを積極的に行 横浜及び大阪で行われた「外国人留学生の進学説明会」に参加し，大学入学

う。 希望の外国人学生に対して信州大学の広報をし，さらに受験を呼びかけた。ま
た，世界各国で行われる｢日本留学フェア｣のうち，マレーシアと韓国でのフェ
アに参加し，現地の日本留学希望者に本学の広報を行った。

【１４１－３】短期の交換留学制度の充実 短期の交換留学制度について，4月に本学の学生を対象に留学への動機付けを
について検討し，本学の学生には「留学説 目的とした留学説明会を実施した。また，個別相談やメールニュースなどで海
明会」を開くなど，留学への動機付けを行 外留学の情報を提供した。
う。

【１４２】大学間国際交流協定の 【１４２－１】交流協定校間の短期留学生 交流協定校間の短期留学生受入れ状況の実績調査を実施し，各部局の最近の
見直しと活用を進め，短期留学生 受入れ状況の実績調査をするなど，短期留 学生送り出し実態，申請に関する情報，窓口の担当者などを明らかにした。ま
の相互受け入れを拡大する。 学生交換を拡大するための体制を整備する た，本年度は，オクラホマ州立大学と協定を締結し，交換留学拡大の一方策と。

した。

【１４２－２】受入・送り出しのアンバラ 学生の交流に関する調査結果をもとに大学間国際交流協定の基本方針の見直
ンスや実質的に動いていない協定などの問 しのための検討を行い，2月にこれまで受入のみだった韓国・光云大学校へ本学
題点を整理し，大学間国際交流協定の基本 学生を派遣するなど，一部協定校において交換留学のアンバランスの是正を図
方針の見直しのための資料収集を行う。 ることができた。

【１４３】国際交流施設の拡充に 【１４３－１】国際交流委員会を経て，賃 長野県国際交流推進協会（AMPIE）の「留学生アパート賃貸契約保証制度」の
ついて検討する。これに加えて， 貸住宅入居時の機関保証の実施に向けて検 成立に際し積極的に関わり，留学生の賃貸住宅入居時には，本学が推薦した留
地域社会との連携・協力のもと 討する。 学生が当保証制度に加入すれば，AMPIEが保証人となるシステムを成立させ，賃
で，留学生の生活面での支援体制 貸住宅入居時の機関保証の実施が可能となった。
を拡充させる。

【１４３－２】地域社会と連携した留学生 地域社会と連携した留学生後援組織として中信地区に特化して「中信日本語
後援組織の全学への普及方策を検討する。 ネットワーク」というメールを用いたネットワークを立ち上げた。同ネットワ

ークは，日本語ボランティア及び日本語教育のベテランから構成され，38名の
参加者がいる。日本語ボランティアからの相談受付，勉強会やイベント情報の
周知などに利用されている。

【１４４】留学生卒業後のフォロ 【１４４－１】留学生卒業後のフォローア 留学生卒業後のフォローアップ体制の確立を図るため,「マレーシア元留日学
ーアップ体制を検討し 実施する ップ体制（データベース構築，信州大学情 生協会」の幹部及び信大卒業生と現地で面談し国別同窓会設立のための「マレ， 。

報の提供，国別同窓会の設立など）の確立 ーシア信大卒業生の会」設立のための協力についての約束を取り付けることが
を図る。 できた。具体的には，信大卒業生の名簿が現地にないため，本センターから提

供された情報(卒業生データベース)を基に最新の連絡先の調査を行うことであ
り，現在約３０名の連絡先を把握している。また，本学情報の提供のため，国
際交流ニュースマガジン（留学生センター）を2月，3月に第2号，第3号を発行
し，卒業生に配布している。

【１４５】教員の海外派遣及び外 【１４５－１】教員の海外派遣及び外国人 教員の海外派遣事業として平成１８年度大学教育の国際化推進プログラム 海（
国人研究員の受け入れを増大させ 研究員の受入れ，さらに教員の国外での研 外先進研究実践支援）に４件申請し，すべて採択された。なお，教員の海外派
る。また，教員の国外での研修機 修機会を増大させるための経費，環境面な 遣及び外国人研究員の受入れ，教員の国外での研修機会を増大させるための経
会を増大させる。 どについての検討を行う。 費，環境面などについての検討には至らなかった。
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【１４６】外国人教職員の採用を 【１４６－１】最先端分野における若手研 外国人教員の雇用について，教員各種制度ワーキングチームにおいて各部局
積極的に進める。特に，最先端分 究者，特に外国人研究者の採用及び人事の ごとの教員数のデータにより現状を把握し，外国人教員の実情，メリットや定

， 。 ，野において，若手外国人研究者の 動向について調査を行い，現在の制度上の 義付け 公募方法等についてそれぞれの問題点を整理して検討を進めた また
登用を積極的に進める。 問題点等について検討する。 法人化後に外国人の任用に関する規制が撤廃され，すべて通常の常勤職員と同

様となり「外国人教員」という区分はないこととなっている。外国人教員の増
配置については問題もあり，外部資金による採用の促進，研究面における任期
制の導入，国際広報，ポスト，採用条件，公募方法等を挙げ，今後も引き続き
検討することとした。

】 ，【１４７】国際学会，国際シンポ 【１４７－１ 「信州大学国際シンポジウム 本学と学術国際交流協定を締結している海外の大学との交流実績を踏まえて
ジウム等の開催を推進し，本学を 」を企画立案し， 実施する。 研究者交流・教育交流・学術交流の実質化の課題を検討し，効果的な交流への2005
起点とした研究面での国際交流を 指針を見いだすことを目的に 「信州大学国際シンポジウム２００５」を繊維学，
活発化させる。 部において開催した。

【１４８】地域に居住する外国人 【１４８－１】留学生センターにおいて外 留学生センターにおいて外国人への語学教育支援等について，日本語ボラン
とその家族，帰国子女に対する教 国人への語学教育支援等について調査・検 ティアへのインタビュー調査(05年7月および10月・各４名・キーパーソンのみ)
育支援のあり方について検討し， 討を継続して実施する。 の結果，専門知識の不足などにより，日本語指導上の悩みを抱えている者が非
公的機関等に対して必要な支援を 常に多いことが判明し，それへのサポートが求められていることが分かった。
行う。 平成15年度に行った日本語ボランティアへのニーズ調査結果をうらづける結果

となった。それへの対応として，松本市中央公民館の担当者などと連絡をとり
あい，依頼に応じて必要なサポートを行った。また，今後専門家によるサポー
ト体制整備のために，日本語ボランティア・メーリングリスト作成などを行う
こととした。

【１４９】公的機関や地域団体と 【１４９－１】どのような国際開発協力活 「国際開発ジャーナル （大学による国際協力）や関係機関のホームページ等」
連携・協力して，開発途上国等に 動への参画が可能か「国際開発協力サポー から，情報収集を行うとともに，１０月から２月にかけて独立行政法人国際協
対する技術協力や教育面での協力 ト・センター」プロジェクト等を活用し， 力機構（ＪＩＣＡ）及び長野県ＪＩＣＡ派遣専門家の会の協力の下，シンポジ
を積極的に推進する。 情報収集やセミナー参加を積極的に行う。 ウム及び講演会「グローバリゼーションと国際協力 （全８回）を開催し，多く」

の学生や一般市民が参加した。また，長野県ＪＩＣＡ派遣専門家連絡会に参加
するなど公的機関や地域団体と連携・協力して，開発途上国等に対する技術協
力や教育面での協力に向けて様々な活動を行っている。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標

信州大学医学部附属病院は，大学病院としての使命を認識し，病める人の人権を尊重した先進的医
療を行うとともに，次代を担う国際的な医療人の育成を基本理念として掲げ，この基本理念を実現す
るために中期目標期間中に以下の重点目標を設定する。
【 附属病院マネジメント改革に関する基本方針 】中
1) 病院長のリーダーシップを強化し，運営の主体性を明確化する。
2) 救急医療を含む地域医療の充実・発展に寄与する。

【 医療サービスの向上や経営の効率化に関する基本方針 】
1) 医療の質の向上を目指した病院機能改革を推進する。期
2) 病院経営の改善と経営面のサポート体制の強化を図る。
3) 安全管理体制と危機管理体制を充実する。

【 良質な医療人養成に関する基本方針 】
1) 新医師臨床研修制度に基づく質の高い医師を養成する。目
2) 臨床実習等の教育・研修機能を充実させる。

【 研究成果の診療への反映や先端的医療導入のための基本方針 】
1) 臨床研究の推進と活性化を図る。
2) 診療機能の充実を図り，良質で未来志向型の医療を提供する。標

【 事務等の効率化・合理化に関する基本方針 】
1) 附属病院の特殊性に配慮した事務組織を構築する。
2) 他大学病院等との連携システムを構築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１５０】病院長の専任化を検討 【１５０－１】病院長の専任化の実施につ 弘前大学が実施した「病院長専任制についてのアンケート調査結果」に基づ
し，病院の管理運営の最高責任者 いて検討する。 き，平成１７年７月８日に病院長，副病院長（事務担当 ，総務課長，課長補）
として予算執行権，人事権などの 佐等で病院長専任化に伴う定数及び職務復帰等について検討したが，医学部と
権限を強化する。 の関係があることから，更なる協議が必要となり，専任化に関する素案を作成

し，それに基づいて検討を行うこととした。

【１５１】救命救急医療体制の重 【１５１－１】救命救急センター（20床） 平成１７年１０月１日，救命救急センター（２０床）を設置した。センター
点的整備を図る。 を設置する。 長は医学部救急集中治療医学講座教授，ならびに副センター長は同講座助教授

もしくは講師からなり，医師，看護師等を含め総勢１４名のスタッフで構成さ
れ，研修医を含め１８～１９名で救急患者受け入れ，診療，教育及び研究を遂
行している。受け入れ患者数もセンター設置以降増加しており，高度救命救急
医療を担うセンターとして十分に機能を発揮している。

【１５２】特定機能病院の機能を 【１５２－１】医療従事者の配置見直しを 医療従事者の配置見直しを実施し，増員計画に基づき医師については，研修
充実させるため，患者数に対応し 実施する。 医の減少により１８人となったが，看護師３６人，栄養士１人，言語聴覚士１
た医療従事者の配置見直しを行う 患者数に見合った医療従事者を確保する 人の増員を達成し，医療従事者の職場環境の充実や医療の充実が図られた。本
とともに，保健学科教員の診療協 ため，下記のとおり増員する。 院の入院，外来患者数も微増であり，それに伴う病院収入も順調に増加してい
力の推進を図る。 ・医員（40人） る。

・看護師（21人）
・栄養士・言語聴覚士 各1人（有期雇用職
員）

【１５２－２】医学部保健学科教員の診療 患者数に対応した医療従事者の配置は困難な部分もあり，医学部保健学科教
従事対応予算について検 討する。 員の診療への協力体制がしかれている。それに対して，診療従事対応予算とし

て予算措置を行った。
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１５３ 診療評価基準を制定し 【１５３－１】診療評価基準を制定し，施 当院で必要な医療サービスについて検討するために，患者待ち時間調査（外【 】 ，
スタッフの適正な評価を行う。 行する。 来）及び患者満足度調査を実施した。その結果を現在解析中であるが，外来患

者呼び出しの方法等については既に検討中であり，平成１８年４月をめどに実
施予定となっている。
また，経営効率化の観点から，｢医療費関係｣，｢患者数関係｣，｢公費負担患

， 。者実績｣を診療評価基準と位置づけ 毎月の診療科長会において報告している

【１５３－２】医員及び年俸制助手の配置 医師の適正な配置を図るため，外来診療日の増加，業務量増大への適切な対
の適正化を図る。 応が必要と思われた部署に人員として年俸制助手を整形外科に１人，形成外科

に１人ならびに新規に設置された救命救急センターに４人を増員配置した。

【１５４】第三者評価機構による 【１５４－１】県内の国立私立病院との間 県内病院との相互チェックを前提として本院の専任リスクマネージャーが講
病院機能の客観的評価を受ける。 における相互チェックの計画を策定する。 師とした研修を行い，相互チェックの必要性，実施法等について，互いに意見

を交換している。

【１５４－２】大学病院間における相互チ 平成１７年１１月４日に熊本大学医学部附属病院の医療スタッフ，事務員に
。 ，ェックを実施する。 よる相互チェックの審査を受けた 書面チェック及び診療現場チェックの結果

医療安全管理の取組みが高く評価された。
また，全国国立大学附属病院長会議において実施された患者満足度調査への

参加，病棟にインフルエンザウイルス感染対策マニュアルを配付し院内感染対
策の強化等の取組みを行った。

【１５５】職員の労働環境の改善 【１５５－１】時間外及び休日労働の縮減 時間外及び休日労働の縮減は，業務の見直しだけでなくシステムを含めた見
及び診療実績に相応しい待遇改善 のための業務の見直しを行う。 直しをする必要があるが，今年度は，医療事務の時間外及び休日労働の縮減は
に努める。 急務であることから，人的配慮を行い，５名の医療事務員の増員がなされた。

１５５－２ 特殊勤務手当の検討を行う 平成１７年９月１６日開催の人事制度WGで，救命救急センターの医師及び看【 】 。
護師に当該業務の特殊性を認め，職務調整額（危険手当）を支給した。

【１５６】経営面における病院長 【１５６－１】病院経営協議会（仮称）を 附属病院経営委員会を設置し，平成17年8月第1回の委員会で，平成16年度決
補佐体制の充実を図る。 設置する。 算，平成17年度予算，病院収支計画，先端医療センター，がん総合医療センタ

ー等について審議された。また，平成18年3月第2回の委員会で中期計画に基づ
， ， ， ，く平成18年度事業計画 平成17年度事業計画の評価 平成17 18年度収支計画

平成18年度医員(専門医)に係る給与年額等について審議された。

【１５７】経費の節減と病院収入 【１５７－１】医薬品，医療材料について 医薬品については７月に値引交渉を行い，約１．３パーセントの経費が節約
の増加に努め，病院経営の改善を 可能な限り値引き交渉を行い，経費の節減 できた。医療材料については６，７，１０月に実施し約５．１％引き下げが実
図る。 を図る。 現した。が，償還価格の変更に起因した値引が含まれるため，詳細な節約額を

出すことは不可能である。平成17年10月の戦略企画室会議において医療費の増
加対策とし医薬品，医療材料等の費用削減を検討するため内科系WG(医薬品担
当) 外科系WG(診療材料担当) 薬剤部WG(ジェネリック薬品担当) 検査部WG(検， ， ，
査試薬担当)，放射線部WG(造影剤担当)，一般消耗品WGの6ワーキンググループ
を設置することとした。
平成17年11月14日から各WGにおいて検討会が開催され，平成17年11月30日病

院管理運営委員会，平成17年12月7日病院診療科長会から活動状況が報告され
ている。各WGでの検討結果は，平成18年度の医薬品，医療材料等の購入契約に
反映されることとなる。

【１５７－２】契約方法の見直しを行い， 全身用コンピュータ断層撮影装置外１２件の医療機器保守契約を複数年契約
単年度契約から複数年度契約（画像診断機 （５年契約）で締結し，約１０パーセントの経費が節約できた。保守契約の複
器，検査機器の保守契約）に移行し，経費 数年契約による節約は経費縮減に貢献した。
の縮減を図る。

【１５７－３】通院治療センターを設置す 平成１７年４月１日，外来抗悪性腫瘍剤治療を専門的に行う｢通院治療セン
る。 ター｣を設置した。平成１７年４月にはセンター利用患者数は１２０名／月で

あったが，平成１８年３月には１９０名／月と，１年で約６０％増加した。そ
の中でも特に初期は女性患者の割合が多かったが，徐々に男性患者の割合が増
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えてきており，乳腺内分泌外科を中心とした利用から，多くの診療科でのセン
ター利用の実態も明らかとなっている。

【１５７－４】先端心臓血管病センター外 平成１７年４月１日，先端心臓血管病センター外来部門を設置した。平成17
来部門を設置する。 年度は外来患者数が約4,000名であり，開設当初に比べ年度末には診療報酬請

求額も順調に伸びており，センターが順調に稼働している。

【１５７－５】救命救急センター（20床） 平成１７年１０月１日，救命救急センター（２０床）を設置した。センター
を設置する。 長は医学部救急集中治療医学講座教授，ならびに副センター長は同講座助教授

もしくは講師からなり，医師，看護師等を含め総勢１４名のスタッフで構成さ
れ，研修医を含め１８～１９名で救急患者受け入れ，診療，教育及び研究を遂
行している。受け入れ患者数もセンター設置以降増加しており，高度救命救急
医療を担うセンターとして十分に機能を発揮している。

【１５８】戦略企画室及び経営分 【１５８－１】部門別原価計算及び患者別 連携データの精度を高め，さらにシステム内の各種マスタの再評価を行い，
析室の体制を充実させる。 疾患別原価計算の手法を取り入れた管理会 部門別原価について分析を行った。患者別疾患別原価計算については，マスタ

計システムによる詳細分析を実施する。 再評価と整備が必要と判断され，現状ではマスタ整備の段階で詳細分析を実施
するまでには至っていない。

【１５９】医療事故防止マニュア 【１５９－１】医療事故防止マニュアルの 定期的にリスクマネジメント委員会を開催し，医療事故防止マニュアルも改
ルの見直し（随時 ，院内研修会 見直しを行う （随時） 訂した。また，これまで版を重ねた医療事故防止マニュアルに加えて，ポケッ） 。
の実施と院外研修会への参加，大 トマニュアルを作成し職員全員に配付した。
学病院間の相互チェックの実施及
び院内感染対策の充実など，リス 【１５９－２】院内研修会の実施と院外研 平成17年度リスクマネージメントに関する事業及び職員教育計画に基づき，
クマネジメントの強化に努める。 修会へ参加する。 安全管理に関する研修を22回開催し，延べ参加者数2,013名であった。また，

リスクマネージャーが院外研修会に参加した。

【１５９－３】大学病院間の相互チェック 平成１７年度の医療事故防止のための相互チェックを熊本大学が実施し，書
の実施及び院内対策を充実する。 面チェック及び診療現場チェックを行い本院の医療安全管理の取組みを高く評

価した。また，院内感染対策の充実として，インフルエンザウイルス対策とし
て予防対策講演会を開催及び｢病棟におけるインフルエンザウイルス感染対策
マニュアル｣の作成，ならびに「抗菌薬使用のガイドライン 「抗真菌薬使用」，
ガイドライン」の作成を行った。

【１６０】新医師臨床研修制度に 【１６０－１】研修プログラムの検討，見 多くの初期臨床医に対して，より良質な研修プログラムを提供し質の高い医
基づく研修を，関連病院等の協力 直しを行う。 師養成を目指し，平成１８年１月に，平成１９年度からの初期臨床研修新プロ
を得て実施し，全人的医療のでき グラム（２種類）を立案した。また，研修医向けセミナー・クルズスへの出席
る質の高い医師を養成する。 について，ポイント制を導入し，出席を必修化し，セミナー・クルズスへの意

識を高めることにより研修受講の徹底化がはかられた。

【１６１】卒後臨床研修センター １６１－１ 研修プログラムを充実する 卒後臨床研修プログラムを以下のとおり充実を図った。【 】 。
専任の教員・事務職員を配置し， 【Aコース】 信州大学と長野県内関連病院の統一研修プログラム
研修制度の充実を図る。 研修コース選択方法

１年目は，内科系を６か月，外科系３か月，２年目は，救急部門３か月，小
， ， ， 。児科３か月 産婦人科 精神科 地域医療・保健を合わせて３か月研修を行う

また，１年目と２年目の３か月間，研修医個人の希望どおりに診療科を自由に
選択できることとした。
【Bコース】 信州大学２年間プライマリ・ケア研修プログラム
研修コース選択方法
１年目の最初の３か月は，各研修医が自分の将来のことも良く考えた上で，

現時点で最も希望する診療科を選択し，オリエンテーションを含めた所期研修
を行う。
その後は，内科系診療科及び外科系診療科から１科あたり1.5か月または３か
月を単位として，自由に選択しローテートする。さらに希望に応じて１年目の
うち３か月間，内科または外科の院外研修も可能とした。
１年目の全期間を通じて，合わせて内科系を６か月以上，外科系を３か月以
上の研修をすることとし，内科系のうちで，コア内科を少なくとも３か月，ま
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たはコア内科1.5か月＋院外内科研修３か月を行うこととした。また，外科系
でも，麻酔科や救急以外に，実際に外科的手技を実践する外科的診療科の研修
を少なくとも1.5か月間，または，院外研修３か月間を行うこととした。
２年目は，小児科，産婦人科，精神科，地域医療・保健をあわせて4.5か月
間研修を行う。救急研修は院内の救命救急センターで３か月間研修を行う。残
りの4.5か月間は，院内全診療科から１科あたり1.5か月または３か月間を単位
として自由選択する。また，希望に応じて，３か月間は内科または外科の院外
研修が可能とする。なお，２年目の小児科，産婦人科，精神科では院内必修期
間に加えて1.5か月間，院外追加研修を行うことができることとした。
ここで作成した２つのプログラムは，各診療科からの要望を可能な限り取り

入れており，また，当病院と長野県内関連病院の統一研修を可能としたもので
あり，プログラムの充実が図られた。

【１６１－２】専任教員（助教授）の配置 専任教員（助教授）の配置について検討され，その配置について予定されて
について検討する。 いたが,１７年度は救命救急センターへ専任教員を配置したため，卒後研修セ

ンターへの配置は更に検討を要することとなった。したがって卒後臨床研修セ
ンター専任教官（助教授）の配置については，再度，卒後臨床研修センター教
員会議等から，働きかけが必要である。

【１６２】学外からの実習生，研 【１６２－１】広範な職域における研修生 薬剤部では卒前病院実務実習生を９名，JICAからの外国人の病院薬学研修生
修生を積極的に受け入れる。 の受入れを行う。 を１５名受け入れた。救急救命士は４０名の実習生（気管挿管実習を含む ，）

放射線部では２名，看護師は３名，耳鼻咽喉科で２名，リハビリテーション部
で９名の実習生を受け入れ実務教育に当たっている。また，医療事務実習生と
しても３名を受け入れた。

【１６３】クリニカルクラークシ 【１６３－１】臨床実習等への積極的な協 診療参加型の実習を意識し臨床実習の内容が変化しており，コメディカルス
ップなど，医学部と連携して医学 力を行う。 タッフの技能，知識を理解するために中央診療部門も臨床実習に積極的に加わ
教育の充実を図る。 り，診療科での実習での他の医療スタッフとの関わり以外についても理解を深

めることが可能となっている。

【１６４】高度先進医療の開発， 【１６４－１】高度先進医療の開発への積 新たに開発された先進的な診断及び治療法として，高度先進医療の承認及び
臨床への応用を推進するととも 極的な臨床研究を推進する。 未承認も含め２２種の先進医療が実施され，２２０名の患者にこれらの医療を

に，保健医療の進歩発展に資する 施した。さらに，先端的医療を円滑に進めるために必要な組織として先端医療
臨床研究を推進する。 推進センターを平成１７年１１月に設置し，より高度な先進医療推進が可能な

環境が創りだされた。

【１６５】大学院医学研究科，医 【１６５－１】幹細胞血管再生療法，メラ メラノーマ遺伝子治療について，平成１７年８月１５日，研究計画の５症例
学部及び他学部等との共同研究を ノーマ遺伝子治療，生体肝移植（シトルリ の報告が終了し，安全性と効果の検討が行われた。幹細胞血管再生療法につい
推進する。 ン血症に対する肝移植療法）等の開発を行 ても２例行われた。

う。

１６６ 地域医療の中核を担い 【１６６－１】通院治療センターを設置す 平成１７年４月１日，外来抗悪性腫瘍剤治療を専門的に行う｢通院治療セン【 】 ，
かつ高度先進医療を推進できるよ る。 ター｣を設置した。平成１７年４月にはセンター利用患者数は１２０名／月で
う 病棟・中央診療棟に引き続き あったが，平成１８年３月には１９０名／月と，１年で約６０％増加した。こ， ，
病院診療の根幹をなす外来診療部 の患者増加は当院センターがこの地域における外来ガン化学療法の中核として

。 ， ，門の機能強化と教育研究活動の充 機能し始めていることを示すものとも思える また 利用診療科も増えており
実を図る。 外来部門の機能強化の目的は果たされつつある。

【１６６－２】先端心臓血管病センター外 平成１７年４月１日，先端心臓血管病センター外来部門を設置した。センタ
来部門を設置する。 ーは当院循環器内科，心臓血管外科，消化器循環器グループから構成されてお

り，最新の診断（冠動脈CT，不整脈カルトシステム，組織ドプラ ，最新の治）
療（骨髄幹細胞移植，遺伝子治療，心房細動アブレーション）を行うことが可
能である。また，地域連携，検診活動にも尽力しており，地域医療の中心とな
るセンターとして機能している。

【１６６－３】救命救急センター（20床） 平成１７年１０月１日救命救急センター（２０床）を設置した。患者推移を
を設置する。 見ても開設以来患者数が倍増しており，その他の観点を併せて，当センターが

第三次救急医療センターとしての役割を果たしながら，高度救命救急医療施設
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として，また，臨床実習への貢献を考えた時には，集中治療医学の教育研究の
場としても充分その使命を果たしている。

【１６６－４】看護業務要員の充実確保を 平成１７年４月１日を目途に看護師３６名を増員した。医員の増員も併せて
行う。 行うことにより，外来診療部門の充実が実現した。

【１６７】経営サポート体制とし (16年度に実施済みのため，17年度は計画
て病院経営分析担当部門を置く。 なし)

１６８ 医事課栄養管理室は 【１６８－１】臨床栄養部の設置を検討す ５月２３日開催した栄養管理委員会において臨床栄養部(仮称)新設の検討を【 】 ，
診療支援部門の一つ 臨床栄養部 る。 開始し，鋭意検討を重ねた結果，９月７日開催の病院診療科長会において承認（ ）
として位置付ける。 され，設置された。臨床栄養部は当院における患者の疾病治療に拘る医療栄養

業務，適切な食事療法業務および院内外の関係者に対する栄養教育を行うこと
により，病院機能の向上に貢献することを目的とし，それに沿った業務を遂行
する。

【１６９】業務内容を見直し，病 【１６９－１】病院事務当直の廃止を検討 平成１７年１２月２９日より平成１８年１月３日の間，宿日直を試行的に廃
院事務当直，医療情報システムの する 止し，廃止した場合の問題点等を検討した。事務当直の対応としては，その殆
保守・管理などの外部委託を推進 どが電話の転送による連絡であり，今後年末に試行した連絡網により，直接担
する。 当者に連絡し処理することで廃止可能と判断される。他に，細部の処理につい

ては外注業者に業務負荷し対応する。加えて，近在する職員の連絡網等の整備
を行い試行を重ねて再度検討する。

【１７０】物品共同購入システム 【１７０－１】関東甲信越地区国立大学医 平成１７年９月の関東甲信越地区国立大学医学部附属病院管理課長会議にお
を構築し ，経費の節減を図る。 学部附属病院会計担当者会議において検討 いて参考資料として提示があり，今後検討していくこととなった。

する。

【１７１】医療情報システム共同 【１７１－１】次期システムへ向けての院 医療情報次期システムの構築へ向けて，前年度調査した病院情報システムの
開発体制を構築し，経費の節減を 内の意見聴取及び検討要望事項を調査取り 管理状況をまとめた結果，未対応部分，電子カルテ運用に併せての新たな対応
図る。 まとめる。 課題が明らかとなってきた。これらについての改善を図ってきているが，さら

に医療情報システム共同開発体制についても見直していくこととした。

【１７２】人事交流システムを構 【１７２－１】人事交流計画を策定し，推 17年度まではDPC(診断群分類別包括評価支払制度)の適用を受けている病院
築し，人事の活性化を図る。 進する。 は長野県では，本院のみであったが18年度からＤＰＣの適用を受ける病院が増

えるため，事務系（診療報酬請求事務）の人事交流計画を策定し，診療報酬請
求事務の効率化を図る。しかし，一方では，他県や関東地区内での人事交流等
については実績がなく，現在のところ，計画は進捗していない状況である。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（３）附属学校に関する目標

【 大学・学部との連携・協力の強化 】
1) 学部の教育研究の発展に資するために，学部・附属学校間の共同研究を積極的に推進する。
2) 教育実習を始めとする教育臨床経験の場を整備する。中

【 学校運営の改善 】
1) 学級規模の適正化をふまえ，新しい教育課題に対応するための方策を検討する。期

【 附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善 】
1) 新しい教育課題への対応に伴い入学者選抜の見直しを図る。目

【 公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修 】
1) 現職教員の研修活動を積極的に支援する体制を整える。標

【 地域の教育的課題に対応する先導的な教育方法 】
1) 附属各校での実績を活かし，地域の教育的課題に対応する先導的で効果的な教育方法の開発を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【１７３】学部・附属教員共同に 【１７３－１】研究組織や研究テーマの立 研究組織や研究テーマの立て方，研究の進め方，報告の仕方等を検討し，学
よる実践的な研究の質を高めるた て方，研究の進め方，報告の仕方等を検討 部・附属全教員参加による１６部門からなる平成１７年度共同研究を実施し，
めに，学部・附属学校相互での授 し，より実質的な学部・附属共同研究のあ 学部・附属共同研究報告書にまとめた。
業や実践研究を通して成果をあ り方を探究する。
げ，その成果報告書を年度ごとに
公表する。

【１７４ 「教育参加 「学校教育 【１７４－１】教育学部に次の科目を開設 臨床教育推進室では，各部門が臨床経験科目の研究開発と運営に携わり，17】 」
臨床基礎 学校教育臨床演習 事 又は内容を改革し，附属学校，公立学校及 年度は以下の各事業を実施した。」「 」「
前・事後指導 「基礎教育実 習」 び地域教育機関の協力を得て実施する。 ・１年次の従来の科目を再編統合し，活動内容を精選するとともに体験の省察」
「応用教育実習」など，臨床経験 ・１年次に新設科目「教育臨床基礎 「地域 を取り入れた新科目「教育臨床基礎」を開設した。合わせて，松本市教委ほ」
科目相互の系統性を強め，カリキ 教育演習Ⅰ」を開設 か地域教育施設との連携の下に「地域教育演習Ⅰ」を開設し，学生が地域で
ュラムの系統化を図る。 ・２年次に新設科目「教育臨床演習 「地域 活動する機会を拡張した。」

教育演習Ⅱ」を開設 ・２年次では従来の科目の見直しを図り 長野市教委との連携の下に新科目 教， 「
・３年次の「事前事後指導」の内容を改革 育臨床演習」を開設し，長野市内の小中学校での実地演習を実施するととも

にその体験の省察指導を行った。なお「地域教育演習Ⅱ」は 「地域教育演習，
Ⅰ」の履修を前提とした体系化の計画により，開設は年次進行として来年度
を予定している。

・３年次では推進室の「事前・事後指導部門」が責任母体となり，３年次生の
「 」 ， 。教育実習事前・事後指導 (事前指導11コマ 事後指導４コマ)を担当した
このうち，事後指導における「リフレクション」として 「教育実習Webポー，
トフォリオの作成と相互評価」及び「プロセスレコードの作製とグループデ
ィスカッション」という二つの省察手法により，教育実習生の省察を深化す
ることができた。また，｢プロセスレコード｣による省察に対する学生による
評価を集計し，分析した。

【１７５】附属小学校及び附属中 【１７５－１】小学校に引き続いて中学校 県における施策を把握するとともに，周辺学校の学級規模等との関連から検
学校の学級規模の適正化を図る。 の周辺校の学級規模等について調査し，附 討した。

属学校の将来構想の進捗状況と関連付けて ○県は 「信州こまやかプラン」事業において，次のような施策を講じている。，
検討する。 (1)少人数学習集団編成

平均児童・生徒数が３０人を超える学級を対象に，３０人以下の学習集団を
編成してきめ細かな指導を行う。(小３～中３)
(2)学習習慣形成支援
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平均児童数が３０人を超える学級を対象に，講師等を配置して学習習慣・
生活習慣の定着を図る。(小１～２)
(3)３０人規模学級編成・教育課題への対応
①平均児童数が３５人を超える学級を対象に，個に応じたきめ細かな指導を
行う。

②市町村(学校)ごとの教育課題に対応した少人数指導を行う。
(小１～６，５～６は希望市町村)

○近隣の小学校においては，３５人を超える学級はほとんどなく，中学校の学
級規模は，４０人以下である。
また，学校の状況に応じて教員を加配するなど，県の施策を活用している。

○附属学校においても，個に応じたきめ細やかな指導や学校の教育課題に対応
すべく，学級規模の適正化を前向きに進める必要があると考える。

【１７６】少人数学級，習熟度別 【１７６－１】平成16年度に引き続き，附 少人数学級編成による学習指導を実施し，数学科では，平成１７年５月２７
指導，不登校児童生徒支援等の教 属長野中学校において英語科，数学科の授 日の公開研究会でその成果を発表した。また，英語科では，平成１８年５月２
育課題に対応させ，教育内容や方 業を各1学年選択し，それを対象にして少人 ６日の公開研究会でその成果を発表するための準備をすすめている。
法について教育研究を実践する。 数学級編成による学習指導を実施し，その

在り方を追究する。

「 」【１７７】附属幼稚園・附属松本 【１７７－１】附属幼稚園・附属松本小学 附属幼稚園・附属松本小学校の一体化をめざすため 学びをつなげる子ども
小学校・附属松本中学校を一体化 校を一体化した「附属松本初等教育学校」 の共通テーマを基に合同研究が深まるような幼稚園・小学校の職員研究組織を

。 ，した附属学校園をめざし，施設設 の設立をめざし，カリキュラム，教員組織 検討し構築してきた 従来以上に幼稚園・小学校の職員のつながりが強くなり
備やカリキュラム，教員組織を検 の検討を行う。 一体化に向けて大きく歩みだした。
討し，その具体化を試みる。

【１７８】附属養護学校の児童・ 【１７８－１】北陸地区附属養護学校の中 全附連北信越協議会において，各校の実情調査を行う。また，施設の整備計
生徒の障害に即した基本的生活習 で，児童・生徒の障害に即した基本的生活 画を取りまとめ，施設の実現を図ることとした。
慣等の日常訓練や指導のための施 習慣等の日常訓練や指導のための宿泊施設
設を含めた環境づくりを行う。 および基本的生活習慣の訓練用施設を持た

ない本附属養護学校は当該施設の実現を目
指す。

【１７９】新しい教育課題に対応 【１７９－１】最近の市町村の統合合併な 出身地域別に応募者をまとめ，通学区規定を見直さず，合併により拡大した
するため，通学区や入学者選抜方 ど外部条件の変化を考慮して，過去5年程度 隣接地区への生徒募集を働きかけた。併せて募集要項の改訂・附属小学校を含
法等の見直しを行う。 の応募者の人数・出身地区の推移や通学区 めた６年生保護者対象の学校説明会の設置等の新たな試みを実施した。応募者

及び入学者選抜方法等の見直しに資する資 数の増加が見られた。今後，増加傾向を維持するための検討の継続が必要であ
料を整える。 る。

【１８０】教育委員会との連携を 【１８０－１】現職教員10年経験者研修等 現職教員１０年経験者研修等について臨床研修の場を提供するため，各附属
図り，研修教員を積極的に受け入 について臨床研修の場を提供する，また10 学校園公開研究会参加の呼びかけを行い，公開当日該当者を含め約2,400名の参
れ，学部教員の指導のもとで実践 年経験者現職教員の各附属学校園公開研究 加を得た。
的研修を行う。現職教員10年経 会参加に向けて取り組む。 また，附属長野・松本中学校では，長野県連合教科研究会会場校として，こ
験者研修等についても臨床研修の の会への参加を呼びかけ，当日該当者を含め約400名の参加を得た。
場を提供する。

【１８０－２】長野県教育委員会との合意 長野県教育委員会との合意に基づき，附属6校園で長野県教育委員会から派遣
に基づき，附属6校園で長野県教育委員会か された研修教員を12名受入れ，研修を実施し，平成１８年３月１０日に研究報
ら派遣された研修教員を受け入れる。 告会と修了式を行った。

【１８１】各学校園での先導的研 【１８１－１】長野地区，松本地区それぞ 先導的教育研究を行い，その結果を附属松本中学校（５月２０日 ，附属長野）
究を公開授業研究会において公表 れの附属学校園において先導的教育研究を 中学校（５月２７日 ，附属養護学校（１０月２９日 ，附属幼稚園・附属松本） ）
する。 行い，公開する。 小学校（１１月５日 ，附属長野小学校（１１月１１日）で開催した研究会にお）

いて公開し，それぞれの内容を研究紀要にまとめた。

【１８２】学びの連続性を重視し 【１８２－１ 「附属松本初等教育学校」の 幼稚園から小学校への学びの系統性の明確化を図るため，幼稚園・小学校を】
た学年間や，幼―小，小―中間に 設立をめざし，その準備として，学びの連 超えた研究組織を構築し 「学びをつなげる子ども」という共通テーマを生み出，

。 ， ，連続するカリキュラムの開発，ノ 続性を重視した幼―小間をつなぐカリキュ した それに基づいて 幼稚園・小学校共同で複数の研究授業・保育を実施し
ーマリゼーション理念に基づいた ラムの開発を行う。 カリキュラム作成を視野に入れつつ。具体的な幼小接続の方向を整理し，中間
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小・中・養の交流・協同のカリキ 報告にまとめた。
ュラム開発を行う。

【１８２－２】附属長野３校においては従 附属養護学校中学部（生徒17名，教員8名）と附属長野中学校3年Ｃ組との交
前から，ともに学び，ともに育つ学習が成 流を生活単元学習と特別活動のカリキュラムの一部で行い，内容を研究紀要に
立するような交流学習のカリキュラムを実 まとめた。
践している。平成17年度も附属長野中学校
と附属養護学校間において，特別活動およ
び生活単元学習のカリキュラムの中で協働
の学習とノーマリゼーション理念の育成を
行う。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

・学習環境の向上のため平成17年度から学生用図書購入費５千万円（授業料の１％）を○教育方法等の改善
確保し，各図書館の図書の充実，学習環境整備に当てている。

・本学の共通教育カリキュラムの実施，改善等を図るため，高等教育機構(仮称)設置準
備室において，機構設置に向けて検討を行い，本学の共通教育及び教職関係５学部の教 ・本学が平成１８年２月２５日に行った平成１８年度農学部食料生産科学科個別学力検
職教育の実施機関として，各学部と緊密に連携し，全学的な見地から共通教育に係る教 査（前期日程）において，合否判定に誤りがあった。合否判定ミスの内容は，食料生産

， ，育課程の企画及び円滑な実施を図るとともに，本学が掲げる高度専門職業人養成の教育 科学科の前期日程合否判定資料に大学入試センター試験の得点を記載する際に 誤って
目標を達成するため，学部一貫教育を前提に本学の教育に関する研究開発，企画及び支 同学科受験生全員について 「理科②」の得点欄に「英語（リスニング 」の得点を入力， ）
援を総合的に行うことを目的とした全学教育機構を平成１８年４月１日に設置すること し，この資料に基づいて合否判定を行い，４５名を合格とし，４３名が入学した。
とした。基幹教育センターと言語教育センターの２つのセンターで組織し,７つの部門と この得点の入力ミスについて，平成１８年５月３１日に「入試情報開示請求」に対応
３つの部に機構長以下５３名の専任教員等により構成することとした。 する業務の中で判明し，農学部において平成１８年６月２日に，作成し直した合否判定

資料に基づいて，改めて食料生産科学科の前期合否判定を行い，既に発表した合格者に
・専門教育の効果の向上のため，より多くの学生に基礎学力を修得させる取組として，新 含まれていない受験生２名を新たに合格者とした。
入生ゼミナールハンドブック及び英文ライティングハンドブックの発行，1年生全員への 今後の対応として，新たに合格した２名に対して，本件の事実関係を説明するととも
配布や新入生セミナー「英語を学ぶってなんだろう」の実施,教科書「基礎理学」の内容 に謝罪し，入学等について，意向に沿うよう誠意を持って対応するとともに今回の重大
の充実等を行い,併せて平成18年度共通教育新カリキュラムにおいて，従来の専門基礎科 なミスを真摯に受け止め，原因を調査するとともに,再発防止策を検討するため，教学担
目を整理し，複数の学部にまたがる基礎科目を厳選，必要に応じて補充を行い，基礎知 当副学長を委員長とし,当該学部以外の者若干名で構成する調査委員会を設置することを
識の習得を確実に行えるよう，習熟度別クラスの導入や補習など教育方法の工夫など基 決定した。
礎科学科目として内容を充実させた。

○学生支援の充実
・環境マインドプロジェクト推進本部において，環境マインド育成のためのプログラム
の全学展開を図り 平成18年度実施の共通教育新カリキュラムにおいて 教養科目群A 環 ・学生支援体制の改善のための取組として，教員が学生の相談に応じる体制整備のため， ， 「
境と人間 環境マインド を新たに創設し 一科目2単位を全学生に必修とした また のオフィス・アワーの全学的な導入，学生センターの整備・充実を図るための学生総合（ ）」 ， 。 ，
学生活動を中心として，教育学部において環境ISO14001を本年度取得し，農学部及び繊 支援センターへの改組，健康安全センターの整備・充実を図るために人事課健康安全室
維学部においては，平成１８年度取得に向けて準備中であり，人文学部及び理学部にお の設置(室長以下４名のスタッフの配置)及び常勤カウンセラー１名の採用によるカウン
いて，ISO学生委員会を立ち上げ，平成１９年度取得に向けて活動を開始した。 セリング体制の充実(平成17年度の相談件数は 1,748件にのぼり 昨年比で約400人の増)， ，

等を行った。
・平成１６年度から実施しているe-Learning活用教育について，平成１７年度は，Black
boardを利用した授業数は，単位認定用からブレンディングまで合わせて３７６科目を数 ・就職支援,キャリア教育の充実のための取組として，キャリア・サポートセンターの平
え 現代ＧＰ ビックバンプロジェクト では １０４科目のコンテンツが作成された 成１８年４月設置に向けた検討,就職相談・情報提供システムを拡充して利用の向上を図， （ ） ， 。
これらのコンテンツは，各学部のe-Learning委員会等が主体となり，学部の特質に合わ り，学生が効果的な就職活動を展開する上での就職相談，求人開拓（求人票獲得 ，求人）
せて作成されている。また，e-Learning活用教育の裾野を広げるため，学内で募集が行 情報の提供などの支援を行い,キャリア形成については，支援体制の整備を図り，学生が
われたe-Learningコンテンツ作成の報告会が，計３回実施（平成17年11月21日，12月12 効果的な就職活動を展開する上で合同企業説明会や就職セミナーの開催,就職ガイドブッ
日，12月19日開催）され，多種多様なコンテンツの報告が行われた。これにより，多様 クの作成・配付等の支援を行った。
な授業を展開する学部の授業に合ったコンテンツ開発にむけ利用形態，作成方法等の啓

○研究活動の推進蒙を行った。

・平成１７年１月に締結された長野県内７大学による「長野県内大学単位互換協定」に ・世界的な研究拠点を目指すことができる高度かつ特色ある研究分野のさらなる拡充・
基づき，平成１７年４月より，県内７大学間において，単位互換履修生の受け入れ及び 整備を図るため,２１世紀ＣＯＥプログラム「先進ファイバー工学」を中心として，ファ
派遣が開始された。単位互換の実施に当たり,共通のポスター及び大学ごとに募集要項を イバー工学分野における国際的研究教育拠点を強化するため，全体計画を極限分子構造
作成し,各大学の学生に周知を図り実施している。17年度の本学での実績としては,受入 の追求，高次複合機能の創出，感性生産システムの創成の３分野に設定し，萌芽研究，
学生数が前期,後期併せて13名，履修科目数が30科目,派遣学生数が2名，履修科目数が2 基礎研究，応用研究，開発研究を推進した。また，平成１７年４月に工学部を中心とし
科目という状況である また 長野市内の高等教育機関 教育学部 経済学部 工学部 てカーボン科学研究所を設置し，シリコンに続く21世紀材料・主要元素としての炭素を。 ， （ ， ， ，
清泉女学院大学，清泉女学院短期大学，長野県短期大学，長野経済短期大学，長野女子 定義し，それを研究する国際的中核機関および本学の共同研究施設として活動を開始し
短期大学 長野工業高等専門学校 の単位互換協定に基づき開講する夜間カレッジでは た。これにより，世界レベルでの研究推進体制が構築された。， ） ，
大学等の授業を，長野市内の大学・短大・高専の学生及び市民の方へ開講し，長野市内
の大学・短大・高専の学生は，単位互換協定に基づき単位が認定された。なお，前期の ・全国の知的クラスター創成事業の中間評価で全国トップの評価を受け，文部科学大臣
本学関係の開講４科目の（期間:H17.4.11（月）～H17.7.29（金）)では，９６名(うち市 賞を受賞したナノテクノロジーに関連した研究領域（長野・上田地区の知的クラスター
民は６名)が受講し，後期の本学関係の開講４科目の（期間:H17.10.3（月）～H18.2.10 創成事業の中核拠点形成）における２つのプロジェクトの研究成果・技術移転状況は以
（金）)では，７８名が受講した。 下のとおりである。
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ナノカーボンコンポジットによるスマート機能デバイスの研究開発は，工学部が中心 ・大学と地方自治体との連携協定に基づく附属図書館の連携事業の検討を進め，３月11
となって，Endo Fiber 及びカーボンナノチューブをフィラーにした新規複合材により， 日に市民向け情報リテラシー講習会を開催するなど塩尻市立図書館との連携事業を開始
熱伝導性，導電性，機械特性，精密加工性，耐磨耗性などにおいて，優れた機能を有す した。
るデバイス，複合モジュールを開発した。
機能性ナノ高分子材料による有機ナノマテリアルデバイスの研究開発は，繊維学部の ・ 財）長野県テクノ財団及び信州大学工学部遠藤守信教授，繊維学部谷口彬雄教授が，（

先進ファイバー工学のCOEを戦略的に形成することによって，機能性ナノ高分子材料を核 それぞれ知的クラスター創成事業の中核機関及び研究リーダーとして “大学，企業等に，
にした有機材料の研究開発，有機発光素子技術の開発とそれらを核にした応用製品を開 おける産学官連携活動において大きな成果を収め，また，先導的な取組を行う等当該活
発してきた。その結果，大学発ベンチャー企業が２社設立し，商品化，事業化が具体化 動の推移に多大な貢献をした産学官連携の優れた成功事例で，わが国の産学官連携活動
してきた。具体例を挙げれば，レンズホルダー，モーターブラシ，ガラスマイクロレン の更なる進展に寄与する ”として第３回産学官連携功労者表彰『文部科学大臣賞』を受。
ズアレー，有機LED素子，有機半導体レーザ発光素子などへの用途が可能となった。 賞した。

・加齢適応医科学の研究領域として大学院医学研究科のもとに，平成９年度より，松本 ・国際交流の総括的支援体制の整備・充実を図るため，国際交流関連組織の改組につい
市，医師会，企業との連携で 「松本市熟年体育大学」をスタートさせ，高齢者への運動 て検討し，留学生センターの国際交流センターへの改組及び国際交流連絡調整会議の業，

， ，トレーニングを実施し，健康増進，医療費削減に効果を挙げ，高齢者の運動トレーニン 務や組織について役員会で承認され 平成18年4月に新しい組織で活動を行うこととなり
。グの効果には大きな個体差が存在し，遺伝的要因の解析が示唆された。また，平成17年 教育研究の国際展開を推進する際の指針として国際戦略ポリシーを策定行うこととした

度には，経済産業省の「健康サービス産業創出支援事業」の補助を獲得して，1,000人／
年規模に拡大した熟年体育大学をスタートさせ，この事業を基盤として，正確に把握し ・外国人留学生の積極的な受入を図るため，横浜及び大阪で行われた「外国人留学生の
た運動トレーニングの医学的，生理学的，行政的効果を遺伝学的に解析し，効率的な健 進学説明会」に参加し，大学入学希望の外国人学生に対して信州大学の広報をし，さら
康増進・予防医療実現のための基礎的情報を得ることができた。 に受験を呼びかけた。また，世界各国で行われる｢日本留学フェア｣のうち，マレーシア

と韓国でのフェアに参加し，現地の日本留学希望者に本学の広報を行った。
・機能性食料開発学の研究領域においては，機能性成分を多く含む食料を生産する作物
など食資源の育種，栽培技術の開発と確立，食料に含まれる保健，抗病性成分の探索， ・本学と学術国際交流協定を締結している海外の大学との交流実績を踏まえて，研究者
単離，特性付け，ヒトの健康維持に関連する有用微生物，免疫調節物質，抗腫瘍性物質 交流・教育交流・学術交流の実質化の課題を検討し，効果的な交流への指針を見いだす
などの探索，作用の解明，安全性の確認，および食品の創製，開発についての教育と研 ことを目的に 「信州大学国際シンポジウム２００５」を繊維学部において開催した。，
究を，産業界，医学分野など関連する領域と密接な連携協力体制をとりながら精力的に

○附属病院の機能の充実行った。

。・教育研究成果の社会への還元及び地域社会のニーズに対応するため，H17年度は「伊那 ・平成17年４月に外来抗悪性腫瘍剤治療を専門的に行う｢通院治療センター｣を設置した
市」及び「松本市」との包括的な連携協定を締結し，計7つの地方自治体との協定となっ 平成17年４月にはセンター利用患者数は120名／月であったが，平成18年３月には190名
た。協定に基づく連携により，地域社会のニーズを把握できるとともに，大学と地域社 ／月と，１年で約60％増加した。同じく平成17年４月に先端心臓血管病センター外来部
会のニーズとシーズのマッチングが図れ，本学の教育研究成果の社会への還元等を推進 門を設置した。センターは当院循環器内科，心臓血管外科，消化器循環器グループから
する。また，戦略企画室（地域連携部門）に教員スタッフを配置した「地域連携スタッ 構成されており，最新の診断（冠動脈CT，不整脈カルトシステム，組織ドプラ ，最新の）
フ会議」を計7回開催し，教育研究成果の社会への還元，社会人教育，地域連携の施策等 治療（骨髄幹細胞移植，遺伝子治療，心房細動アブレーション）を行うことが可能であ
の諸課題について検討し，全学の社会人教育に関する基本的ポリシー，方策等を策定し る。また，平成17年10月に救命救急センター（２０床）を設置した。患者推移を見ても
ている。 開設以来患者数が倍増しており，その他の観点を併せて，当センターが第三次救急医療

センターとしての役割を果たしながら，高度救命救急医療施設として，また，臨床実習
・地域共同研究センター及びサテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー SVBL への貢献を考えた時には，集中治療医学の教育研究の場としても充分その使命を果たし（ ），
浅間リサーチエクステンションセンター（AREC）及び長野市ものづくり支援センター ている。
（ ） ， ，UFO－Nagano 等の活用により シーズ発表会の開催等を通じて共同研究の推進を図り
前年度と比較して共同研究の件数が68件の増，金額が約9500万の増となった。 ・定期的にリスクマネジメント委員会を開催し，医療事故防止マニュアルも改訂した。

また，これまで版を重ねた医療事故防止マニュアルに加えて，ポケットマニュアルを作
成し全職員全員に配付した。○社会連携・地域貢献・国際交流の推進

○附属学校の機能の充実・教育研究成果を社会的に還元するために実施している出前講座については，地域連携
スタッフ会議を中心に，アンケート結果に基づき検証を実施し，テレビ放送公開講座等
については，放送局のモニター報告等の分析結果を基に検証を実施した。また，地域住 ・現職教員１０年経験者研修等について臨床研修の場を提供するため，各附属学校園公
民に対して，信大の生涯学習についてのアンケートを実施し，今後の生涯学習全体の見 開研究会参加の呼びかけを行い，公開当日該当者を含め約2,400名の参加を得た。また，
直し及び新しいプログラムの開発のための基礎資料とした。市民開放授業に関しては， 附属長野・松本中学校では，長野県連合教科研究会会場校として，この会への参加を呼
当初の年度計画通りの活動を実施することができ，継続して受講する市民が増加し，市 びかけ，当日該当者を含め約400名の参加を得た。
民開放授業の定着率が高まった。また，本学が，先駆的な事業として開始した市民開放
授業も５年目を迎え，開始以来の実績の総括をすべく，様々な角度から関係資料を整理 ・長野県教育委員会との合意に基づき，附属6校園で長野県教育委員会から派遣された研
分析し，今後において改善すべき課題の発見と指摘を含めた 『信州大学 市民開放授業 修教員を12名受入れ，研修を実施し，平成１８年３月１０日に研究報告会と修了式を行，
報告書』を作成した。 った。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
１ 運営体制の改善に関する目標

【 効果的な組織運営や戦略的な学内資源配分の実現等に関する基本方針 】
(1) 学長を中心とした機動的な運営体制の確立と学外者の参画による幅広い視野からの大学運営を推進する。中
(2) 学長に適任者を選任できるような新たな選考方法を導入する。
(3) 学部が各地に分散する大学の特性にあった運営を行う。期
(4) 学部長を中心とした機動的・戦略的な学部運営を推進する。
(5) 学部長に適任者を選任できるような選考方法を構築する。目
(6) 教職員による一体的な大学運営を推進するための事務体制を整備する。
(7) 全学的視点からの戦略的な学内資源配分を実施する。標
(8) 健全な大学運営等のための内部監査機能を充実する。
(9) 高等教育機関間の相互補完的な連携・協力体制を構築する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【１８３】役員会が各学部の情 【１８３－１】役員会メンバーと部局長 Ⅳ 役員会が各学部の情報等を把握するための以下の取組を実施した。
報を把握しやすい組織体制を確 で構成する拡大役員会の定期的開催及び ・役員会メンバーと部局長で構成する拡大役員会を１５回（臨時を含む ）。
立する。 各学部教職員との学長懇談会を開催する 開催した。

。 ，とともに，学生のための学長オフィスア ・学長と各学部教員との懇談会を１１回開催した 本年度の懇談テーマは
ワーを定期的に開催し，役員会が各学部 全学教育機構（高等教育機構：仮称）の設置について懇談した。
の情報を把握するための体制の整備を図 ・学長が，直接，学生と対話し生の声を聴き，本学の運営の参考とするた
る。 め１６年度から実施している学生のための学長オフィスアワーを本年度

も１２回実施した。月に１回１時間，５人程度の学生を対象に実施し，
今まで実施したオフィスアワーで話題提供があり，実現･改善された事項
として，教育学部において性教育講習会の開催，環境マインドプロジェ
クトに学生の参画組織の実現（全学エコキャンパスの実現が目的） ，学
生寮･生協前広場の改修，教育学部食堂の改修，学生サークルの入学式関
連行事への参加などがある。

・事務に関する情報等の把握するため，定期的（月１回）に理事（総務担
当）を議長とし，部課長，各学部副学部長（事務担当）等を構成員とす
る事務連絡会議を１１回開催した。
以上のとおり，学長や役員会が学生や事務に関する情報等の把握を含め

た学部等の情報を把握する取組が実施され，それにより改善された事項な
どの状況から年度計画を上回って実施していると判断する。

【１８４】役員会と各部局及び 【１８４－１】役員会と各学部及び各部 Ⅲ 役員会と各学部及び各部局間の連絡調整を行うため，以下の取組を実施
各部局間の連絡調整機能が十分 局間の連絡調整を行う拡大役員会の定期 した。
に発揮される体制を整備する。 開催並びに部局と法人本部の業務執行担 ・役員会メンバーと部局長で構成する拡大役員会を１５回（臨時を含む ）。

当者の連絡調整を行う事務連絡会議を定 開催した。
， （ ） （ ）期的に開催する。また，大学の活動を中 ・事務に関する連絡調整をするため 定期的 月１回 に理事 総務担当

心に全教職員に知らせるための電子メー を議長とし，部課長，各学部副学部長（事務担当）等を構成員とする事
ルによる「週刊信大」の発行により最新 務連絡会議を１１回開催した。
情報の提供及びホームページを利用した ・夏季休暇及び年末年始休暇を除き，毎週（平成１６年４月５日創刊，１
大学の運営に関する情報を学内掲示し， ７年度中に４８号発刊)，前の週の学内の話題，行事予定等を全教職員に
引き続き，役員会と各学部及び各部局間 電子メールで提供しており，学内の現状や新たな取組などの情報が把握
の連絡調整機能が十分発揮される体制の できるようになったと好評を博している。
整備を図る。 ・ホームページを利用した大学の運営に関する情報の充実を図り学内掲示

した。
以上のとおり，役員会と各部局及び各部局間の連絡調整機能が発揮され

る取組等を実施している状況から，年度計画を十分に実施していると判断

信州大学
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する。

【１８５】大学運営上の重要テ 【１８５－１】理事が担当し，掌理する Ⅲ 学長が理事に命ずる業務の内容について規定した「国立大学法人信州大
ーマに応じて担当理事を配置し 業務について明確にする。また，この業 学理事，副学長及び部局長の業務に関する細則」を平成17年４月１日から，
学長の業務の一部を分担させる 務内容に基づき，テーマに応じたスタッ 施行し，理事が担当する業務について明確にした。また，執行組織業務の
とともに，当該理事のもとにそ フ組織又は執行組織による企画立案及び 見直しのため設置した組織開発イニシアチブグループにおいて執行組織改
のテーマに応じ，スタッフ組織 執行する体制の見直しの検討を行う。 革案を策定し，17年12月役員会において承認を得，18年4月からの執行組織
又は執行組織を結成し，企画立 への改革を行った。
案及び執行する体制を構築する 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。。

【１８６】大学のコア業務につ 【１８６－１】副学長が担当し，掌理す Ⅲ 学長が副学長に命ずる業務の内容について規定した「国立大学法人信州
いては，学長と一体となった副 る業務について明確にする。 大学理事，副学長及び部局長の業務に関する細則」を平成17年４月１日か
学長を置く。また，学長の意志 ら施行し，副学長が担当する業務について明確にした。
決定を補佐し，大学経営戦略策 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
定の支援 業務，全学調整，役員
会の議題整理等の業務を行うた
めに，学長室を置く。

【１８７】専門知識・経験をも 【１８７－１】専門知識・経験が必要な Ⅱ 専門知識・経験を持つ学外者のスタッフ組織への登用についての問題点
つ学外者をスタッフ組織に登用 業務の洗出しを行い，専門知識・経験を 等を把握するため，各部局で必要な専門知識，経験を要する業務について
し，理事を助けるとともに，学 持つ学外者をスタッフ組織へ登用するこ 調査し，その結果をまとめた。これをもとに職員育成・共同参画・次世代

。 ，内教職員のキャリア開発の機会 との問題点等を検討するとともに，職員 育成ワーキングチームにおいて具体的な検討を開始することとした なお
を確保する。 のキャリア形成の現状について調査する 学外者のスタッフ組織への登用については，組織の根幹に関わる問題であ。

るため，人事担当役員と学長補佐を含めた上部組織に検討をゆだねた。
， ，以上の状況から 専門知識・経験が必要な業務の洗出しは実施できたが

専門知識・経験を持つ学外者をスタッフ組織へ登用することの問題点等の
，検討及び職員のキャリア形成の現状について調査を実施することができず

年度計画を十分には実施していないと判断する。

【１８８】平成17年度までに， 【１８８－１】教育研究評議会をはじめ Ⅲ 教育研究評議会，経営協議会，学長選考会議等の全学的な委員会の構成
教育研究評議会をはじめとする とする各種全学委員会の構成員や職務内 員や職務内容等を検証し，見直しを以下のとおり行った。
各種全学委員会の構成員や職務 容等を検証し 必要に応じ見直しを行う ・検証対象委員会等の数：４７委員会， 。
内容等を見直す。 ・見直しを行った（予定を含む ）委員会等。

構 成 員：２７委員会
職務内容：１２委員会

・組織変更に伴い移行した委員会等：２委員会（新設：２，廃止：２）
・廃止した委員会：３委員会
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１８９】大学運営に識見を有 【１８９－１】学長選考会議の検討結果 Ⅲ 第８回（H17.６.27）学長選考会議において学長の任期に関する規程が承
する適任者を学長に選任できる に基づき，学長選考に関する規程等を制 認され 同規程が平成17年６月28日付けで制定された また 第９回 H17.， 。 ， （
よう，学長選考会議における候 定する。 11.17）学長選考会議において学長選考規程が承認され，同規程が平成17年
補者の選考に先立ち，構成員の 11月17日付けで制定された。
意向投票を実施する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９０】学部が各地に分散す 【１９０－１】学長が部局長に命ずる業 Ⅲ 学長が部局長に命ずる業務の内容について規定した「国立大学法人信州
る大学の特性にあった大学運営 務を明確し，順次実施する。 大学理事，副学長及び部局長の業務に関する細則」を平成17年４月１日か
を行うため，学部長に学長権限 ら施行し，部局長が担当する業務について明確にした。
の一部又は細部を委譲又は委任 具体的な内容として，以下の事項の変更・整備を行った。
するとともに，評価・改善のシ ・兼業等（営利企業役員兼業，自営兼業及び勤務時間を割く兼業を除く ）。
ステムを構築し 順次実行する の許可権限を学長から部局長に変更した。， 。

・従来総務部総務課で取次ぎを行っていた教育学部附属学校に係る通知及
び調査に関することを総務部総務課を経由しないで直接教育学部で処理
できるように体制整備を図った。本稼動は平成１８年４月から実施。

・従来総務部総務課で取次ぎを行っていた医学部の献体者の感謝状に関す
ることを総務部総務課を経由しないで直接医学部で処理できるように体
制整備を図った。本稼動は平成１８年４月から実施。

信州大学
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以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９１】学部長のリーダーシ 【１９１－１】人文学部 Ⅲ 学部長のリーダーシップの発揮しやすい体制整備の前提として，学部内
ップを発揮しやすい体制整備の 平成17年度から施行される「国立大学法 教育環境整備計画に沿った予算計画の実施等，年度初頭に当たり，教授会
ため，学部長補佐体制を整備す 人信州大学組織に関する規則」により， において「学部長所信」を表明し，今年度の方針を示した。
るとともに，各学部の必要に応 前年度から実施している学部執行部体制 また，現行の学部執行体制を見直し，さらに効率的で機動的な運用方式
じ学部長室を設置し，学部運営 をさらに充実させ，より実効性の高いも とするために，平成18年度新体制のコンセプトを２月の教授会で提示，確
の効率性と機動性を高める。 のにする 学部長室 の設置については 認し，３月の教授会で平成18年度執行体制及び委員会委員を確定した（人。「 」 ，

現行の「学部執行部会議」の運営実績を 文学部執行体制に関する内規の一部改正 。具体的な改正点は，カリキュラ）
検証するとともに，プロジェクトへの対 ム委員会を廃止し，学務委員会の中にカリキュラム連携委員を吸収し，委
応をも考慮しつつ，その必要性を適宜検 員数も増員して，より機能性を強化した。広報委員会を充実させ，業務の
討する。 分担を明らかにするとともに，志願者増に向け教員総出動態勢をとり，良

質の学生獲得に向けた重要委員会とした。さらにこれと関連させて，情報
管理分析室を設け，その中にメディア担当の部署を置き，学務・研究科・
広報・入試情報・評価分析の委員をここに糾合し，より機動的で正確な情
報の管理運営体制を構築した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９１－２】教育学部 Ⅲ 前年に制定した教育学部の執行組織に関する内規に基づき，学部長，副
平成17年度から施行される「国立大学法 学部長，学部長補佐等による学部運営会議を発足させ，業務の分担を図る
人信州大学組織に関する規則 に基づき ことにより，学部運営の効率性を高めた。また，執行組織の内規を一部改」 ，

。 ， ， ，学部の執行組織を明確にする 副学部長 正し 実務委員会を６委員会を４委員会に改組して省力化と機動化を図り
学部長補佐等による学部運営会議を設置 学部運営会議の主導による学部運営の体制を整えた。
し 学部運営の効率性と機動性を高める 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。， 。
これまでの各種委員会等を学部運営会議
のもとに置き，新しい執行部の体制を運
用する。

【１９１－３】経済学部 Ⅲ 学部運営のさらなる効率性と機動性を高めるための方策として，副学部
平成17年度から施行される「国立大学法 長（評議員が兼務）制度を導入し，学部執行体制の充実を図るとともに，
人信州大学組織に関する規則」により， 平成18年3月6日及び3月20日の教授会で２０の委員会を１２の委員会に整理
現体制の見直しを図るとともに学部運営 統合，必要に応じて作業部会を設置可能にする等，組織体制の見直しを行
のさらなる効率性と機動性を高めるため い，学部長･評議員及び各委員会委員長によるランチ・ミーティングを月一
の方策を策定し，実施する。 回開催してそれぞれの連絡調整を円滑化した。また，ミーティングの議事

録を学部教員に配信した。
なお，事務部門については，八十二銀行の人事担当者を招き，学部事務

職員の研修を平成17年9月5日及び9月30日に２回行うとともに，職員の能力
育成と係間の連絡調整を密にするためのミーティングを定例化した。さら
に職務責任の明確化を図るために名札着用をルール化した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９１－４】理学部 Ⅲ 「国立大学法人信州大学組織に関する規則」第25条に基づく関係内規を
平成17年度から施行される「国立大学法 制定し，本学部の管理運営の円滑化を図るため，平成17年4月1日から本学
人信州大学組織に関する規則 に基づき 部の業務を行うとともに，学部長の求めに応じ学部長を補佐し，助言を行」 ，
「学部長補佐」による学部長補佐体制の う副学部長を３名（うち１名は事務担当）設置し，学部長を補佐するとと
強化と「学科長制度」による学部運営の もに，学部長の指定する事項についての業務を行う学部長補佐３名以内を
充実を図る 「学部長室」の導入について 指名できることとした。また 「学科長制度」を導入し，学部の管理運営に。 ，
検討する。 関し，円滑な実施を図るため，学部長，評議員及び学科長で構成する「学

科長会議」を平成17年4月1日から設置した。
次に，本学部の執行組織等に関して必要な事項を規定した「理学部執行

組織等に関する内規」を制定するとともに，学部の事業推進上の企画・立
案に係る事項等について協議するため，学部長，評議員，副学部長，指名
された学部長補佐等で構成する学部長室会議を導入した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

学部運営の効率性と機動性を重視し，学部長補佐会議（当面学部長【１９１－５】医学部 Ⅲ
室と位置付ける）の構成員を学部長，評議員２人，副学部長３人，学学部運営の効率性と機動性を高めるため，
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部長補佐３人及び特命学部長補佐３人として，学部長以外の構成員に学部長補佐会議機能の充実と諸会議の縮
は，それぞれの担当を付加した。また，月の第２及び第４月曜日に開小を図るとともに，学部長室の設置につ
催するとともに，各担当を付加したことに伴い，委員会の見直しを行いて検討する。
い，委員会の廃止等を実行し，３３委員会から２８委員会とした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９１－６】工学部 Ⅲ 「国立大学法人信州大学組織に関する規則」が施行されることに伴い，
「国立大学法人信州大学組織に関する規 現行の学部長補佐の担当業務及び配置人員等の見直しを行い，点検評価担
則」が施行されることに伴い，現行の学 当，広報担当，キャンパス担当の３名の学部長補佐を配置し，学部運営の
部長補佐の担当業務及び配置人員等の見 効率性と機動性を高めた。
直しを行う。各補佐は学部長を補佐する 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
とともに,自ら積極的に担当業務を企画・
展開，あるいはフォロー等を行うことに
より，学部運営の効率性及び機動性をさ
らに高めていく。

【１９１－７】農学部 Ⅲ 平成１７年度から新たな副学部長及び学部長補佐体制を実施し，学部運
平成17年度から施行される「国立大学法 営の各担当分野において，学部長のリーダーシップを発揮しやすい責任体
人信州大学組織に関する規則 に基づき 制を構築した。副学部長は，教育，研究，事務担当の３名体制により，学」 ，
新たな副学部長及び学部長補佐体制を実 部の業務を行うとともに，学部長の求めに応じ学部長を補佐し，助言を行
施する。 う。学部長補佐は，広報，地域貢献，環境整備担当の３名体制により，学

部長を補佐するとともに，学部長が指定する特定事項についての業務を行
う。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９１－８】繊維学部 Ⅲ 学部長補佐を3名の体制に整備し，増員した１名を国際交流担当とし国際
学部長補佐２名から３名体制への整備を 交流部門の機動的な指導体制の整備を図った。また，運用結果の評価を行
図る。その運用結果の評価を行い，次年 った結果から次年度（１８年度）については，現在兼務となっている副学
度以降の運営体制の整備を検討する。学 部長と評議員を分けることで，学部長室会議の増強を図ることとした。
部の方針等を策定する既設の学部長室会 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
議の機動的な指導体制を整備する。

【１９２】副学部長又は学部長 【１９２－１】役員会において，副学長 Ⅲ 国立大学法人信州大学組織に関する規則が制定(平成17年4月1日施行)さ
補佐は，その職責に応じた処遇 又は副学部長等の人数の範囲，処遇，既 れ，副学長，副部局長及び部局長補佐の職務や人数等が明確にされ，副学
を制度化する。 存管理職員との兼務についての大枠を大 長，各部局に副部局長及び部局長補佐がそれぞれ置かれた。これに伴い，

学として検討する。 人事制度ＷＧで既存管理職員の整理と処遇に関する検討が開始されたが，
人事院規則の改正が見込まれ，その内容を参考とする必要があるため現在
保留中である。
また，理事，副学長の職務分担の見直しを行うとともに，副学長につい

ては３名を維持し，１名を新たな分担である全学教育機構担当として，平
成１８年度から発足する全学教育機構の機構長を副学長１名が兼務するこ
とを役員会で決定した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９３】教授会の審議事項を 【１９３－１】人文学部 Ⅲ 諸会議報告等の文書の電子化により内容が事前に確認でき,教授会での報
精選し 所要時間の縮減を図る 既に導入している諸会議報告等の文書の 告事項の時間が短縮された。また，審議事項であった兼業・海外渡航につ， 。

電子化等をさらに推進するとともに，執 いて 「教員の身分」から外し，執行部会議での確認・承認事項とし，教授，
行部会議の役割・機能を明確化しつつ， 会では報告事項として扱い，審議の効率化を図った。これにより従来の所
教授会における審議の実質化・効率化を 要時間の３分の１程度の時間が削減された。
図る。 なお，教員選考に関する審議の効率化を図るため，事前に業績等一覧を

縦覧する条文を盛り込んだ「教員選考内規」(案)を提案し，１２月の教授
会で「教員選考内規」が承認された。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９３－２】教育学部 Ⅲ 各種委員会等を学部運営会議のもとに置き，運営会議構成員がそれぞれ
教授会と学部執行組織との役割を明確に の委員会に係わることにより，委員会審議の無駄が省かれ，学部運営方針
し，学部運営会議での十分な審議を経る に沿った審議がなされるようになった。さらにこれらを学部運営会議で審



- 57 -

信州大学

ことにより教授会の審議事項を精選し， 議し，教授会審議事項について提案理由や提案内容を精査するなどした結
所要時間の短縮を図る。 果，教授会要時間が５分の４に程度短縮された。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９３－３】経済学部 Ⅲ 審議事項の見直しにより,入試実施要項，期末試験実施要項等を教授会議
従来の審議事項を随時見直し，本部権限 題から報告事項に変更した。教授会報告資料のHP化（ウェッブセンターへ
となった事項については審議の省略を図 の掲示）を促進し，会議の円滑化と事務の省力化を図った。また，教授会
る。また，審議事項を教学関連と管理運 開催日の１週間前に,学部長,副学部長及び関連委員会委員長により議題打

， 。営関連に分類し，管理運営関連事項のう 合せを行い,審議事項を事前に吟味し 教授会での審議時間の削減を図った
ち報告事項とすべき分野を検討する。な 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
お，審議事項の精選が図れた事項につい
て，必要に応じて学部教授会規程を改正
する。

【１９３－４】理学部 Ⅲ 重要事項については，将来計画委員会，学科長会議等関係委員会で審議
平成16年度に教授会の審議事項の数，内 し，学科での検討機会も確保するようにしている。教授会へは十分に委員
容及び時間数を調査した結果，良好であ 会で審議した上で提案し，所要時間も１回当たり２時間３０分程度で短縮
った。本年度も検証を行い，必要に応じ が図られている。
見直しを行う。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９３－５】医学部 Ⅲ 管理運営等の重要案件については，学部長補佐会議において審議すると
平成16年度計画に引き続き，会議の審議 ともに，各委員会においても委員会内での審議を徹底させることにより，

， 。事項の見直しを行う。更に，重要案件に 教授会へは報告で済むようにし 教授会での審議時間の短縮を図っている
ついて学部長補佐会議で審議し，所用時 １回あたりの平均審議時間は,１５年度が約１８０分，１６年度が約１００
間の縮減を図る。 分，１７年度が約９０分と縮減を図っている。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９３－６】工学部 Ⅲ 代議員会制度及び学科長会議制度の導入により，教授会(教員会議)の審
代議員会制度及び学科長会議制度は既に 議事項を精選し，２ヶ月に１回程度の回数に減らし，効率化を図り，１回
導入済みである。さらに教授会の審議事 の所要時間も３分の２程度に短縮された。
項を精選し，効率化を図り，前年度より 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
所要時間を短縮する。

【１９３－７】農学部 Ⅲ 企画会議は，従来の予算委員会，将来計画委員会を踏襲したもので，学
企画会議・学科長会議の役割分担を明確 部運営の根幹に係る案件を検討する機関であり，学科長会議は，教授会へ
にし，教授会審議事項を精選するととも 提案する事項案について検討する機関である旨，企画会議・学科長会議の
に教授会システム等の検討を継続する。 役割分担を明確にした。また，教授会システムの効率化のためプロジェク

ターを使用しペーパーレス化を行うことを含め，教授会審議事項の精選に
ついて検討を継続する。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９３－８】繊維学部 Ⅲ 学部長室会議で内容を精査した上で，教授会で人事案件，学部運営会議
教授会を人事・教学関連事項に重点を置 で学部運営に関する一般的な事案を審議・決定することにより，教員会議
き，学部の運営については，学部長室が の案件が減少し効率化を達成するとともに所要時間の縮減が図られた。ま
原案を策定，学部運営会議で審議・決定 た，プロジェクターの活用により配布物の減少を図ることができ，資源・
し，学科，教員へ周知するシステムを構 コストの削減が達成された。
築した。さらに効率的な運用を図る目的 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
で，全教員の参加する会議は，必要最小
限に開催するものとする。

【１９４】教授会と学部長との 【１９４－１】人文学部 Ⅲ 「学部執行部会議」の役割及び機能を明確にするため，新執行部体制を
役割分担を見直し，主に教学に 平成16年度より導入している「学部執行 構築し，学部意思決定・執行の効率化を推進した。学部長・副学部長2・学
関する事項を教授会とし，意思 部会議 の役割及び機能を明確にしつつ 部長補佐3で構成される執行部のもとに各種委員会を置き，委員長・委員す」 ，
決定・ 執行のスピード化，効率 その実効性ある運営に努める。 べてを学部長の指名のもとに委嘱し，執行の効率化を図った。また，執行
化を図る。 部会議で年度計画に応じた各種委員会の事業計画・予算案を取りまとめ，6

月教授会に於いて承認された。
さらなる実効性ある運営を図るため,執行体制の見直しを行い，人文学部執
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行体制に関する内規を一部改正し,さらに委員会組織の効率化・機動性の向
上を実現する体制を取ることとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９４－２】教育学部 Ⅲ 教授会と学部執行組織との役割と責任を明確にするため，学部運営会議
教授会と学部執行組織との役割と責任を を意思決定及び執行組織とし，教授会を審議組織と位置づけ，教授会は信
明確にする。学部執行組織は，学部運営 州大学教授会通則の定めるところにより，教学に関すること，教員及び学

，会議のもとに実務委員会や各種委員会を 部長等の選出に関すること及び教育・研究に関することの審議を役割とし
置き，学部長，副学部長，学部長補佐等 学部運営会議は中期目標・中期計画，人事，施設整備，教育課程，財務等
による執行部体制を強化すると同時に責 の基本方針を策定し業務全般を執行することを役割とした。また，学部運
任体制を明確にする。 営会議のもとに実務委員会や各種委員会を置き，学部長，副学部長，学部

長補佐等による執行部体制を強化するとともに，責任体制を明確にし，学
部の運営体制を整えた。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９４－３】経済学部 Ⅲ 教授会の審議事項の見直しにより,入試実施要項，期末試験実施要項等を
教授会の審議事項を随時見直し，審議の 教授会議題から報告事項に変更し，審議の効率化を図った。
効率化を図る。学部長と合わせて３名が 評議員（副学部長）二人がそれぞれ評価･分析及びカリキュラム改革を分
学部内諸委員会を分担統括して意思決定 担統括し，諸委員会との連絡調整を図った。
及び執行を指揮する。同時に主要な実施 主要な実施委員会委員長，学部長及び副学部長によるランチ・ミーティ
委員会委員長，学部長及び副学部長によ ングを開催して，諸施策の決定及び執行のスピード化を図るとともに，執
る連絡会議を定例的に開催して，諸施策 行体制の整備を図った。
の決定及び執行のスピード化を図る。 以上の状況から年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９４－４】理学部 Ⅲ 教授会審議事項は，議題，連絡事項，会議報告に分類し，あらかじめこ
平成16年度に教授会の教学に関する事項 れらを資料として配付し，各人が検討できるようにしている。議題案件に
以外の事項について検証した結果，良好 ついても，できる限り関係委員会等で審議，意思決定を行い，教授会での
であった。本年度も検証を行い，必要に 審議時間の短縮，効率化等が図られている。
応じ改善策を検討する。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９４－５】医学部 Ⅲ 教学に関する案件は，医学教育センターにおいて審議し，管理運営等の
教学に関する案件については，医学教育 重要な案件については，学部長補佐会議で審議して教授会に報告し，学部
センターで審議のうえ教授会に諮ること 長のリーダーシップのもと意思決定の形成，その執行のスピード化，効率

。 ， （ ）としている。管理運営面に関しては，学 化を図った また 医学教育センターに専任教員 教授及び助教授各１人
部長補佐会議において，学部長リーダー を配置し,教学に関する意思決定・執行のスピード化，効率化を図った。
シップのもと意思決定の形成，その執行 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
のスピード化，効率化を図るよう検討す
る。

【１９４－６】工学部 Ⅲ 毎月開催される代議員会及び学科長会議に審議事項を集中することによ
， ， 。代議員会及び学科長会議に，教授会審議 り 教授会での審議事項を減らし より効率化・スピード化を図っている

事項を付託し，効率化を図っている。必 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
要に応じ，教授会における審議事項の見
直しを行い，学部運営の意思決定・執行
のスピード化，効率化を図る。

【１９４－７】農学部 Ⅱ 企画会議において，教授会の進行については，プロジェクターを使用し
教授会審議事項及び役割分担の見直し検 たペーパーレス化を行うために，教授会システムを変更した上で，審議事
討を継続する。 項の精選及び役割分担について継続して検討することとした。

以上の状況から，年度計画を十分には実施していないと判断する。

【１９４－８】繊維学部 Ⅲ 学部長室会議でのシステム的な意思決定が進み，入試を始めとする業務
意思決定・執行のスピード化，効率化を の遂行，3つの国際会議，国際評価，研究プロジェクト推進など多方面にわ
図るために既設の学部長室会議を充実し たる多くの事案を円滑に進めることができた。これにより，教員の会議負，
学部長補佐3名体制とする。教授会は人事 荷は減少しているが，さらに推進することが可能である。人事案件につい
・教学関係の審議機関とする。全教員を ては人事調整委員会が稼動したことにより，より円滑に進むことが期待さ
対象とした会議は必要最小限に開催する れる。また，一層効率的な運営を可能にするために，委員会の抜本的な見。
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直しを行い，学部運営組織を刷新する方向で検討を開始している。その手
始めとして，予算委員会を廃止，国際交流推進室を設置した。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９５】学部運営に識見を有 【１９５－１】人文学部 Ⅲ 「国立大学法人信州大学学長候補者選考規程」が平成17年11月17日に施
する適任者を学部長に選任でき 学長選考規程の施行をまって，これとの 行され,同規程を受けて「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され
るような選考方法を採用する。 整合性を図りつつ，人文学部長候補者選 平成18年2月16日に施行された。これらを踏まえて来年度前期中までに人文

考規程を策定する。 学部長選考内規を策定することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９５－２】教育学部 Ⅲ 「国立大学法人信州大学学長候補者選考規程」が平成17年11月17日に施
学部長候補者選考通則の改定に基づき， 行され,同規程を受けて「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され
教育学部長候補者選考規程の見直しを行 平成18年2月16日に施行された。これらを踏まえて教育学部長選考内規を策
い，学部運営の適任者を選任できる選考 定することとした。
方法等を検討する。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９５－３】経済学部 Ⅲ 「国立大学法人信州大学学長候補者選考規程」が平成17年11月17日に施
学部長候補者選考通則との整合をはかる 行され,同規程を受けて「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され
べく，また，学長選考会議の検討状況を 平成18年2月16日に施行された。これらを踏まえて経済学部長選考内規を策
踏まえ，経済学部長候補者選考規程の見 定することとした。
直しを開始す る。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９５－４】理学部 Ⅲ 次期理学部長選挙の準備が，新しい信州大学学長選考規程の公表以前の
学長選考規程の施行をまって，理学部長 平成17年11月22日開催の学科長会議から開始されたので，今回の選挙は従
候補者選考規程の検討を行い，新方式を 来の規程で実施した。また 「国立大学法人信州大学学長候補者選考規程」，
導入した学部長選考を行う。 が平成17年11月17日に施行され,同規程を受けて「信州大学学部長候補者選

考通則」が一部改正され平成18年2月16日に施行された。これらを踏まえて
来年度中に理学部長選考内規を策定することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９５－５】医学部 Ⅲ 「国立大学法人信州大学学長候補者選考規程」が平成17年11月17日に施
学部長は，法人化により，管理運営面に 行され,同規程を受けて「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され
加えて，学部における教育・研究面にお 平成18年2月16日に施行された。これらを踏まえて識見を有する適任者を選
けるその職責の重要性が増大しており， 任できるよう医学部長選考内規を策定することとした。
学部長候補者選考通則を踏まえて，識見 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
を有する適任者を選任できるよう医学部
長候補者選考規程の見直しを検討する。

【１９５－６】工学部 Ⅲ 信州大学学部長候補者選考通則を基に，工学部長候補者選考規程の改正
学長選考規程の施行及び信州大学学部長 について，工学部代議員会及び教員会議で議論を行い，平成１８年２月２
候補者選考通則を基に，適任者を学部長 ０開催の第６９２回教員会議において承認され，平成１８年３月１日付け
候補者として選考できる方法等を検討し で制定（学長決裁）された。なお，平成１８年５月３１日付けで任期満了，

， ，工学部長候補者選考規程の整備を図る。 により実施される工学部長候補者選考については 新たな選考方法により
平成１８年４月２４日に実施する予定である。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９５－７】農学部 Ⅲ 「国立大学法人信州大学学長候補者選考規程」が平成17年11月17日に施
学長選考規程の改正作業の進捗状況と合 行され,同規程を受けて「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され
わせ，農学部長候補者選考規程の見直し 平成18年2月16日に施行された。これらを踏まえて農学部長選考内規を策定
を継続する。 することとした。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９５－８】繊維学部 Ⅲ 「国立大学法人信州大学学長候補者選考規程」が平成17年11月17日に施
学長選考規程等の大学法人の関連規程と 行され,同規程を受けて「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され
整合するよう繊維学部長候補者選考規程 平成18年2月16日に施行された。これらを踏まえて来年度前期中までに繊維
を改正する 学外からの意見も参考とし 学部長選考内規を策定することとした。。 ，
より望ましい選考方法を検討する。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
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１９６ 事務系職員は 学長 【１９６－１】事務系職員の専門職能集 Ⅲ 事務系組織の機能強化及び細分化された係をグループとして括り直すこ【 】 ， ，
役員会等の執行機関や教員組織 団として機能強化のための検討を行うと とによって，お互いの仕事の状況を共有しながら，柔軟に協力・補完し合
との密接な連携協力のもとで， ともに，各部署の課・係に加え，目的達 い，さらに各人が複数の業務の知識を身につけながら能力を高めていくこ
役割を分担する専門職能集団と 成のためチーム制を置くなどの方法を検 とを主眼に，法人本部内の各部署の課に18年4月からグループ制を導入する
しての機能強化を図る。 討する。 また，スタッフ職員組織へ教員 こととした。また，18年4月に設置する全学教育機構の業務についても，グ

の参加を積極的に推進する。 ループ制を導入し，教員との密接な連携協力のもとで行う組織体制を整備
した。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９７】戦略的な組織編制と 【１９７－１】大学職員の人事政策に関 Ⅱ 他大学の情報を収集したが，信州大学の人事政策のモデルとなる大学が
選考採用，各種専門研修，キャ して他大学の状況について調査する。 見つからなかったため，調査の実施を延期した。次年度も引き続いて，情
リア・パスの整備等により，優 報探索と調査を検討する。
れた人材確保や養成を行う。 以上の状況から,年度計画を十分には実施していないと判断する。

【１９８】留学生相談や留学生 【１９８－１】学内関係組織の再編成の Ⅲ 17年度で役割を終える留学生センターの業務を，18年度新たに誕生する
受入れに関する業務について， 事項として位置付けて実施し，運用を開 国際交流センターに取り入れられるよう図り，実現されることとなった。
教員と事務職員との一体的な運 始する。 また，国際交流センターと国際交流課による教員と事務職員との一体的な
営組織を設置する。 運営が図られるようになった。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９９】中期計画等を確実に 【１９９－１】裁量的経費を重点配分す Ⅲ 学長及び学部長がリーダーシップを発揮するための裁量経費を重点配分
実現させるため，学長のリーダ るシステムの検証を実施するとともに， するため，学長・学部長裁量経費の実施要項等の見直しを実施した。
ーシップのもとに関係委員会が 検証結果に基づくシステムの見直しを検 学長裁量経費については，実施事項について検証・見直しし，高等教育
有機的な連携を図りつつ，学長 討する。 機構の整備，GP等補助金の補填，ISO取得のための経費等に重点的に配分す
裁量の人事枠や教育研究経費及 るための「教育研究改革・改善プロジェクト経費 ，全学的視点からの教育」
び研究施設等の学内資源を重点 上必要となる基本的設備を整備するための「教育基盤設備充実経費 ，特に」
的に配分するシステムを構築す 理系学部の教育に必要な予算の補填を目的とした｢学生教育支援経費｣等に
る。また，教育研究に関する学 配分することとした。
長・学部長の裁量的経費の一層 また，学部長裁量経費については，重点・傾斜配分するための評価項目
の確保を図る。 及び評価方法について検証し，より公平な評価項目，簡便な査定方法を策

定した。
さらに，平成18年度における裁量経費についても，計画的・効率的に事

業が達成できるよう早期に配分額を提示することとし，予算制度検討WG，
戦略企画室等で学長裁量経費の基本的方針，学部長裁量経費の実施要項等
を策定した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【１９９－２】法科大学院の教員組織を Ⅲ 法曹法務研究科に経済学部からの移行教員の他に，平成１７年４月から
充実させること，並びに学生・生徒・教 教員１１名を加え配置し，教育組織を充実させた。事務職員については４
職員等の健康管理面を充実させるために 月から事務職員２名を配置するとともに，７月から非常勤職員を追加配置
一般職員を新規に措置する。 し，学生に対するサポート体制を強化した。また，学生・教職員等の健康

管理面の充実に関しては，学長裁量枠を用いて，カウンセラー（臨床心理
士）を，新たに制定した選考採用制度に基づき採用し，健康安全センター
に配置した。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２００】健全な大学経営と対 【２００－１】平成16年度に策定した指 Ⅲ 執行機関において，計画・実行・チェック・修正のサイクルによる業務
外的説明責任の観点から，執行 針を踏まえ，計画・実行・チェック・修 遂行ルーチンを整えるため，国立大学法人信州大学点検評価規程を一部改
機関においては，計画・実行・ 正のサイクルによる業務遂行ルーチンを 正し，改善方策及び計画，改善勧告及び命令，次期目標・計画への反映に
チェッ ク・修正のサイクルによ 整えるための具体的方策の検討に着手す ついて部局，評価･分析室及び学長がそれぞれ行う業務等を規定した。この
る業務遂行ルーチンを整える。 る。 中で，年度計画に対する評価結果等を次年度の計画に反映させるため，18

年度から10月から11月にかけて17年度計画に対する評価結果と18年度計画
の進捗状況を19年度計画の策定に反映させるため，実施部署や担当理事･副
学長等へのヒアリングを実施することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０１】業務執行効率を考慮 【２０１－１】 監事の行う監査の体制の Ⅲ 監事の行う監査 会計監査人の監査及び内部監査との連携を保つため 国， ，「
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した合理的な監査基準に基づく 整備・充実を図るとともに，監事の行う 立大学法人信州大学監事監査規程」を見直し(一部改正)監査の体制の整備
監査体制を整備する。 監査，会計監査人の監査及び内部監査と ・充実を図るとともに,平成18年４月から事務職員２名体制の内部監査室を

の連携体制の見直しを行う。 設置することとした。また，新たに「監事監査実施細則及び監事会細則」
を制定し，監事の行う監査体制の整備・充実を図った。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０１－２】会計諸規程と財務会計シ Ⅲ 会計諸規程と財務会計システムとの整合性の検証及び見直しのため，会
ステムとの整合性の検証及び見直しを行 計諸規程と予算管理，決算，物品購入，給与，旅費，資金管理，収入，支
う。 出等の財務関係業務の担当部署ごとの業務の流れを示した財務会計業務フ

ローチャートの整合性の検証と各担当部署による見直し結果により12月に
修正版「財務会計業務フローチャート」を作成した。その際，業務の流れ
の一つである財務会計システムについても項目や内容等について検証を行
った。また，組織業務改革に伴う組織改革や業務効率化の実施のため，財
務関係規程24本の改正を行い，それに合わせた財務会計業務フローチャー
ト及び財務会計システムの修正等を行っている。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０１－３】内部監査のマニュアルの Ⅲ 内部会計監査（臨時）を実施するため，実施要領及び監査項目について
検証及び見直しを行う。 検討・決定，監査員に対する監査説明会を実施し，10月5日～10月14日に内

部会計監査（臨時）を実施した。また，内部会計監査等実施要領等につい
て検証・見直しを行い 「内部会計監査等実施要領」,「内部会計監査重点，

」「 」 「 」事項 , 物品検査重点事項 及びマニュアル 信州大学内部監査の手引き
を作成，監査員に対する監査説明会を実施し，12月12日～1月13日に内部会
計監査を実施した。
さらに，平成17年度出納役の帳簿・金庫検査・実地棚卸立会実施要領・

出納役の帳簿，金庫検査の手引き・実地棚卸立会いの手引き・医学部附属
病院棚卸手順書の検討・作成，検査員に対する検査説明会を実施し，18年3
月31日に出納役の帳簿・金庫検査・実地棚卸立会を実施した。
以上の状況から年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０２】近隣の大学等との連 【２０２－１】平成17年1月に締結された Ⅲ 平成１７年１月に締結された長野県内７大学による「長野県内大学単位
携を一層強化し，教育研究分野 長野県内の７大学（清泉女学院，長野大 互換協定」に基づき，平成１７年４月より，県内７大学間において，単位
のパワーアップを図るとともに 学，松本大学，松本歯科大学，諏訪東京 互換履修生の受け入れ及び派遣が開始された。単位互換の実施に当たり,共，
新たな連携・協力モデルの構築 理科大学 長野県看護大学及び信州大学 通のポスター及び大学ごとに募集要項を作成し,各大学の学生に周知を図り， ）
を目指す。 による「長野県内大学単位互換協定」に 実施している。17年度の本学での実績としては,受入学生数が前期,後期併

より，学生の多様なニーズに応えるとと せて13名，履修科目数が30科目,派遣学生数が2名，履修科目数が2科目とい
もに，大学間の相互交流及び連携強化を う状況である。
促進させ地域貢献に力を発揮する人材を 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
共同で育成する。

【２０２－２】平成16年度に開催した本 Ⅲ 本学と上越教育大学との連携協議会での協議に基づき 「教育交流 「研， 」，
学と上越教育大学との連携協議会での協 究交流 「地域貢献検討」及び「教育課程研究」の4部会が以下の事業計画」，
議に基づき 教育交流 研究交流 地 を推進した。，「 」，「 」，「
域貢献検討」及び「教育課程研究」の４ ○教育交流部会
部会の事 業計画を推進し，人的にも教育 従来から実施されてきたフレンドシップ事業については，学生シンポジ

， 。研究の面でも交流を重ね，情報交換を行 ウムを信州大学において12月10日に開催し 両大学の学生が交流を行った
いながら両大学のパワーアップを図って また，美術教育分野（彫刻・立体造形）では，合同展覧会・合同発表会を
いく。 開催したり，理科教育分野では気象単元の教材開発を進めたりなど，学生

たちの活発な参画を支援する体制を重視した活動を行った。
○研究交流部会
両大学・学部の附属学校園の公開授業での参観交流は，正副校園長会を

通して実現を図ることになった。また，参観交流が連携・協力研究の足掛
りとなり，教員養成カリキュラムの共同開発につながることを確認した。
理科以外の教科等で，附属学校園を活用した新たな教員養成カリキュラム
の開発研究が行われたか否かを調査することにした。
○地域貢献検討部会
平成１８年２月に，障害児検査法講習会の実施に関する連携・協力事業
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として長野県内の盲・聾・養護学校教諭４０名が参加し 「特別支援教育相，
談担当研究会」を実施した。平成１７年１０月，また上越教育大学美術分
野と信大教育学部美術分野の共同彫刻展を上越市の町並みの中で実施。さ
らに幼少年剣道指導にかかわる連携・協力事業を本年度も，平成１７年８

， ，月に実施し児童とその保護者２１５名 両大学の学生と教員３０名以上と
前年度比８０％増の２５０名以上の参加を得た。
○教育課程研究部会
(1)教員免許取得学生の付加価値を高める（資格取得）カリキュラム実施に
関する連携については 昨年度に引き続き 両大学で準備した各種資格 学， ， （
校図書館司書教諭，学芸員，社会教育主事）取得のために開講している授
業科目，担当教員（大学の専任教員，非常勤講師）および年度別受講学生
数などの状況を確認した。

， ，(2)平成17年度は新たに 教員養成コア・カリキュラムの開発に関する連携
， ，教職大学院のカリキュラム開発に関する連携についても 情報交換を進め

必要な連携を図ることとした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０２－３】若者や市民が集まる長野 Ⅲ 長野市内の高等教育機関（教育学部，経済学部，工学部，清泉女学院大
市街地で行う 長野ＣｏＣｏカレッジ ア 学，清泉女学院短期大学，長野県短期大学，長野経済短期大学，長野女子「 」（
カデミックなものから実学的なものまで 短期大学，長野工業高等専門学校）の単位互換協定に基づき開講する夜間
含む幅広い各種の講義や講座を開講する カレッジでは，大学等の授業を，長野市内の大学・短大・高専の学生及び
バーチャルなカレッジ）において，長野 市民の方へ開講し，長野市内の大学・短大・高専の学生は，単位互換協定
市内７大学･短大・高専単位互換夜間開講 に基づき単位が認定された。なお，前期の本学関係の開講４科目の（期間:

（ ） （ ） ， ，カレッジを含め，９つのカレッジ・講座 H17.4.11 月 ～H17.7.29 金 )では ９６名(うち市民は６名)が受講し
等を開講し，中心市街地の活性化及び市 後期の本学関係の開講４科目の（期間:H17.10.3（月）～H18.2.10（金）)
民等の生涯教育に対するニーズに貢献す では，７８名が受講した。
る。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
２ 教育研究組織の見直しに関する目標

【 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等に関する基本方針 】中
(1) 教育研究組織の編成・見直しの基本構想を策定する。
(2) 21世紀の社会が必要とする多様な高度専門職業人を養成するため，学部や学問分野の枠を越えた全期
学的視点から大学院研究科の整備・充実を図る 〔修士課程〕。

(3) 高度な研究能力を有した創造的専門職業人の養成と卓越した知の拠点形成を目指した先端的，独創目
的研究を推進する。また，文系・理系などの学問分野を越えた総合大学としての多様な資源を活用し
た個性・特色に優れた大学院研究科の整備・充実を図る 〔博士課程〕標 。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２０３】自己点検・評価と学 【２０３－１】自己点検・評価と学外者 Ⅲ ３名の理事が中心となり設置された戦略企画室が，自己点検･評価や第三
外者による検証や第三者評価を による検証や第三者評価の結果を活かし 者評価の結果を含めて総合的に判断し，教育研究組織の中・長期的な見直
行い，教育研究組織の中・長期 た教育研究組織の中・長期的な見直しの しの基本構想を策定を開始した。また，事務のサポートとして学長直属の
的な見直しの基本構想を策定す 基本構想を策定するシステムの構築に向 学長室を設置し，事務職員４名で構成され，職務のひとつとして分掌され
るシステムを構築する。 けて調査し，検討する。 ている。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０４】教養教育の充実並び 【２０４－１】高等教育機構（仮称）設 Ⅲ 高等教育機構(仮称)設置準備室において，設置に向けて検討を行い，本
に教育に関する研究開発，企画 置準備室において，設置のための運営を 学の共通教育（各学部が編成する教育課程のうち，本学学生に対する教養
及び支援をさらに推進するため 適切に行う。 教育，基礎教育及び日本語・日本事情に係る教育について，全学協力体制，

， ） （ ， ，高等教育システムセンターを改 のもとに 全学共通に行う教育 及び教職関係５学部 人文学部 理学部
組し，高等教育機構（仮称）を 工学部，農学部及び繊維学部）の教職教育(教育職員の免許状授与の所要資
設置する。 格を得させるための教育)の実施機関として，各学部と緊密に連携し，全学

的な見地から共通教育に係る教育課程の企画及び円滑な実施を図るととも
に，本学が掲げる高度専門職業人養成の教育目標を達成するため，学部一
貫教育を前提に本学の教育に関する研究開発，企画及び支援を総合的に行
うことを目的とした全学教育機構を平成１８年４月１日に設置することと
した。基幹教育センターと言語教育センターの２つのセンターで組織し,７
つの部門と３つの部に機構長以下５３名の専任教員等により構成すること
とした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０５】平成19年度に，医学 【２０５－１】医学部保健学科を基盤と Ⅲ 医学部保健学科将来計画委員会で，大学院医学系研究科保健学専攻（修
部保健学科を基盤に，高度で専 した大学院医学研究科保健学専攻（修士 士課程）の設置に向けてのスケジュールを決定し，１０月５日（水）開催
門的な医療技術者や教育者，研 課程）の設置の準備を進める。 の保健学科会議において，大学院医学系研究科保健学専攻（仮称）を平成

。 ，究者の養成を目的として，看護 １９年４月に設置する方向で準備を進めることが承認された それにより
学及び保健学に関する大学院 修 １８年１月から，大学院医学研究科保健学専攻（修士課程）の設置に向け（
士課程）を設置する。 て，文部科学省と事前協議を開始した。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０６】文化，教育，社会政 【２０６－１】文化，教育，社会政策等 Ⅲ 「地域価値創成研究科（博士課程 」の検討を進めた。しかし，事情等に）
策等の分野の高度専門職業人養 の分野の高度専門職業人養成を視野にし より平成１８年度は提出を断念することとした。その後の状況の変化を踏
成を目的として，既存の人文科 た，人文科学研究科の改組・拡充案を検 まえて検討した結果，学部から修士課程まで一貫したカリキュラムの見直
学研究科，教育学研究科及び経 討するするとともに，この計画を促進す しと，研究実績の蓄積につとめることとした。また，この計画を促進する
済・社会政策科学研究科修士課 るために，内陸文化交流室を発展的に改 ために，内陸文化交流室を発展的に改組し「人文学部地域連携オフィス」
程の改組・再編について検討を 組し 人文学部地域連携センター 仮称 として設置し，地域社会や地方自治体と連携機能をさらに強化し，以下の「 （ ）」
開始する。 として充実させる。 取組を行った。

・穂高町（安曇野市）との研究面での連携による大学院生の進展中の研究
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成果を発表させる機会として，大学院の正規授業の一貫としてシンポジ
ウムを穂高町において２回開催した。このシンポジウムでは大学院生，
教員が批判的なコメントをするとともに，建設的な助言をしており，各
大学院生の研究の軌道修正や研究の促進に大いに役立っている。

・ 日韓言語文化研修プログラム２００５」を８月５日～１１日に開催。韓「
国カトリック大学から１７名の学生と教員，信州大学から人文学部を中
心に５０名以上の学生と教員が参加し，研修を行いつつ交流した。穂高
町の全面的な協力を得て，松本市と穂高町で行った。

・塩尻市との連携により９月７日に塩尻市との共催による地域ブランド研
究会大会を開催した。

・大学院委員会の提案した優秀論文賞（後に「修士論文優秀賞」の名称が
確定）の設置が執行部会議で決定した。これにより第１回修士論文優秀
論文賞３名を選出し，研究成果を顕彰した。

・安曇野市よりの研究補助による報告書が完成した。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０６－２】教員養成に対する多様な Ⅲ 教育学部大学院問題検討ワーキンググループにおいて，教育学研究科の
社会的ニーズ等について現状把握をする 改組及び「教職大学院」の設置可能性の検討を行い報告書を作成するとと
とともに，高度な専門性と実践的な指導 もに，長野県の義務教育諸学校の現職教員を対象に，大学院教育学研究科
力を備えた教員を養成する専門職大学院 に対するニーズ調査を実施し，調査結果の分析結果を研究科委員会に報告
(教育版プロフェッショナル・スクール) した。また 「教職大学院」の設置可能性を視野に入れて，先行大学の状況，
の設置と既存の大学院修士課程の教育課 を把握し，情報を収集するために，学外講師を招き「大学院問題に関する
程，教育組織の見直しを一体化して検討 講演会」を１８年２月１６日に開催した。
する。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０６－３】経済・社会政策科学研究 Ⅲ 経済・社会政策科学研究科のイノベーション・マネジメント専攻のダブ
科イノベーション・マネジメント専攻で ルディグリー化は引き続き検討することとした。また，地域イニシアティ
は総合工学系研究科との連携に基づくダ ブ専攻の公共政策コースについては，人文科学研究科との関係から当面既
ブルディグリー化の検討を開始する。ま 存専攻の中の履修コースとして試行する方向で検討をした。
た経済・社会政策科学専攻においては， 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
公共政策を軸とする高度職業人養成課程
のフィジビリティを検討する。

【２０７】経済学部を母体に法 (16年度に実施済みのため，17年度は計 法科大学院設置計画書において，未完成論文を完成済論文として申請し
曹専門家の養成を目的として， 画なし) た，虚偽申請問題に関し 「法科大学院設置申請に係る調査委員会」等の提，
法科大学院を設置する。 言を踏まえ，本学及び法科大学院においては，二度とこの様な問題を起さ
授与する学位の種類及び分野 ないための管理運営に対する取組み，また社会的な信頼回復を得るための

の新設：法務博士（専門職） 取組みを継続して行ってきた。
（信頼回復に向けた取組み等の概要は，特記事項欄（77ページ）に記載）

【２０８】先端的，独創的，学 (16年度に実施済みのため，17年度は計 総合工学系研究科は平成 年度に設置された研究科である。より良い17
際的研究の拠点形成と高度専門 画なし) 研究・教育組織の構築を目指し， 年度においては次の 項目の取組みを17 2
職業人の養成を目指し 理学部 実施した。， ，
工学部，繊維学部を基盤とする （１ 「学位審査基準のめやす」の検討）
工学系研究科 区分制博士課程 本研究科は繊維学，工学，理学，農学の広い学問領域を専攻分野とする。（ ）
に農学系分野を融合した総合工 このため，研究科の統一的な学位審査基準を設定することではなく，各専
学系研究科（仮称 （独立研究科 攻・講座が明確な基準を公表して，審査を公正に実施する体制を構築する）
後期３年のみの博士課程）に改 ことを目的とした。 専攻 講座の「学位審査基準のめやす」を，課程博5 19
組・再編する。なお，工学系研 士と論文博士とに分け，各講座ごとに作成した。
究科（博士前期課程）は工学系 （２ 「山岳科学総合研究所」の改組準備）
研究科（修士課程）とする。 本研究科の「山岳地域環境科学専攻」の教育・研究成果によって新しい学
授与する学位の種類及び分野 問領域「山岳科学」を創造するために，当該専攻が中心となって人文・社

の新設：博士（農学） 会科学及び医学分野を取り込んだ「山岳科学総合研究所」の抜本的な改組
を検討した。

【２０９】医用工学分野等の設 【２０９－１】医学部知的財産活用セン Ⅲ 医学部知的財産活用センターの活動を通して 「医学と工学」及び「医療，
置による医学系研究科の充実方 ターの活動を通して 医学と工学 及 医 と工業」を融合する医工連携を推進するため，教職員向けの「知的財産講，「 」 「
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」，「 」，「 」，策，総合工学系研究科（仮称） 療と工業」を融合する医工連携を長野県 習会 医工連携交流会２００６ シーズとニーズのマッチング交流会
の拡充，両研究科の研究連携の テクノ財団並びに経済産業省の協力を得 「研究・教育などによって得られた研究成果有体物の管理・取扱に関する
推進について検討を開始する。 ながら，学内における医工連携コンソー 講習会」などを開催するとともに各種シンポジウム，工業フェスティバル

シアム事業を遂行できるフロンティア人 等に積極的に参加して，医工連携コンソーシアム事業を遂行できるフロン
材の育成を推進する。 ティア人材の育成や医学部教員の専門性を活かした産学連携を推進した。

また，全国で初めての「医農連携交流会」も開催した。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２０９－２】医工連携活動の一環とし Ⅲ 平成１６年度に採択された「地域新生コンソーシアム研究開発事業」の
て，既に採択された経済産業省「地域新 委託研究を引き続き実施している。また，他の産学連携関連の外部資金を
生コンソーシアム研究開発事業」の推進 積極的に導入するため，科学技術振興機構（JST ，経済産業省，厚生労働）

， 。や，他の産学連携関連の外部資金を積極 省等省庁関連プロジェクト情報を収集し 応募希望者をサポートしている
導入し，医工連携に必要な設備・体制・ 特に，本年度より新たに開始されるJST「シーズ育成試験」への申請に力を
ノウハウの充実を進める。 いれており，将来的な大型プロジェクトの申請・採択・実施まで一貫した

医工連携体制を構築している。実績は,申請５件，採択２件であった。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１０】人文学部を中核とし 【２１０－１】人文学部を中核とした博 Ⅲ 「地域ブランド研究科」については，検討を深めてゆく過程で「地域価
て，文化，教育，社会政策等の 士課程独立研究科「地域ブランド研究科 値創成研究科」と名称変更をし，平成１７年６月の段階まで設置審に提出
地域における高度専門職業人養 （仮称 」の創設を目指し，人文学部にお の書類を作成したが，事情により提出を断念することとした。その後の状）
成を目指し，大学院地域ブラン いて平成16年度から検討している教育改 況の変化を踏まえて検討した結果，学部から修士課程まで一貫したカリキ
ド研究科（仮称）博士課程（独 革プログラム及び研究環境改革プログラ ュラムの見直しを行い，複数学部による大学院博士課程の計画を再検討す
立研究科）の設置を検討する。 ムと連動させて，学部教育研究組織の見 ることとなった。また，全学教育機構設置による人文学部からの教員の移

直し案を策定する。 行にともなう学部教育研究組織の見直しについては，年度を通して検討と
議論を重ね，平成１８年３月２８日開催の教授会で平成１９年度からのカ
リキュラム改革とそれに伴う分野の改組(２４分野から１６分野へ)に関す
る最終的な案が承認された。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

２１０－２ 上記創設予定の大学院は Ⅲ 地域社会と連携した実践的活動を支援するため，内陸文化交流室を発展【 】 ，
大学内での教育研究だけでなく，地域社 的に改組し 「人文学部地域連携オフィス（改組当初は,人文学部地域連携，
会と連携した実践的活動が前提となる。 センターとして活動) を設置した 地域連携オフィスの活動は 穂高町 安」 。 ， （
その活動を支援するため，内陸文化交流 曇野市）との研究面での連携，塩尻市との連携など実施している。
室を発展的に改組する「人文学部地域連 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
携センター（仮称 」を充実させる。）

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
３ 人事の適正化に関する目標

【 戦略的・効果的な人的資源の活用や非公務員型を活かした柔軟かつ多様な人事システム構築等に関する基本方針 】
(1) 戦略的競争優位を達成する人的資源管理を構築するとともに，魅力ある職場の基礎づくりを行う。中
(2) 教職員の人事評価を適正に実施するシステムを構築するとともに，給与等に本人の業績を適切に反映させる。
(3) 柔軟で多様な人事制度を構築するように努める。期
(4) 教員の流動性を向上させることに努める。
(5) 教職員構成の多様化を推進する。目
(6) 中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理を行う。
(7) 「行政改革の重要方針 （平成 年 月 日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，標 」 17 12 24

人件費削減の取組を行う。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２１１】職務に応じ業績を評 【２１１－１】職務の洗出しを行うとと Ⅲ 事務職員の業績評価について，能力資格・給与制度ＷＴにおいて25回に
価する方法の構築，やりがいと もに，業績評価の方向性を人事制度ワー わたり検討を重ね，下記の点について実施した。
自己実現を目指す組織風土の形 キング・グループで検討する。 ・評価の方法を 「目標管理手法による業績評価」と「自己評価と上司との，
成及び能力開発システムの構築 面談等に基づく能力・行動評価」の２本立てで行うこととした。
を図る。 ・目標管理手法の導入方法を検討し，他大学等の状況も調査した上で，信

大ＦＯＣＵＳという業績評価の方法をまとめ，全学の事務職員を対象に
試行を実施，現在，進行中であり結果が出た段階でさらに本格実施に向
けた検討を行う予定である （信大ＦＯＣＵＳの試行にあたっては，人事。
制度ワーキンググループ及び役員会の了承を得て実施している。なお，
この試行結果は給与等への反映は行わない ）。

・能力・行動評価について，点数化を前提とした上位職種と下位職種の２
種類の評価項目を検討し 「評価・面接シート（Ａ・Ｂ 」を作成した。， ）
（点数配分等を検証するため，人事課内でサンプル調査的に試行を行っ
た ）。

・業績評価及び能力・行動評価に関しては，平成18年度からの本格実施を
目指して具体的な評価方法等について検討中である。
また，組織開発イニシアティブグループ（ＤＩＧ）において業務の洗い

出しが行われ，それらの結果に基づき，組織業務改革におけるブレイク・
スルー・チームにおいて 「強化する機能 「合理化する機能」の観点か， 」，
ら，職員の意識改革を含む業務改革・組織改革について，平成18年度から
の実施に向けた具体的検討がなされた。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１２】教職員の公募原則の 【２１２－１】教職員の公募する職種の Ⅲ 職員の公募原則の推進，競争原理の導入，昇格昇進方法の基準及び具体
推進，競争原理の導入，昇格昇 洗出しを行うとともに，公募原則の方向 的運用の説明責任について，能力資格・給与制度ＷＴにおいて25回にわた
進方法の基準及び具体的運用の 性について人事制度ワーキング・グルー り検討を重ね，下記の点について実施した。
説明責任を明確にし，人事の透 プで検討する。 ・昇格昇進方法の基準を作成するためには，職能資格制度・職能資格給与
明性を図る。 制度の確立が必要であるとの結論に達し，その前段階となる，職員の業

績評価及び能力・行動評価制度に関して検討を行った。
・業績評価及び能力・行動評価制度の検討に併せて，職能資格制度・職能
資格給与制度を導入済みの他大学の状況を調査し，当該制度の導入を前
提とした評価制度の検討を行った。

・公募原則の推進に関しては，平成16年度の取組みにより浸透が図られて
いるところであるが，今後は説明責任の明確化などに向けた検証等が必
要であるとされた。
なお，平成１７年度から，本来，採用試験によることとされている事務
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系の職員をその職務の専門性などによっては，選考により採用すること
を可能とする選考採用制度が導入されたが，本制度では，原則として公
募により選考を行うことが明確にされている。

・評価の方法を 「目標管理手法による業績評価」と「自己評価と上司との，
面談等に基づく能力・行動評価」の２本立てで行うこととした。

・目標管理手法の導入方法を検討し，他大学等の状況も調査した上で，信
大ＦＯＣＵＳという業績評価の方法をまとめ，全学の事務職員を対象に
試行を実施，現在，進行中であり結果が出た段階でさらに本格実施に向
けた検討を行う予定である （信大ＦＯＣＵＳの試行にあたっては，人事。
制度ワーキンググループ及び役員会の了承を得て実施している。なお，
この試行結果は給与等への反映は行わない ）。

・能力・行動評価について，点数化を前提とした上位職種と下位職種の２
種類の評価項目を検討し 「評価・面接シート（Ａ・Ｂ 」を作成した。， ）
（点数配分等を検証するため，人事課内でサンプル調査的に試行を行っ
た ）。

・業績評価及び能力・行動評価に関しては，平成18年度からの本格実施を
目指して具体的な評価方法等について検討中である。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１３】職務に応じた多様な 【２１３－１】現在の職員の勤務実態等 Ⅲ 職員の勤務実態等について，職員育成・共同参画・次世代育成などの観
雇用形態の導入及び性差別・年 に関するアンケート調査を行い，職員の 点から，本学の職場の就業環境について，職員の意識を通して現状を把握
齢差別・国籍差別のない職場づ 立場から見た問題点を明らかにする。 するために，全職員を対象に11月に実施した。調査のデータクリーニング
くりに努める。 を終え，単純集計結果を出した。今後，この調査結果を分析し，職員の立

場から見た問題点を明らかにするとともに，職場の就業環境の改善や男女
共同参画社会に向けた今後の取り組みや，少子化社会を迎えるにあたって
の次世代育成への取り組みなどについて，検討を進めることとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１３－２】就業規則の整備により多 Ⅲ 就業規則の整備による多様な雇用形態の導入について，職員育成・共同
様な雇用形態の導入を可能にすると同時 参画・次世代育成などの観点から，本学の職場の就業環境について，職員
に，職務に応じた導入の検討を行う。 の意識を通して現状を把握するために，全職員を対象に11月に実施した。

調査のデータクリーニングを終え，単純集計結果を出した。今後，この調
査結果により現在の就業規則や勤務形態等に対する不満や，就業に対する
ニーズ等を含めた分析を行い，就業規則の整備による多様な雇用形態の導
入などの取り組みについて，検討を進めることとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１４】リーガル・コンプラ 【２１４－１】リーガル・コンプライア Ⅲ リーガル・コンプライアンスに基づく良好で安定的な労使関係の樹立を
イアンスに基づく良好で安定的 ンスとイコール･パートナーシップという 図り，職員が仕事と子育てを両立させ,その能力を十分に発揮できるような
な労使関係の樹立，イコール・ 観点から，現状の点検を行う。 雇用環境の整備を行うとともに,次世代育成支援について地域に貢献する大
パートナーシップの推進とライ 学となるため,平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間の「国立大
フサイクルに合わせた就業形態 学法人信州大学行動計画」を策定し，この計画の達成に向けた取組が開始
の整備を図る。 された。また，職員育成・共同参画・次世代育成などの観点から，本学の

職場の就業環境について，職員の意識を通して現状を把握するために，全
職員を対象に11月に実施した。調査のデータクリーニングを終え，単純集
計結果を出した。今後，この調査結果を分析し，職場の就業環境の改善や
男女共同参画社会に向けた今後の取り組みや，少子化社会を迎えるにあた
っての次世代育成への取り組みなどについて，検討を進めることとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１４－２】次世代育成支援計画を実 Ⅲ リーガル・コンプライアンスに基づく良好で安定的な労使関係の樹立を
施にうつすとともに，ライフサイクルと 図り，職員が仕事と子育てを両立させ,その能力を十分に発揮できるような
の関連で現行就業形態の問題点を把握す 雇用環境の整備を行うとともに,次世代育成支援について地域に貢献する大
る。 学となるため,平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間の「国立大

学法人信州大学行動計画」を策定し，この計画の達成に向けた取組が開始
された。また，職員育成・共同参画・次世代育成などの観点から，本学の
職場の就業環境について，職員の意識を通して現状を把握するために，全



- 68 -

信州大学

職員を対象に11月に実施した。調査のデータクリーニングを終え，単純集
計結果を出した。今後，この調査結果を分析し，職場の就業環境の改善や
男女共同参画社会に向けた今後の取り組みや，少子化社会を迎えるにあた
っての次世代育成への取り組みなどについて，検討を進めることとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１５】安心できる職場環境 【２１５－１】安心できる職場環境の意 Ⅲ 安心できる職場環境づくりのため，職員育成・共同参画・次世代育成な
づくりを推進する。 識調査として，アンケートを実施し，検 どの観点から，本学の職場の就業環境について，職員の意識を通して現状

証するとともに，安心できる職場環境づ を把握するために，全職員を対象に11月に実施した。調査のデータクリー
くりのため労働組合との連絡調整を行う ニングを終え，単純集計結果を出した。今後，この調査結果を分析し，職。

場の就業環境の改善や男女共同参画社会に向けた今後の取り組みや，少子
化社会を迎えるにあたっての次世代育成への取り組みなどについて，検討
を進めることとした。また，人事制度ワーキンググループで長期病気休職
者等の職場復帰プログラムの原案作成において労働組合と連絡調整を十分
に実施し，プログラムを作成した。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１６】教職員のモラルの一 【２１６－１】教職員のモラル向上のた Ⅲ 教職員のモラル向上のための啓発計画を検討するため，職員育成・共同
層の向上に努める。 めの啓発計画を検討するため，アンケー 参画・次世代育成などの観点から，本学の職場の就業環境について，職員

トによる意識調査を実施し 検証を行う の意識を通して現状を把握するために，全職員を対象に11月に実施した。， 。
調査のデータクリーニングを終え，単純集計結果を出した。今後，この調
査結果を分析し，教職員のモラル向上のための啓発計画の検討を進めるこ
ととした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１７】競争力のある魅力的 【２１７－１】競争力のある魅力的な人 Ⅲ 競争力のある魅力的な人事制度の基本原則について，能力資格・給与制
な人事制度を構築し適切な運用 事制度の基本原則を人事制度ワーキング 度ＷＴにおいて25回にわたり検討を重ね，下記の点について実施した。
を行う。 ・グループで検討を行う。 ・能力資格制度・職能資格給与制度，人事考課制度，昇格昇進基準などを

作成するためには，評価制度の確立が必要であるとの結論に達し，業績
評価及び能力・行動評価制度に関して検討を行った。

・業績評価及び能力・行動評価制度の検討に併せて，職能資格制度，職能
資給与制度を導入済みの他大学の状況を調査し，当該制度の導入を前提
とした評価制度の検討を行った。

・評価の方法を 「目標管理手法による業績評価」と「自己評価と上司との，
面談等に基づく能力・行動評価」の２本立てで行うこととした。

・目標管理手法の導入方法を検討し，他大学等の状況も調査した上で，信
大ＦＯＣＵＳという業績評価の方法をまとめ，全学の事務職員を対象に
試行を実施，現在，進行中であり結果が出た段階でさらに本格実施に向
けた検討を行う予定である （信大ＦＯＣＵＳの試行にあたっては，人事。
制度ワーキンググループ及び役員会の了承を得て実施している。なお，
この試行結果は給与等への反映は行わない ）。

・能力・行動評価について，点数化を前提とした上位職種と下位職種の２
種類の評価項目を検討し 「評価・面接シート（Ａ・Ｂ 」を作成した。， ）
（点数配分等を検証するため，人事課内でサンプル調査的に試行を行っ
た ）。

・業績評価及び能力・行動評価に関しては，平成18年度からの本格実施を
目指して具体的な評価方法等について検討中である。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１８】平成18年度までに人 【２１８－１】人事制度ワーキング・グ Ⅲ 能力資格制度，職能資格給与制度，人事考課制度，昇格昇進基準などの
事制度検討委員会（仮称）を設 ループで，能力資格制度，職能資格給与 方向性について，能力資格・給与制度ＷＴにおいて25回にわたり検討を重
置し，職能資格制度・職能資格 制度，人事考課制度，昇格昇進基準など ね，下記の点について実施した。
給与制度・人事考課制度・昇格 の方向性を検討する。 ・能力資格制度・職能資格給与制度，人事考課制度，昇格昇進基準などを
昇進基準などの導入を検討し， 作成するためには，評価制度の確立が必要であるとの結論に達し，業績
平成19年度から実施する。 評価及び能力・行動評価制度に関して検討を行った。

・業績評価及び能力・行動評価制度の検討に併せて，職能資格制度，職能
資給与制度を導入済みの他大学の状況を調査し，当該制度の導入を前提
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とした評価制度の検討を行った。
・評価の方法を 「目標管理手法による業績評価」と「自己評価と上司との，
面談等に基づく能力・行動評価」の２本立てで行うこととした。

・目標管理手法の導入方法を検討し，他大学等の状況も調査した上で，信
大ＦＯＣＵＳという業績評価の方法をまとめ，全学の事務職員を対象に
試行を実施，現在，進行中であり結果が出た段階でさらに本格実施に向
けた検討を行う予定である （信大ＦＯＣＵＳの試行にあたっては，人事。
制度ワーキンググループ及び役員会の了承を得て実施している。なお，
この試行結果は給与等への反映は行わない ）。

・能力・行動評価について，点数化を前提とした上位職種と下位職種の２
種類の評価項目を検討し 「評価・面接シート（Ａ・Ｂ 」を作成した。， ）
（点数配分等を検証するため，人事課内でサンプル調査的に試行を行っ
た ）。

・業績評価及び能力・行動評価に関しては，平成18年度からの本格実施を
目指して具体的な評価方法等について検討中である。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２１９】教員以外の職員のキ 【２１９－１】現行人事制度における職 Ⅲ 自己啓発および研修等の環境と，研修のニーズについて，職員育成・共
ャリア形成について，職員個別 員のキャリア形成について，現状を調査 同参画・次世代育成などの観点から，本学の職場の就業環境について，職

， 。のキャリア計画を作成し，各職 するとともに問題点を把握する。 員の意識を通して現状を把握するために 全職員を対象に11月に実施した
域に応ずる専門的能力の育成を 調査のデータクリーニングを終え，単純集計結果を出した。今後，この調
図るとともに，法人のキャリア 査結果からキャリア形成の現状と問題点について分析し，職員の立場から
育成責任を明確にする。 見た問題点を明らかにするとともに，職員個別のキャリア計画を作成し，

各職域に応ずる専門的能力の育成に向けた検討を進めることとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２０】教員のサバティカル 【２２０－１】教員のサバティカル制度 Ⅲ 教員のサバティカル制度の導入を図るため，教員各種制度WTにおいて検
制度の導入に向けた検討を行う の導入を図るため，現在の制度の点検と 討を進め,教員のサバティカル制度は，本人や代替要員の給与等，実施に係。

見直しを，人事制度ワーキング・グルー る費用につては大学全体として検討する事項とし，他大学の状況調査の結
プで検討する。 果，今後は研修制度との比較，欠員となる講座等への支援方法，業績評価

とのリンク等について検討することになり，制度の主旨に問題がないので
学部単位でなく大学全体として取組み，条件や体制などの整備ができれば
導入は可能としたが，現実に予算措置ができるかが重要な課題となる。ま
た，今後は教員の業績審査制度と結びつけて検討することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２１】必要な部署には，教 【２２１－１】アウトソーシングが必要 Ⅲ 組織業務改革に関して外部コンサルタントと契約し，組織ＤＩＧで事務
員以外の職員の他に非常勤職員 な部署及び職種の把握のための調査を実 の効率化の検討が行われ，各部署の業務内容等の調査・検証が行われた。
・アウトソーシング人材（派遣 施する。 上記の結果を踏まえ，ＤＩＧの総括の下で各業務の担当者で構成したＢＴ
等）を活用し，業務の効率的な Ｔ（ブレークスルーチーム）が立ち上げられ，様々な業務に関してアウト
運営を図る。 ソーシング等の外部者への委託の可否や強化，合理化，廃止等の検討が行

われ，実施可能な組織や業務の改革を平成18年4月1日から順次実施してい
くこととなった。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２２】各分野の実情に応じ 【２２２－１】一部の分野について任期 Ⅲ 教員の任期制の導入に関しては，平成１７年度から健康安全センター，
て任期付き任用を導入する。 付き任用を実施する。 総合情報処理センター(1名採用)，地域共同研究センター(1名採用)，ヒト

環境科学研究支援センター(2名採用)，工学系研究科情報工学専攻情報セキ
ュリティ学講座(2名採用)及びカーボン科学研究所の助教授，講師及び助手
が新たな対象となり，国立大学法人信州大学における教員の任期に関する
規程が改正された。また，新たに国立大学法人信州大学任期付職員規程が
制定され，教員の任期制とは異なる労基法第１４条に基づく任期付職員の
採用が可能となり，プロジェクト対応型の有期雇用の教員や事務職員の採
用が行われ，５名が採用された。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２３】教員総数に占める女 【２２３－１】女性教員雇用の実状につ Ⅲ 女性教員の比率について，職員育成・共同参画・次世代育成作業ワーキ
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性の比率を 中期目標期間中に いて調査を行うとともに，調査結果を公 ングチームにおいて,過去数カ年の実状について資料をまとめるとともに，， ，
15％以上に引き上げる。 表し，現状の周知につとめる。また，女 中期計画完了時の状況についてもシミュレーションを行った。この結果に

性教員雇用の現状について，問題点等を ついて，現状を認識と中期計画の達成に向けた取組への意識向上のため,部
分析する。 局長及び全教員への文書による周知を行った。今後の具体的な方策等につ

いては,教員各種制度検討ワーキングチームにおいても検討することとし
。 ， ，た また 11月に実施した職員に対するアンケート調査結果をもとにして

女性教員の就業に関する問題点の有無等について分析・検討することとし
た。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２４】教員以外の職員総数 【２２４－１】女性職員の就業実態につ Ⅲ 女性職員の就業実態について，職員育成・共同参画・次世代育成などの
に占める女性の割合を，男女共 いて資料分析を行い，問題点の洗い出し 観点から，本学の職場の就業環境について，職員の意識を通して現状を把
同参画社会にふさわしいものと を行う。 握するために，全職員を対象に11月に実施した。調査のデータクリーニン
する。 グを終え，単純集計結果を出した。今後，この調査結果を分析し，職員の

立場から見た問題点を明らかにするとともに，女性職員の就業実態を含め
た職場の就業環境の改善や男女共同参画社会に向けた今後の取り組みや，
少子化社会を迎えるにあたっての次世代育成への取り組みなどについて，
検討を進めることとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２５】平成17年度までに， 【２２５－１】教職員を対象としたアン Ⅲ 育児休業の取得について，職員育成・共同参画・次世代育成などの観点
男女ともに育児休業の取得を進 ケート調査の一貫として，育児休業の取 から，本学の職場の就業環境について，職員の意識を通して現状を把握す
める施策を策定し，育児休業の 得に対する調査を実施するとともに，育 るために，全職員を対象に11月に実施した。調査のデータクリーニングを
取得率の向上に努める。特に男 児休業制度等について制度の解説などの 終え，単純集計結果を出した。今後，この調査結果を分析し，育児休業の
性の取得を奨励する。 周知を図る。 取得状況や職員の立場から見た問題点を明らかにするとともに，職場の就

業環境の改善や男女共同参画社会に向けた今後の取り組みや，少子化社会
を迎えるにあたっての次世代育成への取り組みなどについて，検討を進め
ることとした。また，育児休業制度を含めた次世代育成支援対策全般に関
する制度周知および情報提供の方法等を検討し,18年度に周知・啓発を行う
こととした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２６】外国人教員数を，現 【２２６－１】外国人教員の雇用の実情 Ⅲ 外国人教員の雇用について，教員各種制度ワーキングチームにおいて各
在の人数より増やす。 について調査を行い 調査結果に基づき 部局ごとの教員数のデータにより現状を把握し，外国人教員の実情，メリ， ，

外国人教員の増員配置をすることのメリ ットや定義付け，公募方法等についてそれぞれの問題点を整理して検討を
ットについて人事制度ワーキング・グル 進めた。その結果,現在の外国人教員の制度を再確認し「外国人教師」制度
ープで検討する。 は法人化後「外国語・外国事情担当教員」制度となり，本学の外国語・外

国事情担当教員規程の制定に基き，従来の外国人教師との契約制度を抜本
的に見直し，常勤教員と同様の勤務条件，教育への専念，選考や契約更新
の厳密な運用等を定め，現在5名が契約により雇用されている。また，法人
化後に外国人の任用に関する規制が撤廃され，すべて通常の常勤職員と同
様となり「外国人教員」という区分はないこととなっている。外国人教員
の増配置については問題もあり，外部資金による採用の促進，研究面にお
ける任期制の導入，国際広報，ポスト，採用条件，公募方法等を挙げ，今
後も引き続き検討することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２７】障害者については， 【２２７－１】障害者の雇用状況につい Ⅲ 職員育成・共同参画・次世代育成ワーキングチームにおいて，本学にお
法定基準以上の雇用を行う。 て基礎調査を実施するとともに，本学に ける障害者雇用の状況にいて集計し，問題点や雇用を促進するための基本

おける障害者雇用を促進するための基本 方針について検討した。また，職員育成・共同参画・次世代育成などの観
， ，方針を検討する。 点から 障害者雇用に関する項目を含めた本学の職場の就業環境について

職員の意識を通して現状を把握するために，全職員を対象に11月に調査を
実施した。調査のデータクリーニングを終え，単純集計結果を出した。今
後，この調査結果を分析し，職員の立場から見た問題点を明らかにすると
ともに，障害者雇用の実態を含めた職場の就業環境の改善や男女共同参画
社会に向けた今後の取り組みや，少子化社会を迎えるにあたっての次世代
育成への取り組みなどについて，検討を進めることとした。
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以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２８】本学としての教職員 【２２８－１】各部署における教職員の Ⅲ 全学教育機構の設置に向けて，各学部における教員の再配置等の検討を
定員を定め，不断の評価点検に 必要人員の調査を行うとともに，人員管 行うとともに，事務職員の再配置を含む組織業務改革の関して外部コンサ
基づく効率的な人員管理を行う 理と併せて適切な人件費管理に向けたシ ルタントと契約し，組織ＤＩＧで事務体制の調査が行われ，事務職員の再。

ステムを検討し，整備を図る。 配置が行われた。また，人件費管理については，平成１８年度からの給与
構造改革の実施を踏まえたシミュレーションを実施し，人件費推計を踏ま
え，中期目標期間中は，毎年教員３名，職員５名の人員削減を行う方針を
決定した。今後，さらに国の総人件費改革を踏まえた人件費削減が求めら
れることから，拡大役員会の下に人件費問題検討ＷＧを設置し，当面の人
件費管理について検討を行っている。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２２９】学長裁量の人事枠の 【２２９－１】学長裁量の人員枠の確保 Ⅲ 組織業務改革に関して外部コンサルタントと契約し，組織ＤＩＧで事務
確保と戦略的な運用を図る。 と戦略的な運用を役員会において検討を 組織の再配置を検討し，その検討結果を基に役員会で決定した。これに伴

行う。 い，既存の事務の効率化によって確保した学長裁量枠を，平成１８年度以
降，強化すべき部門に再配置できるようになった。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２３０】総人件費改革の実行 （18年度から追加となった中期計画のた
計画を踏まえ，平成21年度まで め,17年度は年度計画なし）
に概ね４％の人件費の削減を図
る。

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

【 事務処理の効率化・合理化や事務組織の機能・編成の見直し等に関する基本方針 】
(1) 事務組織の見直し等を推進する。中
(2) 他大学等との共同業務処理を実施する。期
(3) 外部委託等の積極的な活用を図る。目
(4) 事務処理の簡素化・迅速化を推進する。標
(5) 事務職員等の専門性の向上を図る。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２３１】法人化を踏まえた新 【２３１－１】事務組織見直しのため， Ⅲ 業務プロセスの合理化を推進し，執行組織の改革を主導・実施するとと
たな事務組織に移行して，点検 役員会の下に設置したワーキング・グル もに，法人経営に関する企画戦略の実施体制等について検討を行う組織開
・評価システムを導入するとと ープ及び学長の下に設置した組織開発イ 発イニシアチブグループにおいて執行組織改革案を策定し，17年12月役員
もに，教育・研究・学生関 係業 ニシアチブチームが中心となって事務組 会において承認を得，18年4月からの執行組織の改革を行うこととした。こ
務及び社会的要請等に見合った 織改革を推進する。 れにより，細分化された係をグループとして括り直すことによって，お互
人的資源の投入について不断の いの仕事の状況を共有しながら，柔軟に協力・補完し合い，さらに各人が
見直しを行う。 複数の業務の知識を身につけながら能力を高めていくことを主眼にしたグ

ループ制を導入するとともに，内部監査室，広報・情報室，研究推進部，
国際交流センター，学生総合支援センターなどを設置し，事務職員を配置
することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２３２】事務系職員の採用に 【２３２－１】平成16年度の問題点等の Ⅲ 平成１６年度の国立大学法人職員採用試験における問題点を幹事会で検
ついて 平成16年度採用分から 見直しを行い，関東甲信越地区国立大学 討し，実際の試験実施に関する部分から，試験区分の設定，採用予定人員， ，
他大学と共同で一括職員採用試 法人等職員採用試験の第一次試験を，同 等を踏まえた合格基準の決定等に至る様々な事項での改善を図った上で，
験（面接試験を除く）及び説明 一期日・試験時間割で，同一の試験問題 平成１７年度の採用試験を実施した。引き続き，平成１８年度以降の試験
会を実施し，関係業務処理の効 により，関東甲信越地区の各会場におい 実施に向け，幹事会による検討が進められている。
率化を図る。 て一斉に実施する。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

， （ ，【２３３】平成17年度から，事 【２３３－１】外部機関による研修，他 Ⅲ 他大学との共同研修等の可能性および効果について 二大学 徳島大学
務系職員の資質向上のための研 大学との共同研修等の可能性および効果 北見工業大学）の実施状況等の予備調査し，その結果等により,職員育成・
修を他大学と共同で実施する。 について検討を行うとともに，他大学の 共同参画・次世代育成ワーキングチームにおいて共同研修の実状や問題点

研修の実施状況等を調査する。 について検討した。また，国立大学協会等外部機関による研修に職員を派
遣し,事務系職員の資質向上を図っている。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２３４】業務の効率化を図る 【２３４－１】常時勤務する職員が行う Ⅲ 組織ＤＩＧの活動として，ブレークスルーチームを立ち上げ，職員が行
ためアウトソーシングを進める 業務について費用対効果を考慮した検証 う業務について費用対効果を考慮して簡素化，合理化を検討し，外部委託。
その方策として費用対効果を考 を行うとともに，検証結果に基づき業務 が可能な業務を特定（５種類の業務。難易度を３段階に区分）し，18年度
慮し大学に常時勤務する職員が の効率化を図るためアウトソーシングを から，実現可能な業務(難易度の低い[難易度１]もの）から，順次実施して
行うべき業務を精選し，その他 検討する。 いくこととした。
の業務は外部委託する。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２３４－２】業務効率化及び費用対効 Ⅲ 組織ＤＩＧの活動として，ブレークスルーチームを立ち上げ，職員が行
果を考慮したアウトソ－シングを検討す う業務について費用対効果を考慮して簡素化，合理化を検討し，外部委託
るとともに，実施・検証する。 が可能な業務を特定（５種類の業務。難易度を３段階に区分）し，18年度

から，実現可能な業務(難易度の低い[難易度１]もの）から，順次実施して
いくこととした。
そのうち財務関係業務として以下の業務に対する検討又は検証を行った。
・旅費業務の簡素化の検討
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（業務効率化と費用対効果を考慮すると，現在の旅費計算方法では細か
い計算が多く人手が掛かりすぎるためアウトソーシングの委託金額が高
額となる。このため，旅費計算業務を簡略化した上でアウトソーシング
導入の判断を行う。また，既に旅費業務のアウトソーシングを実施して
いる大学が実際にどう導入，運用しているかを検証する ）。

・旭会館等宿泊施設等業務のアウトソーシングの検討
・松本地区職員宿舎管理業務，学用車運転業務等の業務内容の検証
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２３５】平成19年度までに， 【２３５－１】学務事務の電算化を推進 Ⅲ １６年度から実施している学務事務の電算化の推進により,本年度は，理
学務事務の電算化を推進し，シ し，シラバスの電子化及び履修登録・成 学部，農学部及び医学部（保健学科）において学務情報システムによるシ
ラバスの電子化及び履修登録・ 績管理のWebによる入力の切替えを行う。 ラバスの電子化を行った。
成績管理のＷｅｂによる入力の （各学部順次） 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
切替えを行う。

【２３６】学内広報の一層の電 【２３６－１】学内広報の電子化計画ス Ⅲ 学内の管理運営等に係る諸通知，情報伝達を円滑に行うため，内部部局
子化を行う。 タッフチームの活動として次を行う。 （本部）から発信する通知，事務連絡，各種情報の伝達方法を従来の紙文

・法人本部，各学部等の現状の調査，導 書主体の方法から電子的配信方法に変更し，情報の発信者から教職員へホ
入可能な方策・システムの検討 ームページにより直接情報を伝達し，内部部局（本部）及び学部事務部等
・電子化計画を策定し，推進するととも の業務に内在している取次ぎ業務や重複業務を合理化するとともに，伝達
に，学内電子化ルールの確立と運用・評 の迅速化，情報の共有化による学内情報資源の有効活用を図り，教職員へ
価 のサービス向上を図るため,学内情報配信システム導入した。システムの導
・システムの導入に伴う円滑な運用体制 入後，一部テスト運用を実施し，各情報配信メディア（グループウェア，
の確立（グループウェア，Web，ペーパー Web等）とのすみ分けを整理するとともに，平成18年4月1日からの本格運用
データ配信システム，メーリングツール （4月に学内説明会を実施）に向けて，管理・運用のルール化や取扱いマニ
等 ，導入システムの評価 ュアルを整備した。）

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２３７】事務処理手続きを見 【２３７－１】文書作成，公印の押印， Ⅲ 公印処理，文書管理処理について簡略化等の方策の検討を行い，平成１
直し，簡素化する。 作成文書の決裁等について事務処理手続 ８年度からの学内文書の文書管理について，現在，内部部局から各部局等

を検証し，簡素化方策を検討する。 への学内文書の発送は，主に紙に印刷された文書を，学内便等により発送
しているが，平成１８年４月より，学内情報配信システムの導入されるこ
とに伴い，学内情報配信システムにより行うこととした。また，文書管理
システムによる文書管理について，学内文書については，現在の文書管理
システムの使用による文書管理（文書記号，文書番号を使用した，文書の
接受，発送の管理）は行わず，各課，室，グループ，係等で，責任を持っ
て文書管理（文書の接受，発送の管理）を行うこととした。なお，公印処
理については，学内文書への押印の原則廃止等簡素化を行った。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２３７－２】財務会計システムによる Ⅲ 財務会計システムによる業務処理フローを充実するため以下の取組を実
業務処理フローを見直し，充実する。 施した。

・財務会計システムの各種マスタを見直し，昨年度，非効率であった部分
を新年度マスタへの反映

・新たな物品調達業務フロー（案）の作成
・平成16年3月に作成した財務会計業務フローの見直し作業
・18年度以降の組織改革を踏まえた財務会計システムのマスタ設定の計画
・財務会計業務の検討結果による支払情報の一括更新機能対応カスタマイ
ズ

・委任経理金受入システムを分離構築し業務の効率化を図るため，従来の
，委任経理金・科学研究費補助金システムから委任経理金部分を切り離し

新たな現状の業務に即した受入業務システム開発の検討
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２３７－３】検証・見直し結果に基づ Ⅲ 検証・見直し結果に基づく新たな財務関係事務処理体制の確立を計るた
く新たな事務処理体制を確立し，実施す め以下の取組を実施した。
る。 ・平成16年度よりの財務会計システムにおける支払業務を検証・見直によ
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る支払業務のマニュアルの作成
・組織業務改革に伴う業務分析に必要な業務一覧表の作成
・学部学生については保護者に，大学院生については本人に授業料納入案
内の郵送

・入学検定料及び入学料の窓口収納を原則廃止し，銀行振込による収納を
実施

・科学研究費補助金の銀行預金口座を研究種目別での管理から，文部科学
省及び日本学術振興会から交付される科学研究費補助金の銀行口座の一
本化による銀行口座件数の減少

・科学研究費補助金の支払決議書のファイリングを研究代表者ごとのファ
イリングから部局単位ごとのファイリングへの移行

・調達課業務の検証（教員等の発注件数，集中・一元化したことによる課
題など）

・本学ＨＰ上の授業料案内の整備
・ノーツに受託研究･共同研究費の収納情報及び予算執行情報の掲載による
早期予算執行可能な体制の構築

・学内保有の携帯電話の使用料金支払いの口座振替
・平成16年度決算のフォローアップ（要点整理）による月次集計の精度を
高めるための勘定科目に対応した経費区分の整備（光熱水料等のセグメ
ント別経費割合を含み整備）

・業務見直しによる合理化人員の算定
・資金管理における内部牽制体制の構築を行うための方策の検討
・通常の物件費等の一般支払いの月末一回支払い
・財務マネジメント調査研究に係るデータ収集及び調査結果分析（タイム
レポート作成）

・一時施設使用料（不動産使用料，物品使用料，光熱水料）の一本化，定
額化の検討
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

， ， ，【２３８】平成17年度までに， 【２３８－１】平成16年度に制度化した Ⅱ 本年度は 各部局で必要な専門知識 経験を要する業務について調査と
専門的な業務に従事する職員に 選考採用による職員の専門的研修が必要 職員を対象とした研修ニーズについての調査を実施した。平成１６年度の
ついての一般公募による選考採 な業務の洗出しを行うとともに，それら 選考採用者に対する個別調査は実施できなかったので，職員の研修方法等
用の方法を導入し，一層専 門的 の業務に就く職員の研修方法等について については，業務の実態と合わせて次年度の課題としたい。
な研修を実施するなど事務職員 検討する。 以上の状況から,年度計画を十分には実施していないと判断する。
等の専門性の向上を図る。

【２３９】理事の業務執行支援 【２３９－１】外部者を含めた専門的知 Ⅲ 執行組織業務の見直しのため設置した組織ＤＩＧにおいて執行組織改革
組織として，スタッフ組織を設 識・経験をもつスタッフとの協働体制に 案を策定し，17年12月役員会において承認を得，１８年４月からの執行組
置し，外部者を含めた専門的知 よる理事の業務執行支援組織として，ス 織の改革を行うこととした。これにより，理事，副学長の下に，業務執行
識・経験をもつスタッフとの協 タッフ組織を充実し，効率化・合理化を 支援組織として広報・情報室，研究推進部，国際交流センター，学生総合
働体制により，事務職員の専門 推進する。 支援センターなどを設置し，事務職員を配置することによるスタッフ組織
性を高める。 の充実，効率化・合理化を図った。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

○戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用
・学長裁量の人員枠の配分は，人事調整委員会において，学長裁量分の定数配分につい

・運営のための企画立案体制として本学では，学長の下，担当を持った理事，副学長を て検討を行い，下記のとおり決定した （ 資料編」３―２参照）。「
置き，学長を補佐する体制としているが，全学的な観点から本学が将来に向けて創造的 ・法曹法務研究科の設置
な発展を図るため，戦略企画室会議を設置している。また，その下に，①教育戦略企画 研究科に教員５名の配置及び経済学部に法科大学院係を設置し事務職員１名を配置
チーム（リーダー 教学担当副学長 ，②研究戦略企画チーム（リーダー 研究・産学官連 ・環境マインドを持つ人材の育成（文部科学省 特色ある大学教育支援プログラム））
携・地域連携担当理事 ，③地域連携戦略企画チーム（リーダー 研究・産学官連携・地 プロジェクト対応要員として教員１名，事務職員１名を工学部に配置）
域連携担当理事）を置いている。 ・学生，教職員のメンタルヘルス
戦略企画室会議の本年度の活動状況，具体的検討結果，実施状況等は,次に掲げる事項 学生・教職員のメンタルヘルスのためのカウンセリング等の充実を図るため，健康

について，経営の視点に立ち全学的な観点から検討が行われ，かつ，迅速な結論が得ら 安全センターにカウンセラー（事務職員１名）を配置
れた。 また，組織ＤＩＧの主導により組織業務改革を実施し，業務改善テーマに基づく合理
新大学院構想への着手，学術研究推進戦略策定，平成19年度概算要求，国際交流セン 化及び内部部局全業務に対する一律の合理化により得られた定数を，戦略企画機能，学
ターの設置（留学生センターの改組 ，山岳科学総合研究所の再建構想，独自財源の獲 生サービス機能，研究支援，学部企画機能等の強化すべき重点事項に投入した。）
得方策・支援団体・寄付金制度（基金）構築に向けての検討，文部科学省への各種教 なお，上記の配分による事業の実施状況は下記のとおりである。
育ＧＰの申請，学内版ＧＰの創設準備（18年度から学長裁量経費で予算化 ，学長裁量 ・法曹法務研究科）
経費の弾力的な運用 等 法曹法務研究科は平成１７年４月１日に設置され，学長裁量分を含む１４名の専任
加えて，戦略的・機動的な大学経営を展開するため 「経営計画体系」の整備をにらみ 教員，新たに構築された特任教授制度の基づく特任教授６名等により授業を開始し，

「経営方針」策定に取組みを開始した。 た。また，事務組織としては，学長裁量分１名及び既定の定数１名の合計２名で設
なお，国立大学法人法に基づき，役員会の議など必要な手続きを経て，学長が意思決 置及び設置後の様々な事務手続に従事している。

定を行っている。 ・環境マインドを持つ人材の育成
環境マインドＧＰ対応として助教授１名，事務職員１名が工学部に配置され，全学
的な環境マインド教育の実践を目指し，プロジェクト業務に従事している。○法人としての総合的な観点からの戦略的・効果的な資源配分

・学生，教職員のメンタルヘルス
・学長のリーダーシップを発揮するため，全学的視点からのプロジェクト等に措置する 従来カウンセリング業務を担当する常勤職員がいなかったが，学長裁量により，常
経費として教育改善推進費（ 千円 ，及び年度計画実施に特に必要な経費として 勤のカウンセラーを配置したことにより，各事業場における相談環境が充実した。211,253 ）
特別事業経費（ 千円）を措置している。116,863

○資源配分に対する中間評価・事後評価の実施と必要に応じた資源配分の修正運用については，学長の指示及び学内公募のうえ，学長及び戦略企画室メンバーによ
りヒアリングを実施し重点配分した （ 資料編」３―１参照）。「
学部長の裁量による経費として，学部長裁量経費を教育研究経費より確保し（ ・平成17年度における学内予算配分について評価検証を行なうため，予算制度検討ＷＧ100,341

千円 ，科学研究費補助金の応募率，学部の就職率等の実績を勘案して評価査定のうえ， を発足し，各学部等における予算配分の現状と学内予算配分についての要望等を踏まえ）
重点的傾斜配分を実施した （ 資料編」４参照） たうえで，人件費，学長裁量経費，学部等に配分する教育研究経費等について検討を重。「
これらの資源配分による事業の実施状況は以下のとおりである。 ねた。人件費，学長裁量経費については，現状把握と予算編成上の考え方について，教
○学長裁量経費 育研究経費については，教育研究経費の考え方及び特別事業経費等の必要性，並びに予
・教育改革・改善プロジェクト：高等教育機構の整備，食料保健機能開発研究セン 算額の検討，また，個々の学部における教育研究の違いを考慮した教育研究経費予算積

ター設置による産学連携推進プロジェクト，医学教育カリキュラムの充実・改 算単価の検討等行なった。さらに，目的積立金の使途，17年度予算の補正について検討
善に向けたプロジェクト，ISO取得のための事業等 した。

・特別事業経費（中期計画・年度計画達成に必要な経費 ：省エネ計画・年次計画等 評価結果を踏まえた資源配分の見直しの状況として，人件費については，物件費との）
に対するＰＤＣＡサイクルの実施にる効率的な計画への見直し事業,e-Learning 区分を明確にし，予算枠等について見直した。学長裁量経費については，従来の採択配
を推進し各学部における年度計画達成のための事業（コンテンツ作成 ，研究者 分方法の考え方を見直し，大学の自助努力・工夫による大学の特色を活かした事業展開）
の研究概要・業績 地域社会や産業との連携情報を登録した 教育研究者総覧 を可能とする実施方針を策定した。学部等に配分する教育研究経費については，大学に， 「 」
についてのリアルタイム情報発信事業，信州大学評価情報データベースの充実 おける最も重要な事業である教育研究活動の基盤的経費としてできる限り確保すること
・活用による中期目標・中期計画の達成度の検証の実施，改善計画に資するた を基本的な考え方として，予算制度ＷＧで検討見直しを行ないＷＧの答申として取りま
めの評価指標・モニタリング情報として全学に提供する事業，組織・業務等見 とめた。さらに，それらのまとめとして，予算制度検討ＷＧ中間答申として報告し，平
直しＷＧによる組織・業務等見直しプロジェクト及び経営改革推進チーム及び 成18年度予算配分における予算配分方針，同基準，学長裁量経費基本的方針等を策定し
コンサルタントとの協働による組織改革の課題設定，研修の実施，各部門にお た。また，目的積立金の使途，補正予算についても検討を行い，平成17年度目的積立金
けるミッション・機能見直しを行い改革プランの策定及び組織体制の改善・整 の使用計画，補正予算を策定した。
備事業等 なお，学内共同教育研究施設等の時限の設定については,平成17年4月に設置されたカ

○学部長裁量経費は，学部長がリーダーシップを発揮する経費として，学部運営経費 ーボン科学研究所に10年の時限が設定されている。
やインセンティブ経費等として事業等を実施した。
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なお，経営協議会の審議において,大学運営に活用された指摘事項等は，本年度はなか○業務運営の効率化
った。

・事務組織の再編・合理化など，業務運営の合理化に向けた取組として，組織開発イニ
○監査機能の充実シアチブグループ 組織ＤＩＧ において 18年4月からの執行組織の改革案を策定した（ ） ， 。

具体的には，業務運営の合理化を目的として，法人本部にグループ制を導入するととも
に，内部監査室，広報・情報室，研究推進部，国際交流センター，学生総合支援センタ ・事務組織の業務執行，組織の見直しの結果，内部監査機能の強化のため，平成18年４
ーなどに再編し 担当役員等の直接的な支援機能の強化と学生サービスの充実を図った 月に内部監査室を設置することとした。内部監査室では，本法人の目標，計画の効果的， 。
また，組織開発イニシアチブグループにおいて，ブレークスルーチームを立ち上げ， な達成のため，業務の有効性及び効率性並びに業務処理の適切性を高める観点から，業

簡素化，合理化を検討し，外部委託が可能な業務を特定（難易度を３段階に区分）し， 務全般について，改善を重視した監査を行う。独立性の担保として，学長直属の機関と
18年度から，実現可能な業務（難易度の低い［難易度１］もの）から，順次，実施して し，監査業務以外の業務は，基本的に担当しない （ 資料編」７参照）。「
いくこととした （ 資料編」５参照）。「
・各種会議・全学的委員会等の見直し，簡素化による教職員の負担軽減のための取組と ・本年度の内部監査は，以下のとおり実施した。
して,教育研究評議会，経営協議会，学長選考会議等の全学的な委員会の構成員や職務内 １．物品検査（交替検査）
容等を検証し，見直しを以下のとおり行った。 繊維学部物品供用役等の交替に伴い，責任の所在を明確にするため，財務部資産
検証対象委員会等の数：４７委員会 管理担当部門の主査等により交替検査を実施した。
見直しを行った（予定を含む ）委員会等 ○検査実施日 平成17年４月１日，○検査実施部局等 繊維学部物品供用役。
・構 成 員の見直し：２７委員会 ○検査実施日 平成17年４月４日，○検査実施部局等 人文学部物品供用役
・職務内容の見直し：１２委員会 ○検査実施日 平成17年４月28日，○検査実施部局等 経済学部物品供用役
組織変更に伴い移行した委員会等：２委員会（新設：２，廃止：２） ○検査実施日 平成18年１月16日，○検査実施部局等 内部部局物品供用役
廃止した委員会：３委員会 ２．内部会計監査（臨時）
また 委員会審議に必要な人員の再配置 組織の見直しによる構成員の見直しを含む 科学研究費補助金の執行状況を的確に把握し，適正な執行を確保するため，財務， （ 。）

を実施し，委員会の体制を強化するとともに，効率的な意思決定を可能とする組織体制 部監査部門の監査担当補佐，係長（監査係・決算係・総務係，延22人）等により臨
を整備した。なお，今後も委員会の見直しを継続し，更なる効率化に努める。 時監査を実施した。
なお，各学部の委員会関係事務の簡素化について，組織開発ＤＩＧにおいて平成18年2 ○検査実施日 平成17年10月５日～10月14日

月～3月にかけて下記事項の具体策を各学部へ提案し，学部において，検討の上，実施す ○検査実施部局 内部部局，学生部，人文学部，教育学部，経済学部，理学部，
ることとなった。 医学部，附属病院，工学部，農学部，繊維学部
・この委員会を廃止できないか ・委員会を合併できないか ・委員会以外の手段は取 ３．内部会計監査（定期）
れないか ・委員会の回数を減らせないか ・議題を少なくすることはできないか 法人の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として，合規性と合理性の観

・委員会時間を短縮できないか ・委員会の委員・オブザーバーなど参加者数を減らせ 点から業務における内部統制が適性に実施されているかについて，財務部職員（延
ないか ・書類の配布・資料作成を減らせないか 46人）による検証を行った。

会計規則第38条に基づく内部監査及び物品管理規程第31条に基づく物品検査を実
施した。○定員を適切に充足した教育活動の実施
○検査実施日 平成17年10月５日～10月14日

， ， ， ， ， ，・学士・修士・博士・専門職学位課程ごとの収容定員に対する充足率は， ○検査実施部局 内部部局 附属図書館 人文学部 教育学部 経済学部 理学部
学士課程114.1％ 修士課程160.4％ 博士課程117.0％ 専門職学位課程90.0％であり 医学部，附属病院，工学部，農学部，繊維学部， ， ， ，

， ， ，85％以下の課程はない。 ○効果的及び効率的な監査及び検査を実施するため 重点事項として 会計検査院
監事，会計監査人による検査及び監査指摘事項について実施した。
○監査員における監査の質的向上を図るため，スタッフミーティングを充実した。○外部有識者の積極的活用
○監査マニュアルを改訂し，効果的及び効率的な検査を実施した。

・外部有識者の活用状況として,本学の留学生等に係る国際交流関係業務の充実を図るた ○指摘事項となったものについては，１か月以内に改善するよう指示し，改善状況
め，国際交流課長の採用を，独立行政法人国際協力機構からの人事交流により平成１７ を確認することとした。

， ，年４月１日付けで行った。 ○内部監査報告は 監事及び会計監査人に報告することにより有機的な連携を図り
また，平成 年度に開設された信州大学大学院法曹法務研究科（法科大学院）の設置 かつ，監査結果の双方向的情報交換により相互補完することにより監査の質の向上17

申請に際し 未提出論文を受理済みとして申請した疑いが生じたことから設置された 法 と効率化が図られた。， 「
科大学院設置申請に係る調査委員会」の報告書に基づき，法科大学院及び経済学部の信 ○また，内部監査報告を掲示板に掲載することにより職員が共通認識を持つように
頼回復に向けた今後の措置等を検討するため，学外有識者４名を含む８名の委員で構成 した。
する信州大学法科大学院改善検討委員会が学長裁定により設置され，本年度４回の委員 ４．出納役の帳簿･金庫検査･実地棚卸立会検査
会を開催し，教授会の運営方法等管理運営体制，教育内容及び教育方法等について審議 会計規則第38条に基づく出納役の帳簿･金庫検査･実地棚卸立会検査を財務部職員
し，対応した。 （15人）により実施した。
・本年度の経営協議会は,６月27日,11月17日,２月23日,３月17日の４回開催された。 ○検査実施日 平成18年３月31日

， ， ， ， ， ，また，協議会委員に自治体関係者として松本市長を追加し,学外委員８人,学内委員７ ○検査実施部局 内部部局 附属図書館 人文学部 教育学部 経済学部 理学部
人,計15人の委員で構成することとなった （ 資料編」１参照） 医学部，附属病院，工学部，農学部，繊維学部。「
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・監事監査について，定期監査のほかに，以下のとおり臨時監査及び特別監査を実施し ⑧ 平成１８年１月，信州大学の全教職員が遵守すべき，倫理規範として 「信州大学教，
た （ 資料編」６参照） 職員行動規範」を制定し，各職場に掲示した。。「
１ 臨時監査 ⑨ 平成１８年４月，大学の法令遵守管理。維持体制，倫理規程遵守体制等に係る監査実

監査項目：刊行物の発行責任体制 施部署として，学長の下に内部監査室を設置した。
監査実施期間：平成17年４月５日～６月22日 ⑩ 学生へのきめ細やかな学生指導を行うために，平成１８年４月より，学生からの質問
指摘事項：学内刊行物の編集・発行体制（責任体制）の学内基準の制定，チェッ 等に教員が単独又は複数で講義室において対応する「クラスアワー」を開設することと

ク機能の整備が必要 している。
活用された指摘事項：信州大学刊行物の編集・発行基準（平成17年11月17日）の ⑪ 平成１７年１２月６日に平成１８年度学生募集等の自粛を解除し，学生へきめ細かに

制定 対応するため募集人員を30人とし入学者選抜試験を平成１８年２月１８日及び２月１９
２ 特別監査 日に実施した。募集人員30人に対し，応募者88人，受験生82人で，最終的に，31人の入

監査項目：リスク管理に関する全学的な体制の整備状況等 学者を得た。
監査実施期間：アンケートによる調査 平成17年10月27日～11月11日 ⑫ 処分等の実施（６月８日付け）

面談による聴き取り調査 平成17年11月30日～平成18年2月1日 ○懲戒処分
懇談会形式によるディスカッション 平成18年４月26日 停職 ３ヶ月 経済学部長（当時）

指摘事項：リスク管理に対する体制，システム及びそれらをチェックする機能が 減給 ２ヶ月 １/１０ 教員（申請実務責任者）１名
一部を除いて見受けられない。特別監査を一つの契機として，リスク管 ○訓告 上記以外の原稿提出遅れの教員 ２名
理に対する意識を高め，管理体制の構築，整備を図られたい。 ○その他

・理事（１名） 理事辞任，役員譴責（原稿提出遅延等）
・学長 監督責任（報酬の自主返納 ３ヶ月 １/１０）○昨年度の業務実績の評価結果を受けて行った取組

⑬ 再出発に際しての大学としての反省の意思表明
・法科大学院設置計画書において，未完成論文を完成済論文として申請した，虚偽申請 法科大学院虚偽申請問題に関連し本学法科大学院在学生，社会一般に対し反省の意を
問題に関し 「法科大学院設置申請に係る調査委員会」等の提言を踏まえ，本学及び法科 改めて示すため，本学全役員・副学長（学長を含め１０名）が報酬の１割を３ヶ月間自，
大学院においては，二度とこの様な問題を起さないための管理運営に対する取組み，ま 主返納した。
た社会的な信頼回復を得るための取組みを継続して行ってきた。
なお，今日までの信頼回復に向けた取組み等の概要は，以下のとおりである。

① 法科大学院設置申請に関し中心的役割を担った教員３名からの辞任申立を受理し法科
大学院教育から除外し，当該教員の後任を７月１５日の研究科教授会にて決定した。
② ４月２７日の研究科教授会にて学長より辞任勧告を受けた前研究科長の辞任を承認
し，５月１３日，新研究科長を選出した（５月１６日発令 。）
③ ６月２４日の研究科教授会において，外部の専門家による査読制の導入，完成論文等
を受理した日時の『信州大学法学論集』への記載，研究・紀要委員会による論文等の管
理・運営記録の作成・保持等の事項を定める「信州大学大学院法曹法務研究科『紀要』
『 』 」 。 「 」スタッフペーパー 投稿内規 を制定した １８年３月の 信州大学法学論集第６号
発行に際しては査読を実施し，論文の受理年月日を記載された法学論集が発行された。
④ １１月１７日，信州大学の全学の刊行物に関する 「信州大学刊行物の編集・発行基，
準」を制定し厳格な管理を行うこととした。
⑤ ６月１６日，全学的組織として４名の外部有識者を含む８名から構成される「信州大
学法科大学院改善検討委員会」を設置した。７月１８日以降平成１７年度に４回の会議
が開催され，研究科教授会の運営方法など管理運営全般の改善に関する事項，教育内容
及び教員組織の充実に関する事項，教育環境の整備・充実に関する事項，学生に対する
就学援助のあり方に関する事項等について審議がなされ，審議経過の中で取組みに対し
て意見をいただきながら改善を図ってきた。
⑥ ６月２８日，設置申請について全学的に審議を行う組織として，理事及び学内の複数
の研究科長の６名から構成される「信州大学設置認可申請審査委員会」を設置した。
７月２１日以降平成１７年度に９回の会議が開催され，本学の設置申請に関する設置計
画書及び専任教員採用等年次計画変更書に係る審査が行われた。その中で，法科大学院
は，９月１６日付けで，設置計画書の実質的な再提出を求められ，本委員会及び役員会
での審議を経て文部科学省へ提出し，１２月５日付けで文部省高等教育局長から，大学

， 。設置・学校法人審議会の審議結果として 法令・基準に適合している旨の通知を受けた
⑦ ５月２７日付にて，法科大学院内に，実務家弁護士教員を委員長とするコンプライア
ンス委員会を設けた。さらに，平成１８年１月４日付けで，副学長（教学担当）を加え
て，全学的な観点から法科大学院の法令遵守体制を確立・維持することとした。
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

【 科学研究費補助金，外部研究資金等の増加に関する基本方針 】中
(1) 科学研究費補助金の申請率及び採択率を高める。期
(2) その他の外部研究資金の受入金額について，着実な増加を目指す。目
(3) その他の自己収入の増加に努める。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２４０】申請件数及び採択件 【２４０－１】科学研究費補助金の申請 Ⅲ 科学研究費補助金，共同研究，受託研究，奨学寄附金等の外部資金の獲
数の増加を図るための方策を積 件数や採択状況及び寄附金等の受入れ状 得に向けて,積極的な申請等を促すため,科学研究費補助金の申請及び採択
極的に検討し実施する。 況を役員会等で報告するとともに，大学 状況等及び寄附金等の受入状況を学部別に一覧表を作成し,拡大役員会や教

のホームページ上でも採択者等を掲示 育研究評議会に報告するとともに大学のＨＰ上にも補助金や助成金等の採
し，全教員に申請に対する啓発を行う。 択状況，科学研究費補助金の公募要領,ガイドブック，電子申請手続き等を
また，前年度の実績をもとに学部ごとに 掲示し，学部の努力目標の目安や申請に対する啓発を行った。その結果，
努力目標等を示し 積極的な申請を促す 科学研究費補助金の17年度の採択率と配分金額は，若干減少したが,新規申， 。

請件数は，前年度から17年度が25件，18年度が13件の増となった。また，
共同研究は69件93,098千円，受託研究は31件460,484千円の大幅なアップが
見られた。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４０－２】全教員が，個人申請の助 Ⅲ 外部研究資金獲得に向け教員が積極的に申請するよう促すため，補助金，
成金等を含め，１件以上の外部研究資金 助成金等の公募について，大学のホームページに掲載し，発信するととも
に申請するよう促す。 に10月に在松学部及びそれ以外の学部（全５会場）において 「科学研究費，

」 ，補助金に係る不正使用等防止及び平成18年度公募要領等説明会 を実施し
科研費制度の概要や獲得の重要性を説明し，応募促進の啓発を行い，新規
応募者数が前年度と比較して39名増加した。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４１】部局全体の申請率及 【２４１－１】さらなる申請率及び採択 Ⅲ 平成17年度学部長裁量経費における科学研究費補助金等の申請率・採択
び採択率の向上を図るため，採 率の向上を目指したインセンティブ付与 率を向上させるため，評価項目の検証を行い学長，戦略企画室メンバーに
択者に対するインセンティブの システムを整備し，充実する。 より平成17年度学部長裁量経費の実施要項を策定し，科学研究費補助金の
付与を部局予算配分に反映する 申請率を含めた基準による評価・審査・査定を行い，学部長裁量経費の配。

分を行った。
また，戦略企画室会議において，科学研究費補助金等の申請率等の向上

を図り，インセンティブ付与を含めた傾斜配分方法等の見直しをするため
平成18年度学部長裁量経費の要項について検討し，拡大役員会・役員会に
おいて，18年度学部長裁量経費の実施要項について報告するとともに18年
度予算配分方針，同基準を審議・承認した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４２】補助金公募等のニュ 【２４２－１】補助金，助成金等の公募 Ⅲ 科学研究費補助金，共同研究，受託研究，奨学寄附金等の外部資金の獲
ースソース及び申請に関する手 について 大学のホームページに掲載し 得に向けて,積極的な申請等を促すため,大学のＨＰ上に補助金公募等のニ， ，
続き，Ｑ＆Ａ，留意事項等を常 発信するとともに，関係部局へは通知す ュースソースや公募要領,ガイドブック，電子申請手続き等を掲示するとと
時ホームページで発信するとと る。また，特定学部の推薦すべき助成金 もに各学部へ，紙ベースでも周知を行っている。また，大型補助金や特定
もに，説明会を毎年開催する。 等がある場合は，部局長等へ積極的に申 学部対象の公募についても周知に努め，申請に対する啓発を行った。

請するよう促す。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４２－２】毎年応募のある競争的資 Ⅲ 平成18年度科学研究費補助金応募について，全研究種目に電子申請ｼｽﾃﾑ
金等については，公募前から情報提供し が導入されたことに伴い，大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「研究協力情報」で情報提供する
事前に準備する。また，大学全体構想に とともに，部局へ赴き，説明会を開催し，申請手続き等に備えることがで

信州大学
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関する資金の申請に関し，部局へ指示， きた。
依頼等を行う。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４２－３】補助金，助成金等の公募 Ⅲ 平成18年度応募分より科学研究費補助金申請方法が電子申請システムに
の説明会等に参加し，学内においても説 よる研究種目が拡大（実質，全研究種目）されるため，7月に開催された日
明会等を開催する。 本学術振興会主催の「科学研究費補助金の公募に係る「独立行政法人日本

学術振興会電子申請システム」に関する説明会」と9月に開催された文部科
「 」 。学省主催の 平成18年度科学研究費補助金公募要領等説明会 へ出席した

また，説明の概略を各部局へ電子メールを使用して周知するとともに「科
学研究費補助金に係る不正使用等防止及び平成18年度公募要領等説明会」
を在松学部及び在松以外の学部（５会場）で開催し，不正使用等防止の啓
発と科学研究費補助金の積極的な応募の推進・平成18年度応募に関する改
正ポイント（電子申請を含む）についての説明を行った。教職員向け説明
会の参加者数は，各部局へ赴いて開催したこともあり，約350名であった。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４３】信州大学産学官連携 【２４３－１】大学の最先端技術シーズ Ⅲ 大学の最先端技術シーズを産業界に広く紹介し，産学連携を推進するこ
「 」推進本部及び地域共同研究セン を産業界に広く紹介し，産学連携を推進 とを目的とした産学マッチングイベントである イノベーションジャパン

ターを核として，信州大学の各 することを目的とした産学マッチングイ や，松本地域の中小企業が持つ高い生産加工技術や大学の研究成果を紹介
部局が地域産業界，地方自治体 ベントである 「イノベーションジャパ する「まつもと広域工業フェア」等，本学のシーズを提供できる場に積極
と産学官連携を推進することで ン」や，松本地域の中小企業が持つ高い 的に参加するとともに本学のシーズを発表する交流会等を開催し，研究の，
外部資金の獲得額の増加を目指 生産加工技術や大学の研究成果を紹介す 広報活動等を行い，共同研究件数は前年度の1.6倍，受託研究件数は前年度
す。 る「まつもと広域工業フェア」等，大学 の1.3倍，合計金額も3,400万円増で10億円を突破した。

のシーズを提供できる場に積極的に参加 ○参加したイベント等
し，研究の広報活動等を行い，共同研究 イノベーションジャパン2005，地域連携フォーラム2005，諏訪圏工業メ

， ， ，等の相手企業を獲得する。 ッセ2005 産学官連携ビジネスショウ2005 まつもと広域工業まつり2005
ＪＳＴ･コラボ産学官新技術説明会
○本学が開催した交流会等
シーズとニーズのマッチング交流会(２回)，医農連携交流会，医工連携

交流会，RC先端技術シーズ発表会(２回)，信州大学･セイコーエプソン技術
交流会
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４４】知的クラスター創成 【２４４－１】本学教職員の長野・上田 Ⅲ 17年度に３回開催された知的クラスター創成事業本部会議や隣接８クラ
事業を推進するために，(財)長 地域知的クラスター創成事業の連絡会議 スター意見交換会に参加して本学と(財)長野県テクノ財団，参加企業等の
野県テクノ財団，参加企業等の 等への出席 （財）長野県テクノ財団担 諸団体との相互の情報交流を行い事業を推進している。現在推進事業に15，
諸団体と連携し，共同研究の一 当者の本学会議への参加を願うなど，相 の研究が推進され，それらから派生する共同研究も増加している。
層の増加を図る。 互の情報交流による協力体制のもと，事 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

業を推進する。

【２４５】21世紀COEプログラム 【２４５－１】21世紀COEの研究成果を Ⅲ イノベーションジャパン2005，諏訪圏工業メッセ2005，産学官連携ビジ
から派生する共同研究・受託研 もとに，積極的に共同研究及び受託研究 ネスショウ2005，まつもと広域工業まつり2005等の産学マッチングイベン
究の一層の増加を図るとともに の増加に取り組む。 トに積極的に参加し，21世紀COEの研究成果を含めた大学の研究成果を紹介，
新規プログラムのさらなる採択 し，共同研究，受託研究の合計で前年比27件増，金額で約２倍の３億円以
を目指す。 上の収入を得た。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４５－２】新規プログラムの情報収 Ⅲ 21世紀COEプログラムの新規募集は現在行われていないが,各省庁等の大
集を行うと同時に，各省庁等の大型競争 型競争的資金等の情報として，科学技術振興機構新規事業「重点地域研究
的資金等の情報を関連学部に提供し，積 開発推進事業－シーズ育成試験」の募集情報を各部局へ情報発信した。こ
極的な申請に取り組む。 れは，研究成果で研究シーズの実用化が見込まれるものが対象で，研究者

とコーディネーター等が連名で申請書を作成し，当該コーディネーターが
申請する制度であり，32件の申請を取りまとめ提出し，８件採択された。
また，日本学術振興会新規事業である研究成果の社会還元・普及事業「ひ
らめき☆ときめきサンエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」へ３件
の企画書を提出し，２件選定された。同プログラム「浅間火山の噴火の原
因を探る」を11月に実施し 「感性を紡ぐ繊維技術」を12月に実施した。，

信州大学
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なお，科学技術振興調整費「先端融合イノベーション創出拠点の形成」
及び「若手研究者自立的環境整備促進」に応募して，いずれもヒアリング
になった。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４６】学内の研究資源・情 【２４６－１】研究者の研究情報のデー Ⅲ 本学研究者の研究情報のデータベース情報を常に更新するとともに大学
報のデータベースをもとに，企 タベース情報を常に更新し，企業等に情 の最先端技術シーズを産業界に広く紹介し，産学連携を推進することを目
業や官公庁の訪問等によって， 報提供する。また，個々の研究者の提案 的とした産学マッチングイベントである「イノベーションジャパン」や，
外部に対し積極的に信州大学の 書等により，企業等へ共同研究等の広報 松本地域の中小企業が持つ高い生産加工技術や大学の研究成果を紹介する
経営資源をアピールし，共同研 活動を行うとともに，マッチング懇談会 「まつもと広域工業フェア」等，本学のシーズを提供できる場に積極的に
究・受託研究・奨学寄附金等の や工業フェア等に参加し，大学のシーズ 参加するとともに本学のシーズを発表する交流会等を開催し，研究の広報
外部研究資金の獲得につなげる を情報発信する。さらに企業等のニーズ 活動等を行い，共同研究件数は前年度の1.6倍，受託研究件数は前年度の1.。

を捕らえ，研究者とマッチングさせる等 3倍，合計金額も3,400万円増で10億円を突破した。
して，外部研究資金の獲得につなげる。 ○参加したイベント等

イノベーションジャパン2005，地域連携フォーラム2005，諏訪圏工業メ
， ， ，ッセ2005 産学官連携ビジネスショウ2005 まつもと広域工業まつり2005

ＪＳＴ･コラボ産学官新技術説明会
○本学が開催した交流会等
シーズとニーズのマッチング交流会(２回)，医農連携交流会，医工連携

交流会，RC先端技術シーズ発表会(２回)，信州大学･セイコーエプソン技術
交流会
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４７】地方自治体からの奨 【２４７－１】担当理事を中心とし，地 Ⅲ 平成16年度に設置した戦略企画室（地域連携部門）による「地域連携ス
学寄附金の増加を図るため，分 方自治体からの奨学寄附金の増加を図る タッフ」会議を月1回計7回開催し，地方自治体からの奨学寄附金の増加を
散キャンパスのそれぞれの特色 ため分散型キャンパスのそれぞれの特色 図るため締結した７市等との協定内容の推進，分散型キャンパスのそれぞ
を活かした公開講座や地域貢献 を活かした公開講座や地域貢献を積極的 れの特色を活かした公開講座，出前講座の有料化や地域貢献を積極的に推
を積極的推進する。 に推進するための方策を検討する。 進するための方策等を検討した。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４７－２】信州大学基金（仮称）等 Ⅲ 信州大学基金（仮称）等の創設について戦略企画室会議において，独自
の創設について検討する。 財源の獲得方策・支援団体・寄付金制度など基金の考え方を現在の制度や

他大学の状況を調査等を参考に検討し，具体的なイメージを作るため寄付
金集めや基金のパンフレットのたたき台を作成することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

２４７－３ 広く寄附金を集めるため Ⅲ 寄附者に対して大学の活動状況を周知したり，公開講座等の参加を推進【 】 ，
寄附者に対し大学の実施する公開講座等 する等，地域貢献を積極的に行い，大学運営等の理解を得て基金活動に積
の事業への参加ができるようなメリット 極的に取り組み，本年度も引き続き10月に地域連携フォーラムを開催し，
を検討する。 地方自治体や一般の住民等の参加を得て，成功裏を納めた。

以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４８ （株）信州ＴＬＯ及び 【２４８－１】産学官連携推進本部は知 Ⅲ 産学官連携推進本部は知的財産の創出・管理を行い （株）信州ＴＬＯは】 ，
信州大学産学官連携推進本部に 的財産の創出・管理を行い （株）信州 その運営の実務を行う等，相互の業務を明確にするとともに（株）信州Ｔ，
よる大学知的財産管理・運営機 ＴＬＯはその運営の実務を行う等，相互 ＬＯと技術移転業務の実務を主たる業務とした年間契約を締結した。
能の強化により，ロイヤリティ の業務を明確にするとともに，両組織の また，松本，長野，上田，伊那の各キャンパス内の事務室に（株）信州Ｔ
ー等収入の増加を図る。 スタッフを共通の事務室に配置し情報を ＬＯの拠点を置き，大学教職員と信州ＴＬＯの双方スタッフを配置し連携

共有するなど，有機的な連携強化により を強化した結果，技術移転収入２件，約160万円を得た。
収入の増加を図る。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２４９】病院収入は，収益及 【２４９－１】部門別原価計算に加え， Ⅱ 管理会計システムの連携データの精度を高め，さらにシステム内の各種
び費用比率並びに労働生産性等 患者別疾患別原価計算の手法を取り入れ マスタの再評価を行い，部門別原価について分析を行った。患者別疾患別
経営管理分析を的確に行い増収 た管理会計システムにより，経営管理分 原価計算についてはマスタ整備の段階で詳細分析を実施するまでには至っ
を図る。 析を行う。 ていない。

以上の状況から，年度計画を十分には実施していないと判断する。

ウェイト小計
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
２ 経費の抑制に関する目標

【 管理的経費の抑制に関する基本方針 】中
(1) 予算の効率的執行等により，管理的経費の節減・合理化を推進する。期

目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２５０】内部部局及び学部事 【２５０－１】内部部局及び各学部との Ⅲ 内部部局及び各学部との重複業務の検証を含めた組織業務改革を実施す
務の見直し合理化を行い，費用 重複業務の検証を行うとともに，アウト る組織開発イニシアチブグループの活動として，ブレークスルーチームを
対効果を考慮して，アウトソー ソーシングの推進を図る。 立ち上げ，簡素化，合理化を検討し，外部委託が可能な５分野の業務を特
シングに馴染む業務については 定（難易度を３段階に区分）し，18年度から，実現可能な業務(難易度の低
積極的に推進し，変動費化を図 い[難易度１]もの）から，順次実施していくこととした。
る。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５１】光熱水料の削減に向 【２５１－１】光熱水料及びエネルギー Ⅲ 本学キャンパス全体の省エネルギー活動を効果的に推進することを目的
けたポスターの掲示，省エネ推 の削減に有用な情報を提供，啓発活動等 に設置された省エネルギー推進ＷＧにおいて，平成１７年度省エネルギー
進期間の設定等により，取組の の行動計画に基づく取組を推進する。 啓発活動計画表に沿って前年度までの使用量提示，夏季省エネポスター及
推進及び教職員や学生等の改善 び冬季用省エネポスターの作成・配布，各部局のエネルギー使用状況及び
意欲を醸成し，光熱水料の縮減 省エネルギー推進状況等をまとめ，各部局への啓蒙活動を推進した。
を図る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５２】配布文書の精選及び 【２５２－１】会議配付文書を精選する Ⅳ 全学的な会議の会議配付文書を精選するとともにペーパーレス化を推進
ネットワーク等を活用したペー とともに，ＰＤＦファイル等の利用及び するため，パワーポイントの活用により役員会及び教育研究評議会の配付
パーレス化を推進し，印刷物・ ホームページ活用によりペーパーレス化 資料の一部を省略し，プロジェクター会議システム（役員会及び教育研究
コピー代の縮減を図る。 を推進する。 評議会）のハード環境を整備し，平成18年度から稼動することとした （同。

システムの運用及び会議配付文書の電子ファイル化は18年度実施予定 ）。
また，その他ペーパーレス化を推進する取組として，16年度に引き続いて
次の事項を実施した。
・全学的な会議資料の両面印刷
・会議開催通知及び議事要録のメールによる送信
・教授会資料のDocuWorksシステムによる電子化
・ペーパーにより配布していた文書の電子化
・ペーパーレス啓発（ミスコピー裏面使用の促進，両面印刷の促進，各種
連絡事項のメール送信化の推進）の文書掲示

・教育学部が工学部に続いて平成17年12月にISO14001の認証取得した。
・ペーパーレス化を推進するため平成18年３月に信州大学環境方針を制定
した。
以上の状況から,年度計画を上回って実施していると判断する。

ウェイト小計
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
３ 資産運用管理の改善に関する目標

【 資産の効率的・効果的運用を図るための基本方針 】中
(1) 全学的かつ経営的視点に立った資産の効率的・効果的な運用を図る。期

目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

， ，【２５３】会議室等の施設，研 【２５３－１】全学一括管理に対する課 Ⅲ 会議室等の施設 研究用設備及び機器のより効率的な利用を図るために
究用設備及び機器のより効率的 題の検討を行う。 部局を越えた全学一括管理に対する課題事項の洗い出しを実施するため，
な利用を図るために，部局を越 調査項目を策定し，施設マネジメント業務年次計画に基づき調査を実施す
えた全学一括管理の仕組みを確 ることとした。
立する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５３－２】会議室等の施設，研究用 Ⅲ 施設マネジメント業務年次計画の見直しにより，会議室等の施設，研究
設備及び機器の利用状況把握調査年次計 用設備及び機器の利用状況把握調査に先立ち，会議室等の施設を含めた各
画に基づき，調査を実施する。 部局の施設面積(スペース)の実態調査を行い,その結果を評価・分析し,18

年度に実施する利用状況調査の結果と併せて総合的に検証を行うこととし
た。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５４】施設・設備の使用状 【２５４－１】施設・設備の使用状況調 Ⅲ 施設マネジメント業務年次計画の見直しにより，施設・設備の使用状況
況のデータベース化を充実強化 査の年次計画に基づく調査を行い，順次 調査に先立ち，各部局の施設面積(スペース)の実態調査を行い,その結果を
し，教育研究の変化に対応した データベース化する。 評価・分析し，本年度導入した施設台帳管理ｼｽﾃﾑに順次データ入力を開始
弾力的活用と効率的な利用を図 した。
る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５５】週末，長期休業中を 【２５５－１】施設貸し出しに対する課 Ⅲ 施設・設備の有効利用を図るため，外部への施設貸し出しに関する課題
含め，大学の施設（会議室，教 題の検討を行う。 検討の基礎データとして施設の貸し出し状況資料の収集を行い（年間貸し
室，体育施設等）を効率的に活 出し件数：約200件 ，それを基に外部への施設貸し出しに対する問題点や）
用するとともに，新たな収入を 課題等の抽出を行い，有効な取組の検討を開始した。
獲得するため，学外者に有料で 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
貸し出すなど，施設・設備の有
効利用を図る。 【２５５－２】大学施設の利用状況把握 Ⅲ 施設マネジメント業務年次計画の見直し結果に基づき，平成17年度にお

調査年次計画に基づき 調査を実施する ける各部局の学外者への施設貸し出し状況を調査・収集した。， 。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項

・自己収入の増加に向けた取組状況○財務内容の改善・充実
① 学内の研究資源・情報のデータベースをもとに，企業や官公庁の訪問等によって，

・経費の削減に向けた取組状況 外部に対し積極的に本学の研究資源をアピールし，共同研究・受託研究・寄附金等の
○ 契約関係の取組 獲得拡大を目指し，国の競争的資金へ積極的に応募し，外部資金の獲得に努めた。
① エレベーター等保全業務契約の業務内容について見直しを行い ８５万円 半年 （ 資料編」８参照）， （ ） 「
程度削減できた。 主な取り組み
遠隔監視による保守点検を導入（Ｈ１７．１０月変更契約） ・信州大学が参加した主な産学官マッチングイベント

② 施設関係の中央一括契約を行っている保守契約について，複数年契約及び契約内 「イノベーションジャパン 「産学官連携推進本部会議 「諏訪圏工業メッセ」 等」 」
容について見直しを行い，年間約６４０万円程度の削減ができた。 ・信州大学が主催した主な産学官マッチングイベント
③ 工事入札契約において，指名業者選定方針の見直しにより，新規業者の参入を促 「地域連携フォーラム 「CRC先端技術シーズ発表会 「医農連携交流会 「医工連携」 」 」
進したことにより，１６年度と比較し，対予定価格費で平均落札率の差が9.29％減 交流会」等
の実現が図られ，約１億８０００万弱の経費の節減ができた。 ・信州大学産学官連携推進本部の強化
④ ２ ５００万円以上の発注工事において，平成１７年度実績として，１億円のコス 平成１７年度は，各キャンパスの産学官連携室に平成１７年７月２１日付けでそ,
ト縮減を行った。 れぞれ連携室長を配置し，各連携拠点の組織体制の強化と整備を行った。また，新

○ 省エネルギー関係の取組（ 資料編」９参照） たに諏訪圏，塩尻，飯伊地域に連携拠点を設置し，企業との技術相談や発明等に関「
省エネルギーに関して，本学キャンパス全体の省エネルギー活動を効果的に推進す するアドバイスのための相談窓口を設けた。

ることを目的に設置された省エネルギー推進ＷＧにおいて，平成１７年度省エネルギ 平成１７年度の実績額（対前年度比較）
ー啓発活動計画表に沿って前年度までの使用量提示，夏季省エネポスター及び冬季用 共同研究費 ２３２ ３８３千円 （対前年度比 ９２ ７９８千円増）, ,
省エネポスターの作成・配布，各部局のエネルギー使用状況及び省エネルギー推進状 受託研究費 ８６１ ７１３千円 （対前年度比 ４５９ ４８４千円増）, ,
況等をまとめ，各部局への啓蒙活動とエネルギーの効率的な運用に向けた提言を行っ 寄 附 金 ８０７ ４２９千円 （対前年度比 ５２ ８７３千円増）, ,
た。 科学研究費補助金 ７００ ６４０千円 （対前年度比 ３６ ９１０千円減）, ,
その結果，使用エネルギー使用量及び料金は，平成１６年度と比較し，平成１７年 ② 平成１７年度から，特色ＧＰ・現代ＧＰ等の獲得率向上に向けた「学内版ＧＰ」を

度では原油単価の高騰などを受け，それぞれの原単価の増加等により，電気，ガス， 行った。学内版ＧＰの実施により，部局での取り組みの充実を図られた。また，長期
重油の使用料金は，9.6％増となったが，原油換算した消費量は，対前年度比の伸び 的な効果として，部局の教育改善につながり，学生確保が行われる。
率が0.5％減少した。 学内版ＧＰ申請数…２０件
また，上水道では，使用量が12.9％，料金が11.0％それぞれ削減された。 ③ 附属図書館において寄付金として宗教法人円福寺の篤志により本学留学生向けの資

・特に顕著な削減を図った学部の取組 料充実費として 円（平成 年度）受けている。受入図書は，図書館閲覧室500,000 17
【理学部】 内に「留学生コーナー」を設けて貸出している。また，留学生や新入生ガイダンスの
６月に省エネ強化月間を設けて昨年比での節約を評価するとともに、７月以降もこ 際には，その趣旨と利用説明を行っている。

の実践を踏まえ、光熱水費削減を学科長会議、教授会及びポスター等により教職員、 ④ 学部独自の取組状況
学生に呼びかけることとした。 ・人文学部独自の地域との連携協定［安曇野市（締結時点は穂高町 ］による財政的）
経費節減項目としては、廊下の照明用蛍光管を半分に減らす、エレベータの４階ま 支援が得られ，地域との連携による教育研究活動が展開できた。

での原則使用禁止、Ｃ棟のエレベータの平日１７時１５分からの停止と土日祭日の終 ・医学部に，新たに寄附講座を 講座設置し，自己収入の確保及び地域貢献，産学連2
日停止及び研究室、講義室、事務室の空調設備の使用減等の実施と節約結果を校内に 携を推進している。
掲示し喚起を促した。 寄附講座の設置
その結果、強化月間である６月の節約は対前年度比 円、年間での節約は 平成16年 4月～平成19年 3月 循環器病再生医学講座 大塚製薬 千円968,805 ( ) 20,000

3,449,137 ( )円の減額という結果となり多大な成果を上げた。 平成17年12月～平成22年 3月 医学教育・地域医療学講座 長野県医療機関連携
【繊維学部】 千円6,600

( )光熱水料の節減を目標に各学科等に節電・節水のための省エネリーダーを置き、か 平成18年 1月～平成20年12月 泌尿器科学領域先学連携学講座 キッセイ薬品工業
つ毎月の使用料の前年度分と今年度分の比較表を全職員にメール配信し、節減協力を 千円6,250

( 57,700 )お願いした結果約５．５百万円の節減をおこない、これらを研究費等に還元すること ※ 金額は平成１７年度受入額，１８年度予定額は計 千円
ができた。 ・本年度，農学部で採れた山ぶどうを使用して作ったワインを酒類販売の資格を取得

○ その他の取組 し，大学で販売する事により増収を計った。
① 非常勤講師の委嘱について，平成１７年度以降はやむを得ない部分にのみ認める 平成１７年度山ぶどうワイン販売額 ２，２３２千円
こととし経費の抑制を図った。
平成１６年度 非常勤講師手当等 約１億６千４百万 ・財務情報に基づく取組実績の分析
平成１７年度 非常勤講師手当等 約１億２千４百万 約４千万円の削減 初めての決算情報から得られた財務指標を算出し，各学部等や他大学との比較ができ

るよう資料を作成した。これを研修会及び電子掲示したことにより，教職員のコストに
関する意識改革が図られ，財務状況の重要性を認識することが得られた。このような意
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識改革の結果，経費削減に関する様々な取組が実践されたことにより，特に理学部及び
繊維学部において大きな成果が上がったものである。
なお，現段階における財務分析は十分に実施できなかったが，今後，１７年度の財務

情報との経年比較など様々な角度から分析することにより経営コストの削減を図るとと
もに，より効果的な資源の投下する為の判断材料として充実していく必要がある。

○人件費削減に向けた取組

・人件費削減に向けた取組として，人事調整委員会において，運営費交付金に係る効率
化係数に基づく人件費削減に対応するため，人件費所要額のシミュレーション等を含む
検討を行い，平成１７年度については，教員３名・事務職員５名の後任補充凍結及び各
学部の教員後任補充をのべ６月延伸させる措置を実施した （ 資料編」10参照）。「
平成１８年度以降の検討に際しては「行政改革の重要方針 （平成 年 月 日」 17 12 24

閣議決定）が示されたことに伴い，中期目標・中期計画・年度計画の変更を行った。ま
た総人件費削減の具体的方策の検討に向け，平成 年２月 日開催の拡大役員会に18 15
おいて人件費問題検討ワーキンググループを設置した。
なお，人件費問題検討ワーキンググループでは，これまでの人件費所要額のシミュレ
ーションを踏まえて，５年間で５％の人件費削減を行うための具体的な方策の検討を行
っているところである。
また，非常勤職員に係る人件費の問題についても，教職員組合との学長交渉の際にも

話題とされ，平成１８年度以降，人事制度ＷＧで取り組むべき事項として検討の準備を
進めている状況である。
財政計画及び人員管理計画の策定は，現在，本学の経営計画を策定すべく，関係組織

で原案を策定中であり，策定された経営計画を基に財政計画及び人員管理計画を策定す
ることとしている。
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
１ 評価の充実に関する目標

【 評価の充実に関する基本方針 】
(1) 全学的な活動方針に基づき客観性に優れた多面的な点検評価活動を実施し，結果を公表する。中
(2) 評価結果を大学運営の改善に活用するための体制を整備する。期
(3) 教員や教育研究組織の評価システムを構築する。目
(4) 業務運営等評価システムを構築する。標
(5) 効率的かつ効果的な点検・評価活動を推進する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

２５６ 平成17年度を目途に 【２５６－１】評価・分析室による全学 Ⅲ 既存の点検評価委員会を廃止し，全学の自己点検・評価，外部評価，第【 】 ，
全学の自己点検・評価，外部評 の自己点検・評価及び外部評価の実施並 三者評価等の評価関連活動を一元的に司る評価・分析室を４月１日に設置
価，第三者評価等の評価関連活 びに第三者評価への対応に向けての具体 した。構成は，点検評価担当副学長を室長，専任の技術職員１名，兼務職
動を一 元的に司る評価・分析室 的な方法及び内容を検討する。 員８名（教員５名，事務職員３名）の室員。また，各部局の点検評価関係
（仮称）を設置して，多面的な 組織との連携を図るため，評価･分析室に各部局の分室を置き，分室長と評
点検評価活動を実施し，その結 価担当職員を各１名委嘱した。
果を公表する。 次に，評価･分析室において喫緊の課題である国立大学法人評価及び認証

評価への対応について検討を開始し，国立大学法人評価のうち年度評価に
ついては 「年度計画進捗状況管理システム」を構築し，それにより報告書，
を作成した。また，認証評価に関しては，平成19年度に大学評価･学位授与
機構の大学機関別認証評価を受けることが10月の役員会において決定され
た。機関別認証評価は，評価基準ごとに大学全体の状況を現状分析･自己評
価することとなるが，その前段階として各学部･研究科等の状況を18年度に
分析･評価することとし，評価･分析室において「現状分析･自己評価マニュ
アル」を作成し，自己評価を実施することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５６－２】評価担当者の養成を図る Ⅳ 評価･分析室員への研修は，17年度に２回開催した打合せ会や関係資料の
ための研修等を準備する。 メール送信等により実施し，平成19年度に受ける大学評価･学位授与機構の

大学機関別認証評価は，評価基準ごとに大学全体の状況を現状分析･自己評
価することとなるが，その前段階として各学部･研究科等の状況を18年度に
分析･評価することとし，評価･分析室において「現状分析･自己評価マニュ
アル」を作成して各学部等の評価を担当する職員等に対する研修会を３月2
8日に開催して，現状分析･自己評価の方法や必要となる根拠資料･データな
どの説明をした。また，４月10日に大学評価･学位授与機構の国立大学教育
研究評価委員会委員長である丹保放送大学長に全学教職員を対象に国立大
学法人評価や認証評価について講演を実施することとした。
以上の状況から,年度計画を上回って実施していると判断する。

【２５７】関連委員会等相互の 【２５７－１】平成16年度に策定したマ Ⅲ 目標・計画―実施―評価のサイクルに改善方策・改善計画の策定や改善
有機的な連携を踏まえて，目標 ネジメント・サイクルに関する指針によ 勧告・命令の機能を組み込んだ改革・改善体制を全学的に整備するため，
・計画―実施―評価のサイクル り，全学的な体制整備に着手する。 国立大学法人信州大学点検評価規程を一部改正し，改善方策及び計画，改
に改善 方策・改善計画の策定や 善勧告及び命令，次期目標・計画への反映について部局，評価･分析室及び
改善勧告・命令の機能を組み込 学長がそれぞれ行う業務等を規定した。この中で，年度計画に対する評価
んだ改革・改善体制を全学的に 結果等を次年度の計画に反映させるため，18年度から10月から11月にかけ
整備する。 て17年度計画に対する評価結果と18年度計画の進捗状況を19年度以降の計

画の策定に反映させるため，実施部署や担当理事･副学長等へのヒアリング
を実施することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

信州大学



- 86 -

【２５８】教員や教育研究組織 【２５８－１】教育研究組織の成果・業 Ⅲ 平成１９年度に大学評価･学位授与機構の大学機関別認証評価を受けるこ
の成果・業績等に基づく評価シ 績に基づく評価システムの構築に向けて とが10月の役員会において決定された。機関別認証評価は，評価基準ごと
ステムの構築と優れた教員や教 調査し，検討を行う。 に大学全体の状況を現状分析･自己評価することとなるが，その前段階とし
育研究組織に対する支援方策を て各学部･研究科等の状況を18年度に分析･評価することとし，評価･分析室
策定する。 において「現状分析･自己評価マニュアル」を作成して各学部等の評価を担

当する職員等に対する研修会を３月28日に開催して，現状分析･自己評価の
方法や必要となる根拠資料･データなどの説明をした。設定された基準ごと
の評価により，各学部等の教育活動の状況の評価と選択的評価基準Ａ「研
究活動の状況」の基準「Ａ－１」により，学部･研究科ごとの研究の実施体
制や支援･推進体制等の状況が，基準「Ａ－２」により，各教員等の研究活
動実績を各部･研究科単位で，学外者の評価を受けることとなり，教育研究
組織の成果･業績に基づく評価を実施することとなる。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５８－２】教員や教育研究組織に対 Ⅲ 教員の個人業績評価の全学統一方針を策定するため，評価方法，評価項
する支援方策の策定に向けて調査し，検 目，結果の活用等の方針案（理事･副学長ごとに担当分野を区分）を９月７
討を行う。 日開催の役員会において示し，担当理事･副学長が，関係部署，委員会，Ｗ

Ｇ等で幅広い意見聴取や議論を重ね，担当分野の方針案を提案した。それ
らを評価･分析室で取りまとめ18年５月開催の役員会及び教育研究評議会に
諮り，全学統一方針を策定することとした。方針案の担当区分は，①教育
活動，②研究活動，③診療活動，④管理･運営活動，⑤社会貢献活動，⑥結
果を踏まえた各種資源配分方針，⑦結果を踏まえた人事面での活用方針と
し，教員や教育研究組織に対する支援方策の策定を含めて検討することと
なる。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５８－３】教員の成果・業績等に基 Ⅲ 教員の成果・業績等に基づく教員の個人評価の実施に向けて教員の個人
づく教員の個人評価の実施に向けて，評 業績評価の全学統一方針を策定するため，評価方法，評価項目，結果の活
価方法や内容を策定するための調査を実 用等の方針案（理事･副学長ごとに担当分野を区分）を９月７日開催の役員
施する。 会において示し，担当理事･副学長が，関係部署，委員会，ＷＧ等で幅広い

意見聴取や議論を重ね，担当分野の方針案を提案した。それらを評価･分析
室で取りまとめ18年５月開催の役員会及び教育研究評議会に諮り，全学統
一方針を策定することとした。方針案の担当区分は，①教育活動，②研究
活動，③診療活動，④管理･運営活動，⑤社会貢献活動，⑥結果を踏まえた
各種資源配分方針，⑦結果を踏まえた人事面での活用方針となっている。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２５９】大学運営の専門的職 【２５９－１】組織，運営，財務等に係 Ⅲ 平成１９年度に大学評価･学位授与機構の大学機関別認証評価を受けるこ
員と教員との連携を通して，組 る評価システム構築へ向けて調査し，検 とが10月の役員会において決定された。機関別認証評価は，評価基準ごと
織，運営，財務等に係る評価シ 討を行う。 に大学全体の状況を現状分析･自己評価することとなるが，そのうち基準10
ステムの構築と検証結果を踏ま 「財務」及び基準11「管理運営」について，18年度に分析･評価することと
えた改善方策を策定する。 し，評価･分析室において「現状分析･自己評価マニュアル」を作成して各

学部等の評価を担当する職員等に対する研修会を３月28日に開催して，現
状分析･自己評価の方法や必要となる根拠資料･データなどの説明をした。
また，大学の組織･運営に関し，本学独自に設定した「大学組織･運営診断
基準」により，大学全体あるいは部局の運営や組織構造に係る評価に照準
を当てて自己点検･評価を行うため，評価･分析室において「大学組織･運営
診断基準 （案）を策定している。」
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２６０】信州大学の評価情報 【２６０－１】評価・分析室評価情報部 Ⅲ 大学評価情報調査分析室を４月１日に設置した評価・分析室の評価情報
の体系的な収集(データベース 門を整備し，充実する。 分析部門として発展・強化した。部門には，１名の技術職員と２名の兼務
化)・調査・分析・提供を一元的 職員を配置し，評価情報の体系的な収集(データベース化)・調査・分析・
に司り，大学評価関連委員会及 提供を実施している。
び中期目標・中期計画の企画立 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
案を支援する大学評価情報調査

信州大学
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分析室を整備・充実し，評価・
分析室（仮称）の評価情報部門
として発展させ，その機能強化
を図る。

【２６１】信州大学評価情報デ 【２６１－１】信州大学評価情報データ Ⅲ 信州大学評価情報データベースの作成に関して，大学評価・学位授与機
ータベースを作成し，本学の大 ベースを作成し，充実するとともに，さ 構大学情報データベースのデータ項目に基づき，学内におけるデータ収集
学評価情報の充実を図る。デー らなる活用方策を検討する。 を実施し，前記データベースへの対応を検討し，組織情報及び教職員情報
タベー スを活用して，教育研究 については，サブシステムの構築に着手した。また，教育研究に関する評
活動 社会活動 国際交流活動 価情報データベースとして，教育研究者総覧の充実を図ることとし，教育， ， ，
大学・業務運営その他の諸活動 研究者総覧のバージョンアップ及びデータ項目の追加を検討し，データ項
を常時モニターしながら，中期 目の追加を行い，充実を図った。なお，16年度に作成した年度計画の進捗

，目標・中期計画の達成度を検証 状況を確認・管理する年度計画進捗状況管理システムをより活用するため
し，改善計画に資するための評 機能追加を行い，実績報告書作成に向け一層のシステムの充実を図った。
価指標・モニタリ ング情報とし 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
て全学的に提供する。

ウェイト小計
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
２ 情報公開等の推進に関する目標

【 情報公開等の推進に関する基本方針 】中
(1) 広報戦略を策定し，大学からの情報発信を積極的に推進する。期

， 。目 (2) 情報開示請求に機動的に対応するとともに 文書保管システムやデータベースの安全確保に努める
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２６２】担当理事をトップに 【２６２－１】ルーチン化，システム化 Ⅲ 広報誌「信大ＮＯＷ」の記事作成については，従来から学生や外部ライ
広報体制を整備し，広報戦略を が完了した広報業務は，既存組織，アウ ター等に委託するものがあったが，平成17年度については，学生のサポー
策定し，実施に移す。 トソーシング，サポーター組織（協力学 トグループメンバーが固定され，毎号の記事作成委託が定着した。
1)信州大学評価情報データベー 生など）に委譲し，継続的なルーチン業 なお 「信大ＮＯＷ」の記事のうちアウトソーシングや学生サポートの記，
スからマネジメント情報や評価 務として広報業務を推進する。 事として以下のものがある。
指標を抽出し分かり易く工夫し 信大ＮＯＷ(2005.5.25発行 第33号)，
国の内外に積極的に公表する。 ・ ヒープ卿来松レポート （外部ライター）「 」
2)広報誌，ホームページ等を通 ・研究室紹介（オフィスエム）
じて本学の研究・教育活動につ 信大ＮＯＷ(2005.7.22発行 第34号)
いて広報活動を機動的に行う。 ・ キャンパスだより：在学生からの各キャンパス紹介 （サポート学生）「 」
また，留学生センターと協力し ・ 教育シンポジウムレポート （オフィスエム）「 」
て，英語等の外国語による教育 ・ Let's go! 公開講座 （外部ライター）「 」
・研究情報の国際発信を積極的 信大ＮＯＷ(2005.9.27発行 第35号)
に推進する。 ・ 特集：60年前の学生を追え！１ （サポート学生）「 」
3)在学生，卒業生，地域社会及 ・ Let's go! 公開講座 （外部ライター）「 」
び自治体との定期的意見交換の ・ 人文学部日韓言語文化研修プログラム2005レポート （サポート学生）「 」
場を設け，外部の声を広報活動 信大ＮＯＷ(2005.11.25発行 第36号)
等に反映させるとともに，広報 ・ 特集：森・里山を歩く （外部ライター）「 」
体制と広報実務の改善を図る。 ・ 特集：60年前の学生を追え！２ （サポート学生）「 」

信大ＮＯＷ(2006.1.31発行 第37号)
・ 特集：60年前の学生を追え！３ （サポート学生）「 」
・ Let's go! 公開講座 （外部ライター）「 」
信大ＮＯＷ(2006.3.27発行 第38号)
・ 特集：雪 （サポート学生）「 」
・ Let's go! 公開講座 （外部ライター）「 」
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２６２－２】広報スタッフが中心とな Ⅲ 広報スタッフが中心となり全学広報の企画・戦略の立案，実施を行う中
り全学広報の企画・戦略の立案，実施を で信大専用チャンネル及びシンボルマーク制定という２つの新事業につい
行うとともに，部局の広報について，全 て取り組んだ。特にシンボルマークについては，企画・立案，公募，学内
学広報との連携の面から企画・戦略の立 投票から制定までの一連の作業が滞りなく進められ，２月の役員会におい
案を行う。 てシンボルマーク及びスクールカラーが選定された。また 「テレビ松本」，

への信大専用チャンネルについては，平成18年10月放送開始に向けて，テ
レビ松本との打合せを５回開催し,2月の役員会において，信大専用チャン
ネル事業企画書を付議し，正式な承認を得て，機材購入に至るまでの準備
が完了した。テレビという強力なメディアを利用することで，大学のみな
らず各部局の広報に資することが期待できる。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２６２－３】平成16年度に立ち上げた Ⅲ 平成16年度「信州大学ホームページ(English)リニューアル・プロジェク
「信州大学ホームページ（English）リニ ト の一環として 大学英語版パンフレットの製作が完了した 更なる 信」 ， 。 「
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ューアル・プロジェクト 「信州大学広 州大学広報誌（概要等）リニューアル・プロジェクト」の推進のため，広」，
報誌（概要等）リニューアル・プロジェ 報誌等の活字媒体の見直しについて平成18年度から実施する。
クト」の推進と，完了後の事後評価を行 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
う。

【２６３】事務文書の作成・保 【２６３－１】事務文書の作成方針及び Ⅲ 事務文書の作成方針及び保管体制を検証するとともに，文書の分類基準
管体制を見直し，情報公開に対 保管体制を検証するとともに，文書の分 の学内統一化・簡素化等，文書分類基準等について検証を行った。また，
して即応可能な事務運営システ 類基準の学内統一化等文書分類基準等に 文書分類基準の学内統一化・簡素化等に向けて作業を行っている。
ムを構築する。 ついて検証を行う。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

，【２６４】個人情報のセキュリ 【２６４－１】個人情報の適切な管理に Ⅲ 本学の保有する個人情報の保護に関する基本的事項を定めることにより
ティ・ポリシーを策定し，文書 関する学内規程等の整備を行なうととも 本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ，個人の権利利益
保管システムやデータベースの に，ネットワーク管理システム及びデー を保護することを目的として国立大学法人信州大学が保有する個人情報に
安全性の見直しを行う。 タ暗号化ソフトの導入について検討を行 関する取扱要項を制定した。また，個人情報の適切な管理に関し，ネット

い，可能な部分については導入を行う。 ワーク管理システム及びデータ暗号化ソフトの導入について検討を行い，
平成18年度中に実施することとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

２ 信大NOW（大学広報誌）○評価の充実に関する取組
内 容：本学における教育研究活動を教員，在学生等に原稿依頼し，研究室

・既存の点検評価委員会を廃止し，全学の自己点検・評価，外部評価，第三者評価等の の紹介，学内施設の紹介，課外活動の紹介，外国人留学生の紹介等
評価関連活動を一元的に司る評価・分析室を４月１日に設置した。構成は，点検評価担 を記事として学内外に情報提供している。
当副学長を室長，専任の技術職員１名，兼務職員８名（教員５名，事務職員３名）の室 配付状況：長野県内地方公共団体，同高等学校，同公共図書館等年7回発行
員。また，各部局の点検評価関係組織との連携を図るため，評価･分析室に各部局の分室 約50,000部
を置き，分室長と評価担当職員を各１名委嘱した。
次に，評価･分析室において喫緊の課題である国立大学法人評価及び認証評価への対応 ３ ホームページ

について検討を開始し，国立大学法人評価のうち年度評価については 「年度計画進捗状 内 容：大学概要（組織，職員数，学生数等，卒業者数，進路状況，国際交，
況管理システム を構築し それにより報告書を作成した また 認証評価に関しては 流協定数，決算規模，土地・建物面積等 ，理念，目標，教職員行動」 ， 。 ， ， ）
平成19年度に大学評価･学位授与機構の大学機関別認証評価を受けることが10月の役員会 規範，信州大学環境方針，沿革と歴史，目標・計画（中期目標，中
において決定された。機関別認証評価は，評価基準ごとに大学全体の状況を現状分析･自 期計画，年度計画，業務方法書，財務諸表等，業務実績評価結果 ，）
己評価することとなるが，その前段階として各学部･研究科等の状況を18年度に分析･評 組織・役員等，規則集，シラバス，教育研究者総覧等が掲載されて
価することとし，評価･分析室において「現状分析･自己評価マニュアル」を作成し，自 いる。
己評価を実施することとした。また，作成したマニュアルを使用し，各学部等の評価を トピックスに教員及び学生等の表彰などを掲載している，最近掲載した内容は，次
担当する職員等に対する研修会を３月28日に開催して，現状分析･自己評価の方法や必要 のとおりである。
となる根拠資料･データなどの説明をした。 教員の表彰：

・平成18年度科学技術分野の文部科学大臣表彰（若手科学者賞）を大学院医学研
・教員の個人業績評価の施行を19年度に実施に向けて全学統一方針を策定するため，評 究科新藤隆行教授が受賞
価方法，評価項目，結果の活用等の方針案（理事･副学長ごとに担当分野を区分）を９月 ・平成１７年度の触媒学会学会賞を繊維学部高須芳雄教授が受賞
７日開催の役員会において示し，担当理事･副学長が，関係部署，委員会，ＷＧ等で幅広 ・2005年愛・地球博 「愛・地球賞」を繊維学部中本信忠教授が受賞
い意見聴取や議論を重ね，担当分野の方針案を提案した。それらを評価･分析室で取りま ・フランス国よりシュバリエ教育功労賞を大学院総合工学系研究科剱持潔教授が
とめ18年５月開催の役員会及び教育研究評議会に諮り，全学統一方針を策定することと 受賞
した。方針案の担当区分は，①教育活動，②研究活動，③診療活動，④管理･運営活動， ・第６回インターネット活用教育実践コンクールで内閣総理大臣賞を附属病院が
⑤社会貢献活動，⑥結果を踏まえた各種資源配分方針，⑦結果を踏まえた人事面での活 受賞
用方針とし 教員や教育研究組織に対する支援方策の策定を含めて検討することとなる 学生の表彰：， 。

・第４回日本環境経営大賞の環境連携賞を信州大学工学部・ISO学生委員会が受賞
・信州大学評価情報データベースの作成に関して，大学評価・学位授与機構大学情報デ ・第15回地球環境大賞受賞優秀環境大学賞を信州大学工学部が受賞
ータベースのデータ項目に基づき，学内におけるデータ収集を実施し，前記データベー ・キャンパスベンチャーグランプリの日刊工業新聞社賞を信州大学繊維学部の学
スへの対応を検討し，組織情報及び教職員情報については，サブシステムの構築に着手 生が受賞
した。また，教育研究に関する評価情報データベースとして，教育研究者総覧の充実を アクセス状況：年間約1,500,000件
図ることとし，教育研究者総覧のバージョンアップ及びデータ項目の追加を検討し，デ

○昨年度の業務実績の評価結果を受けて行った取組ータ項目の追加を行い，充実を図った。なお，16年度に作成した年度計画の進捗状況を
確認・管理する年度計画進捗状況管理システムをより活用するため，機能追加を行い，
実績報告書作成に向け一層のシステムの充実を図った。 ・法科大学院設置計画書において，未完成論文を完成済論文として申請した，虚偽申請

問題に関し 「法科大学院設置申請に係る調査委員会」等の提言を踏まえ，本学及び法科，
大学院においては，二度とこの様な問題を起さないための管理運営に対する取組み，ま○情報公開の促進
た社会的な信頼回復を得るための取組みを継続して行ってきた。

・発信に向けた取組状況は以下のとおりである （ 資料編」11参照） なお，今日までの信頼回復に向けた取組み等の概要は，以下のとおりである。。「
１ 信州大学概要
紹介編の内容：教育，研究，国際交流，地域交流の活動，取り組み状況を写真等で ① 法科大学院設置申請に関し中心的役割を担った教員３名からの辞任申立を受理し法科

解りやすく紹介している。 大学院教育から除外し，当該教員の後任を７月１５日の研究科教授会にて決定した。
資料編の内容：本学の沿革，組織，職員数，学生数，入学状況，卒業者数，進路状 ② ４月２７日の研究科教授会にて学長より辞任勧告を受けた前研究科長の辞任を承認

況，地域連携，附属図書館蔵書数等，学内共同教育研究施設等の活 し，５月１３日，新研究科長を選出した（５月１６日発令 。）
動内容，外部資金受入状況，土地・建物面積等のデータを中心に掲 ③ ６月２４日の研究科教授会において，外部の専門家による査読制の導入，完成論文等
載している。 を受理した日時の『信州大学法学論集』への記載，研究・紀要委員会による論文等の管

配付状況：文部科学省，国・公立大学等，学術交流協定締結大学等２５０部 理・運営記録の作成・保持等の事項を定める「信州大学大学院法曹法務研究科『紀要』
『 』 」 。 「 」スタッフペーパー 投稿内規 を制定した １８年３月の 信州大学法学論集第６号
発行に際しては査読を実施し，論文の受理年月日を記載された法学論集が発行された。
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④ １１月１７日，信州大学の全学の刊行物に関する 「信州大学刊行物の編集・発行基，
準」を制定し厳格な管理を行うこととした。
⑤ ６月１６日，全学的組織として４名の外部有識者を含む８名から構成される「信州大
学法科大学院改善検討委員会」を設置した。７月１８日以降平成１７年度に４回の会議
が開催され，研究科教授会の運営方法など管理運営全般の改善に関する事項，教育内容
及び教員組織の充実に関する事項，教育環境の整備・充実に関する事項，学生に対する
就学援助のあり方に関する事項等について審議がなされ，審議経過の中で取組みに対し
て意見をいただきながら改善を図ってきた。
⑥ ６月２８日，設置申請について全学的に審議を行う組織として，理事及び学内の複数
の研究科長の６名から構成される「信州大学設置認可申請審査委員会」を設置した。
７月２１日以降平成１７年度に９回の会議が開催され，本学の設置申請に関する設置計
画書及び専任教員採用等年次計画変更書に係る審査が行われた。その中で，法科大学院
は，９月１６日付けで，設置計画書の実質的な再提出を求められ，本委員会及び役員会
での審議を経て文部科学省へ提出し，１２月５日付けで文部省高等教育局長から，大学

， 。設置・学校法人審議会の審議結果として 法令・基準に適合している旨の通知を受けた
⑦ ５月２７日付にて，法科大学院内に，実務家弁護士教員を委員長とするコンプライア
ンス委員会を設けた。さらに，平成１８年１月４日付けで，副学長（教学担当）を加え
て，全学的な観点から法科大学院の法令遵守体制を確立・維持することとした。
⑧ 平成１８年１月，信州大学の全教職員が遵守すべき，倫理規範として 「信州大学教，
職員行動規範」を制定し，各職場に掲示した。
⑨ 平成１８年４月，大学の法令遵守管理。維持体制，倫理規程遵守体制等に係る監査実
施部署として，学長の下に内部監査室を設置した。
⑩ 学生へのきめ細やかな学生指導を行うために，平成１８年４月より，学生からの質問
等に教員が単独又は複数で講義室において対応する「クラスアワー」を開設することと
している。
⑪ 平成１７年１２月６日に平成１８年度学生募集等の自粛を解除し，学生へきめ細かに
対応するため募集人員を30人とし入学者選抜試験を平成１８年２月１８日及び２月１９
日に実施した。募集人員30人に対し，応募者88人，受験生82人で，最終的に，31人の入
学者を得た。
⑫ 処分等の実施（６月８日付け）
○懲戒処分
停職 ３ヶ月 経済学部長（当時）
減給 ２ヶ月 １/１０ 教員（申請実務責任者）１名

○訓告 上記以外の原稿提出遅れの教員 ２名
○その他
・理事（１名） 理事辞任，役員譴責（原稿提出遅延等）
・学長 監督責任（報酬の自主返納 ３ヶ月 １/１０）

⑬ 再出発に際しての大学としての反省の意思表明
法科大学院虚偽申請問題に関連し本学法科大学院在学生，社会一般に対し反省の意を

改めて示すため，本学全役員・副学長（学長を含め１０名）が報酬の１割を３ヶ月間自
主返納した。

○昨年度の計画の進捗状況を「Ⅱ」と自己評価した事項に対する取組
（ 資料編」15参照）「
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Ⅴ その他の業務運営に関する重要目標
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

【 良好なキャンパス環境形成のための基本方針 】中
(1) 経営的視点（施設マネジメントの導入）に立った全学的目標を踏まえ，施設・設備の点検・評価に
基づく有効活用を図るとともに，計画的な維持管理を行う。期

(2) 多様かつ高度な教育研究活動を支援するため，高機能性を備えた施設の改善を図る。
(3) 新たな整備手法（ＰＦＩ事業等）の導入を推進する。目
(4) 人や周辺環境に配慮した，安全で機能的なキャンパス環境の充実を図る。
(5) 教育研究の高度化に対応したキャンパス情報化の向上を図る。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２６５】施設マネジメントを 【２６５－１】各建物の再点検・評価の Ⅲ 各建物の再点検・評価を含む施設マネジメント業務年次計画の見直し結
導入し，組織の流動化にも対応 実施計画に基づく再点検・評価を実施す 果に基づき実施した，各建物の17年度実態調査のデータを基に，現状施設
できる施設スペースの確保と弾 る。 の保有面積に関する施設の再点検・評価・分析を行った。
力的利用及び効率的な活用を図 以上の状況から，年度計画を十分に実施している判断する。
る。
1)中期目標期間の上半期までに 【２６５－２】再点検・評価を基に施設 Ⅲ 各建物の再点検・評価結果を基に策定するキャンパスマスタープランに，
点検済の各建物の再点検・評価 の効率的な活用計画策定を開始する。 より施設の活用計画を策定することとし，マスタープラン作成にあたるプ
に基づくスペースの適切な再配 ロジェクトの立ち上げ作業を行い，18年度からそのメンバーの基，キャン
分を行う。 パスマスタープラン作成にとりかかる事とした。
2)スペースチャージに関する規 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
定（平成14年度策定）を再検討
し適切な運用を図る。

【２６６】施設事務を集約化し 【２６６－１】施設マネジメント管理シ Ⅲ 施設マネジメント管理システム導入の年次計画に基づく，施設マネジメ
て，各団地の各種データ管理と ステム導入の年次計画に基づく，施設マ ントの基本実施策(18年度営繕計画)を作成するとともに施設パトロール及
評価を行い，省コスト・省エネ ネジメントの基本実施策の作成推進及び び耐震診断等によるデーターの収集，収集資料の整理を行い，施設マネジ
ルギー化を目指すとともに，維 各種基礎データのデータベース化を推進 メント管理システムにるデータベース化を順次開始した。
持管理機能の強化を図る。 する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
年数回のプリメンテナンス等

により，効果的な施設・設備維
持管理と経費の抑制を図る。

【２６７】附属病院外来診療部 【２６７－１】外来診療棟基本計画の再 Ⅲ 医学部附属病院外来診療棟基本計画の再検討を基に，外来診療棟新営の
門の診療機能並びに教育研究施 検討を基に，外来診療棟新営の要求を行 要求を行い，18年度予算化され着工に向け準備を開始した。
設の老朽改善・再生整備を図る う。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。。

【２６７－２】老朽改善施設の改修要求 Ⅲ 老朽改善のため繊維・医・工学部総合研究棟改修及び松本附属小中学校
を行う。 校舎耐震補強，情報メディアセンターについて要求を行い，附属松本小中

学校耐震改修が１７年度補正予算化され，改修に向けて準備を開始した。
また，残りの改修が必要な施設について来年度も引き続き要求することと
した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

（ ） ，【２６８】理工系分野の教育研 【２６８－１】繊維学部精密素材工学科 Ⅲ 繊維学部精密素材工学科棟・講義棟の改修 建築・電気・機械 を行い
究の高度化を踏まえた既設建物 棟・講義棟の改修を行う。 18年1月より利用を開始した。
の環境と機能を充実させる。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２６８－２】理工系分野の既設研究建 Ⅲ 理工系分野の既設研究建物の環境及び機能検証を含む施設マネジメント
物の環境及び機能検証の年次計画に基づ 業務年次計画の見直し結果に基づき，理工系分野の既設研究建物の面積調

信州大学
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き，環境及び機能検証を実施する。 査及び施設パトロールを行い，理工系分野の既設研究建物の環境及び機能
検証を実施した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

，【２６８－３】理工系分野の研究施設の Ⅲ 繊維・医・工学部総合研究棟改修の３事業について改修要求を行ったが
改修要求を継続し，改修整備に努める。 当初の予算化はならなかったため，継続して改修要求をすることとした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２６９】学生教育のための施 【２６９－１】学生教育のための施設及 Ⅲ 学生教育のための施設及び学生教育支援施設環境検証を含めた施設マネ
設及び学生教育支援施設の環境 び学生教育支援施設環境検証年次計画に ジメント業務年次計画の見直し結果に基づく環境検証のため，施設面積調
を充実させる。 基づく環境検証を実施する。 査及び施設パトロールを行い，学生教育のための施設及び学生教育支援施

設の環境及び機能検証を実施し，18年度営繕計画を作成した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７０】附属学校の教育環境 【２７０－１】附属学校校舎の教育環境 Ⅲ 附属学校校舎の教育環境検証年次計画に基づく環境検証結果により，松
を充実させる。 検証年次計画に基づく環境検証を実施す 本小・中学校の耐震性の向上及び暖房設備の改善による環境の充実を図る

る。 こととした。来年度営繕事業として，附属長野中学校・養護学校の暖房設
備改修事業を予定する。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７１】全学的に蓄積されて 【２７１－１】研究資料の蓄積状況把握 Ⅲ 研究資料の蓄積状況把握調査を含む施設マネジメント業務年次計画の見
いる研究資料を展示・公開し， 調査の年次計画に基づく調査を実施する 直し結果に基づき，教育学部志賀自然教育研究施設及び農学部農具資料館。
地域社会に情報を提供する機能 が地域社会に対し展示・公開されている資料の蓄積状況を把握した。
の充実を図る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

， 。【２７２】教職員の職務の能率 【２７２－１】若里キャンパス職員宿舎 Ⅲ 若里キャンパス職員宿舎新営工事を実施し 18年2月より利用を開始した
的な遂行を確保し，事務・業務 新営を実施する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
の円滑な運営に資するため，宿
舎の整備・充実に努める。 【２７２－２】職員宿舎の現状把握調査 Ⅲ 職員宿舎の現状把握調査を含めた施設マネジメント業務年次計画の見直

年次計画に基づく職員宿舎の調査を実施 し結果に基づく職員宿舎の調査のため，職員宿舎居住者に対するアンケー
する。 トによる意見聴取を行うとともに施設パトロールによる施設の環境検証を

行い，それらの結果を基に今後の施設改善の資料とすることとした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７３】ＰＦＩ事業として， 【２７３－１】ＰＦＩ導入事業の検討を Ⅲ 平成19年度概算要求関連事項の中から，PFI導入対象事業について判定を
教育研究施設や学生支援施設等 継続する。 行い，緊急性の高い事項を検証した結果，PFIに適する事業の該当はなかっ
の充実及び構内駐車スペースの たため，引き続きPFI導入事業の検討を継続することとした。
狭隘緩和を図ることを検討する 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。。

【２７３－２】検討に基づく事業の導入 Ⅲ 平成19年度概算要求関連事項の中から，PFI導入対象事業について判定を
可能性調査に努める。 行い，導入可能性調査を実施した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７４】産業界や地方自治体 【２７４－１】産学官連携施設長野市も Ⅲ 産学官連携施設長野市ものづくり支援センター（UFO－Nagano）運用に対
との連携を強化し，本学に産学 のづくり支援センター（UFO－Nagano）運 し，長野市からの要請に基づき必要な設備機器の取付調整及び排水ルート
官連携施設の実現を図る。また 用開始の支援を行う。 に関する調整支援を行った。
学外施設のスペースの確保に努 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
める。

【２７４－２】学外施設のスペース確保 Ⅲ 学外施設スペースの確保の可能性調査の結果，産学官連携活動拠点とし
の可能性調査を行う。 て東京都内に施設を借入（コラボ産学官，東京都江戸川区)，附属病院駐車

スペースとして，長野県敷地を借入し，学外施設の確保を行った。なお，
法科大学院対応として，長野県施設を検討したが該当施設がなかった。引
き続き学外施設のスペース確保の可能性調査を行うこととした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７４－３】長野市・上田市との調整 Ⅲ 産学官連携施設として学外施設のスペースの確保を図るため，長野市の
・支援を行う。 要請の基づき，UFO－Naganoの必要な設備機器の取付調整及び排水ﾙｰﾄに関

する調整支援を行った。

信州大学
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以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７５】平成17年度までにキ 【２７５－１】キャンパス計画の検証を Ⅲ キャンパス計画の検証のため主要大学からキャンパス計画に関する資料
ャンパス計画の見直しを行い， 継続する。 を収集するとともに旭キャンパス現況測量を実施し，調和のとれた屋外環

。調和のとれた屋外環境の整備を 境の整備を含めたキャンパスマスタープランの策定を開始することとした
目指す。 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７５－２】検証に基づく屋外環境整 Ⅲ 実施した一部の検証結果から，外構サイン計画及び構内緑地計画のを立
備計画の一部を立案する。 案し,18年度の予算を確保し，実施することとした。また，旭キャンパス現

況調査を基に屋外環境のうち，外灯配置に関する検討を行った。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７６】熱エネルギー等に関 【２７６－１】ＥＳＣＯ事業（Ｅnergy Ⅲ ESCO事業の旭キャンパスへの導入に向けた事前調査として，ESCO事業導
連する施設・設備の見直しを行 Ｓervice Ｃompanyの略，省エネルギーを 入可能性調査（エネルギー診断・事業化試算）を外注し，その報告書を受
い，効率的に運用する。 民間の企業活動として行い，顧客に対し けて，事業化への検討を開始した。

包括的にエネルギーサービスを提供する 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
事業）の旭キャンパスへの導入に向けた
事前調査を推進する。

【２７６－２】省エネルギー推進ワーキ Ⅲ 本学キャンパス全体の省エネルギー活動を効果的に推進することを目的
ング・グループを中心として，エネルギ に設置された省エネルギー推進ＷＧにおいて，平成１７年度省エネルギー
ー使用状況 運用形態等を調査・把握し 啓発活動計画表に沿って前年度までの使用量提示，夏季省エネポスター及， ，
エネルギーの効率的な運用に向けた提言 び冬季用省エネポスターの作成・配布，各部局のエネルギー使用状況及び
をワーキング・グループの活動として行 省エネルギー推進状況等をまとめ，各部局への啓蒙活動とエネルギーの効
う。 率的な運用に向けた提言を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７７】周辺環境との調和や 【２７７－１】ユニバーサルデザインの Ⅲ 身障者体験，他機関の取り組み・現状調査を行いユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインを導入し 検討・計画をする。 の検討を行い，バリアフリーマップを作成した。，
安全対策に配慮する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
1)アメニティの向上と身障者対
応としての環境の確保に努める 【２７７－２】計画に基づく安全対策及 Ⅲ 安全対策及びアメニティ向上のため，以下のとおり身障者用便所を４箇。
2)各建物のセキュリティシステ びアメニティ向上の充実を図る。 所，スロープを３箇所整備した。
ムの充実を図る。 ・常田総合研究棟改修工事において，身障者便所スロープを整備

・工学部，繊維学部図書館改修工事において，身障者便所スロープを整備
・教育学部人文美術校舎講義棟便所改修工事において，身障者便所を整備
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７８】地域社会の応急避難 【２７８－１】拠点施設計画及び広報活 Ⅲ 災害時における地域社会の応急避難場所など防災拠点としての施設提供
場所等防災支援拠点としての施 動計画を策定する。 について，避難場所と機能の検証及び受入体制の環境（旭キャンパスの避
設や情報の提供等の充実を図る 難場所等の選定，避難施設等の位置，施設の耐震評価，避難施設の提供，。

避難場所指定及び周知 ，避難運用，広報活動計画などを記載した拠点施設）
計画を策定した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７８－２】策定された拠点施設計画 Ⅱ 災害時の地域における避難場所等の提供に関する拠点施設計画及び広報
及び広報活動計画に基づき広報活動を行 活動計画を作成したが，災害時の避難施設などは，行政（市）が保有・管
う。 理している公立小中学校を防災拠点と位置づけ，避難施設として各戸に防

災マップを配布して周知しており，大学の施設提供については，行政と一
体で行う必要があり，大学独自で行うと地域住民に混乱を招く恐れがある
ため，行政との調整を図る必要があるため，提供施設の決定等引き続き検
討することとし，併せて広報活動を行うこととした。
以上の状況から年度計画を十分には実施していないと判断する。

【２７９】ISO14001の規格認証 【２７９－１】各キャンパスの環境方針 Ⅲ 各キャンパスの環境方針により，西長野キャンパス学生食堂グリストラ
取得等の部局の取組を全学的に による建築・設備の改善を行う。 ップ及び薬品庫改修及び若里キャンパス学生食堂グリストラップ改修を行
支援することにより，大学とし い，西長野ｷｬﾝﾊﾟｽが本年度にISO14001を取得した。また，南箕輪キャンパ
て環境問題に対応する。 ス及び常田キャンパスの18年度にISO14001取得に向けて環境負荷対象施設
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・設備の調査を行い，施設・設備の改修を図ることとした。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７９－２】地球環境に配慮した設備 Ⅲ 地球環境に配慮した設備更新のため各キャンパスの環境負荷対象施設・
の更新を計画する。 設備調査を行い，西長野キャンパス学生食堂グリストラップ及び薬品庫改

修及び若里キャンパス学生食堂グリストラップ改修等必要性の高いものか
ら更新を行った。
以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。

【２７９－３】光熱水料及びエネルギー Ⅲ 本学キャンパス全体の省エネルギー活動を効果的に推進することを目的
の削減に有用な情報を提供，啓発活動等 に設置された省エネルギー推進ＷＧにおいて，平成17年度省エネルギー啓
の行動計画に基づく取組を推進する。 発活動計画表に沿って前年度までの使用量提示，夏季省エネポスター及び

冬季用省エネポスターの作成・配布，各部局のエネルギー使用状況及び省
エネルギー推進状況等をまとめ，各部局への啓蒙活動とエネルギーの効率
的な運用に向けた提言を行った。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２８０】各キャンパス間の情 【２８０－１】総合情報処理センターで Ⅲ 情報ネットワークの整備・拡充として，画像情報ネットワークシステム
報ネットワークの整備・拡充を 検討している，画像情報ネットワークシ の設備のある講義室・会議室の機器の更新とそのネットワークのIP化，キ
推進する。 ステムの設備のある講義室・会議室の機 ャンパス間LANを利用した新しい電話交換機の導入，キャンパス間ファイバ

器の更新とそのネットワークのIP化，キ のループ化などの情報ネットワークの整備・拡充構想について，各学部等
ャンパス間LANを利用した新しい電話交換 の意見・要望等を組み入れて次期ＳＵＮＳの概算要求を行うこととした。
機の導入，キャンパス間ファイバのルー 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
プ化などの情報ネットワークの整備・拡
充構想に沿って，総合情報処理センター
と連携を図り情報ネットワークの整備・
拡充を順次推進していく。

【２８０－２】情報ネットワークにおけ Ⅲ 情報設備の整備・充実方策を検討する一環として， 収集している資料を
る施設・設備面での台帳化（データベー 整理し，現状を検証しながら台帳として電子データー化（ＣＡＤ化）の推
ス化）について現状を検証しながら推進 進を開始し，各部局における情報設備の充実方策の検討を考慮して，情報
し，情報処理センターと連携して情報設 処理センターと連携し，無線ＬＡＮシステム等の改修工事を行うなど順次
備の整備・充実方策を検討する。 各システムを充実している。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２８１】教育研究の高度化や 【２８１－１】総合情報処理センターで Ⅲ 災害時における電話回線等の通信網は，一時的な情報通信量の過度の集
情報化の進展及び周辺社会との 構想している，他大学との情報ネットワ 中によって繋がらなくなる問題が指摘されている。本学の隔地キャンパス
連携等に対応した情報ネットワ ークによる情報交換や，本学の情報ネッ を結ぶ画像情報ネットワークシステム（ＳＵＮＳ）回線は，学内限定の通
ークの充実を図る。 トワークを災害時等における自治体の連 信網のため，外からの過度の情報の流入による回線麻痺がなく，県内の隔

絡手段として活用していくあり方につい 地キャンパス所在地における災害状況をリアルタイムで提供する等，自治
て，総合情報処理センターと連携を図り 体の災害防止体制を支援することが可能である。
情報収集を行う。 また，災害時の機器破損による重要なデータの喪失を防ぐため，回線を

通じ，一般的に想定される被災区域数十キロ圏外への重要なデータのバッ
クアップを，他大学と行う試みを検討しているが，既に学内においては，
数十キロを隔てた松本（旭キャンパス）と長野（工学部）間における給与
データ等のバックアップ体制を構築し，その有効性を検証している。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２８１－２】総合情報処理センターで Ⅲ 総合情報処理センターからの情報ネットワークの施設・設備に関する技
構想している，他大学や周辺自治体との 術的要請により支援を行うこととしていたが，今年度は設備に関する支援
通信手段として本学情報ネットワークを 要請は特になかったが，本学の隔地キャンパスを結ぶ画像情報ネットワー
利用する際に，それに対応する施設・設 クシステム（ＳＵＮＳ）回線の維持・管理等へのサポートの実施を行うと
備面での技術的サポートを行う。 ともに技術的要請に対応する体制を引き続き維持することとしている。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計
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Ⅴ その他の業務運営に関する重要目標
２ 安全管理に関する目標

【 安全管理に関する基本方針 】中
(1) 安全管理計画の作成及び安全管理体制の充実を図る。期
(2) 快適で安全な修学，就労環境の確保に努める。目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【２８２】ハザードマップを作 【２８２－１】ハザードマップを段階的 Ⅱ ハザードマップに関し，既に作成している大学などを調査したが，先行
成し，各種の施設及び設備等を に作成し，学内に周知する。 大学はなく，他の地方公共団体においても参考となるものは入手できなか
学内に周知するとともに，安全 った。
管理計画に基づく実施訓練を定 平成18年度において，ハザードマップのあり方について更に検討を行う
期的に実施する。 とともに，大学内のハザードの調査を行い，段階的な作成を目指すことと

した。
以上の状況から，年度計画を十分には実施していないと判断する。

【２８３】教職員・外部の専門 【２８３－１】教職員・外部の専門家に Ⅱ 旭キャンパスの衛生管理者について見直しを行い，平成18年度から１名
家による総合安全管理を目的と より安全管理体制を総合的に見直しなが を増員して，各部局の職場巡視の充実を図ることとした。また，衛生管理
した組織としての見直しを図り ら再点検する。 者の養成については，今後，教員及び技術職員の資格取得に努めることと，
安全管理体制を再点検し，充実 した。
を図る。 安全管理体制の見直しについては，本年度実施できなかったので，平成18

年度において検討を行うこととする。
以上の状況から，年度計画を十分には実施していないと判断する。

【２８４】実験室・作業場等の 【２８４－１】実験室・作業場等の安全 Ⅲ 産業医及び衛生管理者と職場巡視を行い，不備な部分について改修依頼
安全性について再調査し 修学 性を検証し，改善する。 を行い，改善を図ってきた。また，外部の専門家と繊維学部・農学部の実， ，
就労上改善が必要な個所につい 験室，実習室及び野辺山農場，山地水環境教育研究センター，工学部の実
ては速やかに措置する。 験室及び実習室等の調査を行い，安全性を検証し，必要な改善箇所の洗い

出しを行った。平成１８年度においても，引き続き，職場巡視により更に
点検を行い，改善を図ることとする。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【２８５】中期目標期間の上半 【２８５－１】安全対策マニュアルを作 Ⅲ 安全対策マニュアルの作成については，学部により特殊性が有り効率的
期中に，実験室・作業場等にお 成し，安全教育の徹底を図る。 なため，学部別に作成することとし，各学部別安全の手引の収集及び使用
ける作業手順等の安全対策マニ 方法の調査を行い，現在作成している学部は，教育学部・工学部・理学部
ュアルを作成し，教職員・学生 ・繊維学部で農学部は再編集を行った。また，医学部附属病院は感染対策
に対する安全教育の徹底を図る マニュアルを作成している。学部ごとにマニュアル（安全の手引）を使用。

して，学生に教育及び指導を行い，安全教育の徹底を図る。18年度は，各
学部別に「マニュアル」のホームページへの掲載，作成されていない学部
への作成依頼をすることとした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅴ その他の業務運営に関する特記事項

○施設マネジメント等の状況 ○安全管理に対する取組
・安全管理体制（ 資料編」13―１参照）「

「 ， ， ，・施設マネジメント実施体制（ 資料編」12―１，２参照） 平成16年度において 国立大学法人化に伴い各事業場の設置及び産業医 安全管理者
施設マネジメントの実施にあたり，平成１６年度に施設マネジメント委員会を発足し 衛生管理者，安全衛生委員会などを設置するとともに関係規程の整備を行っている。

た。その下に審議機関として施設有効活用専門部会及び省エネルギーワーキンググルー 実験室・作業場等の安全性の検証及び改善については，順調に実施されている。
プを設置し，部会等の構成員及び環境施設部を中心に，施設マネジメントを実施してい 今後の全学的な安全管理体制の確立に向けて，平成１７年度から検討中
る。 ・マニュアル作成（ 資料編」13―２参照）「
本年度は，施設マネジメント管理システム導入の年次計画に基づく，施設マネジメン 全学統一的なマニュアル作成は不合理であるので，学部ごとの「安全の手引き」の作

トの基本実施策(18年度営繕計画)を作成するとともに施設パトロール及び耐震診断等に 成の促進と内容周知について，順調に実施されている。実験系の教育学部，理学部，工
よるデーターの収集，収集資料の整理を行い，施設マネジメント管理システムにるデー 学部，農学部，繊維学部で「安全の手引き」を作成。附属病院では「院内感染手引き」
タベース化を進めるとともに，必要な施設の改修等を行った。 作成。

・薬品管理システム（ 資料編」13―３参照）「
・キャンパスマスタープラン等の策定状況 平成17年11月に全学の安全衛生委員会の中に薬品管理システム運用専門部会を立ち上
各建物の再点検・評価結果を基に策定するキャンパスマスタープランにより施設の活 げ，薬品管理システムの運用について順調に実施されている。

用計画を策定することとし，マスタープラン作成にあたるプロジェクトの立ち上げ作業 ・安全教育
を行い，18年度からそのメンバーの基，キャンパスマスタープラン作成にとりかかるこ 新人職員に対する研修の中でビデオ「新入社員の安全と健康」により実施。また，附
ととした。 属病院看護部では新人オリエンテーションの際「院内感染予防」を配布して説明。実験

系の学部では前述の「安全の手引き」を利用した教職員・学生に対する安全教育が順調
・施設・設備の有効活用の促進（ 資料編」12―３参照） に実施されている。「
各部局独自で行っている有効活用についての調査及び全学的な利用状況調査を今後と

りまとめ，随時データベース化することとする。
また，平成７年度以降に整備した新営及び大型改修施設については，学内規定に基づ

き確保した全学共同スペースの使用許可等を行い，施設の有効活用を図っている。

・施設維持管理の計画的実施（ 資料編」12―４参照）「
施設パトロールによる現状施設の老朽状況等の調査に基づき改修等の長期計画書を策

定し，年度計画書に基づいた施設の維持管理を図っている。尚，１７年度より，施設維
持管理経費の中央管理分として，２億５千万円の予算を確保し，維持管理等の推進を図
っている。
今後，実験機器等も含めた維持管理計画を策定し，より一層の省エネルギーの推進や

教育・研究環境の改善を目指す。

○危機管理への対応

・災害，事件等に関する危機管理の体制の整備状況は，以下のとおりである。
①本学では，信州大学の理念と目標のもと，教職員の一人ひとりが高潔な価値観，倫
理観を保持し，誠実かつ公正に諸活動を展開していくため，信州大学教職員行動規範
を定めた （ 資料編」14参照）。「
②紀要等の学内刊行物の編集・発行体制（責任体制）の学内基準を制定し，学内にお
けるチェック機能を整備した。
③大学院研究科，学部，学科等の設置のための文部科学大臣への設置認可申請に先立
ち，教育課程，教員組織その他認可申請に必要な事項について全学的立場から審査す
るため，信州大学設置認可申請審査委員会を設置した。
④法科大学院及び経済学部の教授会の運営方法など管理運営体制全般に係る改善，信
頼回復に向けた今後の措置等について検討するため，信州大学法科大学院改善検討委
員会を設置した。

， ，⑤法科大学院に 法曹法務研究科長の下で教職員による法令遵守の徹底を図る目的で
実務家弁護士教員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置した。
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Ⅵ 予算（人件費見積もりを含む ，収支計画及び資金計画。）

※ 財務諸表及び決算報告書参照

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額

４３億円 ４３億円 該当なし

２ 想定される理由２ 想定される理由

運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等によ 運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等によ
り緊急に必要となる対策費として借り入れするこ り緊急に必要となる対策費として借り入れするこ
とも想定される。 とも想定される。

Ⅷ 重 要 財 産 を 譲 渡 し ， 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

病院の再開発及び特別医療機械設備に必要とな 病院特別医療機械設備に必要となる経費の長期 病院特別医療機械設備に必要となる経費の長期
る経費の長期借入れに伴い，本学病院の敷地及び 借入れに伴い 本学病院の敷地及び建物について 借入れに伴い，本学の敷地について，担保に供し， ，
建物について，担保に供する。 担保に供する。 た。
工学部学生寄宿舎の土地の一部（長野県長野市 工学部学生寄宿舎の土地の一部（長野県長野市 工学部学生寄宿舎の土地の一部（長野県長野市

若里5-15，約1,022.58㎡）及び若里宿舎の土地の 若里5－15，1,022.58㎡）及び若里宿舎の土地の一 若里5－15，1,022.58㎡）及び若里宿舎の土地の一
一部（長野県長野市若里5-16,約745.39㎡）(計, 部（長野県長野市若里5－16，745.39㎡ （計，1,7 部（長野県長野市若里5－16，745.39㎡ （計，1,7） ）
約1,767.97㎡)を譲渡する。 67.97㎡）を譲渡する。 67.97㎡）を譲渡した。

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

本学附属病院における救命救急センターの設置決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の 決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の
等による医薬品、材料費の増大に伴う病院運営費質の向上及び組織運営の改善に充てる。 質の向上及び組織運営の改善に充てる。
に627,000,000円を充当した。
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Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

・小規模改修 総額 １，２１４ 施設整備費補助金 総額 ６５３ 施設整備費補助金 総額 ６５３ 施設整備費補助金・(常田)総合研究棟 ・(常田)総合研究棟
・病院特別医療機械 （４２０） （５８３） （５８３）改修（繊維） 改修（繊維）
設備 船舶建造費補助金

（ ０） ・小規模改修 施設費交付事業費 ・小規模改修 施設費交付事業費
長期借入金 （ ７０） （ ７０）

（７９４）
国立大学財務・経営セン
ター施設費交付金

（ ０）

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達成するために必要 （注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した
な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を 施設・設備の整備や，老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等
勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。 が追加されることもあり得る。

(注２) 小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算し
ている。
なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造費補助金，国

， ，立大学財務・経営センタ－施設費交付金 長期借入金については
事業の進展等により所要額の変動が予想されるため，具体的な額
については，各事業年度の予算編成過程等において決定される。

○ 計画の実施状況等

・小規模改修 支出金額 ・ 常田）総合研究棟改修（繊維） 支出金額（
教育学部附属松本中学校暖房設備改修工事 13,125,000 円 （常田）総合研究棟改修工事 278,250,000 円
教育学部附属松本中学校暖房用電源工事 993,300 円 （常田）総合研究棟改修電気設備工事 94,290,000 円
教育学部附属松本小学校ボイラ室改修その他工事 4,200,000 円 （常田）総合研究棟改修機械設備工事 93,765,000 円
工学・繊維学部図書館改修工事 16,233,000 円 （常田）総合研究棟エレベーター設備工事 9,555,000 円
工学・繊維学部図書館改修電気設備工事 4,966,500 円 （常田）総合研究棟改修工事（その２） 77,700,000 円
工学・繊維学部図書館改修機械設備工事 6,930,000 円 （常田）総合研究棟改修電気設備工事（その２） 5,670,000 円
工学部図書館１階閲覧室照明設備等改修工事 1,365,000 円 （常田）総合研究棟改修機械設備工事（その２） 3,045,000 円
学生寄宿舎（妻科寮）旧型高圧電気幹線取替工事 997,500 円 附帯設備工事 7,848,800 円
繊維学部旧型高圧電気幹線取替工事 2,940,000 円 附帯事務費（施設施工旅費） 167,130 円
医学部等旧型高圧電気幹線取替工事 18,249,700 円 附帯事務費（工事事務費） 148,070 円

計 70,000,000 円 附帯事務費（設計監理費） 12,180,000 円
計 582,619,000 円

総金額 652,619,000 円
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Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

(1)任用制の活用
教員の流動性の向上を図るため，各分野の実情に応じ

て任期付任用を導入する。
(2)教職員の雇用方針 (1)教職員の雇用方針 1 教職員の雇用方針( )
1)教職員の公募原則の推進及び競争原理の導入 1)教職員の公募原則の推進及び競争原理の導入 1)「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成する
2)職務に応じた多様な雇用形態の導入 2)職務に応じた多様な雇用形態の導入 ためのにとるべき措置」Ⅱ－３－(2)参照
3)女性教員の増員 2)平成１７年度に新たに導入した雇用形態はないが，導
4)外国人教員の増員 入済みの制度では下記のとおり雇用の実績があった。
5)法定基準以上の障害者の雇用 ・労基法第14条に基づく常勤職員の有期雇用
6)専門的業務に従事する職員の一般公募による選考採用 教員・事務職員５名
7)人件費の抑制 ・特任教授 工学部１名，法曹法務研究科６名

・教育特任教授 健康安全センター１名，産学官連携推
進本部３名，医学部３名，工学部２名，農学部１名，
繊維学部２名

・教員以外の職員の選考採用
平成17年度１名，平成18年４月１日採用６名

(3)人材育成方針 (2)人材育成方針 人材育成方針(2)
1)職能資格制度，職能資格給与制度，人事考課制度，昇 専門研修の充実 専門性を必要とする職種の研修
格昇進基準の導入 （財務関係）

2)職務に応じ業績を評価する方法の構築 ・財務会計制度幹部職員研修（１回・４時間）100名参加
3)やりがいと自己実現を目指す組織風土の形成及び能力 ・財務会計制度病院職員研修（１回・４時間） 45名参加
開発システムの構築 ・簿記研修（３級相当 （12回・36時間） 50名参加）

4)教員のサバティカル制度の導入 ・財務会計制度事務職員研修（10回・30時間） 50名参加
5)教員以外の職員のキャリア形成について，職員個別の ・会計職員実務研修（２回） 29名参加
キャリア計画を作成し，各職域に応ずる専門的能力の ・財務会計職員研修（エキスパート （７回） 27名参加）
育成 （病院関係）

6)専門研修の充実 ・医師，看護師，技術職員向け ４回 のべ586名参加
・病院全職員向け ７回 のべ1,141名参加
(衛生管理者養成関係)
・衛生管理者免許試験受験準備講習会（１回・３日）

24名参加
(4)人事交流 (3)人事交流 人事交流(3)
事務系職員の他大学との交流人事を今後とも実施する 事務系職員の他大学との交流人事を今後とも実施する 平成17年度（平成18年４月１日付け）人事交流状況。 。

・長野工業高等専門学校 10名
・国立信州高遠少年自然の家 ３名
・国立天文台 １名
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（ ， ）○ 別表 学部の学科 研究科の専攻等

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人) （％）

人文学部
人間情報学科 ３３０ ４１３ １２５．２
文化コミュニケーション学科 ３１０ ４０３ １３０．０

教育学部
学校教育教員養成課程 ８４０ ８９２ １０６．２
養護学校教員養成課程 ８０ ８４ １０５．０
生涯スポーツ課程 １２０ １３６ １１２．５
教育カウンセリング課程 ８０ ８４ １０５．０

経済学部
経済学科 ５６０ ６９８ １２４．６
経済システム法学科 ２９０ ３６２ １２４．８

理学部
数理・自然情報科学科 ２２０ ２４３ １１０．５
物理学科 １４０ １７８ １２７．１
化学科 １４０ １５５ １１０．７
地質科学科 １２０ １３７ １１４．２
生物科学科 １２０ １３０ １０８．３
物質循環学科 １００ １１２ １１２．０
各学科共通（３年次編入学定員） ２０ ２８ １４０．０

医学部
医学科 ５９０ ５９８ １０１．４
保健学科 ４４６ ４５１ １０１．３

工学部
機械システム工学科 ３２０ ３６９ １１５．３
電気電子工学科 ３８０ ４３６ １１４．７
社会開発工学科 ３８０ ４４６ １１７．４
物質工学科 ２４０ ２７９ １１６．３
情報工学科 ３６０ ４００ １１１．１
環境機能工学科 ２００ ２２３ １１１．５
各学科共通（３年次編入学定員） ４０ ６３ １５７．５

農学部
食料生産科学科 ２４８ ２５４ １０２．４
森林科学科 ２４４ ２６４ １０８．２
応用生命科学科 ２０８ ２２２ １０６．７
各学科共通（３年次編入学定員） ２０ ２１ １０５．０

繊維学部
応用生物科学科 １２０ １５２ １２６．７
繊維システム工学科 １５６ １９７ １２６．３
素材開発化学科 １５６ １９０ １２１．８
機能機械学科 １７２ ２１６ １２５．６
精密素材工学科 １５６ １８５ １１８．６
機能高分子学科 １８４ ２０５ １１１．４
感性工学科 １５６ １８４ １１７．９
各学科共通（３年次編入学定員） ２０ ２２ １１０．０

学士課程合計 ８，２６６ ９，４３２ １１４．１

人文科学研究科
地域文化専攻（修士課程） １０ ２９ ２９０．０
言語文化専攻（修士課程） １０ １９ １９０．０

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

教育学研究科
学校教育専攻（修士課程） １６ ３９ ２４３．８
教科教育専攻（修士課程） ６４ ６９ １０７．８

経済・社会政策科学研究科
経済・社会政策科学専攻（修士課程） １２ ２２ １８３．３
イノベーション・マネジメント専攻 修士課程 ２０ ４４ ２２０．０（ ）

医学研究科
医科学専攻（修士課程） ４０ ５８ １４５．０
医学系専攻（博士課程） １９６ １４１ ７１．９
臓器移植細胞工学医科学系専攻（博士課程） ５６ ４３ ７６．８
加齢適応医科学系専攻（博士課程） ４２ ３５ ８３．３

工学系研究科
数理・自然情報科学専攻 修士・博士前期課程 ３２ ３３ １０３．１（ ）
物質基礎科学専攻（修士・博士前期課程） ５２ ６０ １１５．４
地球生物圏科学専攻（修士・博士前期課程） ５６ ６３ １１２．５
機械システム工学専攻（修士・博士前期課程） ５４ ８０ １４８．１
電気電子工学専攻（修士・博士前期課程） ７２ １５３ ２１２．５
社会開発工学専攻（修士・博士前期課程） ７２ １０４ １４４．４
物質工学専攻（修士・博士前期課程） ４２ ７１ １６９．０
情報工学専攻（修士・博士前期課程） ８０ ２９１ ３６３．８
環境機能工学専攻（修士・博士前期課程） ３０ ５２ １７３．３
応用生物科学専攻（修士・博士前期課程） ４２ ４０ ９５．２
繊維システム工学専攻（修士・博士前期課程） ４２ ４５ １０７．１
素材開発化学専攻（修士・博士前期課程） ３０ ４２ １４０．０
機能機械学専攻（修士・博士前期課程） ３６ ４５ １２５．０
精密素材工学専攻（修士・博士前期課程） ３０ ４５ １５０．０
機能高分子学専攻（修士・博士前期課程） ４６ ９１ １９７．８
感性工学専攻（修士・博士前期課程） ４２ ５７ １３５．７
地球環境システム科学専（博士後期課程） １２ ４０ ３３３．３
生物機能工学専攻（博士後期課程） ２６ ６１ ２３４．６
材料工学専攻（博士後期課程） １８ ２９ １６１．１
システム開発工学専攻（博士後期課程） ２０ ７２ ３６０．０

農学研究科
食料生産科学専攻（修士課程） ４０ ５２ １３０．０
森林科学専攻（修士課程） ３４ ３５ １０２．９
応用生命科学専攻（修士課程） ３２ ３８ １１８．８
機能性食料開発学専攻（修士課程） ３２ ３６ １１２．５

総合工学系研究科
（博士課程） １５ ２１ １４０．０生命機能・ファイバー工学専攻

（博士課程） １２ １５ １２５．０システム開発工学専攻
（博士課程） ７ ５ ７１．４物質創成科学専攻

（博士課程） ８ １３ １６２．５山岳地域環境科学専攻
（博士課程） ７ １３ １８５．７生物・食料科学専攻

法曹法務研究科
４０ ３６ ９０．０法曹法務専攻（専門職学位課程）

修士課程・博士前期課程合計 １，０６８ １，７１３ １６０．４

博士課程・博士後期課程合計 ４１７ ４８８ １１７．０

専門職学位課程合計 ４０ ３６ ９０．０

専攻科助産学特別専攻 ２０ ２０ １００．０

附属長野小学校（学級数 １８） ７２０ ６９８ ９６．９
附属松本小学校（学級数 １２） ４８０ ４２９ ８９．４
附属長野中学校（学級数 １８） ７２０ ６９２ ９６．１
附属松本中学校（学級数 １２） ４８０ ４１９ ８７．３
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附属養護学校 （学級数 ９） ６０ ５８ ９６．７
附属幼稚園 （学級数 ５） １６０ １２４ ７７．５

附属学校合計 ２,６２０ ２,５２０ ９６．２

○ 計画の実施状況等

○収容定員と収容数に＋15％の差がある主な理由

[学士課程]

〔人文学部〕
・手続き率の変動により合格者が定員枠を超過して入学手続きする
・休学等(多くの交換留学生乃び私費留学生を含む)により同一学年に留まった者や
積極的に学ぶあまり自主的に卒業を延期する者が少なくない。

〔経済学部〕
・外国人留学生を定員外としているため。
・留年者が多いため。

〔工学部〕
・機械システム工学科，社会開発工学科，物質工学科及び３年次編入学生では，
最低在学年限超過学生数いわゆる留年者数が多い。

〔繊維学部〕
， ，・試験の種類が多くなっており 各試験ごとに入学定員を確保することによって

結果的に入学定員を超過して入学させることとなったため。
・厳正な成績評価の実施，休学理由の多様化，学生の意識の変化（休学をして海
外での語学研修，ボランティア等を行う ）等の理由によって，留年者が増加。
しているため。

[大学院修士課程・博士前期課程]

〔人文科学研究科〕
・入学者の選抜時に定員を超過して選抜している。
・社会人特別選抜や私費外国人留学生特別選抜等の入学定員の枠外で実施される特別選
抜による入学者の増。

・留年者のほか，より高度な修士論文を目指した自主留年や，長期履修制度を活用する
がために発生する２年を超える在学者がいるため。

〔教育学研究科〕
・学校教育専攻の中でも臨床心理専修の希望者が多く社会的にも専門家の養成が
要望され，受け入れ可能最大の合格者を出してきた。

〔経済・社会政策科学研究科〕
・社会人学生で長期履修学生制度を利用している学生がいるため。

〔医学研究科・医科学専攻〕
・認定遺伝カウンセラー養成プログラム等の高度職業人育成を目的とした専門教
育の実施やスポーツ医学分野の健康推進コーディネーター養成（社会人特別選
抜）コースの開設による優秀な志願者が増加したため入学者が定員を超過する
状況となったため。

〔工学系研究科〕
・学部の卒業生のうち，大学院進学を希望する学生の割合が６割から７割に達し
ており，多くの入学生を受け入れるため。

・情報工学専攻では，インターネット遠隔教育 で学ぶ社会人学生を多(e-Leaning)
数受け入れているため。

〔農学研究科〕
・国際交流推進の観点からの外国人留学生受入れによる収容数の増加

[大学院博士課程・博士後期課程]

〔工学系研究科〕
・適正な能力を有する入学希望者が多く，指導体制に余裕があり（外部資金等に

）， 。よる 研究の活性を維持するために入学定員より多めに入学させているため

〔総合工学系研究科〕
， ，・優秀な受験生が多かったこともあり 施設スペースや教員の負担を考慮しつつ

可能な限り多くの学生に対して大学院教育の機会を与えるべきであると考え，
一部の専攻を除き，入学者数が定員を超える状況になっている。

○収容定員と収容数に－15％の差がある主な理由又は是正のための措置や取組

〔医学研究科・医学系専攻（博士課程 〕）
大学院修了者の評価（課程博士と論文博士との差異）を明確にするため，課程

制大学院の実質化を図り，本専攻への進学者が増えるよう環境整備を図っている
が，収容定員割れが解消できていない。
なお，社会人特別選抜についても積極的に取り組み，年々入学者は増加傾向に

ある。
また，中央教育審議会大学分科会大学院部会での医療系大学院の目的とそれに

沿った教育等の在り方について，大学院在り方ワーキンググループで検討し，大
学院教育の充実と志願者の拡大を図ることとしている。

〔医学研究科・臓器移植細胞工学医科学系専攻（博士課程 〕）
平成１５年度以降の入学者が激減し，現在に至っている。
このため，本専攻のホームページをリニューアルし，広報に努め志願者増を図

ることとしたい。また，外部評価を実施し，学外有識者の意見を参考に定員充足
率の改善を図る計画をしている。

〔医学研究科加齢適応医科学系専攻（博士課程 〕）
平成17年度秋季入学者 １名

〔教育学部附属幼稚園〕
過去５年以上にわたって３年保育（定員２０）の定員は常に充足しているが，

２年保育（定員５０）の定員が充足されない状態が続いている。この間３年保育
の定員を増加させ，２年保育の定員を減少させ，保護者等の要望に合う入園定員
の改訂を考えてきた。今後の入園希望者数の動向も加味して入園定員の改訂を試
みたい。
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